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資料１－２

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

平成２７年度業務実績評価書（案）

平成２８年８月８日
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平成２７年度評価書様式（案）

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式

１．評価対象に関する事項

法人名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

評価対象事業年

度

年度評価 平成２７年度（第３期）

中期目標期間 平成２５～２９年度

２．評価の実施者に関する事項

主務大臣 厚生労働大臣

法人所管部局 職業安定局 担当課、責任者 雇用開発企画課長 北條 憲一

評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 玉川 淳

主務大臣

法人所管部局 担当課、責任者

評価点検部局 担当課、責任者

３．評価の実施に関する事項

４．その他評価に関する重要事項
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式

１．全体の評定

評定

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

Ａ Ａ

評定に至った理由

２．法人全体に対する評価

法人全体の評価

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など

項目別評定で指摘した

課題、改善事項

その他改善事項

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項

４．その他事項

監事等からの意見

その他特記事項
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№

備考 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№

備考

２５

年度

２６

年度

２７

年度

２８

年度

２９

年度

２５

年度

２６

年度

２７

年度

２８

年度

２９

年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
高年齢者雇用に関する相談・援助、
実践的手法の開発、啓発等

Ａ Ａ １－１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立、
業務運営の効率化に伴う経費節減等、事
業の費用対効果、障害者雇用納付金を財
源に行う講習及び啓発の事業規模の配
慮

Ａ Ｂ ２－１

給付金の支給業務 Ａ Ｂ １－２

地域障害者職業センターにおける障
害者及び事業主に対する専門的支援

Ａ Ａ １－３

地域の関係機関に対する助言・援助
等及び職業リハビリテーションの専
門的な人材の育成

Ａ Ａ １－４

職業リハビリテーションに係る調
査・研究及び技法の開発

Ａ Ａ １－５

障害者職業能力開発校の運営 Ａ Ｂ １－６

障害者雇用納付金の徴収及び障害者
雇用調整金、報奨金等の支給業務

Ａ Ａ １－７

障害者雇用納付金に基づく助成金の
支給業務

Ａ Ｂ １－８

障害者雇用に関する各種講習、相
談・援助、実践的手法の開発、啓発
等

Ａ Ａ １－９

障害者技能競技大会(アビリンピッ
ク)の開催

Ａ Ａ １－10

離職者訓練 Ａ Ａ １－11 Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

高度技能者養成訓練 Ｓ Ａ １－12 財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ ３－１

在職者訓練、事業主等との連携・支
援

Ａ Ａ １－13

指導員の養成、訓練コースの開発等、
国際連携・協力の推進

Ａ Ｂ １－14

効果的な職業訓練の実施、公共職業
能力開発施設等

Ａ Ｂ １－15

求職者支援制度に係る職業訓練認定
業務等

Ｂ Ｂ １－16

関係者のニーズ等の把握、業績評価
の実施及び公表、内部統制の充実・
強化、事業主等とのネットワークの
構築、連携強化、法人統合による業
務運営におけるシナジーの一層の発
揮に向けた取組、情報提供及び広報
の実施、東日本大震災に係る対策の
実施、情報セキュリティ対策の推進、
既往の閣議決定等に示された政府方
針に基づく取組の実施

Ｂ Ｂ １－17 Ⅳ．その他の事項

その他業務運営に関する重要事項 Ａ Ｂ ４－１
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１ 高年齢者雇用に関する相談・援助、実践的手法の開発、啓発等

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場
において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を
図ること

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第２号
及び第３号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業
レビュー

－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

高年齢者雇用アドバイザ
ーによる相談・援助件数
（計画値）

毎年度延べ
30,000 件以
上

－
30,000 件以
上

30,000件以
上

30,000 件以
上

30,000 件以
上

30,000 件以
上

予算額（千円） － － －

高年齢者雇用アドバイザ
ーによる相談・援助件数
（実績値）

－ 41,747 件 42,160 件 39,997 件 37,273 件 決算額（千円） － － －

達成度 － － 140.5％ 133.3％ 124.2％ 経常費用（千円） － － －

相談・援助の利用事業主等
に対する追跡調査におけ
る課題改善効果が見られ
た旨の評価（計画値）

70％以上 － 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 経常利益（千円） － － －

相談・援助の利用事業主等
に対する追跡調査におけ
る課題改善効果が見られ
た旨の評価（実績値）

－ 80.0％ 90.4％ 89.7％ 89.8％
行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － 129.1％ 128.1％ 128.3％ 従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためとるべき措置

【評価項目１ 高年
齢者雇用に関する相
談・援助、実践的手
法の開発、啓発等】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

高年齢者を戦力と
して活用することが
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事項は、次のとおりとす
る。

２ 高年齢者等に係る雇用
関係業務に関する事項

(2) 高年齢者等の雇用
に関する技術的事項に
ついて、事業主その他
の関係者に対して相談
その他の援助を行うこ
とに関する事項

高年齢者等の安定し
た雇用の確保、雇用管
理改善等の実施、高年
齢者等の多様な就業ニ
ーズに応じた就業機会
の確保を図るために、
職業安定機関と連携し
つつ、事業主等に対し
て必要な支援を実施す
ること。

２ 高年齢者等に係る雇用
関係業務に関する事項

(2) 高年齢者等の雇用
に関する技術的事項に
ついて、事業主その他
の関係者に対して相談
その他の援助を行うこ
とに関する事項

生涯現役社会の実現
に向けて、高年齢者雇
用確保措置に関する事
業主の取組、高年齢者
等の雇用管理改善等、
高年齢者等の職業の安
定を図るための多様な
就業機会の確保に関し
て、事業主等に対する
支援を職業安定機関と
十分に連携しつつ、効
果的に実施する。

２ 高年齢者等に係る雇用
関係業務に関する事項

(2) 高年齢者等の雇用に
関する技術的事項につ
いて、事業主その他の
関係者に対して相談そ
の他の援助を行うこと
に関する事項

生涯現役社会の実現
に向けて、高年齢者雇
用確保措置に関する事
業主の取組、高年齢者
等の雇用管理改善等、
高年齢者等の職業の安
定を図るための多様な
就業機会の確保に関し
て、事業主等に対する
相談・援助、実践的手
法の開発、啓発広報活
動等の支援を職業安定
機関と十分に連携しつ
つ、効果的に実施する。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項

(2) 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主
その他の関係者に対して相談その他の援助を行うことに関
する事項

できる制度の構築等
に向け、職業安定機
関との連携のもと 、
積極的に相談・援助
を行った結果 、相
談・援助実施件数は
37,273 件（達成度
124.2％）、相談・援
助の利用事業主等か
らの課題改善効果が
みられた旨の評価は
89.8 ％ （ 達 成 度
128.3％）と、目標の
達成度は 120％を超
える高い実績となっ
た。

相談・援助を行う
高年齢者雇用アドバ
イザーがより具体的
な課題改善を行える
よう、新たに賃金・
人事評価制度に特化
した研修を行うとと
もに、産業別ガイド
ラインの追加策定等
により手法の充実を
図った。

さらに、「生涯現役
① 高年齢者雇用アド
バイザーによる相談・援
助等の実施

「生涯現役社会の
実現」に重点を置き、
「希望者全員を対象
とする 65 歳までの
継続雇用制度の導
入」、「70歳まで働け
る企業の実現」等に
資するため、高年齢
者雇用アドバイザー
を活用して、執行の
効率化を図りつつ、
機構の蓄積する専門
的知見を基に事業主
等に対する高年齢者
等の雇用の技術的問
題全般に関する相

ア 高年齢者雇用アド
バイザーによる効果
的な相談・援助等の
実施・充実

① 高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
効果的な相談・援
助等の実施

「生涯現役社会
の実現」に重点を
置き、「希望者全員
を対象とする 65
歳までの継続雇用
制度の導入」、「70
歳まで働ける企業
の実現」等に資す
るため、高年齢者
雇用アドバイザー
が、事業主等に対
して、実践的支援
ツールを活用して
対象企業の課題等
を把握する等によ
り、毎年度延べ

① 高年齢者雇用アド
バイザーによる効果
的な相談・援助等の
実施・充実

高年齢者雇用アド
バイザーによる相
談・援助は、「生涯現
役社会の実現」に資
するため、雇用管理
改善に取り組もうと
する又は取り組む必
要がある事業主に対
して実施する。

① 高年齢者雇用アドバイザーによる効果的な相談・援助等の
実施・充実

・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、「生涯現役社
会の実現」に重点を置き、平成 24年に改正され、平成 25 年
に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下
「改正高齢法」という。）への対応及び「年齢にかかわりなく
働ける企業の普及」等に資するため、企業の制度導入状況等
に応じて必要となる雇用管理改善が取り組まれるよう以下の
とおり実施した。
- 都道府県支部は、高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助

の効果的かつ円滑な実施のために、必要に応じ職業安定機
関の担当者等の参加を得つつ連絡調整会議を実施する等、
相談・援助の取組の進捗状況について、職業安定機関と連
携し、それぞれの役割に応じた的確な支援を実施した。

- 機構本部においては、業務の全国統一的枠組みとして基本
スキームを示しており、都道府県支部は地域の実情を考慮
の上、高年齢者雇用アドバイザーの訪問先として相談・援
助による効果をより高く見込める企業を選定した。

を展望したキャリア
形成支援」をテーマ
としたシンポジウム
を開催するととも
に、「高年齢者雇用開
発コンテスト」や「エ
ルダー活躍先進事例
集」等により、先進
的な取組事例を収集
し、見やすい形での
提供を行う等、積極
的な啓発広報活動を
展開した。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
優れた取組を行っ

ている企業の事例を
幅広く収集・提供す
る等により啓発広報
活動をさらに充実す
るとともに、高年齢
者雇用アドバイザー
が企業により効果的
に働きかけられるよ
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談・援助を行い、相
談・援助を実施した
事業主等に対して追
跡調査を実施し、
70％以上の利用事業
主等において、具体
的な課題改善効果が
見られるようにする
こと。

また、職業安定機
関からの要請に基づ
く事業所に対する相
談・助言を積極的に
実施すること。

30,000 件 の 相
談・援助を計画的
かつきめ細かく実
施する。実施後は、
相談・援助を行っ
た事業主等に対し
て追跡調査を実施
し、有効回答のう
ち 70％以上の事
業主等において、
具体的な課題改善
効果が見られるよ
うにする。
高年齢者雇用ア

ドバイザーによる
相談・援助は、高
年齢者等の雇用の
安定等に関する法
律（昭和 46 年法律
第 68号）に規定さ
れている 65 歳ま
での高年齢者雇用
確保措置の未実施
企業や経過措置に
より継続雇用制度
の対象者の基準を
設けている企業等
に対し、希望者全
員 65 歳までの継
続雇用に向けて、
職業安定機関から
の要請に積極的に
対応して相談・助
言を実施する。
希望者全員 65

歳までの高年齢者
雇用確保措置の実
施済み企業等に対
しては、65 歳を超
える定年延長等の
企業の自主的な取
組を支援する等年
齢にかかわりなく
働ける企業の普及
を図り、生涯現役
社会の実現を推進
する。

その実施に当たっ
ては、引き続き職業
安定機関と密接な連
携を図りつつ、「高年
齢者等の雇用の安定
等に関する法律」（昭
和46年法律第68号）
に規定されている希
望者全員 65 歳まで
の高年齢者雇用確保
措置の実施済み企業
等に対して、当該措
置の円滑な運用や
65 歳を超える定年
延長等の企業の自主
的な取組を支援する
等、年齢にかかわり
なく働ける企業の普
及を図り、生涯現役
社会の実現を推進す
る。

また、中高年従業
員の活用方法等や職
業意欲の向上等につ
いての事業主等のニ
ーズに応えるため、
当該企業の職場管理
者又は中高年従業員
に対する研修を実施
する。

加えて、機構本部は事業主に対する継続的な支援を効果
的に行うための相談記録の内容の充実等について、都道府
県支部に周知指導するとともに、業務指示が適切に実施さ
れるよう、都道府県支部業務担当者向け手引きに新たな疑
義解釈や解説等を追加・修正し、配付した。

- 業務進捗状況等を勘案し、必要に応じて機構本部職員が都
道府県支部に出向き、高年齢者雇用アドバイザーの連絡調
整会議に出席する等現地指導を強化した。

- 中高年従業員の活用方法や職業意欲の向上等についての事
業主等のニーズに応えるため、就業意識向上研修サービス
を支援メニューとし、企業の職場管理者又は中高年従業員
に対する研修を実施した。

うマニュアルを作成
する等、生涯現役社
会の実現に向けた取
組を一層進めていく
必要がある。

イ 「生涯現役社会
の実現」に資する
ため、事業主が取
り組む際に課題と
なる賃金・退職金
制度又は人事管理

＜定量的指標＞
・高年齢者雇用アドバ

イザーが、事業主等
に対して、毎年度延
べ 30,000 件 の 相
談・援助を計画的か

イ 高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の実施
・平成 27年度における相談・援助の実施件数は 37,273 件（前

年度実績 39,997 件、前年度比 93.2％、達成度 124.2％）で
ある。
（内訳）
相談・助言 個別訪問 37,107 件
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制度等の見直し等
に対して、実践的
支援ツールを活用
して対象企業の能
力開発、職場環境
整備、人事管理制
度及び健康・安全
管理等に係る課題
を把握する等を行
い、高年齢者雇用
アドバイザーが
30,000 件以上の
相談・援助を実施
することにより、
高年齢者等の雇用
管理の改善に関す
る事業主の取組を
支援する。

年齢にかかわり
なく働ける企業の
普及に係る支援に
当たっては、企業
の高齢化や制度導
入のそれぞれの状
況に応じ、(ｲ)65
歳以上雇用を実現
している企業に対
しては、次の段階
として自然体で
70 歳雇用につな
げる、(ﾛ)運用によ
り 70 歳雇用を実
現している企業に
対しては、70歳雇
用を制度として定
着させる、(ﾊ)70
歳雇用を実現して
いる企業に対して
は、さらに年齢に
かかわりなく働け
る企業の実現につ
なげるよう、効果
的かつ的確な相
談・援助を実施す
る。
なお、65歳まで

の高年齢者雇用確
保措置の未実施企
業や経過措置によ
り継続雇用制度の
対象者の基準を設
けている企業につ
いては、訪問対象

つきめ細かく実施す
ること。【数値目標】

＜評価の視点＞
・年齢にかかわりなく

働ける企業の普及に
係る支援に当たり、
効果的かつ的確な相
談・援助を実施して
いるか。

＜評価の視点＞
・65 歳までの高年齢者

雇用確保措置の未実
施企業や経過措置に
より継続雇用制度の
対象者の基準を設け
ている企業等に対
し、希望者全員 65

集団指導 31件
企画立案 85件
就業意識向上研修 50 件

合 計 37,273 件

・相談・援助の実施件数については、改正高齢法に基づく高年
齢者雇用確保措置実施済み企業の増加に伴い未実施企業への
相談・助言は減少しているものの、多くの企業における改正
高齢法に対応した制度導入の結果、職場において高年齢者が
増加したことによって生じる具体的な課題等を解決するた
め、高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助に対するニ
ーズが引き続き高く、それらに確実に対応したため、高年齢
者雇用確保措置実施済み企業への相談・援助が多くなってい
る。

・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、企業の高年齢者
雇用確保措置の実施状況等に応じ、60歳以降の賃金制度、評
価制度等の人事処遇に関することから、職場改善、健康管理、
能力開発等の様々な分野において、高年齢者雇用アドバイザ
ー個々の専門性を活かし、以下のとおり、効果的かつ的確に
実施した。
- 支援すべき企業の選定に当たっては、厚生労働省から提供
された高年齢者雇用状況報告の情報及び過去の相談・助言
の記録から得られる制度導入状況、高年齢者の雇用状況等
の企業情報を基に、制度の導入や改善効果が見込まれる企
業をリストアップし、高年齢者雇用アドバイザーの訪問に
よる効果が見込まれる企業を重点的に個別訪問できるよ
う、都道府県支部が必要に応じ職業安定機関と協議の上、
個別訪問計画を策定した。

- 希望者全員を対象とする 65 歳までの高年齢者雇用確保措
置実施済みの企業に対しては、「年齢にかかわりなく働ける
企業の実現」に重点を置き、賃金・評価制度の見直し、職
場改善等、高年齢者を戦力として活用することができる制
度の構築等に向けた企業の自主的な取組を促し、事業主に
おいて明らかになった課題・支援ニーズに的確に対応し、
相談・援助を実施した。このため、65 歳を超える又は 70
歳以上の高年齢者を実際に雇用しているがそれに応じた制
度が整備されていない企業や、既に多くの高年齢者を活用
していると思われる企業を選定した。

- 高年齢者雇用確保措置未実施企業に対しては、高年齢者雇
用アドバイザーと職業安定機関との役割分担を踏まえ、職
業安定機関からの要請に積極的に対応することを原則と
し、協議による個別訪問計画を策定し、公共職業安定所の
担当職員との同行訪問、公共職業安定所が開催する集団指
導等において、改正高齢法に対応した制度導入に向けた計
画的な相談・助言を実施した。

- 経過措置により継続雇用制度の対象者の基準を設けている
企業に対しては、当該基準の運用実態等を踏まえつつ、「希
望者全員を対象とする 65歳までの継続雇用制度の導入」が
実施されるよう、改正高齢法の趣旨と併せ、早期に取り組
むことのメリットについて説明する等により、相談・援助
を行った。

○企業診断システムの活用
・企業診断システムを活用して対象企業の能力開発、職場環境
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企業を労働局と共
同して選定する
等、職業安定機関
からの要請に積極
的に対応し、密接
な連携を図りなが
ら、希望者全員 65
歳までの継続雇用
に向けて、計画的
に実施する。

歳までの継続雇用に
向けて、職業安定機
関からの要請に積極
的に対応して相談・
援助を実施している
か。

整備、人事管理制度及び健康・安全管理等に係る課題を把握
し、企業と共有しながら高年齢者雇用アドバイザーが相談・
援助を実施することにより、高年齢者等の雇用管理の改善に
関する事業主の取組を支援した。（平成27年度実績 2,916件、
前年度実績 3,225 件、前年度比 90.4％）

相談・援助実施
後は、利用事業主
等に対して追跡調
査を実施し、有効
回答のうち 70％
以上の事業主等に
おいて、具体的な
課題改善効果が見
られるようにす
る。また、効果が
なかった旨の評価
に対しては、自由
回答欄の記載を分
析し、その原因等
を把握する等によ
り、より利用者の
満足が得られる内
容となるよう随時
見直しを図る。

＜定量的指標＞
・相談・援助を行った

事業主等に対して追
跡調査を実施し、有
効回答のうち 70％
以上の事業主等にお
いて、具体的な課題
改善効果が見られる
ようにすること。【数
値目標】

○追跡調査の実施
・平成 27 年９月から 10 月に高年齢者雇用アドバイザーが相

談・援助を実施した事業主等に対して平成 27 年 12 月から平
成 28年１月に、課題改善効果について追跡調査を実施した。
（課題改善効果があったと回答した企業の割合 平成 27 年
度実績 89.8％、前年度実績 89.7％、達成度 128.3 ％）

・調査の実施に当たっては、調査結果の有効性を担保するため、
都道府県支部が調査票未回収事業主等に対して電話による回
収督促等に取り組み、回収率の向上に努めた。

・自由記述では、「同業他社における高年齢者雇用の状況や取
組の内容等を踏まえた助言をもらい、今後高年齢者雇用に取
り組む上で参考になった」、「既に高年齢者雇用確保措置を
実施していたが、更に上の年齢まで高年齢者を雇用すること
を検討し始めた」、「高年齢者の雇用を進めると同時に、高
年齢者が培ってきた技術の伝承や経験から得られた知見の引
き継ぎ等を適切に行う必要があることに気づいた」、「労働
力の不足が見込まれる中で高年齢者を雇用し活用することは
重要であるが、加齢に伴う体力の低下等を踏まえて作業環境
等の改善も進める必要があることを認識した」等の肯定的な
評価を得た。

・追跡調査については、その結果を分析し、今後の相談・援助
に活かすよう都道府県支部及び高年齢者雇用アドバイザーに
フィードバックした。

ロ 高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
実践的支援ツール
の活用や相談・援
助によって明らか
になった課題に対
して、その解決に
向けた助言を行
い、自力で解決す
ることができない
事業主に対して具
体的な解決案を提
案する企画立案サ
ービスを積極的に
実施する。

ロ 企画立案サービスの実施
・高年齢者雇用アドバイザーが行う相談・援助のうち、企業か

らの要請に基づき具体的な改善案を提案する企画立案サービ
スについては、定年引上げ・継続雇用等の高年齢者が働きや
すい制度の導入や、従業員向け説明資料の作成など導入後の
円滑な制度運用に向けたサポート等を行うことにより、その
内容の充実を図り、平成 27 年度 85件実施した。（前年度実
績 96件、前年度比 88.5％）

・「継続雇用のための人事評価・賃金制度等処遇の再構築」、
「生涯現役を目指した高齢者の職務開発と処遇改善及び職場
環境の改善」、「生涯現役雇用に向けた中高年齢人材の体系
的キャリアマネジメントの仕組みと技術力の維持・向上」と
いった企画立案サービスの好事例についてアドバイザー活動
支援ホームページ等を通じて高年齢者雇用アドバイザーにフ
ィードバックし共有することで、事業主の多様な課題に対応
した改善提案の質の向上を図った。

ハ 高年齢者雇用ア
ドバイザーが企業

ハ 職場管理者研修・中高年従業員研修の実施
・高年齢者雇用アドバイザーが企業に対して相談・援助を行う
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に対する相談・援
助の過程で中高年
従業員の活用方法
等や職業意欲の向
上等の支援のニー
ズを把握した場合
には、企業の職場
管理者の能力向上
及び意識改革、中
高年従業員の自己
啓発促進等による
職務遂行能力の向
上を図るための研
修（以下「職場管
理者研修・中高年
従業員研修」とい
う。）を効果的に実
施する

過程で把握したニーズに応じ、当該企業の要請に基づき事業
主や職場管理者を対象に、能力向上及び意識改革を図るため、
「管理者と組織の役割」、「高齢の部下とのコミュニケーシ
ョン」、「高齢の部下に対する仕事の与え方」等を内容とし
て、また、中高年従業員を対象に、自己啓発促進等による職
務遂行能力の向上を図るため、「会社に必要な人材となるに
は」、「会社に必要な人材となるための意識と生活」、「自
己の職業能力の特性の再認識」、「高齢期の職業生活に向け
ての意識を高めること」等を内容として、高年齢者雇用アド
バイザーが講師を務める研修サービスを平成 27 年度 39 件
（受講者数 678 人）実施した。（前年度実績 31件（受講者数
556 人）、前年度比 125.8％、受講者数 121.9％）

② 高年齢者雇用アド
バイザーによる支援
の質の向上

高年齢者等の安定
した雇用の確保の促
進を図るため、賃金、
人事処遇制度等高年
齢者等の雇用を進め
ていく上での課題解
決に資する実践的手
法を開発し、高年齢
者雇用アドバイザー
が活用するためのツ
ールを提供するとと
もに、高年齢者雇用
アドバイザーの相
談・援助スキル、資
質向上のための研修
の充実を図ること。

② 高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
支援の質の向上

高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
サービスの一層の
質の向上を図るた
め、更なる専門性、
相談・援助スキル
の向上のための研
修を充実するとと
もに、相談・援助
等の好事例の提
供、高年齢者等の
雇用を進めていく
上での課題解決に
資する実践的支援
ツールの開発・提
供等を実施する。

ニ 高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
サービスの一層の
質の向上を図るた
め、活動実態の把
握を行うととも
に、継続雇用制度
等を導入した企業
等の賃金・退職金
制度、人事管理制
度等について、事
例発表・意見交換
等を行う事例検討
会を行う。
また、事例検討

会で出された好事
例を収集・整理し、
事例集等を作成
し、高年齢者雇用
アドバイザーに提
供する。

＜評価の視点＞
・高年齢者雇用アドバ

イザーによるサービ
スの一層の質の向上
を図るため、企業等
のニーズに応じた専
門的・技術的支援が
可能となるよう、相
談・援助スキルの向
上のための研修、相
談・援助等の好事例
の提供等を実施して
いるか。

ニ 高年齢者雇用アドバイザーによるサービスの質的向上の
取組

・全国６ブロックにおいて、高年齢者雇用アドバイザーの活動
実態の把握及び事例発表・意見交換等を行う高年齢者雇用ア
ドバイザー等ブロック別経験交流会（以下「経験交流会」と
いう。）を開催した。平成 27年度においては、参加した高年
齢者雇用アドバイザーから、特に、「アドバイザー活動にお
ける事業主との信頼関係構築のポイント」及び「希望者全員
が 65 歳まで働ける制度をすでに導入済みの企業への働きか
け方」に係る事例の発表により、具体的な取組の把握を行う
とともに、各ブロックにおいて自主的に討議テーマを設定し
て意見交換を行うことにより相談・援助のスキルアップを図
った。（平成 27 年 10 月～11 月）

・高年齢者雇用アドバイザーが経験交流会において発表した事
例等から、今後の相談・援助の参考となる好事例を収集・整
理し、アドバイザー活動支援ホームページに掲載して全国の
高年齢者雇用アドバイザーに対して情報共有を図った。

・高年齢者雇用アドバイザーの委嘱更新に係る具体的基準（過
去の相談・助言及び企画立案サービス等に係る活動実績が一
定以上あること等）に基づき、適切な人材の確保に努めると
ともに、各都道府県の規模等に応じた人数の高年齢者雇用ア
ドバイザーを配置することで、より的確な相談・援助活動の
実現を図った。

③ 効果的な相談・援
助の充実

①及び②に加え、
人事労務管理や雇用
環境整備に関する給
付金の活用を組み合
わせ、高年齢者の多
様なニーズに対応し
つつ、その能力を最
大限発揮できるよ

相談・援助によ
って明らかになっ
た高年齢者の継続
雇用に当たっての
条件整備に関し
て、企業等のニー
ズに応じた専門
的・技術的支援を
積極的に実施し、
人事労務管理や雇
用環境整備に関す

ホ 社会の変化や事
業主の経営環境の
状態等に対応した
相談・援助の技術
の向上を図るた
め、高年齢者雇用
アドバイザーに対
し、実践的支援ツ
ールの効果的な活
用や企画立案サー
ビス、職場管理者

ホ 高年齢者雇用アドバイザーに対する実務研修等の実施
・高年齢者雇用アドバイザーとして、年齢にかかわりなく働け

る企業の普及を図り、「生涯現役社会の実現」に向けた雇用
環境整備等に関する相談・援助を行うため、アドバイザーの
基本的知識・技能の付与、対応力向上及びアドバイザー業務
効率化のための研修を、研修体系に従い計画的に実施した。

○アドバイザー活動に関する基本的研修の実施（１年次又は２
年次）

・高年齢者雇用アドバイザーに対し、年齢にかかわりなく働け
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う、効果的な相談・
援助の充実を図るこ
と。

る給付金の活用を
組み合わせ、高年
齢者の多様なニー
ズに対応しつつ、
その能力を最大限
発揮できるよう、
効果的な相談・援
助の充実を図る。

研修・中高年従業
員研修の効果的実
施に資する実務研
修等を実施する。
なお、実施に当

たっては、企業等
に対する高年齢者
雇用に係る人事・
労務管理上の諸問
題の具体的な解決
策の提案や「70 歳
まで働ける企業の
実現」に向けた企
業の実情に合わせ
た提案を行う資質
や技術を高めるた
め、事例発表、グ
ループ討議を中心
とした研修内容と
する。

る企業の普及に向けた基本的な知識技能を習得するための次
の基本研修を実施した。（実施延べ４回 受講者 123 人）
【基本研修Ⅰ】雇用制度、職場改善、能力開発、企業への働
きかけ方等を習得することを目的とした研修を実施（実施
１回 ３日間 受講者 24人 委嘱初年度）

【基本研修Ⅱ】賃金制度をはじめとした諸制度の導入に結び
つけるための提案方法等を習得することを目的とした研修
を実施（実施１回 ３日間 受講者 24人 委嘱初年度）

【基本研修Ⅲ】中高年齢従業員自身の就業に係る能力・意欲
の改善、管理者としての中高年齢従業員への対応方法に関
する研修の実施方法等を習得することを目的とした研修を
実施（実施２回 ３日間 受講者 75 人 委嘱２年目以降）

・新任の高年齢者雇用アドバイザーが先輩アドバイザーの実際
の相談・助言に同行して行う実地研修を実施した。（新任者
１人につき３回を上限に実施）

○企業診断システムの効果的活用のための実務研修の実施
・新任の高年齢者雇用アドバイザーに対し、企業診断システム

を効果的に活用した各種の課題解決のための相談・助言方法
について、実践事例に重点をおいた研修を実施した。（基本
研修Ⅰに併せて実施 １回 ２日間 受講者 24人）

○課題解決のノウハウを共有するための研修の実施（５年次研
修）

・委嘱後５年以上を経過した高年齢者雇用アドバイザーのう
ち、５年ごとの委嘱年次の者を対象とし、国の施策及び機構
の取組を理解し、課題解決のノウハウを共有するための研修
を実施した。（実施１回 ２日間 受講者 78 人）

○高年齢者雇用アドバイザーのスキルアップのための研修
・委嘱後３年以上経過の高年齢者雇用アドバイザーを中心に、

個々の専門性、対応力のスキルアップを図るため、①相談・
援助の実績が多い５業種（建設業、食料品製造業、機械器具
等製造業、卸売・小売業、医療・福祉業）について、受講す
る高年齢者雇用アドバイザーが関心のある業種における課題
を持ち寄ってのグループ討議を中心とした実践的な研修、②
企業からのニーズが高い、高年齢者等の賃金・人事評価制度
に特化した研修コースを設け、具体的な企業の事例を題材に
グループ単位でのケーススタディを中心とした実践的な研修
を実施した。（実施各１回 各３日間 受講者計 85 人）

○高年齢者雇用アドバイザーを認定するための講習
・平成 28年度の高年齢者雇用アドバイザーを委嘱するために、

高年齢者雇用アドバイザーの委嘱要件を満たす者であって、
都道府県支部から推薦があった者を対象に高年齢者雇用アド
バイザー資格を認定するための講習を実施した。（実施１回
３日間 受講者 39 人）

へ 高年齢者雇用ア
ドバイザーが実施
する勉強会等、自
主的な資質向上へ
の取組を支援する
ため、研修会、勉

ヘ 高年齢者雇用アドバイザーの自主的な資質向上に係る取
組への支援等

○高年齢者雇用アドバイザーの自主的勉強会等への支援
・高年齢者雇用アドバイザーの相互研鑽や自己啓発が活発化す

るよう、各地域の高年齢者雇用アドバイザーが自主的に開催
する資質向上のための勉強会等を奨励するとともに、要請に
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強会等への職員の
参加やメールマガ
ジンの発行を行
う。

応じて機構本部から職員を派遣し（平成 27年度実績７回）、
業務の重点取組や制度の変更点についての説明等により支援
を行い、併せて高年齢者雇用アドバイザーの活動状況や要望
等を直接把握した。

○アドバイザー活動支援ホームページ及びメールマガジンの活
用

・高年齢者雇用アドバイザー活動の円滑な実施と質的向上を図
ることを目的として、高年齢者雇用アドバイザー用の専用ホ
ームページを設けるとともに、「ＡＤメールマガジン」を発
行した。

・「アドバイザー活動支援ホームページ」は高年齢者雇用アド
バイザーに向けて、企業診断システム等の各種相談・援助ツ
ールとそのマニュアル、企画立案サービス等の実践好事例、
高年齢者雇用アドバイザー向け各種研修資料等の掲載によ
り、高年齢者雇用アドバイザー活動の効果的支援と情報の共
有化を図った。なお、３種類の企業診断システムをＷｅｂ化
するとともに、資料引用を行いやすくするなど改修を行い、
操作性、利便性の向上を図った。

・「ＡＤメールマガジン」は全国の高年齢者雇用アドバイザー
及び都道府県支部に対して機構の取組方針や最新の情報資
料、活動の参考となる雇用統計資料、政策・制度の動き等を
即時的に毎月配信した。これらの事項に加え、高年齢者雇用
アドバイザー本人による企業へのアプローチ方法やツールの
活用に関する独自の工夫等の関連記事や高年齢者雇用アドバ
イザーからの意見・投稿の掲載等、実際の支援の現場で活か
せる情報の提供、双方向のコミュニケーションを図った。

ト 高年齢者雇用に
関する高度に専門
的ないし技術的な
知識及び相談・援
助の高い能力と豊
富な経験を有する
ゼネラルアドバイ
ザーを本部に配置
し、本部として、
高年齢者雇用アド
バイザーに対す
る、企画立案等に
係る相談・指導、
各都道府県の高年
齢者雇用アドバイ
ザーと連携した広
域的な企業グルー
プを対象とする相
談・助言活動を行
うとともに、ゼネ
ラルアドバイザー
が必要に応じ現地
に赴き、企業に対
する相談・援助の
実施に関し、高年
齢者雇用アドバイ

ト ゼネラルアドバイザーによる相談・指導等
・高年齢者雇用に関する専門的・技術的な知識及び相談・援助

の高い能力と豊富な経験を有するゼネラルアドバイザー３人
を機構本部に配置し、企画立案サービスの全案件に対する精
査・指導の実施及び高年齢者雇用アドバイザーに対する研修
の一部を担当した。

・広域的な企業グループの要請により、当該企業が行う高年齢
者雇用に関する取組のための勉強会にゼネラルアドバイザー
を派遣した。

・高年齢者雇用アドバイザーの自主的勉強会等にゼネラルアド
バイザーを派遣し、企画立案サービスの分析結果等を踏まえ、
留意点等について、説明・指導した。
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ザーに協力する。

イ 実践的手法の開
発・提供

企業における高年
齢者等の雇用に係る
問題の解決、雇用管
理の改善等に資する
ため、事業主のニー
ズに配慮しつつ、高
年齢者等の雇用に関
する必要な実践的手
法を開発し、高年齢
者雇用アドバイザー
が行う相談・援助へ
の活用を図るととも
に、常に情報の抽
出・整理ができるよ
うにデータベースを
構築し、当該開発成
果に係る情報を蓄
積・管理した上で、
開発成果をホームペ
ージ等を通じて提供
することにより、事
業主等の自主的な取
組を支援する。

② 実践的手法の開
発・提供

企業における高年
齢者等の雇用に係る
問題の解決、雇用管
理の改善等に資する
ため、事業主のニー
ズに配慮しつつ、高
年齢者等の雇用に関
する必要な実践的手
法を開発し、高年齢
者雇用アドバイザー
が行う相談・援助へ
の活用を図るととも
に、常に情報の抽
出・整理ができるよ
うにデータベースを
構築し、当該開発成
果に係る情報を蓄
積・管理した上で、
開発成果をホームペ
ージ等を通じて提供
することにより、事
業主等の自主的な取
組を支援する。

＜評価の視点＞
・事業主のニーズに配

慮しつつ、高年齢者
等の雇用に関する必
要な実践的手法を開
発するとともに、高
年齢者雇用アドバイ
ザーが行う相談・援
助への活用を図って
いるか。

＜評価の視点＞
・実践的手法の開発に

より得られた成果に
ついて、情報を蓄
積・管理した上で、
ホームページ等を通
じて提供している
か。

② 実践的手法の開発・提供

・企業における高年齢者等の雇用に係る問題の解決、雇用管理
の改善等に資するため、事業主のニーズに配慮しつつ、高年
齢者等の雇用に関する実践的手法を開発するための調査研
究、生涯現役をめざす職場づくりに向けた調査研究、産業別
ガイドライン策定・普及を行う産業別高齢者雇用推進事業を
実施した。

・調査研究の成果については調査研究報告書としてまとめるほ
かポイントを分かりやすく解説したパンフレット、ヒント集
等の利用しやすい形にまとめて、高年齢者雇用アドバイザー
に提供するとともに、機構ニュース・ホームページへの掲載
等を通じて事業所等への情報提供を行った。

① 事業主支援手法
等の開発

高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
相談・援助の効果
的な実施に資する
ため、事業主支援
手法等を開発す
る。

イ 事業主支援手法
等の開発

年齢にかかわり
なく働ける社会の
実現に向け、65 歳
までの高年齢者雇
用確保措置の実施
状況を踏まえて
「70 歳まで働け
る企業」の普及・
促進等を進めてい
く上での課題とな
る要因を明らかに
し、その解決を図
るため、賃金・人
事管理制度等に関
する調査研究等を
行い、事業主支援
手法等を開発し、
併せてその研究成
果を高年齢者雇用
アドバイザーの行
う相談・援助業務
等への活用を図
る。

イ 事業主支援手法等の開発

○団塊世代の就業と生活に関する意識調査（10 年目、平成 18
年度より継続）

・平成 26 年度に引き続き学識経験者等で構成する委員会を開
催し（16 回）、団塊世代の仕事や生活状況及び自己評価、将
来展望・不安等の職業生活の実態を把握するため、調査会社
のモニターを対象とするアンケート調査（パネル調査：10年
目）を実施した。本委員会では、10 年間の継続調査結果をも
とに、就業行動及び就業ニーズの経年変化等の分析を進めて
いる。この分析結果は、高年齢者雇用アドバイザーによる相
談・援助業務への活用、並びに人事担当者、就業者及び厚生
労働省等への情報提供資料とするため、広く成果の普及を図
る予定である。

○生涯現役に向けた人事戦略と雇用管理の研究委員会（１年計
画の１年目）

・平成 24 年改正の高年齢者雇用安定法の施行後における企業
の人事管理の動向を踏まえた情報を人事担当者や高年齢者雇
用アドバイザーに提供するため、学識経験者等で構成する委
員会を設置・開催した（６回）。本委員会では、企業の人材
活用戦略及び人事管理関連分野（人事評価、賃金管理、退職
管理等）の個別対策等の調査の分析、高年齢者及び管理職へ
のアンケート調査の分析を通じて、高年齢者の人事管理の特
徴を把握するとともに、今後の方向性及び効果的な対策のあ
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また、年齢にか
かわりなく働ける
企業の普及を加速
するため、高年齢
者雇用アドバイザ
ーが相談・援助を
行う際にどのよう
な情報が必要か、
また、どのような
手法が効果的か等
について高年齢者
雇用アドバイザー
からニーズ把握を
行い、それをもと
に新たな相談手法
や企業への情報提
供のあり方につい
て検討を行う。

り方を検討した。この分析結果は、高年齢者雇用アドバイザ
ーによる相談・援助業務への活用、人事担当者及び就業者、
厚生労働省等への情報提供資料とするため、広く成果の普及
を図る予定である。

○70歳まで働ける企業基盤作り推進委員会（第４期、２年計画
の２年目）

・高年齢者雇用アドバイザーが行う相談・援助活動を円滑に進
めるためのツールのひとつとして、平成 22年度から「仕事能
力把握ツール」を運用している。平成 25 年度の改正高齢法の
施行を踏まえ、当該ツールの更なる活用促進を図る目的から、
学識経験者や高年齢者雇用アドバイザー等で構成する委員会
を設置・開催（７回）し、当該ツールの課題抽出及び改訂、
ツールの精度向上を目的とした分析を行った。

○いきいき企業 100 選再評価委員会（２年計画の２年目）
・年齢にかかわりなくいきいきと働ける社会の実現のために

は、高年齢者と共に働く現役世代（特に、若手社員）も含め
た職場全体の活性化や理解の促進が欠かせないことから、こ
の世代にもわかりやすい啓発資料の作成に焦点をあて、学識
経験者等から構成する委員会を設置・開催した（７回）。本
委員会では、いきいき企業 100 選に掲載されている事例を踏
まえて、高年齢者雇用の理解を深め、高年齢者を戦力化する
ための工夫等のテーマを設定し、分かりやすいマンガと解説
で紹介した。この結果はホームページに掲載し、広く成果の
普及を図っている。

○事業主支援手法等の開発に係るニーズ把握等
・調査研究等で実施する事業主及び高年齢者向けのアンケート

調査等を通じて事業主や就業者のニーズ把握を行い、事業主
支援手法等の開発に活用した。（このように把握したニーズ
の例としては人事制度の設計、職場における健康管理のあり
方等）

② 生涯現役を目指
す職場づくりに向
けた調査研究の実
施

生涯現役を目指
す職場づくりの実
現に向けた条件整
備や多様な就業形
態の開発等に関す
る調査研究を実施
する。

ロ 生涯現役を目指
す職場づくりに向
けた調査研究の実
施

生涯現役で働け
る職場づくりを目
指す企業等と協力
して、「職務再設
計」「人事･賃金管
理」「能力開発」「健
康管理」等当該企
業等が抱える問題
点について、「作業
工程改善型」（最長
２年間で支援機器
等の設計・開発か
ら導入・効果測定
を行うもの）及び
「制度改善型」（最

ロ 生涯現役を目指す職場づくりに向けた調査研究の実施

・生涯現役で働ける職場づくりを目指す企業と協力して、１事
業所において、以下の研究テーマを設定して調査研究を実施
した。

【作業工程改善型】
［２年計画の２年目］
・定年前から段階的に技能継承が行える制度設計等及び重量
物運搬作業等の負荷軽減に関する調査研究～65歳までのフ
ルタイム勤務をめざして～

・「生涯現役をめざす職場づくり研究」の案内リーフレットを高
年齢者雇用開発フォーラム、生涯現役社会の実現に向けたシ
ンポジウム、地域ワークショップ等で配布するとともに、高
年齢者雇用アドバイザーへ提供し、相談・援助業務等におけ
る当該研究の周知、利用促進等に活用した。

・「平成 26年度生涯現役をめざす職場づくり研究年報」を作成
し、高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助での活用、研究
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長１年間で制度設
計、試行から効果
測定を行うもの）
の２類型で調査研
究を実施し、取組
の経過や検討内
容、改善結果を紹
介することにより
具体的な改善手法
の普及を図り、生
涯現役を目指す職
場づくりに向けた
環境整備を推進す
る。

機関等への配付、ホームページ上での公開を通して成果の普
及を図った。

③ 産業別ガイドラ
イン策定・普及支
援

産業団体が学識
経験者、産業団体
代表者等から構成
する産業別高年齢
者雇用推進委員会
を開催し、高年齢
者等の雇用促進の
ために解決すべき
課題等について検
討を行い、その結
果に基づき高年齢
者等の雇用をより
一層促進するため
に必要なガイドラ
インを策定・普及
することを支援す
る。

ハ 産業別ガイドラ
イン策定・普及支
援

産業団体が学識
経験者、産業団体
代表者等から構成
する産業別高年齢
者雇用推進委員会
を開催し、高年齢
者等の雇用促進の
ために解決すべき
課題等について検
討を行い、その結
果に基づき高年齢
者等の雇用をより
一層促進するため
に必要なガイドラ
インを自主的に策
定・普及すること
を支援する。
支援する団体数

は前年度から継続
して活動している
５団体と合わせ
て、計 10団体とす
る。

ハ 産業別ガイドライン策定・普及支援

○産業別高齢者雇用推進事業
・平成27年度から事業を開始した６団体（採石業、バルブ製造
業、コンピュータ・ソフトウェア業、ブライダル業、保育サ
ービス業、製造請負・派遣業）及び平成26年度から事業を続
けている５団体（アパレル・ファッション産業、機械土工工
事業、金属工作機械製造業、トラック運送事業、金属熱処理
業）の計11団体に対して、産業別高齢者雇用推進ガイドライ
ン（以下、「産業別ガイドライン」という。）の策定に係る
効果的な取組を促すため、以下の支援を行った。
- 本事業を中心となって運営する推進担当者の設置及び産業
別ガイドラインの策定についての助言・援助(各団体とも１
～３人の推進担当者を設置）

- 会員企業委員等７～８人程度で構成される産業別高齢者雇
用推進委員会の設置及び運営に関する助言・援助

- 団体が実施するアンケート、ヒアリング等に関する必要な
助言・援助

・平成26年度から事業を続けている５団体については、事業の
最終年度となることから、産業別ガイドライン及び関連資料
をとりまとめた冊子を普及啓発セミナー等を通じて会員企業
に配付、団体のホームページに産業別ガイドラインを掲載す
るなど業界内での高年齢者の雇用の促進に活用した。

・配付した産業別ガイドラインの普及状況について調査した結
果、会員企業の84.1％から「役に立った」との回答を得た（前
年度実績83.2％）。

・ホームページ上へ上記５団体の産業別ガイドラインを掲載
し、公開した。（公開した産業別ガイドライン件数 75件）

・当該産業別ガイドラインを高年齢者雇用アドバイザーへ提供
し、相談・援助業務等において、企業担当者の関心の引き付
け、情報提供に活用した。

・また、高年齢者雇用アドバイザーが相談・援助に活用できる
ように、今まで策定した各産業別ガイドラインの中から各会
員企業の改善事例について７つの課題別（制度面、能力開発、
作業施設等の改善、新職場・職務の創出、ワークシェアリン
グ、健康管理・安全衛生、モチベーション向上策）にヒント
集として取りまとめた冊子を高年齢者雇用アドバイザーに配
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付し、企業訪問の際や高年齢者雇用アドバイザーの自主勉強
会の題材として活用するとともに、ホームページにおいて課
題別に閲覧できるよう掲載した。

・ホームページに、産業別ガイドラインの概要版を 29 業種、ま
た高年齢者雇用に役立つワークシートやチェックリストなど
の各種ツールの雛形を企業用 14 種類、従業員用６種類の計
20 種類を新たに追加した。

(3) 生涯現役社会の実現
に向けた気運の醸成に
関する事項

生涯現役社会の実現
を目指し、生涯現役で
いることについての意
義や重要性などを広く
国民に周知・広報し、
生涯現役社会の実現に
向けた国民的な気運を
醸成するための国民運
動を推進すること。

① 啓発広報活動等の
実施

高年齢者等の雇用
に関する国民の理解
の促進を図るため、
高齢者雇用を支援す
る月間を設け、高年
齢者等の雇用に関す
るシンポジウム等の
各種行事の開催、好
事例の選定・表彰等
を行うとともに、刊
行誌の発行、ホーム
ページへの掲載、マ
スメディア等の活
用、経済団体等との
連携により啓発広報
活動を効果的かつ積
極的に展開するこ
と。

(3) 生涯現役社会の実現
に向けた気運の醸成に
関する事項

生涯現役社会の実現
を目指し、生涯現役で
いることについての意
義や重要性などを広く
国民に周知・広報し、
生涯現役社会の実現に
向けた国民的な気運を
醸成するための国民運
動を推進する。

ア 啓発広報活動等の
実施

高年齢者等の雇用
に関する国民の理解
の促進を図るため、
高齢者雇用を支援す
る月間を設け、企業
等が高年齢者等にと
って働きやすい雇用
環境にするために創
意工夫を行った改善
の事例の発表等を内
容とする行事を開催
する。

高齢化対策、高年
齢者等の雇用問題に
ついて、その具体的
対応事例等を掲載し
た定期刊行誌を毎月
発行する。また、ホ
ームページを活用し
た情報提供、マスメ
ディア等の活用、経
済団体等との連携に
よる啓発広報活動を
実施する。

(3) 生涯現役社会の実現
に向けた気運の醸成
に関する事項

生涯現役社会の実現
を目指し、生涯現役で
いることについての意
義や重要性等を広く国
民に周知・広報し、生
涯現役社会の実現に向
けた国民的な気運を醸
成するため、以下の啓
発広報活動等を実施す
る。

① 啓発広報活動等の
実施

生涯現役社会の実
現に向けた国民的な
気運を醸成するた
め、高年齢者等の雇
用に関する国民の理
解の促進と高年齢者
等がいきいきと働く
ことができる職場づ
くりの具体的な取組
やアイデアの普及を
図る「高年齢者雇用
開発コンテスト」を
実施し、10 月の高年
齢者雇用支援月間に
開催する「高年齢者
雇用開発フォーラ
ム」において、入賞
企業の表彰、入賞企
業等が創意工夫を行
った改善事例の発表
及び意見･情報交換
を行う。

また、当該フォー
ラムにおいては、機
構が開発した実践的
手法及び生涯現役を
目指す職場づくりに
向けた調査研究等の

＜評価の視点＞
・高年齢者雇用を支援

する月間を設け、改
善事例の発表等を内
容とする行事を実施
するほか、定期刊行
誌の発行、ホームペ
ージを活用した情報
提供、マスメディア
等の活用、経済団体
等との連携により、
啓発広報活動を実施
しているか。

(3) 生涯現役社会の実現に向けた気運の醸成に関する事項

① 啓発広報活動等の実施

○高年齢者雇用開発コンテストの実施
・高年齢者が生涯現役でいきいきと働くことができる職場環境
を実現するために企業等が行った創意工夫の事例を募集し、
優秀事例を表彰し、先進事例を広く社会に周知することによ
り、企業等の具体的な取組の普及・促進を図った。

・平成27年度は、全国から182社(前年度実績257社)の応募があ
り、学識経験者等からなる審査委員会で審査の上、厚生労働
大臣表彰５社、機構理事長表彰41社を決定した。

・これらの事例については、平成27年10月８日に開催した「高
年齢者雇用開発フォーラム」において表彰を行うとともに、
機構本部において厚生労働大臣表彰企業をはじめとした12社
の事例を取りまとめたコンテスト事例集「高年齢者を戦力に」
を作成したほか、定期刊行誌「エルダー」で紹介した。

・表彰事例を改善分野や業種により検索できる「高年齢者雇用
開発コンテスト企業事例情報提供システム」に平成27年度入
賞事例を追加登録し、ホームページにおいて公開した。

○「高年齢者雇用開発フォーラム」の開催
・高年齢者雇用支援月間における啓発活動を効果的・効率的に
行うため、高年齢者がいきいきと働ける職場の実現に向けた
今後の取組を来場者とともに考えることを目的とし、高年齢
者雇用開発コンテスト表彰式と併せて記念講演、事例発表、
トークセッションを内容とするフォーラムを開催した（平成
27年10月８日、イイノホール）。
- 高年齢者雇用開発コンテスト表彰式において、厚生労働大
臣表彰最優秀賞を受賞した京都中央信用金庫をはじめ、46
社を表彰

- 内田賢東京学芸大学教育学部教授による記念講演「シニア
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成果を組み合わせて
公開する等、効果的
な啓発広報活動を行
う。

都道府県支部にお
いても、当該月間を
中心に職業安定機関
及び経済団体等との
連携により、企業の
創意工夫等の改善事
例の発表及び意見交
換等を行うワークシ
ョップを開催する
等、啓発広報活動を
実施する。

また、高齢化対策、
高年齢者等の雇用問
題について、その具
体的対応事例等を掲
載した定期刊行誌
「エルダー」を毎月
作成・発行し、事業
主等に配布する。な
お、作成に当たって
は、読者アンケート
や編集アドバイザー
会議等の意見を踏ま
え誌面の一層の充実
を図る。

さらに、高齢化・
高齢者雇用に関連す
る統計データを整理
し、ホームページで
提供する等、ホーム
ページを活用した情
報提供及びマスメデ
ィア等を通じた啓発
広報活動を行う。

人材が活躍する社会～企業とシニアが共に豊かになるため
に～」

- コンテスト入賞企業の京都中央信用金庫、東都金属印刷
(株)、（社福）長生園による事例発表

- 上記３社とコーディネーター内田賢教授による生涯現役で
働く従業員の「モチベーションの維持・向上」、「強みを
活かした仕事づくりや機会の提供」等についてのトークセ
ッション

- 雇用相談コーナーを設置し、来場者の個別相談や問い合わ
せに対応

- 入賞企業の取組事例、高年齢者雇用アドバイザー制度、高
年齢者雇用安定助成金制度、マンガで考える高齢者雇用、
「高齢者の人事制度の現状とこれから」についての対談等
を紹介するパネル・ポスターの展示

- 機構の事業を紹介する各種資料等の配付
・企業の経営者・役員、人事担当者、労働行政関係者を中心に
332人の来場があった（前年度実績292人）。

・来場者を対象としたアンケート調査では、回答者の 84.3％か
ら「内容に満足している」との回答を得た（前年度実績
92.3％）。具体的には、「高年齢者の雇用・就業について理
解が深まった（51.8％）」、「検討している高年齢者雇用・
就業の課題のヒントが得られた（45.8％）」等の割合が高か
った。また、今後の開催方法の要望として、「先進的な考え
方や研究成果の発表をしてほしい（61.8％）」「専門家の意
見をじっくり聞きたい（43.8％）」（複数回答）等の割合が
高かった。

・自由記述の内容として、「記念講演の内容、事例発表、トー
クセッションについて興味深く聞くことができた。」、「各
事例発表の時間が短く（聴講者の）消化不良感があったが、
トークセッションで深掘りでき、理解度が深まった。」、「機
構特別賞はグループ登壇での表彰（グループの代表者へ表彰
状授与）であったが、１社ずつ賞状を渡すべきでは」等の回
答を得た。これらの意見・要望を踏まえ、平成 28年度に向け、
さらに満足度の高いイベントとなるよう検討を進めた。

・都道府県支部において、高年齢者雇用支援月間である 10 月
を中心に高年齢者雇用に先進的な企業等の事例発表、専門家
等による講演、ディスカッション等を行う地域ワークショッ
プを当該地域の事業主団体及び都道府県労働局等と連携し、
開催した（46都道府県で開催、参加者 2,625 人 (前年度実績
2,742 人)）。

○定期刊行誌「エルダー」の発行・配布
・事業主等に高年齢者雇用についてのノウハウ、情報等を提供
することを目的に毎月発行し、企業の人事、労務担当者及び
高年齢者雇用問題に関心を持っている者等に対して、配布し
た。

・読者アンケートでは、「非常に参考になる」「参考になる」
との回答が合計90.5％（前年度実績85.7％）であった。

・購読層の拡大のため、ホームページに電子ブックを掲載する
とともに、バックナンバーを掲載した。また、一般書店やオ
ンライン書店で販売を行ったほか、イベント等で周知活動を
行った。

○「エルダー」編集アドバイザー会議の助言・指摘、アンケー
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トにより把握した読者ニーズ等を踏まえた誌面の充実
・高年齢者雇用に取り組む企業・事業主にとって分かりやすい
内容とするため、１月号で「高齢者雇用入門」を特集したほ
か、65歳以降の就労機会の確保に向けた多様な取組を紹介す
るため、８月号で「知識と経験を活かし、地域再生に貢献す
る」２月号で「高齢者の多様な働き方」をそれぞれ特集した。

・読者から掲載希望の高い「人事・賃金制度」「第２の新人教
育」について、特集を組んで事例を交えて解説した。
（７月号：高齢者のための第２の新人教育―実践編、４月号：
高齢労働者の評価・賃金を考える）

・「人事・賃金制度」については、編集アドバイザーである菊
谷寛之氏の協力を得て、10月号から「希望者全員65歳雇用！
雇用ミックス時代のフレキシブル賃金・評価制度」の連載を
開始した。

・「事例が役に立つ」との読者の声に応え、毎号の特集で解説
の後に多数の事例を掲載した。

・平成 27年３月号から９月号まで、「平成 26 年度高年齢者雇
用開発コンテスト」入賞企業３社の取組をマンガで紹介した。

○マスメディア等による啓発広報活動
・高年齢者雇用支援月間に関する新聞広告として、地域ワーク
ショップを周知するため、各都道府県をエリアとする地方新
聞（48紙）に開催案内や高年齢者雇用安定助成金の紹介を掲
載した。また、地域ワークショップに関する取材記事（事前
（37紙）及び事後（38紙））の掲載が行われた。

さらに、記事広告として、経済専門雑誌「日経ビジネス」
の９月28日発行号に高年齢者雇用の重要性を啓発するため
に、先進企業の取組事例、学識者による高年齢者雇用を促進
するための解説等を、見開き２頁、フルカラーで掲載した。
また、「日経ビジネス」のＷｅｂ版である「日経ビジネスオ
ンラインSpecial」に、文字数制限等により紙面に掲載できな
かった詳細な内容や写真等を１か月（掲載期間９月28日～10
月27日）にわたり掲載したほか、同サイトからホームページ
及びメールマガジン募集ページへの誘導を図った。

・高年齢者雇用に関する実践的手法の開発・共同研究の成果、
収集している先進的な企業事例等についてマスコミへ積極的
な情報提供等を行い、広く社会一般の高年齢者雇用について
の理解を促進した。

・高年齢者の雇用を取り巻く高齢化社会の実態と見通しに関わ
る国際比較を含む各種統計・調査結果をテーマ別・調査別に
整理・配置したリンク集としてホームページで提供した。

② 高年齢者等の雇用
に係る企業の好事例
の効果的な活用

企業における高年
齢者の雇用環境整備
に係る取組を推進す
るため、高年齢者等
の雇用に係る企業の
好事例の効果的な活
用を促進すること。

イ 生涯現役を目指す
職場づくりに向けた
先進事例の収集・提
供

企業における高年
齢者の雇用環境整備
に係る取組を推進す
るため、高年齢者等
の雇用に係る企業の
好事例を収集・提供
し、効果的な活用を

② 生涯現役を目指す
職場づくりに向けた
先進事例の収集・提
供

企業における高年
齢者の働き方等の雇
用環境整備を推進す
るため、「高年齢者
雇用開発コンテス
ト」の表彰事例や従
業員が年齢にかかわ

＜評価の視点＞
・高年齢者等の雇用に

係る企業の好事例を
収集・提供している
か。

② 生涯現役を目指す職場づくりに向けた先進事例の収集・提
供

○事例集の作成
・機構本部において厚生労働大臣表彰企業をはじめとした12社

の事例を取りまとめたコンテスト事例集を作成した。
・先進的な事例について、定期刊行誌「エルダー」で紹介し、

広く参考に供した。

○「エルダー活躍先進事例集」の作成
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促進する。 りなくいきいきと働
いている先進的な職
場事例について事例
集を作成するほか、
シンポジウム等で明
確なテーマを定め
て、現場の情報を発
信し、生涯現役を目
指す職場づくりに向
けた先進事例の提供
を行う。

・前年度まで作成していた「生涯現役いきいき企業100選」及び
「生涯現役いきいき企業先進事例集」を統合し、平成27年度
コンテスト事例の中から、年齢にかかわりなくいきいき働け
るよう、高年齢者雇用のための改善・工夫等を行った32の事
例を選定して企業の考え方や取組概要を紹介する「エルダー
活躍先進事例集」を作成した。同事例集は高年齢者雇用アド
バイザーが携行しやすいよう加除式のバインダー形式にする
とともに、ホームページに電子ブックの掲載を開始した。

○「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」の開催
・少子高齢化が進行する状況下、企業にとって「高年齢者の経
験や能力をいかに活かし戦力化するか」がますます重要な課
題となってきていることから、平成27年度は「生涯現役を展
望したキャリア形成支援」をテーマとして開催し、企業の経
営者・人事労務担当者や学識経験者から高齢従業員の戦力化
のためのキャリア支援や技能伝承の考え方、取組の現状やノ
ウハウ等について紹介いただき、意見交換等を行った。

・日時 平成28年１月28日(木)
会場 品川 THE GRAND HALL (東京都港区港南2-16-4)
内容 講演「生涯現役を展望したキャリア支援の取組」
（講師：北浦 正行氏 ［公益財団法人 日本生産性本部 参
与、武蔵大学 客員教授］)
パネルディスカッション「生涯現役時代～キャリア形成支援
に係る我が社の取組～」
（コーディネーター：北浦 正行氏
パネリスト：ＳＣＳＫ(株)、菊地歯車(株)、京都中央信用金
庫）

・企業の経営者・役員、人事担当者、人事労務関係専門家・研
究者、労働行政関係者を中心に286人の来場があった（前年度
実績286人）。

・来場者を対象としたアンケート調査では、回答者の89.2％か
ら「内容に満足している」との回答を得た（前年度実績
88.3％）。また、本シンポジウムで有意義だった点について、
主なものとして、「高齢者の雇用・就業について理解が深ま
った（49.7％）」、「高齢者の雇用・就業に対する新たな課
題に気がついた（35.5％）」、「自分の今後の働き方の参考
となった（28.4％）」（複数回答）との回答があった。

・今後取り上げてほしいテーマ（質問）についての自由記述の
内容として、「モチベーションの維持、アップの事例につい
て」、「60才定年後の雇用の賃金と役職について」、「健康
管理と安全管理について」、「今回取り上げなかった業種に
おけるキャリア形成支援について」等の回答を得た。

(4) 労働者に対して、そ
の高齢期における職業
生活の設計を行うこと
を容易にするために必
要な助言又は指導を行
うことに関する事項

生涯現役社会の実現
に向けて労働者が早い
段階から自らの希望と
能力に応じた多様な働

(4) 労働者に対して、そ
の高齢期における職業
生活の設計を行うこと
を容易にするために必
要な助言又は指導を行
うことに関する事項

生涯現役社会の実現
に向けて労働者が早い
段階から自らの希望と
能力に応じた多様な働

(4) 労働者に対して、そ
の高齢期における職業
生活の設計を行うこと
を容易にするために必
要な助言又は指導を行
うことに関する事項

生涯現役社会の実現
に向けて労働者が早い
段階から自らのキャリ
ア設計を含めた職業生

(4) 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行
うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと
に関する事項

○高齢期における職業生活の設計のための研修の実施
・高年齢者雇用アドバイザーが相談・援助を行う過程で把握し
たニーズに応じ、当該企業の中高年従業員等を対象に、早い
段階から65歳以降までの職業生活の設計ができるよう、キャ
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き方を選択し、実現で
きるようにするため、
職業安定機関等と密接
な連携を図りながら、
高齢期における職業生
活の設計のための助
言、援助を行うこと。

き方を選択し、実現で
きるようにするため、
職業安定機関等と密接
な連携を図りながら、
高齢期における職業生
活の設計のための助
言、援助を行う。

活の設計を行い、65 歳
以降まで多様な働き方
を選択し、自らの希望
と能力に応じて働くこ
とができるようにする
ため、職業安定機関等
と密接な連携を図りな
がら、高齢期における
職業生活の設計のため
の助言、援助を行う。
実施に当たっては、

企業に対する相談・援
助を行う過程で把握し
たニーズに応じ、高年
齢者雇用アドバイザー
が企業等を会場として
研修等により行う。

リアの棚卸しや定年後の働き方、年金、社会保険の基礎知識
等についての研修を実施した。（平成27年度11件（受講者数
95人）。（前年度実績15件（受講者数246人）、前年度比：件
数73.3％、受講者数38.6％）。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

・生涯現役社会の実現に向けたシンポジウムについて、少子高

齢化が進行する状況下、企業にとって「高年齢者の経験や能

力をいかに活かし戦力化するか」がますます重要な課題とな

ってきていることから、平成 27年度は高齢期の能力開発やキ

ャリアの効果的な活用について参加者の理解を深めることを

狙いとし「生涯現役を展望したキャリア形成支援」をテーマ

に開催した。

・また、定期刊行誌「エルダー」では、読者アンケートを踏ま

えて「賃金・評価制度」の連載を開始するとともに、高年齢

者雇用開発コンテスト入賞企業の取組を紹介するマンガを掲

載した。

・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助については、65歳ま

での高年齢者雇用確保措置の実施状況を踏まえ、未実施企業

に対する相談・援助から、実施済み企業における高年齢者の

更なる戦力化に向けた相談・援助へ重点をシフトしていくこ

とが求められている。これを踏まえ、新たに、企業からのニ

ーズが高い、高年齢者等に対する賃金・人事評価制度の整備

等に特化した研修を実施する等により質の向上を図った。ま

た、ブロック別経験交流会でも、「希望者全員が 65 歳まで働

ける制度をすでに導入済みの企業への働きかけ方」をテーマ

に、意見交換を行った。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・いずれの数値目標も 120％を超える達成度であること、企業が問題だと感じていることの改善に役立っていることは、評価できる。

・相談・援助等のベースとなる基礎的な調査・研究の一層の充実を求めたい。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－２ 給付金の支給業務

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場
において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を
図ること

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第１号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業
レビュー

－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

給付金の説明会実施回数
（計画値）

毎年度 500
回以上

－ 500 回以上 500 回以上 500 回以上 500 回以上 500 回以上 予算額（千円） － － －

給付金の説明会実施回数
（実績値）

－ 1,127 回 792 回 740 回 748 回 決算額（千円） － － －

達成度 － － 158.4％ 148.0％ 149.6％ 経常費用（千円） － － －

本部団体訪問実施数
（計画値）

－ － － － 30 団体以上 30 団体以上 経常利益（千円） － － －

本部団体訪問実施数
（実績値）

－ － － － 35 団体
行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － － － 116.7％ 従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

２ 高年齢者等に係る雇用
関係業務に関する事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

２ 高年齢者等に係る雇用
関係業務に関する事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

２ 高年齢者等に係る雇用
関係業務に関する事項

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項

【評価項目２ 給付
金の支給業務】
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ

高年齢者雇用安定
助成金に係る活用事
例集及び 27 年度制
度改正周知用リーフ
レット等を活用して
積極的な周知・広報
に取り組み、説明会
の実施回数（748 回、
達成度 149.6％）が
目標を上回ったほ
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(1) 高年齢者等の雇用の
安定等に資する事業主
等に対して給付金を支
給することに関する事
項

① 高年齢者等の雇用
の安定等を図るた
め、機構が実施する
各種給付金支給業務
については、法律の
目的にのっとり、適
正かつ効率的な運営
を図ること。

(1) 高年齢者等の雇用の
安定等に資する事業主
等に対して給付金を支
給することに関する事
項

高年齢者等の雇用の
安定を図るため、機構
が実施する各種給付金
支給業務については、
その政策目的にのっと
り、適正かつ効率的な
運営を図る。

ア 効率的な給付金支
給事務の実施

適正支給に配慮し
つつ、申請様式及び
添付書類の見直し、
進捗状況の適正な管
理による事務手続の
合理化を図る。

給付金業務担当
者会議の開催等に
より、窓口担当者の
能力向上等の取組
を行う。

(1) 高年齢者等の雇用
の安定等に資する事業
主等に対して給付金を
支給することに関する
事項

高年齢者等の雇用の
安定等を図るため、機
構が実施する給付金支
給業務については、そ
の政策目的にのっと
り、適正かつ効率的な
運営を図る。

① 効率的な給付金支
給事務の実施

イ 支給決定案件ご
との処理期間を把
握し、必要に応じ
て審査業務の見直
しを行い事務処理
の効率化を図る。
また、本部が都

道府県支部に対し
支給申請書の処理
期間を厳守するよ
うに個別指導する
等、進捗管理の徹
底を図る。

＜評価の視点＞
・適正支給に配慮しつ

つ、申請様式及び添
付書類の見直し、進
捗状況の適正な管理
による事務手続の合
理化を図っている
か。

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に資する事業主等に対して給
付金を支給することに関する事項

① 効率的な給付金支給事務の実施

イ 給付金ごとの処理期間の把握による事務処理の効率化の
ための取組

・機構本部では、給付金ごとの支給決定件数及び処理期間を
把握し、申請件数の増減の状況に対応して、遅滞が生じた場
合はその理由を速やかに解明し、審査体制及び審査業務の見
直し等の必要な対応をすることにより、年間を通じて処理の
滞留の防止、迅速な審査の実現に努めた。

・都道府県支部の申請受理から機構本部送付までの処理期間に
ついて、毎月都道府県支部ごとの処理期間を把握し、処理期
間が所定の期間を超過している都道府県支部に対しては、原
因の分析、処理体制の整備及びスケジュール管理の徹底等に
ついて個別指導を実施した。
【都道府県支部の平均処理期間】
高年齢者活用促進コース 27.5日（前年度実績21.9日）
高年齢者労働移動支援コース15.4日（前年度実績15.2日）

・事業主が助成対象事業の開始を計画した日までに認定・不認
定を決定する必要があることを考慮して審査終了予定日を
設定し、進捗管理の徹底を図った。

・都道府県支部に対して、支給事務に関する留意点等を通知
し 、受理・点検業務の円滑化を図った。また、必要な支部
に対しては訪問により処理方法についての指導を行った。

・都道府県支部において各種通知文書を迅速に確認できるよ
う、機構内ＬＡＮに通知文書の目次となる一覧表を掲載し、
変更がある都度更新を行った。

か、都道府県支部に
おける事業主団体等
への訪問、機構本部
による業界団体への
訪問を行うなど、
様々なルートを通じ
ての周知・広報を行
った。

また、前年度を大
幅に上回る支給件数
（1,152 件、前年度
比 156.7％）を迅速
かつ適切に処理する
とともに、すべての
支給対象事業所へ現
況調査を実施するな
ど、不正受給防止対
策を強力に推進し、
不正受給件数は０件
となった。

これらを踏まえ、
評定をＢとした。

＜課題と対応＞
高年齢者雇用安定

助成金（高年齢者活
用促進コース）が拡
充されたこと及び高
年齢者雇用安定助成
金（高年齢者無期雇
用転換コース）が創
設されたことから、
一層効果的な周知・
広報を展開し、活用
の促進を図る必要が
ある。

ロ 円滑かつ迅速な
支給、支給申請の
際のトラブル防止
のため、事業主等
に対して、支給申
請書等の記入方
法、審査に要する
手続及び期間等に
ついて、十分に事
前説明を行うとと

ロ 事業主に対する十分な事前説明等
・全国施設長会議（４月17日）及び給付金担当者全国会議（４

月27日）において、給付金の改正点、事業主に対する事前説
明の重要性について説明し、円滑かつ迅速な支給、支給申請
の際のトラブル防止を図るとともに、適正かつ効率的な点
検・確認等について説明・指示を行い、支給事務の更なる効
率化を図った。
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もに、適正かつ効
率的な点検確認を
行う。

ハ 効率的な支給業
務を実施するた
め、給付金業務担
当者会議等を開催
し、審査手順、審
査に当たっての留
意事項等の説明及
び事例検討の実施
により、窓口担当
者の審査能力向上
等を図る

＜評価の視点＞
・給付金業務担当者会

議の開催等により、
窓口担当者の能力向
上等の取組を行って
いるか。

ハ 給付金業務担当者会議等の開催等による審査能力の向上
・給付金業務担当者全国会議（４月27日）において、給付金業
務の運営方針、支給要領及び申請書の修正点、申請書に関し
てよくある記入誤りや記載の確認ポイント及び申請者の立場
に立った十分な事前説明の重要性等について説明・指示を行
い、支給事務の更なる効率化を図った。

・７月に全国３地区（千葉、兵庫、福岡）で給付金調査業務担
当者地区別研修会を開催し、給付金の審査に係る留意点等に
ついて説明するとともに、研修がより一層効果的になるよう
新たに都道府県支部における周知・広報業務や受理・点検業
務の進め方についてのグループワークを取り入れた。

・「審査・点検マニュアル」を作成・配付し、審査・点検業務
の効率化及び統一化を徹底した。

ニ 適正支給に配慮
しつつ、事業主の
利便性の向上を図
る観点から、申請
様式及び添付書類
の見直し等を検討
する。

ニ 適正支給に配慮した申請書類の見直し等
・都道府県支部による申請事業所への訪問調査について、助成

金の支給対象となる措置内容が定年の引上げ等の措置で、か
つ、特段の疑義のない計画申請については、訪問調査を省略
し、業務の効率化とともに事業主の負担の軽減を図った。

② 給付金の効果的活
用を図るため、事業
主等に対する積極的
な周知・広報を図る
こと。

イ 給付金の効果的活
用の促進に向けた周
知・広報

事業主等の利便性
を図るため、各種給
付金の支給要件、助
成額、申請窓口の所
在地等をホームペー
ジ等で公開するとと
もに、支給要件等に
変更があった場合は
当該変更が確定した
日から速やかにホー
ムページ等で公開す
る。

② 給付金の効果的活
用の促進に向けた周
知・広報

イ 厚生労働省等関
係省庁、関係機関
と連携を図り、効
率的な周知・広報
を行う。

ロ 事業主等が給付
金を容易に理解で
きるよう、支給要
件、助成額、申請
方法、申請書等の
様式及び申請書等
に添付する添付書
類一覧表等の説明
について、ホーム
ページに公開す
る。
支給要件等に変

更があった場合は
当該変更が確定し
た日から速やかに
ホームページ等で
公開する。

＜評価の視点＞
・ホームページ等で事

業主等の利便性に配
慮した情報提供を行
うとともに、支給要
件等に変更があった
場合は、速やかに修
正しているか。

② 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報

イ 厚生労働省と連携した効率的な周知・広報
・厚生労働省と連携し、高年齢者雇用状況報告調査票送付時に
制度概要及び活用事例を掲載した給付金の案内を同封（16万
社）した。

ロ ホームページを活用した周知
・４月１日及び10日に給付金の制度改正に伴う更新を即日実施

したほか、４月17日にリーフレット、改訂申請様式、７月17
日に支給申請の手引について、更新を行い、周知に努めた。

・高年齢者活用促進コースの利用促進を図るため、活用事例集
の掲載事例を改訂した。（７月17日）。
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給付金の効果的活
用を促進するため、
職業安定機関との連
携を図り、様々な機
会を通じて事業主等
に対する積極的な周
知・広報を行い、特
に給付金の説明会に
ついては、毎年度
500 回以上実施す
る。

ハ 職業安定機関、
関係機関・団体等
との連携の下、
様々な機会を通じ
て事業主等に積極
的な周知・広報を
行う。特に給付金
の内容を分かりや
すく紹介する説明
会については、都
道府県支部ごとに
示した実施回数の
目標値に基づき、
500 回以上実施す
る。

また、職業安定
機関との間に連絡
会議を設け、相互
の情報交換を密に
するとともに、事
業主説明会の共
催、各種対外配布
文書等への給付金
関係記事の掲載依
頼等を行う。

＜評価の視点＞
・事業主等に対する積

極的な周知・広報を
行うため、職業安定
機関との連携を図っ
ているか。

＜定量的指標＞
・事業主に対する給付

金の説明会について
は、毎年度 500 回以
上実施すること。【数
値目標】

ハ 給付金の効果的活用を促進するための職業安定機関等と
の連携による周知

・給付金等の効果的な周知を図るため、都道府県支部ごとに、
これまでの実施実績等を勘案した目標値を示し、ほぼすべて
の都道府県支部が周知・広報に係る目標値を上回る実施回数
だった。

・都道府県支部は、給付金の給付内容・手続等について周知す
るため、関係機関や経済団体の支部等が実施する各種会合に
積極的に参加し、説明会を748回実施した。（前年度実績740
回、前年度比101.1％、達成度149.6％）

・都道府県支部は都道府県職業安定機関（労働局及び公共職業
安定所）と連携し、事業主等への周知・広報を行うため、都
道府県職業安定機関等との情報交換を701回行った（前年度
実績904回、前年度比77.5％）。

・都道府県支部では、訪問による事業主団体等への周知・広報
を2,065回（前年度実績2,562回、前年度比80.6％）行った。
また、広報誌・機関紙等への無料掲載を積極的に依頼するこ
とにより、幅広い周知に努め、広報誌等に155回掲載された
（前年度実績161回、前年度比96.3％）。

・高年齢者雇用アドバイザーと都道府県支部担当者の両者が
連携し、高年齢者雇用アドバイザーが事業主への相談・援助
を行った際に、各給付金の情報提供を着実に実施するよう徹
底を図った結果、高年齢者雇用アドバイザーの事業所訪問時
における周知・広報を27,024回実施した（前年度実績28,594
回、前年度比94.5％）。

ニ 本部は、都道府
県支部が行う周
知活動等の状況
を把握し、他の模
範となる取組好
事例集を作成し
て都道府県支部
にフィードバッ
クすることによ
り、給付金の効果
的な活用の更な
る促進を図る。

ホ 生涯現役社会の
実現に向けた企業
の取組を促進・支
援するため、制度
の内容を新聞広
告、事業主団体の
広報誌等を活用し
て広く周知を図
る。

ニ 取組好事例のフィードバックによる広報活動の促進
・都道府県支部から広報等に係る事例を収集し、取組好事例を
支部にフィードバックをすることで広報活動の更なる促進を
図り、給付金の効果的な活用の更なる促進を図った。

ホ 新聞広告、事業主団体の訪問等による幅広い周知
・機構本部においては、給付金の幅広い周知・広報を図るため
に、新聞・雑誌、各種団体のホームページに給付金の制度内
容等を掲載した。また、事業主団体に働きかけを行い、団体
ホームページへの掲載により周知を図った。さらに、全国商
工会連合会や全国中小企業団体中央会等全国規模の事業主団
体、産業別ガイドラインの策定に取り組んでいる業種別団体
等を個別に訪問し、その協力を得て会員企業へのリーフレッ
トの配付、団体の機関誌、メールマガジンへの掲載等により
広く周知を図った。

【新聞・雑誌等】
会議所ニュース（６,７,10月）、日本経団連タイムス（６,
７,10月）、月刊商工会（７,８,10月）、全中情報（全国中小

企業団体中央会機関誌・7月号）、46都道府県の地方新聞紙48
紙（９～11月）、全建ジャーナル(８月号）、労経ファイル（７
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月１日号）、月刊社労士（８月号）、日経ビジネス（９月28
日号）、日経トップリーダー（11月号）、事業発展のための
ガイドブック（あんしん財団発行・７月号）、中小企業・小
規模事業主への支援施策紹介マニュアル

【ホームページ】
全国商工会連合会、日本衛生検査所協会、全国老人保健施設
協会、介護労働安定センター、日本旅館協会、電機・電子・
情報通信産業経営者連盟、ミラサポ

事業主にとって分
かりやすい各種給付
金のパンフレットや
支給申請の手引等を
作成し、高齢・障害
者雇用支援センター
及び職業安定機関等
において事業主等に
配布する。

へ 分かりやすい給
付金のパンフレッ
トや支給申請の手
引等を作成し、事
業主等に対して給
付金の支給要件及
び手続き等を周知
する。

＜評価の視点＞
・事業主にとって分か

りやすい各種給付金
のパンフレット等を
作成し、事業主等に
配布しているか。

ヘ 事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布等による
周知・広報

・厚生労働省と連携し、高年齢者雇用状況報告調査票送付時に
給付金の案内を同封（16万社）した。［再掲］

・支給額、申請手続の流れ、用語の解説等を多色刷りや図表を
用いて見やすさを工夫した分かりやすいパンフレットを作成
し、都道府県支部、職業安定機関及びその他の関係機関を通
じて事業主に配布した。

・高年齢者雇用と障害者雇用の双方の事業主支援ニーズに同時
に応えられるよう、給付金・助成金双方の制度について、具
体的に分かりやすく説明したリーフレットを作成し、都道府
県支部において事業主等に配布した。

・事業主団体のニーズに応じて資料を提供するとともに、事業
主団体の広報誌、インターネット、メールマガジン等により、
傘下の企業等に周知を図った。

・支給申請の手引については、申請までの流れ図や記載例を盛
り込み、申請する事業主が分かりやすいものとした。

・審査・点検マニュアルについては、申請書及び計画書受理に
おける具体的なチェックポイントを掲載し、都道府県支部職
員の理解を深めることで事業主からの相談に対して円滑に
対応できるよう取り組んだ。

ト 高年齢者雇用ア
ドバイザーが相
談・援助活動にお
いて事業所訪問を
行う際に、効果的
な給付金の周知を
行う。

チ 高年齢者が多数
就業しているもの
の、給付金の支給
実績が少ない業種
における給付金の
活用事例集を作成
し、業界団体に周
知・広報を行う。

＜定量的指標＞
・年間 30 団体以上の

業界団体を訪問し、
給付金の周知・広報
を行うこと。【数値目
標】

ト 高年齢者雇用アドバイザーを活用した効果的な給付金の
周知

・高年齢者雇用アドバイザーによる給付金の周知に資するた
め、アドバイザーメールマガジンに給付金の制度の改正点や
活用事例を掲載した。

・10、11月に全国６ブロックで開催された「高年齢者雇用アド
バイザー等ブロック別経験交流会」、９月に機構本部で開催
された「高年齢者雇用アドバイザー５年次研修」、３月に本
部で開催された「高年齢者雇用アドバイザー資格認定講習」
において、給付金の活用事例等の知識を高年齢者雇用アドバ
イザーに対して付与するとともに、相談・援助活動を行う際
に、給付金を周知するよう要請した。

・高年齢者雇用アドバイザーの事業所訪問時における周知・
広報は27,024回実施した（前年度実績28,594回）。［再掲］

チ 活用事例集の作成及び業界団体への広報依頼
・これまで作成していた４種類の業種別の活用事例集を改訂す

るとともに、新たに製造業、保育業の事例集を作成した。こ
れら計６種類の活用事例集を事業主への周知・広報に活用し
た。

・機構本部において、業界団体への訪問による周知広報を35団
体（前年度実績35団体）に行った。
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本部は年間 30
団体以上の業界団
体を訪問し、給付
金の周知・広報を
行う。

③ 高年齢者等の雇用
に関する事業主等へ
の給付金支給につい
ては、職業安定機関
との連携、適切な情
報提供等により、適
正な支給業務の実施
を図ること。

ウ 適正な支給業務の
実施

適正な審査と支給
申請事業所に対する
計画的な調査を行
い、疑義のあるもの
については追加資料
の提出、実地での確
認等を行うことによ
り、不正受給防止対
策を講ずる。

③ 適正な支給業務の
実施

イ 支給申請事業所
に対する適正な支
給を確保するた
め、計画申請書・
支給申請書の内容
と事業所現地の整
備状況等とに不整
合等がないか複数
人により調査を実
施する。疑義のあ
るものについては
追加資料の提出、
実地での再確認等
を行うことによ
り、不正受給防止
対策を徹底する。
また、不正受給

通報メールアドレ
スにより、不正受
給の疑いがある事
業主等の情報を広
範に収集する。

＜評価の視点＞
・不正受給防止を図る

ため、適正な審査と
支給申請事業所に対
する計画的な調査を
行っているか。

③ 適正な支給業務の実施

イ 厳正な審査及び調査の実施
・都道府県支部から各労働局に対し、雇用保険データの照会を

依頼し、不正受給歴等の確認を実施した。
・計画申請を受理した際、一部の例外を除き対象となる事業所

に現況確認の調査を実施するとともに、支給申請を受理した
際もすべての支給申請事業所に対する現況確認の調査を実
施した。これらの調査は複数人で実施することにより、不正
受給防止を徹底した。

・不正受給の未然防止を図るため、疑義のある支給申請につい
ては、機構本部と都道府県支部が当該申請事業所に対して訪
問調査を実施した。

・申請時に、事業所に対し労働保険の適用事業所台帳データの
提出を求めるとともに、事業所における従業員本人との面談
及び出勤簿・賃金台帳等による就業実態の現場確認を通じて、
従業員の在籍確認を厳正に実施した。

・平成24年度に開設した不正受給通報メールアドレスを引き続
き運用し、不正受給に関する情報収集を行った。当該アドレ
スの平成27年度の受信件数は８件（前年度実績11件）であり、
そのうち不正受給の判明につながる情報は０件（前年度実績
０件）であった。

・都道府県支部による個別事業所訪問調査数：2,098回（前年
度実績2,095回）

・不正受給件数 ０件（前年度実績０件）

また、適正な審査、
調査の実施により、
不正受給を防止する
とともに、不正受給
が発生した場合は、
的確に対応するこ
と。

不正受給が発生し
た場合は、再発防止
の観点からその原因
を究明し、関係機関
に対して適切な情報
提供を行うととも
に、必要な対策を講
ずる。

ロ 不正受給が発生
した場合は、再発
防止の観点からそ
の原因を究明し、
厚生労働省又は都
道府県労働局等そ
の他関係機関に対
して適切な情報提
供を行うととも
に、必要な不正受
給防止対策を講じ
る。

＜評価の視点＞
・不正受給が発生した

場合は、原因を究明
し、関係機関に情報
提供を行うととも
に、必要な対策を講
じているか。

ロ 不正受給防止対策の強化
・事業所の不正を抑止するため、不正を行った事業主に対して
は、刑事告訴を行うこと、事業所名等を公表することをホー
ムページ及び給付金周知広報用の各種リーフレット等にも記
載し注意喚起を行った。

・審査点検チェックリストを含む「審査・点検マニュアル」を
改訂し、都道府県支部での審査・点検時における不正受給防
止に活用した。

・不正受給についての情報交換及び不正受給防止対策を講ずる
ため、障害者助成部と連携会議を開催した。

適正な支給業務を
実施するため、給付
金業務担当者会議を
開催し、支給業務に
関する問題点等につ
いて情報交換を行
う。

ハ 適正な支給業務
を実施するため、
給付金業務担当者
会議等において、
申請事業所におけ
る申請内容の実態
確認の具体的な方
法等を指示すると

＜評価の視点＞
・適正な支給業務を実

施するため、給付金
業務担当者会議を開
催し、支給業務に関
する問題点等につい
て情報交換を行って
いるか。

ハ 適正な支給業務のための給付金業務担当者会議等の開催
・給付金業務担当者全国会議（４月27日）を開催し、特に改正
された給付金の適正な支給のための審査上の留意事項や疑義
解釈等について説明を行い、審査能力の向上を図った。

・７月に全国３地区（千葉、兵庫、福岡）で給付金調査業務担
当者地区別研修会を開催し、給付金の審査に係る留意点等に
ついて説明を行った。また、新たにグループワークを取り入
れ、研修が効果的なものとなるよう改善した。
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ともに、過去の不
正受給の手口等に
ついて具体的に説
明し、防止するた
めの確認方法を指
導すること等によ
り効果的な給付金
支給業務の実施を
図る。

厚生労働省又は都
道府県労働局等その
他関係機関との間に
おいて、支給業務の
問題点等に対する情
報交換等を定期的に
行い、適切な支給業
務の実施を図る。

ニ 厚生労働省又は
都道府県労働局等
その他関係機関と
の間において、支
給業務の問題点等
に対する情報交換
等を定期的に行
い、適切な支給業
務の実施を図る。

＜評価の視点＞
・厚生労働省又は都道

府県労働局等との間
において、支給業務
の問題点等に対する
情報交換等を定期的
に行っているか。

ニ 関係機関との密接な連携
・都道府県支部と都道府県職業安定機関（労働局及び公共職業
安定所）との情報交換の機会（701回、前年度実績904回、前
年度比77.5％）を通じて、適切な支給業務の実施を図った。

・平成 28 年３月に高年齢者活用促進コースを受給した事業主
に給付金制度をより良くするためのアンケートを実施した。
平成 28 年４月に取りまとめ、今後の給付金業務におけるサ
ービス向上を図るため、厚生労働省や都道府県支部に情報提
供を行った。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・給付金説明会の目標回数を上回る開催に加えて、事業主団体

等への訪問の実施、高年齢者が多数就業しているものの給付
金の支給実績が少ない業種における活用事例集の作成、収集
した都道府県支部の広報活動に係る好事例の情報共有等に
より、更なる活用促進に取り組んだ。

・審査・点検マニュアルやチェックリストを用いた効率的な事
務の実施、都道府県支部の処理期間についての進捗管理・指
導の実施、都道府県支部担当者会議・地区別研修会の開催に
よる処理能力の向上等により、支給事務の効率化を図った。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・不正受給防止対策を的確に実施し、不正受給件数が０件であったことは、評価できる。

・活用事例集の更なる拡充が求められる。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－３ 地域障害者職業センターにおける障害者及び事業主に対する専門的支援

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場

において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を

図ること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第４号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

職業リハビリテーション
サービスの実施対象者数
（計画値）

147,000 人
以上

－
29,400 人以
上

29,400 人以
上

29,400 人以
上

29,400 人以
上

29,400 人以
上

予算額（千円） － － －

職業リハビリテーション
サービスの実施対象者数
（実績値）

－ 31,831 人 31,658 人 31,769 人 31,954 人 決算額（千円） － － －

達成度 － － 107.7％ 108.1％ 108.7％ 経常費用（千円） － － －

職業リハビリテーション
サービスの実施対象者数
（精神障害者）（計画値）

49,000 人以
上

－
9,800 人以
上

9,800 人以

上

9,800 人以

上

9,800 人以

上

9,800 人以

上
経常利益（千円） － － －

職業リハビリテーション
サービスの実施対象者数
（精神障害者）（実績値）

－ 10,868 人 11,012 人 11,312 人 11,495 人
行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － 112.4％ 115.4％ 117.3％ 従事人員数（人） － － －

職業リハビリテーション
サービスの実施対象者数
（発達障害者）（計画値）

22,000 人以
上

－
4,400 人以
上

4,400 人以
上

4,400 人以
上

4,400 人以
上

4,400 人以
上

職業リハビリテーション
サービスの実施対象者数
（発達障害者）（実績値）

－ 5,457 人 6,110 人 6,698 人 7,175 人

達成度 － － 138.9％ 152.2％ 163.1％

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。
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２．主要な経年データ（続き）

主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

支援を受けた障害者に対
するアンケート調査にお
ける効果があった旨の評
価（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

支援を受けた障害者に対
するアンケート調査にお
ける効果があった旨の評
価（実績値）

－ 95.2％ 93.2％ 94.8％ 95.0％

達成度 － － 116.5％ 118.5％ 118.8％

職業準備支援の実施によ
る就職等に向かう次の段
階への移行（対象者の比
率）（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

職業準備支援の実施によ
る就職等に向かう次の段
階への移行（対象者の比
率）（実績値）

－ 88.0％ 87.6％ 88.4％ 88.2％

達成度 － － 109.5％ 110.5％ 110.3％

職業準備支援等の修了者
の就職率（計画値）

50％以上 － 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上

職業準備支援等の修了者
の就職率（実績値）

－ 68.1％ 68.5％ 69.0％ 70.4 ％

達成度 － － 137.0％ 138.0％ 140.8％

ジョブコーチ支援終了者
の職場定着率（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

ジョブコーチ支援終了者
の職場定着率（実績値）

－ 86.7％ 88.2％ 88.1％ 87.6％

達成度 － － 110.3％ 110.1％ 109.5％

復職支援終了者の復職率
（計画値）

75％以上 － 75％以上 75％以上 75％以上 75％以上 75％以上

復職支援終了者の復職率
（実績値）

－ 83.3％ 83.7％ 85.3％ 86.1％

達成度 － － 111.6％ 113.7％ 114.8％

障害者の雇用管理に係る
支援の実施事業所数（計画
値）

82,000 所以
上

－
16,400 所以
上

16,400 所以
上

16,400 所以
上

16,400 所以
上

16,400 所以
上

障害者の雇用管理に係る
支援の実施事業所数（実績
値）

－ 17,800 所 17,767 所 18,460 所 18,023 所

達成度 － － 108.3％ 112.6％ 109.9％
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２．主要な経年データ（続き）

主要なアウトプット（アウトカム）情報 ① 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

事業主支援計画に基づく
支援を受けた事業主に対
する追跡調査における課
題改善効果が見られた旨
の評価（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

事業主支援計画に基づく
支援を受けた事業主に対
する追跡調査における課
題改善効果が見られた旨
の評価（実績値）

－ 90.2％ 93.1％ 91.6％ 92.0％

達成度 － － 116.4％ 114.5％ 115.0％

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(1) 障害者職業センター
の設置運営業務の実施
に関する事項

障害者職業センター
における職業リハビリ
テーションについて
は、障害者各人の障害
の種類及び程度並びに
希望、適性、職業経験

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(1) 障害者職業センター
の設置運営業務の実施
に関する事項

障害者職業センター
における職業リハビリ
テーション関係業務に
ついては、障害者雇用
納付金関係業務等と有
機的な連携を図るとと

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(1) 障害者職業センタ
ーの設置運営業務の
実施に関する事項

障害者職業センタ
ーにおける職業リハ
ビリテーション関係
業務については、障
害者雇用納付金関係
業務等と有機的な連

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

【評価項目３ 地域
障害者職業センター
における障害者及び
事業主に対する専門
的支援】
＜評定と根拠＞
評定： Ａ

医療機関等との一
層の連携を図り支援
ネットワークを強化
し、他の機関では支
援が困難な精神障害
者、発達障害者等を
積極的に受け入れた
結果、職業リハビリ
テーションを実施し
た精神障害者の対象
者数は 11,495 人、発
達障害者の対象者数
は 7,175 人とともに
過去最高の実績とな
った。数値目標の達
成度では、精神障害
者 の 対 象 者 数 が
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等の条件に応じ、総合
的かつ効果的に実施す
ること。そのために、
各関係機関との連携を
図るとともに、職業リ
ハビリテーションの実
施に係る目標を設定
し、厳格な外部評価を
実施すること。

・ 障害者職業総合セ
ンター（以下「総合
センター」という。）
については、職業リ
ハビリテーションの
中核的機関としての
機能を最大限発揮す
ること。

・ 広域障害者職業セ
ンター（以下「広域
センター」という。）
については、全国の
広範な地域から職業
的重度障害者を受け
入れるとともに、地
域センターについて
は、各都道府県にお
ける中核的な職業リ
ハビリテーション機
関として、職業安定
機関、障害者就業・
生活支援センター、
就労移行支援事業
者、教育機関、医療
機関等とのネットワ
ークを構築し、連携
の強化や各種情報の
共有化を図り、職業
リハビリテーション
に係る人材の育成や
関係機関に対する助
言・援助に取り組む
こと。

もに、サービスを希望
する者の就労支援ニー
ズをできる限り的確に
把握しつつ、職業安定
機関を始め、福祉、教
育、医療機関等の関係
機関との密接な連携の
下、適正かつ効果的に
業務を実施する。
また、効率的かつ効

果的な業務の実施に資
するため、外部のリハ
ビリテーション専門家
による厳格な評価を実
施する。

携を図るとともに、
サービスを希望する
者の就労支援ニーズ
をできる限り的確に
把握しつつ、職業安
定機関を始め、福祉、
教育、医療機関等の
関係機関との密接な
連携の下、適正かつ
効果的に業務を実施
する。

また、効率的かつ
効果的な業務の実施
に資するため、外部
のリハビリテーショ
ン専門家から構成す
る職業リハビリテー
ション専門部会にお
いて厳格な評価を実
施する。

117.3％、発達障害者
の 対 象 者 数 が
163.1％で、両障害者
の 合 計 で 見 る と
131.5％と 120％を
上回る実績となっ
た。

また、精神障害者、
発達障害者個々の多
様な障害特性等をき
め細かに把握し、そ
の状況に応じた専門
的な支援を実施した
結果、職業準備支援
修了者の就職率、復
職支援終了者の復職
率ともに過去最高の
実績となった。特に、
職業準備支援は、精
神障害者、発達障害
者等の占める割合が
過去最高となる中、
個々の課題に応じた
弾力的な個別カリキ
ュラムに基づく支援
を行ったことで修了
者 の 就 職 率 は
70.4％で目標の達成
度 は 140.8 ％ と
120％を上回る実績
となった。

加えて、事業主の
ニーズに応じた専門
的支援を積極的に実
施し、支援実施事業
所数及び事業主支援
の効果度ともに数値
目標を上回る実績と
なるとともに、職業
安定機関との連携に
よる雇用の分野にお
ける障害者に対する
差別禁止及び合理的
配慮の提供義務化に
係る周知への協力、
事業主自らが精神障
害者の雇用管理に取
り組めるようにする
ための方法の整理等
を行った。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。
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① 職業リハビリテー
ションの総合的・効
果的な実施

ア 障害者の個々の
特性に応じた専門
的支援の実施

・ 地域センター
については、サ
ービスを希望す
る者の就労支援
ニーズをできる
限り的確に把握
し、第３期中期
目標期間中に延
べ 147,000 人以
上の障害者に対
し、より就職・
職場定着に結び
つく効果的な職
業リハビリテー
ションサービス
を実施するこ
と。

各地域におけ
る就労支援機関
の状況を踏ま
え、どの地域に
おいても、適切
な職業リハビリ
テーションを均
等・公平に受け
られるようにし
た上で、他の機
関では支援が困
難な障害者（精
神障害者、発達
障害者、難病者
等）に対する専
門的支援を重点
的に実施するこ
と。このため、
職業リハビリテ
ーションの対象
となる障害者の
うち、精神障害
者を 49,000 人
以上、発達障害
者を 22,000 人
以上とするこ
と。

ア 職業リハビリテー
ションの総合的・効
果的な実施

① 障害者の個々の
特性に応じた専門
的支援の実施

・ 地域障害者職
業センター（以
下「地域センタ
ー」という。）に
おいては、地域
における就労支
援機関の整備状
況等を踏まえ、
どの地域におい
ても適切な職業
リハビリテーシ
ョンサービスを
均等・公平に受
けられるように
した上で、適切
な職業リハビリ
テーション計画
に基づき、精神
障害者や発達障
害者等、他の機
関では支援が困
難な障害者に対
する職業リハビ
リテーションサ
ービスを重点的
に実施すること
とし、第３期中
期目標期間中に
延べ 147,000 人
以上の障害者に
対し、効果的な
職業リハビリテ
ーションサービ
スを実施する。
また、職業リハ
ビリテーション
の対象となる障
害者のうち、精
神 障 害 者 を
49,000 人以上、
発達障害者を
22,000 人以上
とする。

① 職業リハビリテー
ションの総合的・効
果的な実施

イ 障害者の個々
の特性に応じた
専門的支援の実
施

・ 地域障害者職
業センター（以
下「地域センタ
ー」という。）に
おいては、地域
における就労支
援機関の整備状
況等を踏まえ、
どの地域におい
ても適切な職業
リハビリテーシ
ョンサービスを
均等・公平に受
けられるように
した上で、適切
な職業リハビリ
テーション計画
に基づき、精神
障害者や発達障
害者等、他の機
関では支援が困
難な障害者に対
する職業リハビ
リテーションサ
ービスを重点的
に実施すること
とし、29,400 人
以上の障害者に
対し、効果的な
職業リハビリテ
ーションサービ
スを実施する。
また、職業リハ
ビリテーション
の対象となる障
害者のうち、精
神 障 害 者 を
9,800 人以上、
発達障害者を
4,400 人以上と
する。

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中に延べ 147,000 人
以上の障害者に対
し、より就職・職場
定着に結びつく効果
的な職業リハビリテ
ーションサービスを
実 施 す る こ と 。
（29,400 人以上の
障害者に対し、効果
的な職業リハビリテ
ーションサービスを
実施すること。）【数
値目標】

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中の職業リハビリテ
ーションサービスの
対象者のうち、精神
障 害 者 は 延 べ
49,000 人以上とす
ること。（職業リハビ
リテーションサービ
スの対象者のうち、
精神障害者は 9,800
人以上とすること。）
【数値目標】

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中の職業リハビリテ
ーションサービスの
対象者のうち、発達
障 害 者 は 延 べ
22,000 人以上とす
ること。（職業リハビ
リテーションサービ
スの対象者のうち、
発達障害者は 4,400
人以上とすること。）
【数値目標】

① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施

イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施

○地域で支援を必要としている障害者の積極的な受入れ
・地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）

においては、障害者の就労支援ニーズの高まりを踏まえ、公
共職業安定所、地域の関係機関との連携による就労支援ネッ
トワークを強化しつつ、他の就労支援機関に対する技術的事
項についての助言・援助を積極的に実施することにより、ど
の地域においても適切な職業リハビリテーションサービス
を均等・公平に受けられるようにするセーフティネットの役
割を果たした上で、他の就労支援機関で支援のノウハウが不
足している精神障害者、発達障害者等の支援を積極的に実施
するとともに、重複障害等の支援の困難性が高い障害者に対
しても、関係機関との連携により支援ニーズを的確に把握
し、支援を実施した。また、地域センターへの通所が困難な
障害者の支援ニーズに対応して、居住地域の近郊の公共職業
安定所の庁舎等を借用して支援を実施した。

・精神障害者、発達障害者等の他の機関では支援が困難な障害
者を専門的支援の対象として積極的に受け入れるため、雇用
支援連絡協議会の開催等を通じて、精神障害者、発達障害者
支援に係る事業主、関係機関とのネットワークを一層強化
し、専門的支援を必要としている障害者の支援ニーズを的確
に把握した。

・公共職業安定所において、精神障害者等を対象に、地域セン
ターの支援内容や就職における留意点について説明会を開
催し、障害を非開示で就職することを希望する精神障害者等
に対しても説明会への参加を促した。

・口頭での説明だけでは支援内容を理解することが困難な発達
障害者等に対して、地域センターの支援内容等を具体的に理
解できるよう、実際の支援場面の見学・体験の機会を積極的
に設定した。

【精神障害者雇用支援連絡協議会での取組事例】
・事業主の精神障害者雇用に係る一層の理解促進を図るため、

同協議会の委員が所属する機関が協働し、事業主を対象とし
た精神障害者の雇用ノウハウを共有するセミナーを企画・開
催した。

【発達障害者雇用支援連絡協議会での取組事例】
・発達障害及び発達障害の傾向が見られる学生への支援をテー

マに、行政・福祉機関の他、大学の学生相談担当者等を委員
に委嘱し、これら学生に対する支援の進め方についての意見
交換を行い、共通理解の形成や支援ネットワークの形成を図
った。

・関係機関に向けた支援内容を分かりやすく説明したリーフレ
ットの作成・配布、精神障害者・発達障害者等を対象とした

＜課題と対応＞
平成 30 年４月から
の法定雇用率の算定
基礎への精神障害者
の追加を踏まえ、精
神障害者及び事業主
に対する支援の一層
の充実を図る必要が
ある。
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なお、メンタ
ルヘルス分野に
おける医療機関
との連携による
精神障害者に対
するリワーク・
再就職支援を行
うとともに、ニ
ート等の自立支
援機関や教育機
関との連携によ
る、発達障害を
有する若者に対
する支援の充実
に努めること。

なお、メンタ
ルヘルス分野等
における医療機
関との連携によ
る精神障害者に
対する復職（リ
ワーク）・再就職
支援を行うとと
もに、発達障害
者支援センタ
ー、ニート等の
自立支援機関、
教育機関等との
連携による、発
達障害者に対す
る支援の充実を
図る。

なお、メンタ
ルヘルス分野等
における医療機
関と積極的に連
携し、精神障害
者の復職支援
（リワーク支
援）・再就職支
援を効果的に行
うとともに、発
達障害者支援セ
ンター、ニート
等の自立支援機
関や教育機関等
との連携を強化
し、発達障害者
に対して、的確
かつ幅広い職業
リハビリテーシ
ョンサービスを
実施する。

業務説明会の開催等により、地域の状況に応じた工夫を行っ
た。

・これらの取組の結果、支援実施対象者の総数は 31,954 人（達
成度 108.7％）（前年度実績 31,769 人）と前年度実績を上回
り、そのうち発達障害者数が 7,175 人（達成度 163.1％）（前
年度実績 6,698 人）と前年度比で 107.1％、精神障害者数が
11,495 人（達成度 117.3％）（前年度実績 11,312 人）と前
年度比で 101.6％と、それぞれ増加し、いずれも過去最高の
実績となった。精神障害者数と発達障害者数の合計は 18,670
人（前年度実績 18,010 人）と平成 23 年度実績（14,750 人）
比で 126.6％となり、両障害の数値目標の合計比で見ると達
成度は 131.5％となった。（別表 3-1）

・職業リハビリテーションサービスの実施対象者の障害特性や
ニーズが多様化する中、平成 21 年度に策定したインフォー
ムドコンセントの徹底等による職業リハビリテーションサ
ービスの提供のための留意事項に係る文書に基づき、苦情等
の未然防止や発生時の組織的対応についての理解促進を図
ってきたことに加え、平成 26年度に機構本部に設置した「障
害者に対する適切なサービスのあり方検討委員会(第２次)」
において取りまとめた報告書に基づき、地域センター及び広
域障害者職業センター（以下「広域センター」という。）に
おける利用者対応のガイドラインとしても活用できる職員
研修用教材及び事例集を作成し、各施設で当該教材を用いた
職員研修の実施等により、適切な利用者対応に向けた組織的
な取組を進めた。

また、支援を
受けた障害者に
対してアンケー
ト調査を実施
し、有効回答の
うち 80％以上
の障害者から効
果があった旨の
評価を得られる
ようにする。

また、支援を
受けた障害者に
対してアンケー
ト調査を実施
し、有効回答の
うち 80％以上
の障害者から効
果があった旨の
評価を得られる
ようにする。

＜定量的指標＞
・支援を受けた障害者

に対してアンケート
調査を実施し、有効
回答のうち 80％以
上の障害者から効果
があった旨の評価が
得られるようにする
こと。【数値目標】

・職業準備支援、ジョブコーチ支援、精神障害者の復職支援
（リワーク支援）（以下「リワーク支援」という。）の効果度
を把握するためのアンケートを実施し、「大変効果があっ
た」、「効果があった」との回答が占める割合は95.0％（達成
度118.8％）（前年度実績94.8％）と前年度比で0.2ポイント
上昇した。なお、事業ごとの内訳は以下のとおり。
‐職業準備支援 95.0％（前年度実績96.6％）
‐ジョブコーチ支援 93.4％（前年度実績91.9％）
‐リワーク支援 97.1％（前年度実績97.4％）

・機構本部は平成27年度当初に、平成26年度に実施したアンケ
ート調査の結果の全般的な傾向や特徴を分析し、地域センタ
ーに対して、すべての地域センターに共通して点検を要する
項目等をフィードバックした。地域センターは、これに基づ
き点検及び必要な業務改善等を行うとともに、プラスの評価
を受けられなかった事項や自由記述欄に不満、不足等の意見
があった事項について、そのような評価を受けるに至った原
因の分析及び具体的な工夫・改善策を検討し、必要な改善策
を講じた。

【平成26年度に実施したアンケート調査の結果を踏まえて講
じた改善策の具体例】

・リワーク支援において、「実際の職務で求められる要素を含
む作業課題を設定してもらいたい」との意見を踏まえ、作業
の進行管理や対象者間でのコミュニケーション、チームワー
ク等の複合的な要素を必要とする作業課題を設定した。
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○個々の障害者の特性等に応じた職業リハビリテーション計
画の策定及び同計画に基づくきめ細かな職業リハビリテー
ションサービスの実施

・職業評価では、特に精神障害者、発達障害者について、障害
者職業総合センター研究部門(以下｢研究部門｣という。)が開
発したＭＳＦＡＳ（幕張ストレス・疲労アセスメントシー
ト：ストレス・疲労に係る特徴の把握、その特徴に応じた対
処法の検討等を目的とした評価・支援ツール）やＭＷＳ（ワ
ークサンプル幕張版：ＯＡ作業、事務作業、ピッキング等の
実務作業に大別される作業課題から構成される職業上の課
題の把握等を目的とした評価・支援ツール）等の支援ツール
を有効に活用しつつ、模擬的な作業場面を積極的に活用し、
時間経過に伴う疲労や注意等の行動の変化、集団内での対人
関係やコミュニケーションの様子等の対人面での特徴のき
め細かな把握に努めた。

・精神障害者、発達障害者等で、自らの障害の特徴や職業上の
課題等の理解が進んでいない者に対し、研究部門が開発した
アセスメントシート等を活用し、職業準備支援等での作業体
験や各種講習でのエピソードや気づきを個別相談で丁寧に
振り返り、その特徴等の理解や課題への対処法等の習得を促
す支援をきめ細かに行った。

・公共職業安定所との緊密な連携により、就職・職場定着に至
るまでの切れ目のない支援を実施した。

【精神障害者の職業評価の主な特徴】
・疲れやすい、緊張が強い等の特性を踏まえ、個々のストレス

要因や疲労のサイン等を把握するとともに、その特徴に応じ
た対処法等を検討した。

【発達障害者の職業評価の主な特徴】
・行動にこだわりがある、相手の気持ちを想像し読み取ること

が難しい等の行動やコミュニケーションの特徴を把握する
とともに、その特徴に応じた対処法等を検討した。

・職業リハビリテーション計画は、担当の障害者職業カウンセ
ラー（以下「カウンセラー」という。）が独自の判断で策定
することなく、必ず所内ケース会議に諮り多角的な検討を経
て計画案を作成した。また、計画案を、対象者に分かりやす
く丁寧に説明を行うとともに、計画内容に係る対象者の意
見・質問を十分に踏まえるインフォームド・コンセントを丁
寧に行うことにより、対象者自身の主体的取組を引き出すこ
と等に努めた。
また、支援の進捗状況を的確に把握することにより、計画

の内容を柔軟に見直し、きめ細やかな職業リハビリテーショ
ンサービスの実施に努めた。

【職業リハビリテーション計画を見直した事例】
・障害の特徴や職業適性の理解が進んでいない発達障害者の職

業リハビリテーション計画において、「様々な作業体験、講
習等を通じて自身の特徴や職業上の課題を整理し、自身に合
った職種や働き方を検討できるようにする」との支援内容を
設定し、職業準備支援を開始した。
当初、販売の職種での就職を希望していたが、作業体験等

を通じて、「臨機応変な対人対応が苦手」、「手順が決まって
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いる定型作業は得意」等の自らの特徴への理解が深まり、店
舗内での陳列等の軽作業の職種を目指すこととなった。それ
に伴い、当初策定した職業リハビリテーション計画の内容を
見直すこととし、自らの特徴や希望職種を踏まえた上で、職
場で配慮を得たい事項等を整理することを目標に、「小売業
の店舗で職場実習を行い、実務体験を通じて、スムーズに作
業を進めるために、自らが取り組むべき事項及び事業所から
配慮を得たい事項を検討・整理できるようにする」との支援
内容に変更した。

・カウンセラー、職業訓練指導員が実践で得た知見等を発表
し、意見交換を行う職業リハビリテーション業務研究会（以
下「業務研究会」という。）において、障害特性や職業上の
課題の自己理解が進んでいない者に対する効果的なアセス
メントや、より一層のインフォームド・コンセントを図った
取組事例を共有した。

【業務研究会での発表事例】
・うつ病による受診を契機に、主治医から発達障害の診断を受

けたリワーク支援対象者について、自らの障害の特徴、その
特徴に起因する職業上の課題等の理解が進んでいなかった
ことから、研究部門が開発したアセスメントシートを用い、
これまでの職場やリワーク支援でのエピソード等と重ね合
わせながら特徴への気づき等を促した。そして、その特徴を
踏まえ、対処法や自分に合った働き方等の具体的な検討につ
なげた。

・就業に対する強い拘り等がある対象者が増加する中、対象者
の理解度、納得度の高い職業リハビリテーション計画のあり
方を所内で検討し、「対象者のニーズ」を起点に課題・提案
の構成で計画を作成することにより、インフォームド・コン
セントを図ることとした。この方法によりインフォームド・
コンセントを図った支援を行った者にアンケート調査を実
施し、理解度、納得度ともに高い結果となった。

・ 障害者の就労
の可能性を高め
るため、地域セ
ンターにおける
職業準備訓練、
職業講習の実施
により、第３期
中期目標期間中
において 80％
以上の対象者が
就職等に向かう
次の段階（職業
紹介、ジョブコ
ーチ支援事業、
職業訓練、職場
実習等）に移行
できるようにす
ること。

また、経済・
雇用失業情勢を

・ 個々の障害者
の特性を踏まえ
作成した指導カ
リキュラムに基
づき、職業準備
訓練及び職業講
習を的確かつ効
果的に実施する
ことにより、障
害者の就労の可
能性を高め、第
３期中期目標期
間中に 80％以
上の対象者が就
職等に向かう次
の段階（職業紹
介、ジョブコー
チ支援事業、職
業訓練、職場実
習等）へ移行で

・ 個々の障害者
の特性を踏まえ
作成した指導カ
リキュラムに基
づき、基本的労
働習慣の獲得、
職業に関する知
識の習得、社会
生活技能の向上
等を図る職業準
備支援(※)を的
確かつ効果的に
実施することに
より、障害者の
就労の可能性を
高め、80％以上
の対象者が就職
等に向かう次の
段階（職業紹介、
ジョブコーチ支

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中に職業準備支援の
対象者の 80％以上
が就職等に向かう次
の段階（職業紹介、
ジョブコーチ支援事
業、職業訓練、職場
実習等）へ移行でき
るようにすること。
【数値目標】

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中において職業準備
支援の修了者の就職
率が 50％以上とな
ることに資するた
め、その内容の充実
を図ること。【数値目

◯個々の支援ニーズ等に対応した個別支援の実施
・職業準備支援での指導カリキュラムは、個々の障害特性や職

業上の課題、支援ニーズ等に応じて次の４つの支援を柔軟に
組み合わせて弾力的に策定した。
ⅰ作業支援：作業適性や職場環境への適応力等に関する評

価、作業遂行力の向上等を図るための支援。
ⅱ職業準備講習カリキュラム：講話、ビデオ学習、事業所見
学、事業所での作業体験等を通じた、職業に関する知識の
習得を図るための支援。

ⅲ精神障害者自立支援カリキュラム：対人技能訓練、グルー
プミーティング等を通じた、精神障害者の社会生活技能等
の向上を図るための支援。

ⅳ発達障害者就労支援カリキュラム：技能体得講座(対人技
能、作業マニュアル作成技能、問題解決技能、ストレス対
処技能等)、事業所での体験実習等を通じた、発達障害者
の社会生活技能、作業遂行力等の向上を図るための支援。

・職業準備支援の支援対象者数は2,263人と前年度比で93.6％、
精神障害者は698人と前年度比91.2％、発達障害者は1,087人
で前年度比97.7％となった。精神障害者、発達障害者及び高
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踏まえつつ、職
業紹介等の業務
を担当する職業
安定機関との緊
密な連携を図
り、第３期中期
目標期間中にお
いてその修了者
の 就 職 率 が
50％以上となる
ことに資するた
め、その内容の
充実を図るこ
と。

・ さらに、発
達障害者に対
する支援の充
実・強化を図る
ため、総合セン
ターが開発し
た「ワークシス
テム・サポート
プログラム」に
加え、「求職活
動支援」と「関
係機関との発
達障害者就労
支援ネットワ
ークの構築」に
係るノウハウ
を有機的に組
み合わせた「発
達障害者に対
する体系的支
援プログラム」
を全国実施す
ること。

きるようにする
とともに、職業
紹介等の業務を
担当する職業安
定機関との緊密
な連携を図り、
その修了者の就
職率が 50％以
上となることに
資するため、そ
の内容の充実を
図る。

・ 発達障害者に
対する支援につ
いては、障害者
職業総合センタ
ー（以下「総合
センター」とい
う。）が開発した
「ワークシステ
ム・サポートプ
ログラム」に加
え、「求職活動支
援」と「関係機
関との発達障害
者就労支援ネッ
トワークの構
築」に係るノウ
ハウを有機的に
組み合わせた
「発達障害者に
対する体系的支
援プログラム」
を全国の地域セ
ンターで実施す
ることにより、
その支援の充実
を図る。

援事業、職業訓
練、職場実習等）
へ移行できるよ
うにするととも
に、職業紹介等
の業務を担当す
る職業安定機関
との緊密な連携
を図り、その修
了者の就職率が
50％以上となる
ことに資するた
め、その内容の
充実を図る。

・ 発達障害者に
対する支援につ
いては、障害者
職業総合センタ
ー（以下「総合
センター」とい
う。）が開発し
た「ワークシス
テム・サポート
プログラム」に
加え、「求職活
動支援」と「関
係機関との発達
障害者就労支援
ネットワークの
構築」に係るノ
ウハウを有機的
に組み合わせた
「発達障害者に
対する体系的支
援プログラム」
を実施し、当該
支援の積極的な
周知及び支援に
係る役割分担の
確立を図るため
の関係機関等と
の連携強化に取
り組み、発達障
害者に対する支
援の充実を図
る。

（※）「職業準備支
援」は、職業準
備訓練若しくは
職業講習又はこ
れらの組み合わ
せにより行う、

標】 次脳機能障害者・難病者を合わせると1,955人（前年度実績
2,056人）と対象者全体の構成比では86.4％と大半を占めた。
これらの障害者は平成23年度実績（1,560人）比で125.3％と
なった。（別表3-2）

・発達障害者の利用増加に対応して、研究部門が開発した「ワ
ークシステム・サポートプログラム」の技法の活用に加え、
「求職活動支援」と「関係機関との連携及び発達障害者就労
支援ネットワークの構築」に係るノウハウを有機的に組み合
わせた「発達障害者に対する体系的支援プログラム」を実施
した。

・自らの特徴やセールスポイント等について、作業体験や個別
相談等を通じて振り返り、その内容を書き出しながら整理を
進める「ナビゲーションブック」の作成支援により、対象者
の自己理解を促した。

・うつ病等の求職者の増加に対応するため、リワーク支援のノ
ウハウを活用して従来の内容を見直した「ストレス対処技能
訓練」「対人技能訓練」「グループミーティング」等を積極的
に実施した。

・職業生活上のストレスや疾病・障害による影響等で怒りの感
情が生じやすい者に対し、研究部門が開発した「アンガーコ
ントロール支援」の技法を活用した講座及びグループワーク
を実施し、怒りの感情が生じた時の対処法の検討及び習得を
図った。

・発達障害者雇用支援連絡協議会において、発達障害者就労支
援カリキュラムでの支援事例を報告し、支援内容に係る共通
理解の形成を図った。発達障害者就労支援カリキュラムにつ
いては、対象者の自己理解促進に関する支援に取り組んだケ
ース、職業準備支援で習得したスキル等をジョブコーチ支援
において事業所で活用できるように支援したケース等を周
知することにより、同カリキュラムの内容や有効性を分かり
やすく伝えた。

・地域センターへの通所が困難な遠隔地の対象者に対しては、
居住地域の近郊の公共職業安定所の庁舎等を借用した出張
による職業準備支援の実施、必要な講座をスポット的に受講
できるような弾力的なカリキュラム設定等により、個々の状
況やニーズに応じた柔軟な対応に努めた。

○就職実現に向けた取組
・対象者の就職実現に向け、公共職業安定所の職員を交えたケ

ース会議等の計画的な実施、地域センター所長の経営者団
体・個別企業への訪問等による障害者受入れに係る働きか
け、ジョブコーチによる支援事業所への障害者受入れに係る
働きかけ等、就職促進に係る取組を積極的に実施した。

・対象者自らがまとめたナビゲーションブックをもとに、事業
所から配慮を得たい事項等を、就職希望企業での採用面接等
で、面接担当者に自ら説明できるようにするための「自己紹
介シート」の作成支援等により、効果的な就職支援に取り組
んだ。

・就職後の職場定着を的確に実施するため、就職時にジョブコ
ーチ支援へと円滑に移行できるよう、地域センターのジョブ
コーチが職業準備支援の講習を担当する等により、支援対象
者の状況を的確に把握するとともに、対象者との関係構築を
図った。

・修了未就職者に対しては、支援修了後においても、就職に向
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就職等に向かう
次の段階へ着実
に移行させるた
め の 支援 であ
る。具体的には、
職業準備訓練又
は職業講習を組
み合わせ、地域
センター内での
作業支援、職業
準備講習カリキ
ュラム、精神障
害者自立支援カ
リキュラム又は
発達障害者就労
支援カリキュラ
ム の 方式 によ
り、個々の対象
者の特性を踏ま
えて実施してい
る。

けた相談を継続するとともに、講習やグループミーティング
等の職業準備支援カリキュラムを弾力的に活用し、習得した
スキル、モチベーションの維持等の重点的な就職支援を行っ
た。

○精神障害者、発達障害者等に対する支援スキルの向上と支援
ノウハウの共有

・地域センターの主任カウンセラー等を集めた会議を開催し、
精神障害者、発達障害者に対する効果的な支援の取組事例を
共有するとともに、その支援の一層の推進に向けた方策の検
討等を行った。

・職業評価、精神障害者自立支援カリキュラム等を担当するア
シスタント、発達障害者就労支援カリキュラムを担当するア
シスタントを対象とした研修を、それぞれ年１回実施し、支
援の重点対象である精神障害者、発達障害者及び高次脳機能
障害者等の障害特性・職業上の課題に係る講義、トータルパ
ッケージ（＊）の理論と活用に係る講義・演習、支援に関す
る事例検討等を行い、支援のスキルアップを図った。また、
研究部門が開発した精神障害者及び発達障害者に対する支
援技法を習得するための講義・演習時間を大幅に拡大し、対
象者個々の状況に応じた対応方法の習得を図った。

（＊）トータルパッケージとは、評価・支援ツールのＭＳＦ
ＡＳやＭＷＳ、情報整理スキル獲得のためのメモリーノー
ト等により構成され、障害者が自己の障害状況を的確に把
握し、必要なスキルを身に付けることにより、作業遂行力
の向上を図る研究部門が開発した支援方法。

・研究部門が実施する「発達障害者支援技法普及講習」を９の
地域センターが受講し、主に演習形式で発達障害者の支援技
法の開発成果である「ナビゲーションブック作成」、「問題解
決技能トレーニング」、「職場対人技能トレーニング(ＪＳ
Ｔ)」、「リラクゼーション技能トレーニング」に係るノウハ
ウ等の提供を受けた。また、「精神障害者支援技法普及講習」
を７の地域センターが受講し、「ストレス理解」「アセスメン
ト」「アンガーコントロール」に係るノウハウ等の提供を受
けた。さらに、平成27年度より実施している「高次脳機能障
害者支援技法普及講習」を３の地域センターが受講し、「補
完方法の習得及び自己理解促進」に係るノウハウ等の提供を
受けた。

・各地域センターにおける支援カリキュラム、教材・ツール等
の工夫例を機構内ＬＡＮに掲載することで広く共有し、全国
の地域センターで活用できるようにした。

・これらの取組の結果、職業準備支援修了者について、就職等
に向かう次の段階への移行率が88.2％（達成度110.3％）（前
年度実績88.4％）となった。また、就職率は70.4％（達成度
140.8％）（前年度実績69.0％）と過去最高で、前年度比1.4
ポイントの上昇となった。

・ ジョブコーチ
支援事業につい
ては、支援を必
要とする障害者
に着実に支援を
実施した上で、

・ 職場適応援助
者（ジョブコー
チ）による障害
者、事業主等へ
の支援について
は、支援を必要

・ 職場適応援助
者（ジョブコー
チ）による障害
者、事業主等へ
の支援について
は、支援を必要

＜定量的指標＞
・ジョブコーチによる

支援については、第
３期中期目標期間中
支援終了者の職場へ
の定着率が 80％以

○地域センターの役割を踏まえたジョブコーチ支援の的確な
実施

・障害者、事業主等からの就職、職場定着の支援ニーズに対し
て、適宜、ジョブコーチ支援計画に基づいた適切な支援を実
施した。

・地域センターのジョブコーチ支援については、他の機関では
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他の機関では支
援が困難な障害
者に対して重点
的に支援を実施
し、第３期中期
目標期間中にお
いて 80％以上
の定着率を達成
すること。

とする障害者に
着実に支援を実
施した上で、他
の機関では支援
が困難な障害者
に対して重点的
に支援を実施
し、第３期中期
目標期間中支援
終了者の職場へ
の 定 着 率 が
80％以上となる
ようにする。

とする障害者に
着実に支援を実
施した上で、他
の機関では支援
が困難な障害者
に対して重点的
に支援を実施
し、支援終了者
の職場への定着
率が 80％以上
となるようにす
る。

また、ジョブ
コーチ支援事業
推進協議会の開
催等により、地
域センターのジ
ョブコーチ及び
社会福祉法人等
に配置されるジ
ョブコーチが、
それぞれ又は協
同して行う支援
が効果的に実施
されるよう、当
該支援事案につ
いてのケースス
タディ、支援技
法等に関する情
報交換・提供、
連携方法の協議
等を行う。

上となるようにする
こと。【数値目標】

支援が困難な障害者に対する支援を重点的に実施した。ま
た、社会福祉法人等のジョブコーチとの協同支援を通じて支
援方法に係る援助を行い、社会福祉法人等のジョブコーチが
単独で効果的な支援ができるよう努めた。なお、他の機関で
は支援が及びにくい地域については、同地域の関係機関を育
成しつつ、引き続き地域センターが主体的に支援を実施し
た。

・精神障害者・発達障害者等への的確なジョブコーチ支援の実
施及び社会福祉法人等のジョブコーチへの効果的な支援方法
に係る援助を行うため、機構本部において、実務経験が２年
以上の地域センターのジョブコーチを対象に、精神障害者、
発達障害者等の支援に関するケーススタディ、経験の浅いジ
ョブコーチに対するコーチング、企業担当者等に説明する際
のプレゼンテーション技術の講義・演習、事業主支援に係る
支援技法等の講義・意見交換で構成する研修を実施した。

・地域センターのジョブコーチ支援の対象者数は、3,574人と
前年度比98.8％、うち精神障害者は857人と前年度比95.9％、
発達障害者は1,017人と前年度比104.4％と前年度と同水準
となった。なお、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障
害者・難病者について、対象者の合計数は2,008人（前年度
実績1,991人）と平成23年度実績（1,483人）比で135.4％と
なった。（別表3-3）

◯個々の対象者の態様に応じた支援の実施
・地域センターのジョブコーチ支援については、精神障害者、
発達障害者等への支援の増加に対応して、対人対応が特に必
要なサービス業等の職種におけるロールプレイを通じた対人
スキルの付与、ストレス・疲労のコントロールが必要な対象
者に対する、ストレスや疲労等を自ら把握できるようにする
モニタリングシートを活用したセルフケアのスキルの付与等
により、個々の対象者の状況に応じた支援を実施した。また、
事業主には、対象者の特徴等を踏まえた職務設計や雇用管理
に関する助言等の支援を実施した。これら、対象者及び事業
主の双方に対して一体的に専門的な支援を実施することで、
事業所の上司や同僚が対象者を効果的な方法により支援する
ナチュラルサポート体制の構築を推進した。

・ジョブコーチ支援終了後は、対象者及び事業所のニーズを踏
まえつつ、関係機関との役割分担等を明らかにしたフォロー
アップ計画を策定し、計画的にフォローアップを実施し、フ
ォローアップ対象者数は6,164人（前年度実績6,056人）とな
った。

・地域センターのジョブコーチ支援終了者の６か月後定着率は
87.6％（達成度109.5％）（前年度実績88.1％）であった。

【精神障害者へのジョブコーチ支援事例】
・周囲への過度な気遣いや強い不安から精神的疲労を蓄積し
やすく、これまでの職歴では出勤が不安定になりやすかっ
た精神障害者が、安定した出勤状況になることを目指し
て、ジョブコーチ支援を実施した。

・対象者への支援においては、記録シートを準備し、疲労状
況や体調等を自ら記載し、把握できるようにした。また、
ジョブコーチの事業所訪問時に、休憩時間を利用し、対象
者が記載した記録シートを基に個別相談を実施し、体調や
気分等の状況の振り返りや、疲労を溜めないための対処法
を助言した。
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・事業主への支援においては、対象者が記載した記録シート
の内容を職場の上司と共有し、対象者の精神的特徴や、そ
の特徴に応じた雇用管理のポイントを説明した。また、ジ
ョブコーチが行っている相談を、事業主自ら行えるよう、
定期的な相談の実施を提案し、記録シートの活用方法や相
談の進め方を助言した。

・その結果、支援対象者と事業主との定期相談の機会が設け
られ、記録シートを介した疲労状況の共有や対処法に係る
相談が行われるようになり、支援対象者の不安感の軽減、
疲労の早期対処が図られ、出勤状況が安定した。

◯配置型ジョブコーチと社会福祉法人等のジョブコーチ等と
の協同支援の推進

・地域センターと社会福祉法人等のジョブコーチとの協同支援
において、アセスメントや支援のポイント、支援計画の作成
方法に関する助言等を効果的に実施した。
- 社会福祉法人等のジョブコーチとの協同支援実施対象者
数は1,489人（前年度実績1,818人、前年度比81.9％）で支
援対象者全体の41.7％を占めた。

- 協同支援を実施した社会福祉法人等にアンケート調査を
実施し、「大変有用であった」、「有用であった」との回答
が占める割合は95.6％（前年度実績94.9％）と前年度比で
0.7ポイント上昇した。

- 障害者を雇用する企業に在籍しているジョブコーチとの
協同支援実施対象者数は10人（前年度実績５人）で、社会
福祉法人等のジョブコーチとあわせた協同支援実施対象
者数は1,499人（前年度実績1,823人、前年度比82.2％）と
支援対象者数全体の41.9％を占めた。

・ジョブコーチ支援事業推進協議会において、障害者就業・生
活支援センターの職場定着支援が強化されている状況を踏
まえ、関係機関の役割分担や協同支援の連携方法を検討する
ことで地域センターを中核とする都道府県単位のジョブコ
ーチ支援ネットワークの機能強化を図った。また、ケースス
タディや知識習得のための講習等を積極的に行うとともに、
平成28年４月に施行された雇用の分野における障害者の差
別禁止及び合理的配慮の提供義務化について、労働局の職員
からそれら指針等の内容についての説明を受けた上で合理
的配慮等をテーマに検討し、社会福祉法人等のジョブコーチ
の専門性の向上を図った。ジョブコーチ支援事業推進協議会
の実施回数は195回（前年度比86.3％）、うち関係機関との連
携方法等の検討は53回で、延べ参加者は3,693人（前年度実
績4,443人、前年度比83.1％）であった。

・ 精神障害者の
新規雇入れ、復
職及び雇用継続
を促進するた
め、地域におけ
る支援ネットワ
ークを構築し
て、主治医等関
係者との密接な
連携を図り、障
害者に対する職

・ 精神障害者の
新規雇入れ、復
職及び雇用継続
を促進するた
め、地域におけ
る精神障害者雇
用支援ネットワ
ークを構築・整
備しつつ、主治
医、事業主、家
族等関係者との

・ 精神障害者の
新規雇入れ、復
職及び雇用継続
を促進するた
め、精神障害者
雇用支援連絡協
議会の効果的な
運営等を通じ地
域における精神
障害者雇用支援
ネットワークを

◯精神障害者総合雇用支援の推進及び障害者雇用促進法の改
正を踏まえた支援の強化

・平成30年4月に施行される改正障害者雇用促進法により精神
障害者が法定雇用率算定基礎に追加されることを見据え、精
神障害者や事業主への支援の強化を図った。具体的には、対
象者の希望と障害状況の間に明らかに不適合があり、現状の
ままでは就職が困難又は離転職を繰り返すと考えられる精神
障害者を重点的に支援することとし、個々の状況に応じた専
門的な職業評価、職業リハビリテーション計画の策定、職業
準備支援等を実施した。雇用後の雇用継続支援としてジョブ
コーチ支援を活用するとともに、精神疾患により休職した対
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業指導及び作業
支援、事業主に
対する雇用管理
の助言・援助等
を総合的に実施
すること。

また、最近に
おけるうつ病等
の精神障害によ
る休職者の大幅
な増加や休職と
復職を繰り返
す、休職期間が
長期化するとい
った復職支援の
困難な事案の割
合の高まりに対
応するため、総
合センターが中
心となって開発
した最新の支援

緊密な連携を図
り、障害者に対
する職業指導及
び作業支援、事
業主に対する雇
用管理の助言・
援助等を総合的
に行う精神障害
者総合雇用支援
を実施する。

また、最近に
おけるうつ病等
の精神障害によ
る休職者の大幅
な増加や休職と
復職を繰り返
す、休職期間が
長期化するとい
った復職支援の
困難な事案の割
合の高まりに対
応するため、総
合センターが中
心となって開発
した最新の支援

構築・整備しつ
つ、主治医、事
業主、家族等関
係者との緊密な
連携を図り、障
害者に対する職
業指導及び作業
支援、事業主に
対する雇用管理
の助言・援助等
を総合的に行う
精神障害者総合
雇用支援を実施
する。

ま た 、労 働
局・公共職業安
定所、医療機関、
福祉機関等との
連携の下に、精
神障害者の雇入
れから職場定
着・雇用継続ま
でを体系的に支
援する「企業に
対する精神障害
者の雇用促進支
援・雇用継続支
援のモデル事
業」を３か所の
地域センターに
おいて実施する
ことにより、精
神障害者を雇用
する事業主への
支援ノウハウの
蓄積を図るとと
もに、実施方法
等の効果の検証
を行う。

なお、最近に
おけるうつ病等
の精神障害によ
る休職者の大幅
な増加及び休職
と復職を繰り返
す、休職期間が
長期化するとい
った復職支援の
困難な事案の割
合の高まりに対
応するため、総
合センターが中
心となって開発
した最新の支援

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中復職支援終了者の
復職率が 75％以上
となるようにするこ
と。【数値目標】

象者へのリワーク支援を、必要に応じて実施した。事業主へ
の支援については、精神障害者を雇用する又は雇用しようと
する事業主への雇入れ、雇用継続に向けた取組の段階を踏ま
えた提案型の助言・援助、事業主支援計画に基づく体系的支
援を公共職業安定所、医療機関等との一層緊密な連携の下で
実施した。

○精神障害者雇用支援ネットワークの充実・強化

・精神障害者総合雇用支援を効果的に実施するため、事業主・
医療機関等への周知活動やニーズの把握を積極的に実施し、
精神障害者雇用支援ネットワークの充実・強化を図った。

（3,485機関（前年度実績3,676機関)）。
・精神障害者雇用支援連絡協議会では、関係機関の連携体制を
協議し、支援ネットワークの一層の強化を図った。具体的に
は、医療機関と地域センターの連携事例の検討を通じた関係
機関間の具体的な連携方法・役割分担、職場定着に係る課題
の共通認識を形成した上で具体的対応策、関係機関での対応
が難しい事例を地域センターの支援につなげる方法を検討し
た。また、精神科を有する労災病院が業務区域内に設置され
ている地域センターにおいては、当該病院の医師等の同協議
会委員への委嘱、当該病院のスタッフとの連絡会議の開催に
より、メンタルヘルス分野における医療機関との連携に努め
た。加えて、就労支援に取り組む精神科病院のデイケア等に
対して、就職を希望する者への地域センターの利用勧奨を依
頼するとともに、当該機関が自ら就職、職場定着に向けた支
援を適切に実施できるよう、ニーズに応じてそれら支援に係
る技術的事項についての助言・援助を積極的に実施した。

・事業主、主治医等との密接な連携を図り、より多くの精神障
害者がリワーク支援を受けられるよう以下の取組を行った。
- 事業主に対しては、障害者雇用納付金事務説明会の場を活
用して周知するとともに、経営者協会や商工会議所、労働
基準協会等の事業主団体の協力を得て、好事例等を掲載し
た事業主向けリワーク支援パンフレットを配布した。ま
た、リワーク支援ニーズに係るアンケート調査を行い、ニ
ーズのある事業所への個別訪問等を行った。

- 医療機関等に対しては、産業保健スタッフ等の研修会・勉
強会等の機会を利用してリワーク支援を紹介するととも
に、精神科病院のスタッフへの研修等を通じて連携体制の
構築を図った。また、メンタルヘルス対策を実施している
機関と、パンフレットを相互に設置することにより、対象
者に対して各々のサービスの周知を図るとともに、当該機
関が実施する相談でリワーク支援の利用希望等を把握し
た場合に地域センターの利用を勧奨するよう依頼した。

- 自治体の広報誌や事業主団体機関誌、産業保健総合支援セ
ンターの事業主向けメールマガジン等にリワーク支援を
紹介する記事の掲載を要請することにより、支援を必要と
する人達ができる限り多く利用できるよう一層の周知に
取り組んだ。

・これらの取組の結果、精神障害者総合雇用支援の対象者数は
3,445人（前年度実績3,248人、前年度比106.1％）となった。

○リワーク支援の推進等に向けた取組
・リワーク支援においては、休職と復職を繰り返す、休職期間
が長期化しているといった困難事例の割合の高まりに対応す
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技法を導入した
個別実践型リワ
ークプログラム
により、多様な
精神障害者を対
象に個別状況に
応じたより効果
的な復職支援を
行うこと。また、
その支援終了者
の 75％以上が
復職できるよう
にすること。

技法を導入した
個別実践型リワ
ークプログラム
により、多様な
精神障害者を対
象に復帰後の環
境への適応にも
重点を置きつつ
個別状況に応じ
たより効果的な
復職支援を行
い、第３期中期
目標期間中復職
支援終了者の復
職率が 75％以
上となるように
する。

技法を導入した
個別実践型リワ
ークプログラム
により、多様な
精神障害者を対
象に復帰後の環
境への適応にも
重点を置きつつ
個別状況に応じ
たより効果的な
復職支援を実施
することに加え
て、リワーク支
援ニーズが大幅
に増大している
地域センターで
は支援体制の充
実を図る。支援
に当たっては、
事業主、主治医
等に対する積極
的な周知活動を
行い、より多く
の精神障害者が
復職支援を受け
られるようにす
るとともに、個
別の支援に際し
ては、これら関
係者との十分な
連携を行い、効
果的な支援を実
施することによ
り、復職支援終
了者について、
復職率が 75％
以上となるよう
にする。

るため、個々の状況に応じて、復職先の新たな職務や環境に
対する対応力の向上に関する支援やキャリアプランの再構築
に関する支援を加えた個別で実践的なプログラムを実施し
た。当該プログラムの実施に当たっては、支援効果を更に高
めるべく、対象者の主体的取組を促進できるよう、対象者が
復職に向けて自らの課題に応じて必要な講習等を選択できる
ようにするとともに、社会生活リズムを確立するために講習
等がない時間帯の活動を自ら計画・実行する方法を取り入れ
た。

・リワーク支援対象者に発達障害の傾向を有する者等が見受け
られ、リワーク支援対象者が多様化している現状を踏まえ、
職業準備支援の発達障害者を対象とした技能体得講座等のノ
ウハウを活用した。また、それらの特徴について復帰先事業
所の理解を得るため、対象者が自らの特性やその対処法を取
りまとめた資料を作成し、事業主に説明できるようにするた
めの支援を行った。

・職業生活上のストレスや疾病・障害による影響で怒りの感情
が生じやすい者等に対し、研究部門が開発した「アンガーコ
ントロール支援」の技法を活用した講習及びグループワーク
を実施し、怒りの感情が生じた時の対処法の検討及び習得を
図った。

・リワーク支援のニーズの高い愛知センターについて、更なる
支援体制の強化を図るため、支援スタッフの増員等により、
対象者の受入れ体制を充実させた。

・事業所と居住地・実家等の療養先が異なる都道府県の対象者
に対して、機構の全国ネットワークを活かした支援を実施し
た。具体的には、実家等で療養し、事業所が他の都道府県に
ある場合、療養先の所在地を管轄している地域センターでの
支援終了後、事業所での支援については当該事業所の所在地
を管轄する地域センターに的確に引き継ぎ、支援の連続性を
確保した。

・地域センターへの通所が困難な遠隔地の対象者に対しては、
対象者が居住する地域の障害者就業・生活支援センター等の
機関を利用し、出張によるリワーク支援を柔軟に実施した。

・これらの取組の結果、リワーク支援対象者は2,588人（前年
度2,354人）と前年度比で109.9％、平成18年度比で5.1倍と
なった。また、復職率は86.1％（達成度114.8％）（前年度実
績85.3％）と過去最高で、前年度比0.8ポイントの上昇とな
った。

○企業に対する精神障害者の雇用促進支援・雇用継続支援のモ
デル事業の実施

・精神障害者を雇用する企業への支援において、特に雇用促進
支援・雇用継続支援の一層の強化を図るため、平成26年度か
らの２年計画で東京、愛知及び大阪センターにおいて、精神
障害者を雇用する企業に対して、労働局、公共職業安定所、
医療機関等との連携により、雇入れから雇用継続までを体系
的に支援する「企業に対する精神障害者の雇用促進支援・雇
用継続支援のモデル事業」を実施し、モデル事業実施３セン
ターでの取組事例36件を、機構本部に設置したモデル事業推
進委員会において検証した。
その検証において、雇用する精神障害者の中に、就労や生

活に係る支援機関を利用していない者が多くなっており、こ
れらの者に適応上の問題が生じた場合、企業自らが解決する



42

必要に迫られていること等の課題を把握したことから、支援
機関のサポートを受けつつ、企業自らが精神障害者の雇用管
理に取り組めるよう、対象企業における適切な職場適応の措
置の内容を明らかにした取組計画の策定の支援、当該計画に
基づく取組を対象企業自ら実施できるようにするための助
言・援助について整理した。

イ 障害者の雇用管
理に関する専門的
な支援の実施

地域センターに
おいて、職業リハ
ビリテーション専
門機関の立場か
ら、事業主に対す
る雇用管理に関す
る助言その他の援
助を事業主のニー
ズに応じて的確に
実施し、障害者の
就職又は職場適応
を促進すること。

② 障害者の雇用管
理に関する専門的
な支援の実施

地域センターに
おいて、障害者の
雇用管理に関する
事項について、職
業リハビリテーシ
ョン専門機関の立
場から、事業主に
対する的確な支援
を実施し、障害者
の就職又は職場適
応を促進すること
とし、第３期中期
目標期間中に延べ
82,000 所以上の
事業所に対して必
要な支援を実施す
る。

実施に当たって
は、事業主のニー
ズに応じて適切な
事業主支援計画を
策定し、必要に応
じ医療、社会教育、
社会福祉、工学等
の専門家と連携し
て、事業主等に対
する的確かつ効果
的な支援が行われ
るようにする。

ロ 障害者の雇用管
理に関する専門的
な支援の実施

地域センターに
おいて、職業安定
機関が実施する雇
用率達成指導等と
連携しつつ、障害
者の雇用管理に関
する事項につい
て、職業リハビリ
テーション専門機
関の立場から、事
業主に対する的確
な支援を実施し、
障害者の就職又は
職場適応を促進す
る こ と と し 、
16,400 所以上の
事業所に対して必
要な支援を実施す
る。
実施に当たって

は、事業主のニー
ズに応じて適切な
事業主支援計画を
策定し、必要に応
じ医療、社会教育、
社会福祉、工学等
の専門家と連携し
て、事業主等に対
する的確かつ効果
的な支援が行われ
るようにする。
また、採用、職

場定着等の各段階
での事業主の障害
者雇用の取組に応
じた支援を推進す
るため、共通の課
題を有する事業主
が、グループワー
ク方式で事例発

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中に延べ 82,000 所
以上の事業所に対し
て必要な支援を実施
すること。（16,400
所以上の事業所に対
して必要な支援を実
施すること。）【数値
目標】

ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施
障害者雇用促進法の改正により平成 28 年４月に施行され

る雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の
提供義務化、平成 30 年４月に施行される法定雇用率の算定
基礎への精神障害者の追加等を踏まえ、事業主に対する障害
者の雇用管理に関する専門的な支援を以下のとおり実施し
た。

○事業主のニーズを踏まえた専門的支援の積極的実施
・職業安定機関が行う雇用率達成指導との連携、都道府県支部

の障害者雇用納付金関係業務での事業主への支援状況の共
有等により事業主の支援ニーズを積極的に把握し、当該ニー
ズに応じて、事業所の実情に応じた職務内容の具体的提案等
の障害者の雇入れに係る相談、ジョブコーチ支援等の雇用継
続に向けた支援、後述する事業主支援ワークショップの活用
のほか、特に専門性の高い障害者の雇用管理に係る事項につ
いては、雇用管理サポーター（＊）の活用により、提案型の
助言・援助、事業主支援計画に基づく体系的支援を積極的に
実施した。
（＊）雇用管理サポーターとは、障害者の雇用管理に関し特
に専門的な支援を必要とする事業所に対して雇用管理上
の相談、助言、援助等を行う精神科医師、建築士、社会保
険労務士等の地域の専門家。

・雇用管理サポーターごとの支援の内容・事例を機構内ＬＡＮ
に掲載することで広く共有し、全国の地域センターで雇用管
理サポーターを効果的に活用した。

・職業安定機関が行う雇用率達成指導と連携して支援を実施し
た企業数は1,771企業（前年度実績1,891企業、前年度比
93.7％）となった。公共職業安定所からの取り次ぎや事業主
からの支援要請に基づき、雇用率達成指導対象で障害者雇用
のノウハウが不足している企業を、地域センターのカウンセ
ラーが訪問し、障害者雇用事例の情報提供や事業所見学の提
案、職務内容の提案等の具体的な雇入れに係る助言等の協力
を積極的に行った。

・視覚障害等の身体障害者の雇入れ、在職者のスキルアップ、
職場復帰の支援ニーズに対し、必要に応じて広域センターと
連携し、その職業訓練や支援ノウハウを活用した事業主支援
を実施した。

【広域センターの支援ノウハウを活用した事業主への支援の
事例】
・在職している視覚障害者の職務範囲の拡大に向けた支援ニ
ーズに対して、広域センターの職業訓練指導員と連携し、
視覚障害者用の就労支援機器を活用することで適応が見込
まれる職務内容を新たに提案するとともに、その配慮事項
について助言した。

◯事業主支援ワークショップ
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表、意見交換等を
行うことにより雇
用管理上の課題や
解決の糸口をつか
む機会を設けると
ともに、課題解決
のための助言･援
助を行う事業主支
援ワークショップ
を実施し、自主的
な取組を促進す
る。
さらに、平成 28

年４月に施行され
る雇用の分野にお
ける障害者に対す
る差別禁止及び合
理的配慮の提供義
務化を踏まえ、職
業安定機関との連
携を図り、事業主
に対する周知への
協力等を行う。

＜評価の視点＞
・雇用の分野における

障害者に対する差別
禁止及び合理的配慮
の提供義務化を踏ま
え、職業安定局との
連携を図り、事業主
に対する周知への協
力等を適切に行った
か。

・障害者雇用に課題を有する事業主を集め、その課題改善に向
けた端緒を探ることを目的とした事業主支援ワークショップ
を計画的に実施した（171回（前年度実績167回、前年度比
102.4％））。障害者雇用の先行企業での取組事例の発表、共通
の課題を抱えている事業主同士の意見交換等を通じて、課題
改善に向けた端緒の提供に努めた。これらワークショップの
企画に当たっては、精神障害者の雇用の各段階ごとのテーマ
を設定した複数回の連続講座、障害者の模擬面接等の演習に
より、事業主の雇用管理ノウハウの蓄積に向けた工夫も行っ
た。なお、平成27年度は、事業主に精神障害者雇用のノウハ
ウ等が不足している状況を踏まえ、平成26年度に引き続き、
すべての地域センターにおいて１回以上を精神障害者雇用を
テーマとして、重点的に実施した（精神障害者の雇用に係る
テーマ：171回中91回）。具体的なテーマ例として、(a)精神障
害者の雇用経験がない中小規模の事業所を対象とした「精神
障害の特性に応じた雇用管理のポイントについて」、(b)精神
障害者の雇用に具体的に取り組もうとしている事業所を対象
とした「精神障害者の雇用促進・雇用継続に向けたジョブコ
ーチ支援等の支援について」、(c)社員のメンタルヘルスに係
る課題を抱える事業所を対象とした「円滑な復職に向けた事
業所での取組やリワーク支援等の支援について」等がある。

・ワークショップで把握した個々の事業主の課題やニーズに応
じて、カウンセラーによる社員研修への協力、障害者雇用に
係る助成金等の情報提供、ジョブコーチによる雇用促進・雇
用継続に係る支援等の具体的な支援を実施した。

【事業主支援ワークショップの取組事例】
・｢障害者雇用を進めるために ～差別禁止・合理的配慮の視

点～｣をテーマに開催した。
・公共職業安定所の担当者が差別禁止・合理的配慮指針のポイ

ントや具体例を解説するとともに、社会保険労務士が合理的
配慮の事例を交えて解説した。

・参加した事業所が各社の取組を共有した上で、合理的配慮の
取組について意見交換した。

○職業安定機関との連携による雇用の分野における障害者の
差別禁止及び合理的配慮の提供義務化の周知への協力等

・労働局等の職業安定機関が開催する差別禁止・合理的配慮指
針についての事業主等を対象とした説明会において、障害者
の雇用管理の方法等を説明したほか、職業安定機関との連携
により合理的配慮の提供義務化への対応をテーマとした事
業主支援ワークショップを実施した。

・都道府県支部との連携を図り、障害者雇用の参考となる事例
をデータベース化して公開している「障害者雇用リファレン
スサービス」に掲載する合理的配慮の提供に関する事例の収
集に協力した。

・これらの取組の結果、障害者の雇用管理に係る支援の実施事
業所数は18,023所（達成度109.9％、前年度実績18,460所）、
前年度比97.6％となった。

当該計画に基づ
く支援を受けた事
業主に対して追跡

当該計画に基づ
く支援を受けた事
業主に対して追跡

＜定量的指標＞
・事業主支援計画に基

づく支援を受けた事

【支援を受けた事業主に対する追跡調査】
・事業主支援の課題改善効果を把握する追跡調査を実施し、「課

題の改善に大変効果があった」、「課題の改善に効果があっ
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調査を実施し、有
効 回 答 の う ち
80％以上の事業主
において具体的な
課題改善効果が見
られるようにす
る。

調査を実施し、有
効 回 答 の う ち
80％以上の事業主
から具体的な課題
改善効果が見られ
た旨の評価が得ら
れるようにする。

業主に対して追跡調
査を実施し、有効回
答のうち 80％以上
の事業主において具
体的な課題改善効果
が見られるようにす
ること。【数値目標】

た」との回答が占める割合は92.0％（達成度115.0％、前年
度実績91.6％）と前年度比で0.4ポイント上昇した。

・平成 26 年度に実施したアンケート調査の結果について、平
成 27 年度当初において、機構本部は、結果の全般的な傾向
や特徴を分析し、地域センターに対して、すべての地域セン
ターに共通して点検を要する項目等についてフィードバッ
クをした。地域センターは、これに基づき点検及び必要な業
務改善を行うとともに、プラスの評価を受けられなかった事
項や自由記述欄に不満、不足等の意見があった事項につい
て、そのような評価を受けるに至った原因の分析及び具体的
な工夫・改善策を検討し、必要な改善策を講じた。

ホ 職業リハビリテ
ーション関係業務
と障害者雇用納付
金関係業務との協
力・連携の推進

障害者雇用納付
金関係業務につい
て、質の高い事業
主支援を実施し、
障害者の就職又は
職場適応を促進す
るため、定期的な
連絡会議の開催、
相互の業務に関す
る職員研修、事業
主からの照会・相
談等に係る迅速な
取次ぎ、事業所へ
の同行訪問を実施
する等により、引
き続き職業リハビ
リテーション関係
業務と障害者雇用
納付金関係業務と
の協力・連携を図
る。

ホ 職業リハビリテーション関係業務と障害者雇用納付金関
係業務との協力・連携の強化

・職業リハビリテーション関係業務と障害者雇用納付金業務と
の連携について、両業務の担当者の定期的な連絡会議の開催、
事業主からの照会・相談等に係る連絡票を用いた迅速な取次
ぎ、事業主支援ワークショップにおける障害者雇用納付金制
度に基づく各種助成金の説明の実施等を図ることで質の高い
事業主支援の実施を図った。

・連携の具体例として、地域センターにおいて、両業務におけ
る役割分担や連携方法を具体的に整理した連携要領を作成・
活用するとともに、障害者雇用納付金関係業務に係るアンケ
ート調査において、障害者雇用に関する支援ニーズを把握す
る項目を設定し、その結果を活用して、具体的な事業主支援
の実施につなげる取組を行った。

・障害者雇用納付金適用対象企業の拡大に伴う、障害者の雇入
れに係る支援が必要となる中小企業の増加に対応するため、
障害者雇用納付金事務説明会において、地域センターの事業
主支援内容の周知に取り組んだ。また、障害者雇用納付金関
係業務担当者の事業所訪問に同行し、支援ニーズを的確に把
握するとともに、地域センターの事業主支援の利用につなげ
るための具体的な支援内容の提案等を行った。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

・職業安定機関からの協力要請に基づき、事業主等を対象とし

た差別禁止・合理的配慮指針の説明会で、障害者の雇用管理

の方法等を説明した。

・合理的配慮の提供義務化を踏まえ、事業主等に有用な情報を

提供する事業主支援ワークショップを実施した。

・職業安定機関が行う雇用率達成指導との連携、都道府県支部

が障害者雇用納付金関係業務において把握した事業主の状

況の情報共有等により、事業主のニーズを積極的に把握し、

把握したニーズに応じて、ジョブコーチ支援やリワーク支援

等を的確に実施した。

・平成 26、27 年度に実施した「企業に対する精神障害者の雇
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用促進支援・雇用継続支援のモデル事業」において、取組計
画策定の支援や企業への助言・援助の方法を整理した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・いずれの数値目標も高いレベルで達成し多くの項目が過去最高であること、精神・発達障害者に対して個別的な支援に取り組んでいることは、評価できる。

・ジョブコーチ支援では、職場定着に向けた支援をさらに推進することが必要である。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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別表 3-1 地域センター利用者数の内訳

合計
身体

障害者

知的

障害者

精神

障害者
その他 うち発達

障害者

平成 27 年度 31,954 1,536 9,522 11,495 9,401 7,175

構成比 100.0% 4.8% 29.8% 36.0% 29.4% 22.5%

平成 26 年度比 100.6% 97.3% 96.3% 101.6% 104.5% 107.1%

うち新規

利用者
17,836 825 5,510 6,521 4,980 3,561

構成比 100.0% 4.6% 30.9% 36.6% 27.9% 20.0%

平成 26 年度 31,769 1,578 9,887 11,312 8,992 6,698

構成比 100.0% 5.0% 31.1% 35.6% 28.3% 21.1%

うち新規

利用者
17,521 906 5,425 6,386 4,804 3,292

構成比 100.0% 5.2% 31.0% 36.4% 27.4% 18.8%

別表 3-2 職業準備支援の障害別対象者数 別表 3-3 ジョブコーチ支援の障害別対象者数

合計
身体

障害者

知的

障害者

精神

障害者
その他 合計

身体

障害者

知的

障害者

精神

障害者
その他うち発達

障害者

うち発達

障害者

平成 27 年度 2,263 72 236 698 1,257 1,087 平成 27 年度 3,574 188 1,378 857 1,151 1,017

構成比 100.0% 3.2% 10.4% 30.8% 55.6% 48.0% 構成比 100.0% 5.3% 38.5% 24.0% 32.2% 28.4%

平成 26 年度比 93.6% 126.3% 77.1% 91.2% 97.4% 97.7% 平成 26 年度比 98.8% 94.5% 96.6% 95.9% 104.9% 104.4%

平成 26 年度 2,419 57 306 765 1,291 1,113 平成 26 年度 3,616 199 1,426 894 1,097 974

構成比 100.0% 2.4% 12.6% 31.6% 53.4% 46.0% 構成比 100.0% 5.5% 39.4% 24.7% 30.3% 26.9%
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式
１．当事務及び事業に関する基本情報

１－４ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビリテーションの専門的な人材の育成

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場

において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を

図ること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第４号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年

度値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

就労移行支援事業者等に
対する実務的研修（計画
値）

－ － 47 回 47 回 47 回以上 47 回以上 予算額（千円） － － －

就労移行支援事業者等に
対する実務的研修（実績
値）

－ 67 回 63 回 74 回 74 回 決算額（千円） － － －

達成度 － － 134.0％ 157.4％ 157.4％ 経常費用（千円） － － －

職業リハビリテーション
に関する助言・援助の実
施関係機関数（計画値）

7,800 所以
上

－
1,560 所 以

上
1,560 所 以

上
1,560 所 以

上
1,560 所 以

上
1,560 所 以

上
経常利益（千円） － － －

職業リハビリテーション
に関する助言・援助の実
施関係機関数（実績値）

－ 1,474 所 1,716 所 1,729 所 1,931 所
行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － 110.0％ 110.8％ 123.8％ 従事人員数（人） － － －

助言・援助を受けた関係機
関に対するアンケート
調査における有用であ
った旨の評価（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

助言・援助を受けた関係機
関に対するアンケート
調査における有用であ
った旨の評価（実績値）

－ 98.4％ 96.9％ 96.7％ 98.1％

達成度 － － 121.1％ 120.9％ 122.6％

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。
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２．主要な経年データ（続き）
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年

度値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

マニュアル・教材の提供を
受けた者又は研修受講
者の所属長に対するア
ンケート調査における
有用であった旨の評価
（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

マニュアル・教材の提供を
受けた者又は研修受講
者の所属長に対するア
ンケート調査における
有用であった旨の評価
（実績値）

－ 94.3％ 94.5％ 94.3％ 94.8％

達成度 － － 118.1％ 117.9％ 118.5％

障害者就業・生活支援セン
ター就業支援担当者を
養成するための研修（計
画値）

－ － 年 7 回以上 年７回以上 年７回以上 年７回以上

障害者就業・生活支援セン
ター就業支援担当者を
養成するための研修（実
績値）

－ 7 回 7 回 7 回 ７回

達成度 － － 100.0％ 100.0％ 100.0％

ジョブコーチを育成する
ための研修（計画値）

－ － 年 9 回以上 年 9 回以上 年９回以上

年９回以上
（本部開
催のうち
2 回は地
域開催）

ジョブコーチを養成する
ための研修（実績値）

－ 7 回 9 回 9 回 ９回

達成度 － － 100.0％ 100.0％ 100.0％
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２．主要な経年データ（続き）
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年

度値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

研修受講者に対するアン
ケート調査における有
用であった旨の評価（計
画値）

－ － 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上

研修受講者に対するアン
ケート調査における有
用であった旨の評価（実
績値）

－ 98.2％ 98.7％ 99.3％ 98.6％

達成度 － － 116.1％ 116.8％ 116.0％

研修受講者及び所属長に
対する追跡調査におけ
る実務において役立っ
ている旨の評価（計画
値）

－ － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

研修受講者及び所属長に
対する追跡調査におけ
る実務において役立っ
ている旨の評価（実績
値）

－ 93.6％ 95.1％ 93.5％ 94.0％

達成度 － － 118.9％ 116.9％ 117.5％

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供
するサービスその他の業
務の質の向上に関する事
項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して
提供するサービスその
他の業務の質の向上に
関する事項は、次のとお
りとする。

３ 障害者に係る雇用関
係業務に関する事項

(1) 障害者職業センタ
ーの設置運営業務の
実施に関する事項

第２ 国民に対して提供
するサービスその他の業
務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべ
き措置

３ 障害者に係る雇用関
係業務に関する事項

(1) 障害者職業センタ
ーの設置運営業務の
実施に関する事項

第２ 国民に対して提供
するサービスその他の業
務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべ
き措置

３ 障害者に係る雇用関
係業務に関する事項

(1) 障害者職業センタ
ーの設置運営業務の
実施に関する事項

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

【評価項目４ 地域
の関係機関に対する
助言・援助等及び職
業リハビリテーショ
ンの専門的な人材の
育成】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

地域の就労支援ネ
ットワークの充実を
図ることを目的とす
る関係機関に対する
助言・援助等につい
て、就労移行支援事
業所等の研修ニーズ
の高まりに積極的に
対応した結果、実務
的研修の実施回数は
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障害者職業センタ
ーにおける職業リハ
ビリテーションにつ
いては、障害者各人の
障害の種類及び程度
並びに希望、適性、職
業経験等の条件に応
じ、総合的かつ効果的
に実施すること。その
ために、各関係機関と
の連携を図るととも
に、職業リハビリテー
ションの実施に係る
目標を設定し、厳格な
外部評価を実施する
こと。

・ 障害者職業総合セ
ンター（以下「総合セ
ンター」という。）に
ついては、職業リハビ
リテーションの中核
的機関としての機能
を最大限発揮するこ
と。

・ 広域障害者職業セ
ンター（以下「広域セ
ンター」という。）に
ついては、全国の広範
な地域から職業的重
度障害者を受け入れ
るとともに、地域セン
ターについては、各都
道府県における中核
的な職業リハビリテ
ーション機関として、
職業安定機関、障害者
就業・生活支援センタ
ー、就労移行支援事業
者、教育機関、医療機
関等とのネットワー
クを構築し、連携の強
化や各種情報の共有

障害者職業センタ
ーにおける職業リハ
ビリテーション関係
業務については、障害
者雇用納付金関係業
務等と有機的な連携
を図るとともに、サー
ビスを希望する者の
就労支援ニーズをで
きる限り的確に把握
しつつ、職業安定機関
を始め、福祉、教育、
医療機関等の関係機
関との密接な連携の
下、適正かつ効果的に
業務を実施する。
また、効率的かつ効

果的な業務の実施に
資するため、外部のリ
ハビリテーション専
門家による厳格な評
価を実施する。

障害者職業センタ
ーにおける職業リハ
ビリテーション関係
業務については、障害
者雇用納付金関係業
務等と有機的な連携
を図るとともに、サー
ビスを希望する者の
就労支援ニーズをで
きる限り的確に把握
しつつ、職業安定機関
を始め、福祉、教育、
医療機関等の関係機
関との密接な連携の
下、適正かつ効果的に
業務を実施する。
また、効率的かつ効

果的な業務の実施に
資するため、外部のリ
ハビリテーション専
門家から構成する職
業リハビリテーショ
ン専門部会において
厳格な評価を実施す
る。

74 回で目標達成度
157.4％と 120％を
上回る実績となっ
た。また、地域にお
ける職業リハビリテ
ーションの実施状況
等を踏まえた効果的
な方法により助言・
援助を実施した結
果、当該支援を実施
した関係機関数は
1,931 所と過去最高
実績で目標達成度
123.8％となるとと
もに、当該支援を受
けた関係機関から有
用であった旨の評価
を 受 け た 割 合 は
98.1％と目標達成度
122.6％となり、いず
れも 120％を上回る
実績となった。

加えて、職業リハ
ビリテーションの専
門的な人材育成につ
いても、研修内容の
見直し等を行い、研
修受講者のニーズに
対応できるよう工夫
した結果、研修受講
者から有用であった
旨の回答が 98.6％
と高い評価を得てお
り、その他の指標も
すべて数値目標を上
回った。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
就労支援の裾野の

拡大に伴い研修ニー
ズが増加するととも
に多様となっている
ことから、受講者ア
ンケート調査等から
ニーズを的確に把握
した上で、それらの
結果を踏まえて実施
方法や内容を工夫
し、充実させること
で、積極的かつ柔軟
な対応を図る必要が
ある。
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化を図り、職業リハビ
リテーションに係る
人材の育成や関係機
関に対する助言・援助
に取り組むこと。

① 職業リハビリテ
ー シ ョ ン の 総 合
的・効果的な実施

ウ 地域の関係機
関に対する職業
リハビリテーシ
ョンに関する助
言・援助等の実施

各地域におけ
る障害者就業・生
活支援センター、
就労移行支援事
業者、教育機関、
医療機関、その他
の関係機関がよ
り効果的な職業
リハビリテーシ
ョンサービスを
実施することが
できるよう、地域
センターにおい
て、これらの関係
機関に対する職
業リハビリテー
ションに関する
技術的事項につ
いての助言その
他の援助を行う
とともに、総合セ
ンターとの共同
によりこれらの
関係機関の職員
等への職業リハ
ビリテーション
に関する実践的
な知識・技術等の
向上のためのマ
ニュアル・教材の
作成及び提供並
びに実務的研修
を実施すること。

ア 職業リハビリテ
ー シ ョ ン の 総 合
的・効果的な実施

③ 地域の関係機
関に対する職業
リハビリテーシ
ョンに関する助
言・援助等の実施

各地域におけ
る障害者就業・生
活支援センター、
就労移行支援事
業者、教育機関、
医療機関、その他
の関係機関がよ
り効果的な職業
リハビリテーシ
ョンサービスの
事業を実施する
ことができるよ
う、地域の就労支
援ネットワーク
の充実を図る。こ
のため、地域セン
ターにおいて、こ
れらの関係機関
に対する職業リ
ハビリテーショ
ンに関する技術
的事項について
の助言その他の
援助を行うとと
もに、総合センタ
ーとの共同によ
りこれらの関係
機関の職員等へ
の職業リハビリ
テーションに関
する実践的な知
識・技術等の向上
のためのマニュ
アル・教材の作成
及び提供並びに
実務的研修を実
施する。

① 職業リハビリテ
ー シ ョ ン の 総 合
的・効果的な実施

ハ 地域の関係機
関に対する職業
リハビリテーシ
ョンに関する助
言・援助等の実施

各地域におけ
る障害者就業・生
活支援センター、
就労移行支援事
業者、教育機関、
医療機関、その他
の関係機関がよ
り効果的な職業
リハビリテーシ
ョンサービスの
事業を実施する
ことができるよ
う、地域の就労支
援ネットワーク
の充実を図る。こ
のため、地域セン
ターにおいて、こ
れらの関係機関
に対する職業リ
ハビリテーショ
ンに関する技術
的事項について
の助言その他の
援助を行うとと
もに、総合センタ
ーとの共同によ
りこれらの関係
機関の職員等へ
の職業リハビリ
テーションに関
する実践的な知
識・技術等の向上
のためのマニュ
アル・教材の作成
及び提供並びに
実務的研修を実
施する。
実務的研修に

＜評価の視点＞
・地域の就労支援ネッ

トワークの充実を図
るため、地域の関係
機関に対する職業リ
ハビリテーションに
関する助言・援助を
行うとともに、マニ
ュアル・教材の作成、
提供及び実務的研修
を実施しているか。

① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施

ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関す
る助言・援助等の実施

○職業リハビリテーションに関する技術的事項についての効
果的な助言・援助の実施

・地域の関係機関からの要請に基づき、当該機関が実施する職
業リハビリテーションサービスの見直しや支援ツールの利
用方法等の技術的な事項についての説明、解説、提案等を行
った機関数及び件数（技術的助言）：1,248 所（前年度実績
1,068 所）、延べ 1,908 件（前年度実績 1,889 件）

・地域の関係機関からの要請に基づき、当該機関の職員とカウ
ンセラーが協同して対象者の支援を行い、職業リハビリテー
ションに関する技術的事項についての説明、解説等を行った
機関数及び件数（協同支援）：715 所（前年度実績 719 所）、
延べ 2,070 件（前年度実績 2,360 件）

・地域の関係機関からの要請に基づき、地域センターが行う支
援場面等において当該機関の職員を同席、見学、体験させ、
職業リハビリテーションに関する技術的事項についての説
明、解説等を行った機関数及び件数（実習）：622 所（前年度
実績 508 所）、延べ 730 件（前年度実績 613 件）

・地域の関係機関が実施する個別の支援に係るケースの相談、
地域センターが実施した職業評価の結果や職業リハビリテ
ーション計画の策定内容を説明する中で、就労に向けた支援
方法に関するアドバイスを行った機関数及び件数：4,579 所
（前年度実績 4,490 所）、延べ 15,883 件（前年度実績 16,229
件）

・どの地域においても適切な職業リハビリテーションを均等・
公平に受けられるようにするため、関係機関に対し、技術的
助言や協同支援、実習、マニュアル・教材の提供、研修の実
施等を組み合わせた総合的な助言・援助を計画的に実施し
た。なお、これらの助言・援助の実施に当たり、地域におけ
る関係機関の箇所数・規模や支援の質、関係機関同士の連携
状況等についての分析を行った上で、重点的に助言・援助を
実施する関係機関を選定することにより、戦略的に地域の就
業支援の基盤整備を図った。また、就労支援ネットワークの
充実・強化が必要な地域においては、中核的な役割を果たす
又はその役割を果たすことが期待される機関や意欲のある
機関を選定し、地域の状況に応じた方法で重点的に助言・援
助を実施した。

・助言・援助業務の周知に当たっては、地域自立支援協議会や
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ついては、次によ
り実施する。

・ 地域センター
において行う
就労移行支援
事業者の就労
支援員等に対
する職業リハ
ビリテーショ
ンに関する実
践的な知識・技
術等の向上の
ための実務的
研修（年 47 回
以上）

＜定量的指標＞
・地域センターにおけ

る就労移行支援事業
者の就労支援員等に
対する職業リハビリ
テーションに関する
実務的研修を年 47
回以上実施するこ
と。【数値目標】

障害者就業・生活支援センター連絡協議会等の関係機関が主
催する会議において、助言・援助の内容や方法について関係
機関が具体的なイメージを持てるよう、支援事例を盛り込ん
だ資料等を使用して説明した。また、関係機関との対象者に
係るケース会議等の機会において、当該機関の助言・援助に
係るニーズを聴き取り、具体的な協同支援や実習の提案を行
うことによりニーズを顕在化させた。

○職業リハビリテーションに関する基本的な知識・技術等の向
上のための実務的研修等の実施

ⅰ マニュアル・教材の作成及び提供
・職業リハビリテーションに関する知識・技術等の向上のため

のマニュアル･教材を作成し、後述する実務的研修の受講者、
同研修と同様又は同様の内容を含む研修を自ら実施する機
関及び当該研修を受講する職員に対して提供した。なお、マ
ニュアル・教材は、各地域センターにおいて、地域独自の障
害者支援事例、労働施策と福祉施策との連携状況、労働市場
データの新たな情報の追加等、地域の現状を踏まえたより有
益な情報の提供に努めた。

・職業リハビリテーションに関する基本的な知識、ノウハウを
体系的に学ぶためのテキストとして、障害者雇用に関する制
度変更等を反映し平成 27 年度版「就業支援ハンドブック」
を作成し提供した。また、同ハンドブックの読者へのアンケ
ート調査結果等を踏まえ、アセスメントとプランニングの実
践的なノウハウの提供を目的に、障害種別ごとの支援事例を
掲載した「就業支援ハンドブック実践編」を新たに作成し提
供した。これらハンドブックは、実務的研修等で配付したほ
か、ホームページからダウンロードできるようにした。

ⅱ 実務的研修等の実施
・地域センターが実施する就労移行支援事業所等の関係機関の

職員等を対象とした実務的研修（以下「就業支援基礎研修」
という。）について、各地域の障害者就業・生活支援センタ
ー、就労移行支援事業所等において就業支援を担当する者を
対象に、概ね３日間にわたり実施した。加えて、平成 26 年
度に新たに設定した精神障害・発達障害特化型基礎研修カリ
キュラムによる就業支援基礎研修を地域の状況に応じて的
確に実施した。

・全国での実施回数は、74 回（達成度 157.4％、前年度実績 74
回）となり、受講者数は 2,998 人（前年度実績 2,955 人）で
あった。また、精神障害・発達障害特化型基礎研修の実施回
数は 10 回（前年度実績８回）となり、受講者数は 232 人（前
年度実績 214 人）であった。

・受講者の募集に当たっては、特に精神障害者の雇用促進に係
る地域の就労支援ネットワークの充実を図るため、精神障害
者の就職支援プログラムを実施している医療機関等に対し、
助言・援助業務のニーズ把握と併せて就業支援基礎研修を案
内することにより、医師や医療機関のスタッフ等への周知を
強化した。その結果、医療機関からの受講者が 127 人（前年
度実績 129 人）と前年度と同水準となった。

・受講者のニーズに応じた研修を実施するため、受講者アンケ
ートにおいて、「自らの機関の近隣での開催を希望する」、「業
務の都合上３日間連続で研修に参加することは難しい」等の
意見を踏まえ、受講ニーズの高い地域において開催するとと
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もに、研修日程の分散等の地域の状況に応じた工夫を行っ
た。

・研修内容については、受講者アンケートの結果を踏まえ、受
講者参加型の意見交換・演習等の占める割合を高めるととも
に、多角的な視点での意見交換を実施するため、意見交換の
グループを所属機関の種類、経験年数等に偏りがないよう編
成した。また、一部の地域センターにおいては、「障害者の
差別禁止・合理的配慮指針について」、「障害者の雇用を進
めるためのコミュニケーション技法について」、「ＳＳＴ（社
会生活技能訓練）演習」、「公共職業安定所の利用の仕方に
ついて」等の内容を追加して実施した。その他、事業所での
実際の障害者雇用の現場の見学、就業支援の具体的な取組の
イメージを持てるようなできるだけ多くの支援事例の紹介、
ＤＶＤ等の視聴覚教材の活用、各種支援ツールの会場展示及
び利用を希望する受講者への配付等により、研修効果を向上
させるための工夫を行った。

・就業支援基礎研修のほか、地域の関係機関のニーズを踏まえ、
「アセスメントの方法」、「課題分析の方法」、「ナビゲーショ
ンブックの作成と活用方法」等のテーマによる研修、就業支
援基礎研修修了者の更なるスキルアップのための研修等を
開催（59 回、延べ 560 機関参加）するとともに、県教育庁主
催の特別支援学校教員に対する研修等、他の機関が主催する
研修、講習会への講師派遣協力（242 機関、延べ 291 回）を
行った。

第３中期目標
期 間 中 に 延 べ
7,800 所以上の関
係機関を対象に、
助言・援助等を積
極的に実施する。

これらにより、
1,560 所以上の関
係機関を対象に
助言・援助等を積
極的に実施する。

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中に延べ 7,800 所以
上の関係機関を対象
に、助言・援助等を
積極的に実施するこ
と。（1,560 所以上の
関係機関を対象に、
助言・援助等を積極
的に実施すること。）
【数値目標】

・職業リハビリテーションに関する助言・援助の実施機関数は
1,931 所（達成度 123.8％、前年度実績 1,729 所）と過去最
高となり、地域の就労支援ネットワークの充実を図った。

実施後は、助
言・援助を受けた
関係機関及びマ
ニュアル・教材の
提供を受けた者
又は研修受講者
の在籍する所属
長に対してアン
ケート調査を実
施し、有効回答の
うち 80％以上の
関係機関等から
有用であった旨
の評価を得られ
るようにする。

実施後は、助
言・援助を受けた
関係機関及びマ
ニュアル・教材の
提供を受けた者
又は研修受講者
の在籍する所属
長に対してアン
ケート調査を実
施し、有効回答の
うち 80％以上の
関係機関等から
有用であった旨
の評価を得られ
るようにする。
なお、これらの

アンケート結果

＜定量的指標＞
・助言・援助を受けた

関係機関に対してア
ンケート調査を実施
し、有効回答のうち
80％以上の関係機関
から有用であった旨
の評価が得られるよ
うにすること。【数値
目標】

＜定量的指標＞
・マニュアル・教材の

提供を受けた者又は
研修受講者の在籍す
る所属長に対してア
ンケート調査を実施

【助言・援助を受けた関係機関に対するアンケート調査の実
施】

・助言・援助業務の効果度を把握するアンケートを実施した。
その結果については、「大変有用であった」、「有用であっ
た」との回答が占める割合は98.1％（達成度122.6％、前年
度実績96.7％）と前年度比で1.4ポイント上昇した。

【マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍す
る所属長に対するアンケート調査の実施】

・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍す
る所属長に対して、マニュアル・教材及び研修の有用度を把
握するアンケートを実施した。その結果について、「大変有
用であった」、「有用であった」との回答が占める割合は
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を踏まえ、助言・
援助及びマニュ
アル・教材の内
容、研修カリキュ
ラム等の充実を
図る。

し、有効回答のうち
80％以上の所属長か
ら有用であった旨の
評価が得られるよう
にすること。【数値目
標】

94.8％（達成度118.5％、前年度実績94.3％）と前年度と同
水準となった。

エ 職業リハビリ
テーションの専
門的な人材の育
成

職業リハビリ
テーションの発
展及び円滑な推
進に資するため、
総合センターに
おいて、障害者職
業カウンセラー
の養成及び研修
を実施するとと
もに、障害者就
業・生活支援セン
ターの職員や医
療・福祉等の分野
の支援担当者等
を対象に、職業リ
ハビリテーショ
ンに関する専門
的・技術的研修を
実施し、職業リハ
ビリテーション
人材の育成を図
ること。

④ 職業リハビリ
テーションの専
門的な人材の育
成

職業リハビリ
テーションの発
展及び円滑な推
進に資する職業
リハビリテーシ
ョン専門職であ
る障害者職業カ
ウンセラーの養
成及び研修を総
合センターにお
いて実施する。
また、医療・福

祉等の分野の支
援担当者等を対
象に、職業リハビ
リテーションに
関する次の専門
的、技術的研修を
職種別・課題別に
実施する等によ
り、職業リハビリ
テーションの専
門的な人材の育
成を図る。さら
に、第３期中期目
標期間中に、就労
支援の裾野の拡
大に伴う多様な
研修ニーズに対
応した研修内容
の見直し、再構築
を行い、総合セン
ターと地域セン
ターとの密接な
連携の下、人材育
成機能の強化を
図る。

ニ 職業リハビリ
テーションの専
門的な人材の育
成

職業リハビリ
テーションの発
展及び円滑な推
進に資する職業
リハビリテーシ
ョン専門職であ
る障害者職業カ
ウンセラーの養
成及び研修を実
施する。
また、医療・福

祉等の分野の支
援担当者等を対
象に、職業リハビ
リテーションに
関する次の専門
的、技術的研修を
職種別・課題別に
実施する等によ
り、職業リハビリ
テーションの専
門的な人材の育
成を図る。さら
に、第３期中期目
標期間中に、就労
支援の裾野の拡
大に伴う多様な
研修ニーズに対
応した研修内容
の見直し、再構築
を行うべく、検討
を進める。
平成 27年度は、

職場適応援助者
（ジョブコーチ）
を養成するため
の研修について、
総合センターが
実施する本部研
修のうち２回を
試行的に地域で
開催する。また、

＜評価の視点＞
・職業リハビリテーシ

ョンの発展及び円滑
な推進に資する職業
リハビリテーション
専門職である障害者
職業カウンセラーの
養成及び研修を実施
しているか。

＜評価の視点＞
・就労支援の裾野の拡

大に伴う多様な研修
ニーズに対応した研
修内容の見直しを行
ったか。

ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成

○障害者職業カウンセラーの養成・研修
・障害者職業カウンセラーとは、当機構に採用され、1年間の

厚生労働大臣指定講習を修了し、地域センター等で職業リハ
ビリテーションに関する支援を障害者及び事業主等に対し
て直接的に行っている専門職である。

・平成24年度の職業リハビリテーション人材育成検討委員会報
告書（以下「人材育成検討委員会報告書」という。）に基づ
き、(a)様々な障害特性に応じた質の高い職業リハビリテー
ションを自ら実施するだけではなく、地域の関係機関との連
携による効果的な支援を行うことができるような知識・支援
技法を早期に習得できるよう、各専門研修カリキュラムの充
実、強化を図ること、(b)厚生労働大臣指定講習や年次研修
とＯＪＴ、自己啓発等の有機的な連携を図ること、これら２
つの観点から、平成25年度に各専門研修カリキュラムの見直
しを行った。その内容として、精神障害者、発達障害者への
支援技法、関係者間の調整力、人材育成及び業務マネジメン
トの習得に関する講座を早い年次から導入し、年次研修ごと
に段階的なスキルアップが図られる構成とした。また、就職
等の困難性がより高い障害者への支援の質を高めるべく、す
べての年次研修において、支援の基本となるアセスメントに
係る講座の充実を図った。平成27年度は、平成25～26年度の
研修実施状況を踏まえ、職業カウンセリング等の演習の時間
の増加及び関係者間の調整等の視点を重視した事例検討の
見直しを行った。

・厚生労働大臣指定講習テキストについて、人材育成検討委員
会報告書及び平成25年度厚生労働大臣指定講習テキスト編
集委員会報告書に基づき、平成30年度までに大幅に改訂する
こととしており、平成27年度においては計４巻のうち第１巻
（〔総論〕職業リハビリテーション）を改訂した。

◯医療・福祉等分野における実務者の養成研修
・平成27年１月の「難病の患者に対する医療等に関する法律」

の施行を踏まえ、障害者就業・生活支援センターの就業支援
担当者を養成するための研修及びジョブコーチを養成する
ための研修の講義に、難病の障害特性、職業的課題に関する
内容を加えた。

・ジョブコーチを養成するための研修は、受講者からの要望等
を踏まえ、機構本部（千葉県）で開催するものの一部を首都
圏以外の地域である宮城県において試行的に開催した。宮城
県での開催分には40人が参加し、研修受講直後の研修受講者
に対するアンケート結果での有用度は97.5％であった。

・様々な分野で就業支援を行っている実務者を対象に、障害特
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・ 障害者就業・
生活支援セン
ターの就業支
援担当者を養
成するための
研修

・ 職場適応援助
者（ジョブコー
チ）を養成する
ための研修

医療・福祉等の分
野における職業
リハビリテーシ
ョン実務者を養
成するための研
修は、前年度に引
き続き「職業リハ
ビリテーション
実践セミナー」の
地域開催を試行
実施するほか、そ
の上位研修とし
て、総合センター
における研究及
び技法開発の成
果を中心に、より
実践的・応用的な
内容で構成する
「職業リハビリ
テーションスキ
ルアップセミナ
ー」を総合センタ
ーで実施する。

・ 障害者就業・
生活支援セン
ターの就業支
援担当者を養
成するための
研修（年７回以
上）

・ 職場適応援助
者（ジョブコー
チ）を養成する
ための研修（年
９回以上。な
お、本部研修の
うち２回は地
域開催。）

＜定量的指標＞
・障害者就業・生活支

援センターの就業支
援担当者を養成する
ための研修を年７回
以上実施すること。
【数値目標】

＜定量的指標＞
・職場適応援助者（ジ

ョブコーチ）を養成
するための研修を年
９回以上（本部研修
のうち２回は地域開
催）実施すること。
【数値目標】

性に応じた障害者支援・企業支援のノウハウを提供する職業
リハビリテーション実践セミナーは、精神障害、発達障害及
び高次脳機能障害の３コースを設定するとともに、精神障
害、発達障害を重複している知的障害者への支援ノウハウ習
得に係るニーズを考慮し、精神障害及び発達障害の各コース
において知的障害者への支援ノウハウを付与した。また、受
講者からの要望等を踏まえ、２回の開催のうち１回を首都圏
以外の地域である大阪府において試行的に開催した。大阪府
での開催分には 118 人が参加し、研修受講直後の研修受講者
に対するアンケート結果での有用度は 99.1％と高い評価を
得た。なお、同セミナーにおいては、地域センターが行う関
係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助
業務の周知・説明を行うとともに、同業務のニーズを把握し
た。その把握したニーズを、受講者が所属する関係機関を管
轄する地域センターに連絡し、当該地域センターが、ニーズ
を踏まえた個別具体的な助言・援助を行うことで、より実践
的な支援ノウハウを付与した。
職業リハビリテーション実践セミナーの上位研修として、

研究部門の研究及び技法開発の成果を中心に、就業支援技術
の更なる向上や他機関との連携に必要なスキルの向上等を
図るためのノウハウを付与する職業リハビリテーションス
キルアップセミナーを３年程度以上の実務経験を有する者
を対象に開催した。

・職業リハビリテーション実践セミナー及び職業リハビリテー
ションスキルアップセミナーの受講者拡大を図るため、周知
記事を機構発行の定期刊行誌「働く広場」やメールマガジン
に掲載した。職業リハビリテーションスキルアップセミナー
については、関連する学会のホームページにも周知記事を掲
載した。また、受講ニーズが見込まれる大学、高次脳機能障
害関連のリハビリテーション病院等も周知範囲に加えてリ
ーフレットを送付したほか、研究部門が各種学会等で研究成
果の普及を図る際にも併せて周知した。

・研修ごとの実施回数及び受講者数は以下のとおり。
【障害者就業・生活支援センター職員研修】
・新任就業支援担当者研修：実施３回（前年度実績３回）

受講者246人（前年度実績228人）
・新任主任就業支援担当者研修：実施３回（前年度実績３回）

受講者 59人（前年度実績65人）
・就業支援スキルアップ研修：実施１回（前年度実績１回）

受講者 28人（前年度実績36人）
・計７回実施（達成度100.0％、前年度実績７回）

【ジョブコーチを養成するための研修】
・職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

訪問型ジョブコーチ養成研修：実施４回（前年度実績４回）
受講者133人（前年度実績76人）
企業在籍型ジョブコーチ養成研修：実施３回（前年度実績３
回） 受講者108人（前年度実績53人）

・職場適応援助者（ジョブコーチ）支援スキル向上研修
訪問型ジョブコーチ支援スキル向上研修：実施１回（前年度
実績１回） 受講者30人（前年度実績37人）
企業在籍型ジョブコーチ支援スキル向上研修：実施１回（前
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・ 医療・福祉等
の分野におけ
る職業リハビ
リテーション
実務者を養成
するための研
修

・ 医療・福祉等
の分野におけ
る職業リハビ
リテーション
実務者を養成
するための研
修（年３回。う
ち２回が職業
リハビリテー
ション実践セ
ミナー（本部開
催、地域開催が
各１回）。１回
が職業リハビ
リテーション
スキルアップ
セミナー。）

＜評価の視点＞
・医療・福祉等の分野

における実務者を養
成するための研修
（職業リハビリテー
ション実践セミナ
ー・職業リハビリテ
ーションスキルアッ
プセミナー）を実施
することにより、職
リハの専門的な人材
の育成を図ったか。

年度実績１回） 受講者８人（前年度実績８人）
・計９回実施（達成度100.0％、前年度実績９回）

【医療・福祉等分野における実務者を養成するための研修】
・職業リハビリテーション実践セミナー

実施２回(前年度実績２回） 受講者281人（前年度実績343
人）

（精神障害コース95人、発達障害コース114人、高次脳機能障
害コース72人）

・職業リハビリテーションスキルアップセミナー
実施１回(前年度実績１回) 受講者87人(前年度実績96人)

（精神障害コース29人、発達障害コース32人、高次脳機能障害
コース26人）

研修修了後は、
研修受講者に対
するアンケート
調査を実施し、有
効 回 答 の う ち
85％以上の受講
者から有用であ
った旨の評価が
得られるように
する。また、研修
受講者及び研修
受講者の在籍す
る所属長に対す
る追跡調査を実
施し、有効回答の
うち 80％以上の
受講者及び所属
長から実務にお
いて研修が役立
っている旨の評
価が得られるよ
うにする。なお、
これらのアンケ
ート結果を踏ま
え、研修カリキュ
ラム等の充実を
図る。

＜定量的指標＞
・研修修了後は、研修

受講者に対するアン

○ニーズに対応した研修内容の見直し
・研修受講者の満足度のみならず、研修が職業リハビリテーシ

ョンの現場での実務に役立っているか等について把握する
ため、研修受講者及び研修受講者の在籍する所属長に対する
アンケートを実施し、研修効果の測定を実施した。また、そ
れらアンケート等で把握した個々の講座についての意見、要
望等を踏まえ、研修内容の改善・充実に向けた見直しを行っ
た。

【平成26年度に実施したアンケート調査の結果等を踏まえて
講じた改善策の具体例】

・職業リハビリテーション実践セミナーに係るアンケート調査
結果において、「精神障害者の特徴に応じたＭＳＦＡＳの活
用方法を知りたい」との要望を踏まえ、ＭＳＦＡＳの活用方
法に係る講義に、精神障害者の認知機能や職業的課題の解説
を追加することにより、精神障害者に対するＭＳＦＡＳの活
用方法を具体的に習得できる研修内容とした。
また、ケーススタディに関して、「議論の内容が定まりに

くかった」との意見があったことを踏まえ、受講者が提出し
た事例に加え、スーパーバイザーであるカウンセラーが作成
した地域センターでの事例を検討することとし、職業評価か
ら就職・職場定着に至る支援の流れや内容を具体的に理解で
きるようにした。

・職業リハビリテーションスキルアップセミナーに係るアンケ
ート調査結果において、ケーススタディに関して「時間をか
けて事例を検討したい」、「スーパーバイザーから更なる助
言を得たい」との要望が多いことを踏まえ、就業支援技術の
更なる向上を図るため、ケーススタディの時間を拡大し、助
言を担うスーパーバイザーであるカウンセラーを増員した。

【研修受講直後の研修受講者に対するアンケート調査の実施】
・結果について、「有用であった」との回答が98.6％（達成度

116.0％）（前年度実績99.3％）となり、研修別の結果は以
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ケート調査を実施
し、有効回答のうち
85％以上の受講者か
ら有用であった旨の
評価が得られるよう
にすること。【数値目
標】

＜定量的指標＞
・研修受講者及び研修

受講者の在籍する所
属長に対する追跡調
査を実施し、有効回
答のうち 80％以上
の受講者及び所属長
から実務において研
修が役立っている旨
の評価が得られるよ
うにすること。【数値
目標】

下のとおり。
- 障害者就業・生活支援センター職員研修

98.2％（前年度実績99.4％）
- ジョブコーチ養成研修

98.8％（前年度実績98.4％）
- ジョブコーチ支援スキル向上研修

100.0％（前年度実績100.0％）
- 職業リハビリテーション実践セミナー

98.9％（前年度実績99.4％）
- 職業リハビリテーションスキルアップセミナー

100.0％（前年度実績96.8％）

【研修受講者及び研修受講者の在籍する所属長に対する追跡
調査の実施】

・研修受講者に対しては研修修了後６か月後に追跡調査を行
い、研修受講者の在籍する所属長に対しては研修修了後２か
月後に追跡調査を実施した。その結果については、「実務に
役立っている」との回答が94.0％（達成度117.5％）であっ
た（前年度実績93.5％）。

・うち研修受講者に対する追跡調査の結果については、「実務
に役立っている」との回答が94.8％（前年度実績91.9％）で
あり、研修別の結果は以下のとおり。
- 障害者就業・生活支援センター職員研修

94.9％（前年度実績98.1％）
- ジョブコーチ養成研修

97.9％（前年度実績94.3％）
- ジョブコーチ支援スキル向上研修

集計中（前年度実績100.0％）
- 職業リハビリテーション実践セミナー

92.4％（前年度実績82.5％）
- 職業リハビリテーションスキルアップセミナー

集計中（前年度実績85.2％）
- 具体的効果としては、「利用者に対する支援や情報提

供に役立った」との回答が85.1％と最も高い割合であっ
た。

・また、受講者の所属長に対する追跡調査の結果について、「実
務に役立っている」との回答が 93.5％（前年度実績 94.4％）
であり、研修別の結果は以下のとおり。

- 障害者就業・生活支援センター職員研修
94.9％（前年度実績 95.3％）

- ジョブコーチ養成研修
93.5％（前年度実績 94.2％）

- ジョブコーチ支援スキル向上研修
100.0％(前年度実績 100.0％)

- 職業リハビリテーション実践セミナー
90.1％（前年度実績 92.4％）

- 職業リハビリテーションスキルアップセミナー
集計中（前年度実績 92.9％）

- 具体的効果としては、「就業支援の専門的知識や技能が
深まった」との回答が 88.1％と最も高い割合であった。

【平成 27年度アンケート調査における自由記述より】
・高次脳機能障害の補完手段や職業上の課題への対処法等、
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具体的な事例を基に学ぶことができた。本人との面談で対
処法をアドバイスしたり、企業の担当者に特性を説明し配
慮をお願いする際に役立っている。（「職業リハビリテーシ
ョンスキルアップセミナー」受講者追跡アンケート）

・事業主に対し、障害者雇用を「お願いする」というスタン
スから脱却し、障害を持つ人の仕事を共に支える「パート
ナー」と捉えるようになった。その結果、ワーカーとして
専門的見地から、課題に対し積極的に事業主側に進言でき
るようになった。（「障害者就業・生活支援センター職員研
修」所属長追跡アンケート）

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

・受講者である地域の関係機関からの要望等を踏まえ、機構本

部（千葉・幕張）で開催する研修の一部を、首都圏以外の地

域（宮城県、大阪府）で試行的に開催した。また、職業リハ

ビリテーションスキルアップセミナーにおけるケーススタ

ディの時間を拡大するとともに、ケーススタディで助言を行

うスーパーバイザー（障害者職業カウンセラー）を増員した。

・平成 28 年度計画において、就労支援機関の裾野の拡大に伴

う多様な研修ニーズへの対応及び地域での受講機会の拡大

を図るため、地域センターと総合センターの共同による階層

的な研修体系を再構築し、実施することとした。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・地域の関係機関に対して助言・援助を積極的に行ったこと、ケーススタディの充実等により「参加型」の研修の充実に努めていることは、評価できる。

・効果的に発達障害者への支援ができるよう、より一層、一般校や若者サポートステーションへの助言・援助を充実する必要がある。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－５ 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び技法の開発

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場

において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を

図ること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第４号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

研究外部評価（計画値）

３分の２以
上の評価委
員から４段
階中上から
２段階以上
の評価

－

３分の２以
上の評価委
員から４段
階中上から
２段階以上
の評価

３分の２以
上の評価委
員から４段
階中上から
２段階以上
の評価

３分の２以
上の評価委
員から４段
階中上から
２段階以上
の評価

３分の２以
上の評価委
員から４段
階中上から
２段階以上
の評価

３分の２以
上の評価委
員から４段
階中上から
２段階以上
の評価

予算額（千円） － － －

研究外部評価（実績値） －

５テーマの評価を行

い、５テーマについて

目標を達成した。うち

２テーマについて評

価委員全員から最高

の評価を得た。

６テーマの評価を行

い、６テーマについて

目標を達成した。うち

１テーマについて評

価委員全員から最高

の評価を得た。

５テーマの評価を行

い、５テーマについて

目標を達成した。うち

３テーマについて評

価委員全員から最高

の評価を得た。

５テーマの評価を行

い、５テーマについて

目標を達成した。うち

２テーマについて評

価委員全員から最高

の評価を得た。

決算額（千円） － － －

達成度 － － － － － － － 経常費用（千円） － － －

職業リハビリテーション
研究発表会の開催箇所数
（計画値）

－ －

総合センタ
ー及び地方
会場３か所
以上

総合センタ
ー及び地方
会場３か所
以上

総合センタ
ー及び地方
会場３か所
以上

総合センタ
ー及び地方
会場４か所
以上

経常利益（千円） － － －

職業リハビリテーション
研究発表会の開催箇所数
（実績値）

－
総合センタ
ー及び地方
会場６か所

総合センタ
ー及び地方
会場６か所

総合センタ
ー及び地方
会場７か所

総合センタ
ー及び地方
会場６か所

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － 175.0％ 200.0％ 175.0％ 従事人員数（人） － － －

支援技法普及講習の実施
センター数（計画値）

― ― 16 か所以上 16 か所以上 20 か所以上

支援技法普及講習の実施
センター数（実績値）

― ― 25 か所 20 か所

達成度 ― ― 156.3％ 125.0％

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。
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２．主要な経年データ（続き）

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

関係学会等での研究成果
の発表数（計画値）

― ― 20 件以上 20 件以上 20 件以上 20 件以上

関係学会等での研究成果
の発表数（実績値）

― 22 件 23 件 28 件 28 件

達成度 ― ― 115.0％ 140.0％ 140.0％

マニュアル、教材、ツール
等作成件数（計画値）

20 件以上 ― 4 件以上 4 件以上 4 件以上 4 件以上 4 件以上

マニュアル、教材、ツール
等作成件数（実績値）

― 6 件 5 件 6 件 5 件

達成度 ― ― 125.0％ 150.0％ 125.0％

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(1) 障害者職業センター
の設置運営業務の実施
に関する事項

障害者職業センター
における職業リハビリ
テーションについて
は、障害者各人の障害
の種類及び程度並びに
希望、適性、職業経験
等の条件に応じ、総合
的かつ効果的に実施す

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(1) 障害者職業センター
の設置運営業務の実施
に関する事項

障害者職業センター
における職業リハビリ
テーション関係業務に
ついては、障害者雇用
納付金関係業務等と有
機的な連携を図るとと
もに、サービスを希望
する者の就労支援ニー

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(1) 障害者職業センタ
ーの設置運営業務の実
施に関する事項

障害者職業センター
における職業リハビリ
テーション関係業務に
ついては、障害者雇用
納付金関係業務等と有
機的な連携を図るとと
もに、サービスを希望
する者の就労支援ニー

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

【評価項目５ 職業
リハビリテーション
に係る調査・研究及
び技法の開発】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

発達障害者等の職
業リハビリテーショ
ンに関する先駆的な
研究、職業リハビリ
テーション業務を行
う現場の課題解決に
資する研究等に重点
をおいた調査・研究
を実施し、終了した
調査・研究５テーマ
すべてにおいて３分
の２以上の評価委員
から、４段階中上か
ら２段階以上を得る
とした目標を達成
し、うち２テーマに
ついて、すべての評
価委員から「優れて
いる」との最上位の
段階の評価を得た。
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ること。そのために、
各関係機関との連携を
図るとともに、職業リ
ハビリテーションの実
施に係る目標を設定
し、厳格な外部評価を
実施すること。

・ 障害者職業総合セ
ンター（以下「総合
センター」という。）
については、職業リ
ハビリテーションの
中核的機関としての
機能を最大限発揮す
ること。

・ 広域障害者職業セ
ンター（以下「広域
センター」という。）
については、全国の
広範な地域から職業
的重度障害者を受け
入れるとともに、地
域センターについて
は、各都道府県にお
ける中核的な職業リ
ハビリテーション機
関として、職業安定
機関、障害者就業・
生活支援センター、
就労移行支援事業
者、教育機関、医療
機関等とのネットワ
ークを構築し、連携
の強化や各種情報の
共有化を図り、職業
リハビリテーション
に係る人材の育成や
関係機関に対する助
言・援助に取り組む
こと。

ズをできる限り的確に
把握しつつ、職業安定
機関を始め、福祉、教
育、医療機関等の関係
機関との密接な連携の
下、適正かつ効果的に
業務を実施する。
また、効率的かつ効

果的な業務の実施に資
するため、外部のリハ
ビリテーション専門家
による厳格な評価を実
施する。

ズをできる限り的確に
把握しつつ、職業安定
機関を始め、福祉、教
育、医療機関等の関係
機関との密接な連携の
下、適正かつ効果的に
業務を実施する。
また、効率的かつ効

果的な業務の実施に資
するため、外部のリハ
ビリテーション専門家
から構成する職業リハ
ビリテーション専門部
会において厳格な評価
を実施する。

また、発達・精神・
高次脳機能障害者に
係る先駆的な支援技
法の開発を行うとと
もに、支援技法普及
講習に積極的に取り
組み、目標を上回る
20 か所で実施した。

さらに、職業リハ
ビリテーション研
究・実践発表会では
過去最高の発表題数
を記録したほか、地
域で開催する発表会
を合わせ、目標を上
回る計７か所で実施
するなど、研究・開
発成果の普及に努め
た。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
マニュアル、教材、

ツール等の研究・開
発成果の普及につい
ては、支援機関等に
浸透するまでに時間
を要することから、
今後も職業リハビリ
テーション研究・実
践発表会や研修等を
通じて活用方法や効
果等について周知を
図り、研究・開発成
果の活用をさらに促
す必要がある。

② 職業リハビリテー
ションに係る調査・

イ 職業リハビリテー
ションに係る調査・

② 職業リハビリテー
ションに係る調査・

② 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法
の開発の実施とその普及・活用の推進
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研究及び新たな技法
の開発の実施とその
普及・活用の推進

総合センターにお
いて、福祉、教育、
医療から雇用への流
れを踏まえ、障害者
雇用対策の対象者の
拡大を図る観点か
ら、新たな職業リハ
ビリテーション技術
や支援ツールの開発
を行い、その成果の
機構内外への普及を
積極的に行うととも
に、成果の具体的な
活用状況を把握し、
それを関係機関で共
有化し、さらなる活
用を図ること。

研究及び新たな技法
の開発の実施とその
普及・活用の推進

研究及び新たな技法
の開発の実施とその
普及・活用の推進

ア 職業リハビリテ
ーションに関する
調査・研究の実施

職業リハビリテ
ーションの充実、
向上に資するた
め、職業リハビリ
テーションに関す
る調査・研究を実
施すること。
また、各研究テ

ーマについて、研
究の質を評価する
ことが可能な指標
を設定すること。

① 職業リハビリテ
ーションに関する
調査・研究の実施

障害者の職業リ
ハビリテーション
に関する施策の充
実及び障害者職業
センター等におけ
る関係業務の推進
に資するため、次
の事項に重点を置
いて職業リハビリ
テーションに関す
る調査・研究を実
施する。
なお、通常の研

究のほか、総合的
な研究テーマにつ
いてプロジェクト
方式による研究を
実施する。

・ 発達障害、精
神障害、高次脳
機能障害及び難
病者等の職業リ
ハビリテーショ
ンに関する先駆
的な研究

・ 職業リハビリ

イ 職業リハビリテ
ーションに関する
調査・研究の実施

障害者の職業リ
ハビリテーション
に関する施策の充
実及び障害者職業
センター等におけ
る関係業務の推進
に資するため、中
期計画に掲げる事
項に重点を置いて
調査・研究を実施
する。平成 27年度
に終了する下記の
（ｲ）ａ、ｂ、ｃ、
ｆ及びｇの５テー
マについては、研
究評価委員による
評価を行い、中期
計画に掲げる評価
結果が得られるよ
うにする。
なお、総合的な

研究テーマである
下記の（ｲ）のａ、
ｂ及びｄについて
は、プロジェクト
方式による研究を
実施する。

＜評価の視点＞
・発達障害等の職業リ

ハビリテーションに
関する先駆的な研
究、職業リハビリテ
ーション業務を行う
現場の課題解決に資
するための研究等に
重点をおいて職業リ
ハビリテーションに
関する調査・研究を
実施しているか。

イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施
・研究計画については、厚生労働省との意見交換会による政策

立案に係るニーズの要望、広域センター・地域センターや障
害者就業・生活支援センターへのアンケート調査等で把握し
た研究ニーズの要望等を踏まえて策定している。

・中期計画に掲げる４つの重点事項(※)に基づき、年度計画に
掲げる新規４件、継続７件の計 11 件の研究テーマについて
調査・研究を実施し、このうち総合的な研究テーマである３
件について、複数の研究員等が参画して実施するプロジェク
ト方式による「特別研究」を行っている。

※研究の重点
ⅰ 発達障害、精神障害、高次脳機能障害及び難病者等の職業
リハビリテーションに関する先駆的な研究

ⅱ 職業リハビリテーション業務を行う地域センター等の現
場の課題解決に資するための研究

ⅲ 地域の就労支援機関向けの有効な支援ツール等の開発
のための研究

ⅳ 国の政策立案に資する研究

・上記研究の他、「非メランコリー親和型の気分障害を有する
若年者の休業と復職支援の動向に関する研究」、「精神障害
者に対する「自己理解の支援」における介入行動に関する基
礎調査」、「ＳＳＴを活用した人材育成プログラムの職場の
実情に合わせた導入プロセスに関する研究」、「地域の就労
支援の現状把握に関する調査研究（その２）－障害者就業・
生活支援センター等に対する調査と分析－」、「若年性認知
症者の就労継続に関する研究Ⅲ―若年性認知症者の就労継
続支援に向けた関係者の理解共有のために―」の計５テーマ
の調査・研究を実施している。
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テーション業務
を行う地域セン
ター等の現場の
課題解決に資す
るための研究

・ 地域の就労支
援機関向けの有
効な支援ツール
等の開発のため
の研究

・ 国の政策立案
に資する研究

第３期中期目標
期間中に終了した
調査・研究につい
て外部評価を行
い、各調査・研究
について、３分の
２以上の評価委員
から、４段階中上
から２段階以上の
評価が得られるよ
うにする。

(ｲ) 継続テーマ
ａ 精神障害者

の雇用に係る
企業側の課題
とその解決方
策に関する研
究

ｂ 障害の多様
化に対応した
職業リハビリ
テーション支
援ツールの開
発

ｃ 高次脳機能
障害の働き方
の現状と今後
の支援のあり
方に関する研
究 Ⅱ

ｄ 保健医療、
福祉、教育分
野における障
害者の職業準
備と就労移行
等を促進する
地域支援のあ
り方に関する
研究

ｅ 発達障害者
のコミュニケ
ーションスキ
ルの特性評価
に関する研究
（その２）～
F&T 感情識別
検査拡大版に
基づく特性評
価支援の検討
～

ｆ 障害者在宅
就業支援の現
状と課題に関

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中に終了した調査・
研究について外部評
価を行い、各調査・
研究について、３分
の２以上の評価委員
から、４段階中上か
ら２段階以上の評価
が得られるようにす
ること。【数値目標】

○外部の研究評価委員による評価
・平成27年度計画に掲げた研究テーマのうち平成27年度に終了
した５テーマについて、外部の研究評価委員による評価を受
けた結果、すべてにおいて目標に達する評価を得た。このう
ち、「高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり
方に関する研究Ⅱ」「障害のある労働者の職業サイクルに関
する調査研究（第４期）」については、すべての研究評価委
員から「優れている」(＊)との最高評価を得た。
(＊)評価基準

１(優れている)、２(やや優れている)、３(やや劣ってい
る)、４(劣っている)

・各研究テーマの概要及び評価結果、主な評価コメントは以下
のとおり。
ａ 精神障害者の雇用に係る企業側の課題とその解決方策
に関する研究（No.128）
・概要
企業における雇用管理の工夫や配慮の実情、復職後の問
題や対応策を明らかにし、支援機関の活用状況及び地域
センターのリワーク支援の質的向上を図るための基礎
情報を整備する。

・評価結果
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名

・主な評価コメント
「精神障害者の保健・福祉・就労に関わる実践者並びに
研究者に有用なデータを提供している」「メンタルヘル
ス不調による休業者の職場復帰促進及び企業における
障害者雇用・定着促進の方策検討の資料として役に立
つ」

ｂ 障害の多様化に対応した職業リハビリテーション支援
ツールの開発（No.130）
・概要

従来想定していなかった精神障害や発達障害等にも対
応した職業リハビリテーション支援を効果的に実施す
るためのワークサンプル幕張版（ＭＷＳ）の必要な改
訂・開発を行う。

・評価結果
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名

・主な評価コメント
「精神障害者等の職業能力・適性の評価及び作業能力の
向上に係る指導・訓練のためのツールとして極めて有用
であり、高く評価できる」「時代の趨勢に即したワーク
サンプルのさらなる開発に期待している」

ｃ 高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり
方に関する研究Ⅱ（No.129）
・概要

医療機関及び障害者就業・生活支援センターにおける高
次脳機能障害者に対する支援の実態と地域センターと
の連携の現状と課題を明らかにし、今後の支援のあり方
を検討する。

・評価結果
１（優れている）が３名
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する研究
ｇ 障害のある

労働者の職業
サイクルに関
する調査研究
（第４期）

(ﾛ) 新規テーマ
ａ 精神障害者

及び発達障害
者の雇用にお
ける職務創出
支援に関する
研究

ｂ 視覚障害者
の職業アクセ
スの改善に向
けた諸課題に
関する研究

ｃ 発達障害者
に係る地域の
就労支援ネッ
トワークの現
状把握に関す
る 調 査研究
－ 発達障害
者支援法施行
後１０年を迎
えて －

ｄ 障害者の就
業状況等に関
する調査研究

・主な評価コメント
「比較的歴史の浅い分野にあって、高次脳機能障害者雇
用のための研究の嚆矢と呼べる。他に類を見ない重要性
をもつ」「高次脳機能障害者の就労に関わるテーマが10
年に亘る継続的取組としてまとめられており、高く評価
できる」

ｆ 障害者在宅就業支援の現状と課題に関する研究
（No.131）
・概要

障害者の在宅就業を支援している団体、在宅で働ける仕
事があると見込まれる企業の双方から、障害者在宅就業
の現状と課題を把握し、効果的な支援のあり方を検討す
る。

・評価結果
１（優れている）が１名、２（やや優れている）が２名

・主な評価コメント
「支援団体の活性化、制度活用等に明確な方向性と的確
な提言が示され、「有用性」という面でも高く評価でき
る」「在宅就業支援に関する２つのスタンダードモデル
の提示とそれぞれに対応した施策の提言があり、独自性
が認められる」

ｇ 障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究（第
４期）（No.132）
・概要

障害のある労働者の職業サイクルの実態と課題を把握
し、企業における雇用管理の改善や障害者の円滑な就業
の実現に関する今後の施策展開のための基礎資料を得
る。

・評価結果
１（優れている）が３名

・主な評価コメント
「障害のある労働者の職業生活の全体像を捉える本研
究は、職リハの充実や障害者雇用の促進に有用である」
「難解な統計結果を踏まえた知見を平易な文章で示す
ことにより、信頼性･妥当性のある支援のあり方を提唱
している」

イ 職業リハビリテ
ーションに係る技
法の開発

福祉、教育、医
療から雇用への流
れを踏まえ、障害
者雇用対策の対象
者の拡大に資する
ため、先駆的な職
業リハビリテーシ
ョン技法の開発を
行い、これまで開
発した支援技法の

② 職業リハビリテ
ーションに係る技
法の開発

福祉、教育、医
療から雇用への流
れを踏まえ、障害
者雇用対策の対象
者の拡大に資する
ため、発達障害者
や精神障害者等こ
れまでの支援技法
では効果の現れに
くい障害者に対し

ロ 職業リハビリテ
ーションに係る技
法の開発

福祉、教育、医
療から雇用への流
れを踏まえ、障害
者雇用対策の対象
者の拡大に資する
ため、発達障害者
や精神障害者等こ
れまでの支援技法
では効果の現れに
くい障害者に対し

＜評価の視点＞
・福祉、教育、医療か

ら雇用への流れを踏
まえ、障害者雇用対
策の対象者の拡大に
資するため、障害特
性及び事業主ニーズ
に応じた先駆的な職
業リハビリテーショ
ン技法の開発や開発

ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開発

・発達障害、精神障害、高次脳機能障害の３障害について新た
な技法の開発を行い、実践報告書、マニュアルの作成、職業
リハビリテーション研究・実践発表会での発表、研究部門ホ
ームページにおける開発成果の公開、支援技法普及講習の実
施等により、その成果の周知・普及に努めた。

・開発した技法は、職業センターが行うプログラムに導入し
て、効果的な職業リハビリテーションサービスを提供すると
ともに、その有効性の検証を行い、必要な改良を加えた。
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ニーズに応じた改
良を行うこと。

て、①で行う調
査・研究とあいま
って、障害特性及
び事業主のニーズ
に応じた先駆的な
職業リハビリテー
ション技法を開発
する。
新たに開発した

技法を活用した職
業準備訓練等を実
施するなどによ
り、多様な障害者
に対し効果的な職
業リハビリテーシ
ョンを実施すると
ともに、必要に応
じ開発した技法に
改良を加える。

て、イで行う調査
研究とあいまっ
て、以下の３テー
マについて障害特
性及び事業主ニー
ズに応じた先駆的
な職業リハビリテ
ーション技法の開
発を行い、実践報
告書、研究発表、
支援技法普及講習
等を通じて、その
普及に努める。ま
た、職業センター
において新たに開
発した技法を活用
したプログラムを
実施する等によ
り、多様な障害者
に対し効果的な職
業リハビリテーシ
ョンサービスを提
供するとともに、
開発した技法に改
良を加える。

(ｲ) 発達障害者の
就労支援に関
し、個々人の多
様な職業的課題
に対応した支援
技法や事業主支
援技法の開発

(ﾛ) 在職精神障害
者の職場復帰に
関し、障害特性
に対応した効果
的な支援技法の
開発

した技法の改良を行
っているか。

(ｲ) 発達障害者の就労支援に関し、個々人の多様な職業的課題
に対応した支援技法や事業主支援技法の開発

・「ワークシステム・サポートプログラム」の開発をさらに進
め、発達障害者の就職活動や職場定着に効果を上げるツール
「ナビゲーションブック」の作成と活用に係る支援の標準化
を行うとともに、障害者、事業主、支援者がそれぞれの場面
や段階において有益に活用する方法を明示した。
開発成果については、支援の方法と手順、実施上の留意事項、
活用の場面と方法等を取りまとめた支援マニュアルを作成し
た。

・これにより、地域センター等での支援において、対象者の障
害特性の自己理解の促進や課題への対処法の精度を高めるこ
とができるとともに、対象者の職業上の課題、それに対する
配慮や留意事項等の把握及び整理が容易となる。また、事業
主が対象者の採用や配置、雇用管理上の具体的対応の検討を
円滑に行うための有効なツールとして活用が可能となり、就
職や職場定着の促進が図られる。
さらに当該支援技法は他の障害の支援技法としても援用で
きるものである。

(ﾛ) 在職精神障害者の職場復帰に関し、障害特性に対応した
効果的な支援技法の開発

・「ジョブデザイン・サポートプログラム」の開発をさらに進
め、職場の人間関係、職務遂行等において怒りを抱えている
うつ病等による休職者が自らの怒りの感情を理解し、対応す
るための知識の獲得、スキルの向上を図るための「アンガー
コントロール支援」の技法開発を継続し、職場で想定される
ストレス体験と対処方法を実践する場面を設定したモニタ
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(ﾊ) 高次脳機能障
害者の就労支援
に関し、働く上
で必要とされる
基本的労働習慣
の獲得に重点を
おいた支援技法
の開発

リング機能の増強及び個別相談におけるフィードバック機
会の増加による習得スキルの定着化について改良を加え完
了した。４年間にわたる開発の成果については、当該技法の
開発経過、改良点、事例、留意事項等を体系的に取りまとめ、
実践報告書を作成した。

・これにより、地域センターのリワーク支援において実施する
「アンガーコントロール支援」の効果度を向上させた。また、
カウンセラー等の支援者が「アンガーコントロール支援」の
意義や価値の根拠を理解することによって、その有効性を明
示した支援が可能となる。

(ﾊ) 高次脳機能障害者の就労支援に関し、働く上で必要とされ
る基本的労働習慣の獲得に重点をおいた支援技法の開発

・「職場復帰支援プログラム」及び「就職支援プログラム」の
開発をさらに進め、職業リハビリテーション実施上必須であ
る医療機関との連携について、これまでのプログラムにおい
て集積した情報を整理・分析し、「情報の把握・収集」「情報
共有」「障害受容に関する支援」に類型化した。こうした連
携事項のポイントや連携方法について事例を交え具体的に
分かりやすく解説した支援マニュアルを作成した。

・これにより、高次脳機能障害者に対する職業リハビリテーシ
ョンにおける地域センター等が行う医療機関との連携につ
いて具体的な理解を図り、対象者の障害特性に対応した個別
性の高い就労支援が可能となる。

ウ 研究・開発成果
の積極的な普及・
活用

事業主や関係機
関に対して、研
究・開発の成果の
普及を図るための
場を設けるととも
に、職業リハビリ
テーションに関し
て職業リハビリテ
ーションの関係者
や事業主にとって
利用しやすいマニ
ュアルや教材等を
作成・公開するこ
と。また、成果を
関係機関で共有化
するため、具体的
な活用状況を把握
し、さらなる活用
を図ること。

③ 研究・開発成果
の積極的な普及・
活用

研究・開発成果
の普及・活用を図
るため、研究発表
会の開催、学会等
での発表、各種研
修での講義、イン
ターネット等を活
用した情報提供等
を行うとともに、
職業リハビリテー
ションの関係者や
事業主にとって利
用しやすいマニュ
アル、教材、ツー
ル等を第３期中期
目標期間中に 20
件以上作成する。
研究・開発成果

を関係機関で共有
化するため、広域
センター、地域セ
ンター及び障害者
就業・生活支援セ
ンター等における
研究・開発成果の

ハ 研究・開発成果
の積極的な普及・
活用

(ｲ) 職業リハビリ
テーション研究
発表会の開催

職業リハビリ
テーションに関
する調査・研究、
実践活動の成果
を発表し、成果
の普及を図り、
我が国における
職業リハビリテ
ーションの質的
向上に資するた
め、職業リハビ
リテーションの
研究及び実践に
携わる関係者の
参加を得て職業
リハビリテーシ
ョン研究発表会
を総合センター
及び地方会場
（３か所以上）
において開催す

＜定量的指標＞
・職業リハビリテーシ

ョン研究発表会を総
合センター及び地方
会場３か所以上で開
催すること。【数値目
標】

ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用

(ｲ) 職業リハビリテーション研究発表会の開催
・近年、企業・就労支援機関等幅広い分野からの実践的な報告

が増加していることを踏まえ、総合センターが開催する発表
会については、前年度から名称を「職業リハビリテーション
研究・実践発表会」として開催している。また、地域におけ
る職業リハビリテーション研究発表会を、近年に終了した研
究の中から、地域の開催ニーズに応じたテーマを選定して開
催した。平成27年度においては、第23回職業リハビリテーシ
ョン研究・実践発表会及び地域における職業リハビリテーシ
ョン研究発表会を計７か所で開催した（達成度175.0％）（前
年度実績８か所、前年度比87.5％）。

○第23回職業リハビリテーション研究・実践発表会の開催
・開催日：平成27年11月12日（木）・13日（金）
・参加者：1,127人（前年度実績1,206人）
・研究発表の題数：118題（前年度実績109題）
・分科会数：18分科会（前年度実績18分科会）
・特別講演：「さまざまな人たちがともに働く、挑戦と成長の

職場づくり」
・パネルディスカッション：Ⅰ「精神障害者雇用の実際」、Ⅱ

「これからの事業主支援」
・主な発表としては、「障害者在宅就業支援の現状と課題に関

する研究～支援団体と企業への調査の結果～」「地域障害者
職業センターの職業準備支援を利用した精神障害者の職場
定着―Cox回帰分析による検討―」「社会的行動障害への医
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活用状況を把握
し、研究・開発成
果の更なる普及・
活用を図る。

る。 療機関での対応・技法について～「医療機関における高次脳
機能障害者の就労支援に関する実態調査」より」「ＳＳＴを
活用した人材育成プログラムの活用」等があった。

・参加者アンケート調査：「大変参考になった」「参考になっ
た」との回答は、研究発表会全体で97.6％（前年度実績
95.0％）であった。参加者からは、「有意義な会に参加でき、
多くのものを得られた」「職場に持ち帰り支援に活かしてい
きたい」「地方で受ける研修とは大きく違い、活動のあり方
の参考となった」等の感想が寄せられた。

○地域における職業リハビリテーション研究発表会の開催
・地域における職業リハビリテーション研究発表会について
は、発達障害者支援センター等との共同により、地域の事業
所、就労支援機関等を対象に、６地域（北海道、秋田、奈良、
島根、広島、沖縄）で実施した。

・各地域ごとにニーズがあった研究テーマを一つ取り上げて研
究の成果を発表するとともに、上記発表会の場を活用し、テ
ーマに関連するものを中心に研究成果物を展示・解説するこ
とにより、参加関係機関職員等への普及に努めた。なお、発
表した研究テーマは以下のとおり。
-「精神障害者の職場定着及び支援の状況に関する調査研究」
-「障害者雇用に係る事業主支援の標準的な実施方法に関す
る研究」

-「中小企業における障害者雇用促進の方策に関する研究」
-「発達障害者の職業生活上の課題とその対応に関する研究
―「発達障害者就労支援レファレンスブック」活用のため
に―」

・参加者アンケート調査：研究成果の今後の活用について、「大
いに活用したい」「活用したい」が６地域平均で95.7％であ
った。参加者からは「大変わかりやすく、豊富な経験に基づ
いて丁寧な研究をしていると思った」「支援課題が多く取り
上げられており、わかりやすかった」等の感想が寄せられた。

(ﾛ) 支援技法普及
講習の実施

発達障害者及
び精神障害者に
ついて開発した
支援技法の普
及・活用を図る
ため、地域セン
ター等の職員を
対象に、主に演
習形式で技法を
伝達する支援技
法普及講習を地
域センター（16
カ所以上）で実
施する。

＜定量的指標＞
・地域センター等の職

員を対象に、支援技
法普及講習を地域セ
ンター（16 か所以
上）で実施したか。
【数値目標】

(ﾛ) 支援技法普及講習の実施
・発達障害者支援技法、精神障害者支援技法に平成 27 年度か

ら新たに高次脳機能障害者支援技法を加え、地域センター及
び広域センターの職員を対象に支援技法普及講習を 20 か所
で実施した（達成度 125.0％、参加者数 370 人）。

・うち発達障害者支援技法普及講習は、10 か所（９地域センタ
ー（秋田、山形、東京、静岡、愛知、大阪、兵庫、岡山及び
沖縄）及び吉備校）において、４技法（職場対人技能トレー
ニング、問題解決技能トレーニング、リラクゼーション技能
トレーニング、ナビゲーションブックの作成・活用）のうち
から、それぞれ２技法をニーズに基づき実施した（参加者数
193 人）。

・うち精神障害者支援技法普及講習は、７地域センター（岐阜、
京都、山口、徳島、高知、熊本及び鹿児島）において、４技
法（ストレス対処講習「ストレス理解・アセスメント」「認
知の工夫」「行動の工夫」とアンガーコントロール支援）の
うちから、１技法をニーズに基づき実施した（参加者数 114
人）。

・うち高次脳機能障害者支援技法普及講習は３地域センター
（岩手、千葉及び広島）において、１技法（補完方法の習得
及び自己理解促進）を実施した（参加者数 63 人）。
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・地域センター及び広域センターにおいて実施した支援技法普
及講習に加え、関係機関職員を対象とした支援技法普及講習
を４か所（東京、埼玉、奈良、島根）において試行実施した
（参加者数 81人）。

(ﾊ) 学会等での発
表、各種研修で
の講義等

研究・開発成
果について、関
係学会等で 20
件以上発表する
とともに、各種
研修、講演会等
で講義等を行
う。

＜定量的指標＞
・研究成果について関

係学会等で 20 件以
上発表すること。【数
値目標】

(ﾊ) 学会等での発表、各種研修での講義
・日本職業リハビリテーション学会、日本精神障害者リハビリ
テーション学会をはじめ28件の関係学会等において、研究・
開発成果を発表した（達成度140.0％）（前年度実績28件、前
年度比100.0％）。日本職業リハビリテーション学会では、「地
域の就労支援の現状把握に関する調査研究―障害者就業・生
活支援センターの活動に着目して―」「難病就労支援におけ
る仕事の検討と合理的配慮及び地域連携のポイント」等の発
表を行った。

・117件の各種研修において、研究員・職業センター職員が研
究・開発成果について講義した。具体的には、労働大学校に
おける若年者雇用対策担当者専門研修での「発達障害者等に
対する就職支援」や国立特別支援教育総合研究所における特
別支援教育専門研修での「移行・就労支援の在り方」、東京
都心身障害者福祉センターの相談支援研修会での「高次脳機
能障害者のための職業リハビリテーション導入プログラムに
ついて」、機構が行う職業リハビリテーションスキルアップ
セミナーでの「就業支援における相談場面でのアプローチ」
の研修講師等が挙げられる。

(ﾆ) インターネッ
ト等による研究
成果の情報発信

職業リハビリ
テーションに関
する調査・研究
及び支援技法の
開発の成果を研
究部門ホームペ
ージにおいて公
開する。

＜評価の視点＞
・インターネット等を

活用した情報提供等
を行っているか。

(ﾆ) インターネット等による研究成果の情報発信
・研究成果物については、ＰＤＦファイル形式により研究部門
ホームページに掲載している。

・研究部門ホームページへのアクセス件数については
1,005,984件（うち研究成果物へのアクセス件数：795,984件）
（前年度実績906,689件（うち研究成果物へのアクセス件数：
726,098件））。

・研究の成果を紹介するパンフレット、サマリー、調査研究報
告書等を職業リハビリテーション関係機関、企業に幅広く配
布しているほか、研究部門ホームページ等を見て要請があっ
た機関等への個別の送付等により、ニーズに応じた普及に努
めた。

・総合センターの調査研究に関連すると考えられる21の学会・
大会等（日本精神神経学会学術総会、ＮＰＯ法人全国就業ネ
ットワーク定例研究・研修会、障害者就業支援研究会、日本
精神保健福祉士協会全国大会・日本精神保健福祉士学会学術
集会、日本産業精神保健学会、日本発達障害学会研究大会、
中小企業のための障害者雇用支援フェア、日本職業リハビリ
テーション学会大会、首都圏障害者雇用企業連絡会セミナー、
総合リハビリテーション研究大会、日本ＬＤ学会大会、ＳＳ
Ｔ普及協会学術集会、ＳＳＴ普及協会北海道支部研修会、障
がい者雇用・就労促進セミナー、難病・慢性疾患全国フォー
ラム、日本精神障害者リハビリテーション学会、日本高次脳
機能障害学会学術総会、日本産業ストレス学会、障害者全国
特例子会社連絡会、吉備リハオープンキャンパス、障害者職
業訓練推進交流プラザ）において、研究成果物の展示、パン
フレット、サマリーの配布を行う等により、効果的な普及活
動を実施した。
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・当機構が発行する「働く広場」に「発達障害者の職業生活へ
の満足度と職場の実態に関する調査研究」や「ＳＳＴを活用
した人材育成プログラムの普及に関する研究」等の研究成果
を「研究開発レポート」として計8回掲載した。また、「月刊
人事労務」で発達障害者の雇用と職場定着支援の実態、機関
誌「リハビリテーション連携科学」で障害のある労働者キャ
リア発達の現状と支援課題、機関誌「職業リハビリテーショ
ン」で発達障害者の特性を踏まえた雇用管理事例の紹介等の
記事が掲載された。

・厚生労働省「医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師及び柔道整復師分科会」において、視覚障害者に係
る研究成果に基づく鍼灸マッサージ業における視覚障害者
の現状について情報提供を行ったほか、厚生労働省「小児慢
性特定疾病対策等の基本方針検討会」、文部科学省「キャリ
ア教育・就労支援等の充実事業」等に研究員が参画している。

(ﾎ) マニュアル、
教材、ツール等
の作成

職業リハビリ
テーションの関
係者や事業主に
とって利用しや
すいマニュア
ル、教材、ツー
ル等を４件以上
作成する。

＜定量的指標＞
・職業リハビリテーシ

ョン関係者や事業主
にとって利用しやす
いマニュアル、教材、
ツール等を第３期中
期目標期間中に 20
件以上作成するこ
と。（職業リハビリテ
ーションの関係者や
事業主にとって利用
しやすいマニュア
ル、教材、ツール等
を４件以上作成する
こと。）【数値目標】

(ﾎ) マニュアル、教材、ツール等の作成
・職業リハビリテーションに係る調査・研究及び職業リハビリ

テーション技法の開発の成果を踏まえ、現場のニーズに即し
た活用しやすいものを目指し、計５件作成した（達成度
125.0％）（前年度実績６件、前年度比83.3％）。

・作成したマニュアル、教材、ツール等は以下のとおり。
-「若年性認知症を発症した人の就労継続のために」
-「「企業からみた」精神障害者雇用のポイント」
- ｢気分障害等の精神疾患で休職中の方の怒りの対処に関す
る支援～アンガーコントロール支援の技法開発～」

- ｢発達障害者のワークシステム・サポートプログラム「ナ
ビゲーションブックの作成と活用」」

- ｢高次脳機能障害者のための就労支援～医療機関との連携
編～」

(ﾍ) 研究・開発成
果の共有化

広 域 セン タ
ー、地域センタ
ー及び障害者就
業・生活支援セ
ンター等を対象
に実施する、研
究・開発成果の
活用状況を把握
するためのアン
ケート調査等の
分析結果を踏ま
え、より一層利
用しやすいマニ
ュアル、教材、
ツールを作成す
ることにより研
究・開発成果の
更なる普及・活
用を図り、共有

＜評価の視点＞
・広域センター、地域

センター及び障害者
就業・生活支援セン
ター等における研
究・開発成果の活用
状況を把握し、研
究・開発成果の更な
る普及・活用を図っ
ているか。

(ﾍ) 研究・開発成果の共有化
○広域・地域センターにおける研究成果の活用状況の把握・分
析

・広域・地域センター27所に対して、研究成果の活用状況を把
握するためのアンケート調査を実施した。

【結果】
・平成27年度中に利用したと回答のあった調査研究報告書・資
料シリーズの延べ数は計417件であった。利用場面（複数回答）
の内訳をみると、障害者支援業務では相談・評価（73.2％）、
事業主支援業務では情報提供等（58.7％）、関係機関支援業
務では会議・研修（62.1％）において一番多く利用されてい
る状況であった。

・平成27年度中に利用したと回答のあったマニュアル、教材、
ツール等の延べ数は計289件であった。利用場面（複数回答）
の内訳をみると、障害者支援業務では相談・評価（74.6％）、
事業主支援業務では情報提供等（60.4％）、関係機関支援業
務では助言・援助業務（56.9％）において一番多く利用され
ている状況であった。

・研究成果については、「非常に分かりやすい」「分かりやす
い」を合わせた回答は、調査研究報告書・資料シリーズが
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化を進める。 91.3％、マニュアル、教材、ツール等が93.8％であった。有
用性については、「非常に有用である」「有用である」を合
わせた回答は、調査研究報告書・資料シリーズが90.4％、マ
ニュアル、教材、ツール等が95.6％であった。

・主な活用例として、「発達障害者のジョブコーチ支援に「発
達障害者就労支援レファレンスブック」を活用し、課題の改
善方法を検討している」「「ジョブコミュニケーション・ス
キルアップセミナー」の資料を参考に、事業所向け、就労支
援機関向けのセミナーでＳＳＴ及びその活用について紹介し
た」「企業内での障害者雇用に関する勉強会で「就労支援の
ためのチェックリスト」の活用の仕方を説明した際、雇用管
理ツールとして活用するとの感想が得られた」等の報告があ
った。

○障害者就業・生活支援センターにおける研究成果の活用状況
の把握・分析

・障害者就業・生活支援センター313所に対して、研究成果の
活用状況を把握するためのアンケート調査を実施した。

【結果】
・平成27年度中に利用したと回答のあった調査研究報告書・資

料シリーズの延べ数は計930件、マニュアル、教材、ツール
等の延べ数は計249件であった。

・わかりやすさについては、「非常に分かりやすい」「分かり
やすい」を合わせた回答は、調査研究報告書・資料シリーズ
が63.4％、マニュアル、教材、ツール等が72.3％であった。

・内容の充実度については、「非常に充実している」「充実し
ている」を合わせた回答は、調査研究報告書・資料シリーズ
が71.0％、マニュアル、教材、ツール等が73.0％であった。

・読みやすさについては、「非常に読みやすい」「読みやすい」
を合わせた回答は、調査研究報告書・資料シリーズが56.4％、
マニュアル、教材、ツール等は71.3％であった。

・研究成果については、「非常に有用である」「有用である」
を合わせた回答は、調査研究報告書・資料シリーズが58.6％、
マニュアル、教材、ツール等が68.3％であった。

・主な活用例として、「支援中の障害者に「リカバリーのため
の就労支援－就労支援者用マニュアル－」の健康管理面の情
報を提供しながら相談することができ、効果的であった」
「「発達障害者のための問題解決技能トレーニング」を活用
し、不適応時の課題解決に取り組んだ」等の報告があった。

○研究成果の活用状況の把握・分析を踏まえた改善
・前年度実施したアンケート調査の結果において、「具体例を

紹介してほしい」「わかりやすいリーフレット的なダイジェ
スト版も追加してほしい」等の要望があったことから、「研
究成果を用いたツール等の利用案内」をとりまとめ、研究部
門ホームページや当機構が発行する「働く広場」の「研究開
発レポート」に掲載し、研究成果の普及と利用促進に努めた。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・調査・研究及び技法開発の成果について支援機関等への普及

をより一層進めるため、「研究成果を用いたツール等の利用
案内」「実践報告書、支援マニュアル」等を研究部門ホーム
ページに掲載するとともに、当機構が開催する地域における
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職業リハビリテーション研究発表会において報告を行った。
また、当機構が開催する職業リハビリテーション研究・実践
発表会等の場を活用し、新たに支援機関等を対象とした支援
技法普及講習を実施した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・中長期的な視点に立った研究や政策・実践ニーズの高いテーマに取り組んでいること、積極的に成果物の普及に取り組んでいることは、評価できる。
・研究と支援技法開発の連携は重要である。
・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－６ 障害者職業能力開発校の運営

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－２－２ 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等

をすること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第５号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

職業訓練上特別な支援を
要する障害者の定員に占
める割合（計画値）

－ － 50％以上 50.0％以上 50.0％以上 50.0％以上 予算額（千円） － － －

職業訓練上特別な支援を
要する障害者の定員に占
める割合（実績値）

－ 56.4％ 57.9％ 59.6％ 60.0％ 決算額（千円） － － －

達成度 － － 115.8％ 119.2％ 120.0％ 経常費用（千円） － － －

定員充足率（計画値）
毎年度 95％
以上

－ 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 経常利益（千円） － － －

定員充足率（実績値） － 103.2％ 101.8％ 97.9％ 100.7％
行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － 107.2％ 103.1％ 106.0％ 従事人員数（人） － － －

訓練修了者等の就職率（計
画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

訓練修了者等の就職率（実
績値）

－ 88.1％ 87.8％ 93.9％ 87.9％

達成度 － － 109.8％ 117.4％ 109.9％

指導技法等の開発成果に
ついて有用であった旨の
評価（計画値）

80％以上 － 80％以上 80％以上 － 80％以上 80％以上

指導技法等の開発成果に
ついて有用であった旨の
評価（実績値）

－ 94.7％ 92.8％ 90.9％ －

達成度 － － 116.0％ 113.6％ －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(2) 障害者職業能力開発
校の運営業務の実施に
関する事項

機構が運営業務を行
う障害者職業能力開発
校に関しては、精神障
害者や発達障害者を含
む職業訓練上特別な支
援を要する障害者（以
下「特別支援障害者」
という。）に対して、
個々の訓練生の障害の
程度、態様等を十分考
慮し、弾力的な運営を
図るほか、個々の訓練
生に適した訓練内容を
定めるなど、障害者の
障害の特性に応じたよ
りきめ細かな配慮を加
えた先導的な職業訓練
を実施すること。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(2) 障害者職業能力開発
校の運営業務の実施に
関する事項

機構が運営業務を行
う障害者職業能力開発
校に関しては、広域セ
ンターとの密接な連携
の下、精神障害者や発
達障害者を含む職業訓
練上特別な支援を要す
る障害者（以下「特別
支援障害者」という。）
に対して、個々の訓練
生の障害の程度、態様
等を十分考慮し、弾力
的な運営を図るほか、
個々の訓練生に適した
訓練内容を定めるな
ど、障害者の障害の特
性に応じたよりきめ細
かな配慮を加え、他の
障害者職業能力開発校
等に成果を提供できる
ような先導的な職業訓
練を実施する。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(2) 障害者職業能力開発
校の運営業務の実施に
関する事項

機構が運営業務を行
う障害者職業能力開発
校に関しては、広域セ
ンターとの密接な連携
の下、精神障害者や発
達障害者を含む職業訓
練上特別な支援を要す
る障害者（以下「特別
支援障害者」という。）
に対して、個々の訓練
生の障害の程度、態様
等を十分考慮し、弾力
的な運営を図るほか、
個々の訓練生に適した
訓練内容を定める等、
障害者の障害の特性に
応じたよりきめ細かな
配慮を加え、他の障害
者職業能力開発校等に
成果を提供できるよう
な先導的な職業訓練を
実施する。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(2) 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項

・機構本部において、中央障害者職業能力開発校（以下「中央
校」という。）及び吉備高原障害者職業能力開発校（以下「吉
備校」という。）（以下中央校と吉備校を併せて「両校」とい
う。）の毎月の業務実績の把握・分析、両校からの関係機関
との協力・調整を要する事項の報告により、機動的に業務運
営方策の見直しを進めている。機構本部及び両校（以下「三
者」という。）は、定期的に開催する特別対策本部において、
機構本部が見直した業務運営方策を基に、三者の連携及び両
校による具体的取組を決定し、実施した。特に、経済・雇用
失業情勢に機動的に対応するため、訓練受講者に対する訓練
受講中からの就職支援、事業主団体への求人確保等の協力依
頼、公共職業安定所及び地域センターとの連携による個別企
業への採用検討の働きかけの実施等の就職促進対策の一層
の強化に取り組んだ。

【評価項目６ 障害
者職業能力開発校の
運営】
＜評定と根拠＞
評定： Ａ

積極的な募集周知
を図ったことで定員
充足率は 100.7％と
なり、職業訓練上特
別な支援を要する障
害者（特別支援障害
者）を積極的に受け
入れた結果、その定
員に占める割合は過
去 最 高 実 績 の
60.0％で目標達成度
は 120.0％となっ
た。それらの者に対
し、施設内訓練と企
業内訓練を組み合わ
せた特注型企業連携
訓練等の個々の訓練
生の状況に応じた訓
練を的確に実施する
とともに、企業への
積極的な働きかけ
や、地域センターと
の連携による一体的
な支援を図った。そ
の結果、特注型企業
連携訓練の修了者の
就職率は 100.0％と
なり、訓練修了者等
の就職率は数値目標
を上回るとともに、
就職者数及び特別支
援障害者の就職者数
とも過去最高実績と
なった。

また、指導技法等
の開発・普及のため、
精神障害者等向け委
託訓練カリキュラム
等開発・検証・普及
事業の成果物を、障
害者能力開発指導者
交流集会において紹
介、解説するととも
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に、専門訓練コース
設置・運営サポート
事業を新たに３校に
対して開始し、他の
障害者職業能力開発
校等における特別支
援障害者等の受入れ
の促進を図った。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
求職障害者の重度

化・多様化が進む中
で、利用者や企業の
ニーズを踏まえた訓
練カリキュラムの見
直し等の訓練内容の
充実を図るととも
に、他の障害者職業
能力開発校等におけ
る特別支援障害者の
受入れのさらなる拡
充を図るため、指導
技法の開発・普及に
一層積極的に取り組
む必要がある。

① 特別支援障害者に
対する職業訓練の充
実

福祉、教育、医療
から雇用への流れを
踏まえ、受講者の拡
大を図る観点から、
関係機関との一層緊
密な連携を図り、特
別支援障害者を重点
的に受け入れるこ
と。

ア 特別支援障害者に
対する職業訓練の充
実

福祉、教育、医療
から雇用への流れを
踏まえ、受講者の拡
大を図る観点から、
関係機関との一層緊
密な連携を図り、特
別支援障害者を積極
的に受け入れ、定員
充 足 率 が 毎 年 度
95％以上となるよう
にする。

① 特別支援障害者に
対する職業訓練の充
実

福祉、教育、医療
から雇用への流れを
踏まえ、受講者の拡
大を図る観点から、
職業安定機関、地域
センター及びその他
関係機関との一層緊
密な連携を図り、特
別支援障害者を積極
的に受け入れ、その
定員に占める割合が
50％を上回るように
するとともに、定員
充足率が 95％以上
となるようにする。

特に、精神障害者
及び発達障害者に対
する職業訓練を積極
的に実施する。

＜定量的指標＞
・特別支援障害者を積

極的に受け入れ、そ
の定員に占める割合
が 50％を上回るよ
うにすること。【数値
目標】

＜定量的指標＞
・特別支援障害者を積

極的に受け入れ、定
員充足率が毎年度
95％以上となるよう
にすること。【数値目
標】
※定員 280 名

① 特別支援障害者に対する職業訓練の充実

〇障害特性、職業適性を踏まえた適切な訓練科の選択支援
・訓練受講希望者について、実際の訓練場面を利用して障害特
性、職業適性を把握した上で、職業経験、就職希望分野、労
働市場の動向等を考慮し、適切な訓練科を選択できるように
支援した。精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者は、
技能訓練の環境に円滑に移行できるように、訓練開始当初に
研究部門が開発したＭＳＦＡＳ（幕張ストレス・疲労アセス
メントシート）やメモリーノート、ＭＷＳ（ワークサンプル
幕張版）を活用し、個々の障害の状況に応じたストレス・疲
労のセルフマネジメントの方法や補完手段の習得を支援し
た。

〇障害特性に配慮した訓練カリキュラム等の充実
・特別支援障害者に対しては、それぞれの訓練科における技能
訓練に加え、訓練生の障害特性に応じた講座をカリキュラム
に設定した。具体的には、精神障害者にはロールプレイによ
る適切な行動の検討・練習により、場面に応じた対処能力を
習得する講座、発達障害者には、ナビゲーションブックの作
成等により、自らの障害の特徴等を把握・整理する講座、高
次脳機能障害者には作業遂行における認知機能の活性化を目
的とした計算や読み書き等を行う認知スキルトレーニング
（ＣＳＴ）の講座を個々の状況に合わせてカリキュラムに設
定して実施した。

〇障害特性に応じた効果的な職業訓練の実施



75

・特別支援障害者（視覚障害１級・２級の者、上肢障害１級の
者、２級以上の両上肢機能障害及び２級以上の両下肢機能障
害を重複する者、脳性まひによる上肢機能障害１級・２級の
者、体幹障害１級・２級であって、特に配慮を必要とする者、
精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、重度知的障害
者、知的障害及び身体障害の重複障害であって、特に配慮を
必要とする者）を積極的に受け入れた。具体的には、重度視
覚障害者は、全盲から弱視までその態様は多様で、視力、視
野等について個々に異なるため、事務系職種への就職を目指
す上で、訓練生の障害状況に応じた適切な作業環境を設定し、
視覚障害者用支援機器（拡大読書器・点字ディスプレイ等）
や支援ソフト（画面読上げソフト、画面拡大ソフト等）の操
作方法についての指導を行った。全盲者の訓練事例は、以下
のとおり。

【重度視覚障害者（全盲者）の障害特性に応じた効果的な職業
訓練の事例】

・障害特性上、マウスの使用が困難で、キーボードでの操作が
必要となることから、その操作方法等を詳細に説明する画面
読上げソフト対応のテキストを開発した。
当該テキストの活用により表計算ソフト等の操作技能を効
果的に習得できるようにした。また、この取組により、全盲
者には従来対応が困難とされていた表計算ソフトを使用し
たデータ分析、プレゼンテーションソフトを使用した資料作
成等の技能を付与したほか、コピー機の操作や封筒への宛名
ラベル貼り等の庶務作業についても補助具の使用により対
応できるよう訓練を実施し、その職域拡大に努めた。

○定員充足に向けた取組
・定員充足に向けて、三者の密接な連携のもと、都道府県労働
局に対して、両校における訓練内容等を周知するとともに、
受講希望者の迅速な情報提供を依頼した。

・両校の協力連携による公共職業安定所、福祉機関等の関係機
関への訪問、地域センターによる訓練対象者の把握及び両校
への情報提供を引き続き積極的に実施するとともに、通信制
高校やいわゆるサポート校等も含めた幅広い周知活動を実施
した。

・訓練の実施方法や内容等をＤＶＤに収録し、両校の訓練受講
希望者、企業の人事担当者、施設見学者のほか、地域センタ
ーでの職業訓練の受講希望者との相談の際にも視聴してもら
い、受講者募集に活用した。また、埼玉・岡山県で開催され
た障害者ワークフェアにおいても活用し、訓練内容の周知に
努めた。

・大学、短期大学及び高等専門学校を卒業した障害者に未就職
者が多い現状を踏まえ、独立行政法人日本学生支援機構が主
催したガイダンスで行われた障害のある学生のキャリア・就
職支援についてのセッションの参加者に訓練内容等を掲載し
たパンフレットを配布し、訓練内容を周知した。

・両校を訪れた訓練受講希望者に対しては、各訓練コースの訓
練内容等を担当訓練指導員が直接説明し、訓練の受講により
習得できる知識・技能や訓練修了後の就職職種等がより具体
的にイメージできるような説明に努めた。

・特別支援障害者を積極的に受け入れるため、発達障害者支援
センター等の特別支援障害者に係る施設の支援者を対象とし
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た見学会を開催した。
・重度視覚障害者の入校促進を図るため、平成24年度に両校が
共同作成した事例入り・音声コード付き視覚障害者用リーフ
レットに、事例を加筆する等内容の充実を図り、盲学校、生
活訓練施設等に配布した。また、重度視覚障害者が在籍する
生活訓練施設等を訪問し、未就職となっている就職希望者の
状況を把握するとともに、訓練内容の情報提供、応募勧奨の
要請を行った。これらの取組の結果、重度視覚障害者17人が
入校した（前年度実績18人）。

・中央校においては、以下の取組を行った。
- 重度上肢障害者、重度視覚障害者の受入れの促進に向け

て、肢体不自由者及び視覚障害者等が在籍する教育機関28
校（前年度実績44校）、福祉機関63機関（前年度実績93機
関）を訪問し、支援事例等を盛り込んだリーフレットを活
用して重度上肢障害者、重度視覚障害者の訓練実績を紹介
することにより、受講希望者の情報提供を要請した。

- 平成27年度より新たに障害者、家族、関係機関職員を対象
としたオープンキャンパスを開催し、訓練内容等の説明、
施設見学、訓練体験を実施した。参加者230人（うち障害
者110人）。

- 平成27年度より、入校を検討している障害者、家族、関係
機関職員を対象に、毎月１回「見学説明会」を実施し、入
所手続きや職業訓練の説明・見学等を実施した。また、国
立障害者リハビリテーションセンター（以下「障リハ」と
いう。）の宿泊施設見学も併せて行うことで遠方の入校希
望者が入校後の生活を含めたイメージを持ちやすくした。

- 中央校が発行する広報用媒体「職リハニュースレター」に
オープンキャンパスや、訓練内容、事業主に対する支援内
容等を掲載し、市や記者クラブに情報提供した。その結果、
地域の新聞への掲載、関東圏でのテレビ放映等の広報につ
ながった。

・吉備校においては、以下の取組を行った。
- リハビリテーション科を有する医療機関34か所（前年度実
績33か所）に募集要項等を送付したほか、理学療法士協会、
作業療法士協会及び医療ソーシャルワーカー団体の会報
への情報掲載により医療従事者に周知するとともに、引き
続き回復期リハビリテーション（回復の可能性の高い時期
に行われる社会復帰に向けた専門的なリハビリテーショ
ン）を実施している医療機関に対して、入通院患者への職
業訓練に関する情報提供を依頼した。

- 特別支援学校に加え、大学の障害者学生を支援する部署も
訪問（19校）し、訓練の内容・実績の紹介により募集活動
を行った。

- 休職中の障害者に対する職場復帰に向けた職業訓練に係
る幅広いニーズを掘り起こすため、職場復帰訓練の周知用
リーフレットを中国地域の経営者協会、中小企業団体中央
会等に配布し、会員企業への周知と利用勧奨を依頼した。

- 特別支援学校進路担当者会議を開催し、高等部卒業後の進
路として吉備校への入校を検討されるよう、訓練内容等に
ついて説明するとともに、吉備校の施設や訓練を見学でき
る機会を設け、15校17名が出席した。

- 地元のＦＭラジオによる広報活動を行い、訓練内容や今後
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の募集予定、就職状況等について広く周知を図った。
- 障害者本人、家族、関係機関を対象として、吉備校の訓練
内容等を説明するとともに、施設見学や訓練体験の機会を
提供するオープンキャンパスを開催し、358人（前年度実
績275人）が参加した。

・以上の取組の結果、入校者は282人（前年度実績274人）、特
別支援障害者は168人（前年度実績167人）となった。うち、
特別支援障害者の定員に占める割合は60.0％（達成度
120.0％、前年度実績59.6％）であった。

・定員（280 人）充足率は、100.7％（達成度 106.0％、前年度
実績 97.9％）となった。

(1) 障害者職業センター
の設置運営業務の実施
に関する事項
① 職業リハビリテー
ションの総合的・効
果的な実施
ア 障害者の個々の

特性に応じた専門
的支援の実施

・ 広域センター
については、全
国の広範な地域
から職業的重度
障害者を受け入
れるという本来
の役割を十分に
果たすよう、地
域センターと連
携して対象者の
把握・支援を行
う等運営の改善
を図ること。

(1) 障害者職業センター
の設置運営業務の実施
に関する事項
ア 職業リハビリテー
ションの総合的・効
果的な実施
① 障害者の個々の

特性に応じた専門
的支援の実施

・ 広域障害者職
業センター(以
下「広域センタ
ー」という。)
については、全
国の広範な地域
から職業的重度
障害者を受け入
れるという本来
の役割を十分に
果たすよう、職
業安定機関及び
地域センターと
連携して対象者
の把握・支援等
を行い運営の改
善を図る。

(1) 障害者職業センタ
ーの設置運営業務の実
施に関する事項
① 職業リハビリテー
ションの総合的・効
果的な実施
イ 障害者の個々

の特性に応じた
専門的支援の実
施

・ 広域障害者職
業センター（以
下「広域センタ
ー」という。）に
ついては、全国
の広範な地域か
ら職業的重度障
害者を受け入れ
るという本来の
役割を十分に果
たすよう、職業
安定機関、地域
センター及びそ
の他関係機関と
の積極的な連携
により対象者の
把握・支援等を
行い運営の改善
を図る。

＜評価の視点＞
・広域センターについ

て、全国の広範な地
域から職業的重度障
害者を受け入れるこ
とができるよう、職
業安定機関及び地域
センターと連携して
対象者の把握・支援
等を行っているか。

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項

① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施

イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施

○広範な地域からの職業的重度障害者の受入れ
・全国の広範な地域から職業的重度障害者を受け入れるため、
全国の労働局・公共職業安定所（231機関）、福祉機関等（222
機関）を訪問し、訓練内容の周知及び応募勧奨を要請すると
ともに、地域センターにおいて訓練の受講が有効と思われる
対象者を把握した際の積極的な情報提供により連携を図っ
た。

・平成27年度は平成26年度と同様、札幌、東京、大阪、福岡の
４地域で開催された障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作
品展示会において、両校の訓練内容等の紹介用パネルの展示、
パンフレットの配布により周知を行った。

・中央校においては、通所が困難な身体障害者等は隣接する障
リハ経由で入校し、訓練期間中も引き続き障リハの寮を利用
していることから、障リハの入所者で職業訓練の受講希望者
が円滑に訓練を受講できるよう、障リハ職員との間で定期的
に会議を開催し、訓練科目や訓練カリキュラムについて説明
し理解を促すとともに、訓練の受講を希望する障リハ入所者
の状況や希望する訓練科目、受入れ時期等の情報交換や調整
を行ったほか、障リハと共同での募集活動により、協力関係
を強化する取組を引き続き行った。

・吉備校においては、地域センターの協力を得て、地域センタ
ーが実施する実務的研修の参加者である関係機関の職員に訓
練内容を説明し、当該機関の利用者等の応募促進に向けた働
きかけを行った（大阪、兵庫、岡山、山口）。通所が困難な
者は入寮により受け入れており、精神障害者についても医療
機関との緊密な連携を図り、平成22年度から入寮による受入
れを開始しているところであり、平成27年度は、２人を入寮
により受け入れた（前年度実績５人）。

・以上の取組を行った結果、受講者の出身地域は39都道府県（前
年度実績38都道府県）、両校の設置・近隣都県（埼玉県、東
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京都（中央校）及び岡山県（吉備校））外から97人（前年度
実績97人）が入校した。

(2) 障害者職業能力開発
校の運営業務の実施に
関する事項
① 特別支援障害者に
対する職業訓練の充
実

また、企業ニーズ
に的確に対応すると
ともに、障害者の職
域拡大を念頭におい
て、より就職に結び
つく職業訓練の実施
に努めること。この
ため、企業による採
用や職場適応につい
てのノウハウが確立
されていない特別支
援障害者について、
雇入れ可能性のある
企業の協力・連携の
下に、特注型の訓練
メニューに基づく企
業内訓練と就業継続
のための技術的支援
の一体的実施による
先導的職業訓練に取
り組むこと。

(2) 障害者職業能力開発
校の運営業務の実施に
関する事項
ア 特別支援障害者に
対する職業訓練の充
実

企業ニーズに的確
に対応するととも
に、障害者の職域拡
大を念頭において、
より就職に結びつく
職業訓練の実施に努
める。このため、企
業による採用や職場
適応についてのノウ
ハウが確立されてい
ない特別支援障害者
について、雇入れ可
能性のある企業の協
力・連携の下に、特
注型の訓練メニュー
に基づく企業内訓練
と就業継続のための
技術的支援の一体的
実施による先導的職
業訓練に取り組む。

(2) 障害者職業能力開
発校の運営業務の実
施に関する事項
① 特別支援障害者
に対する職業訓練
の充実

広域センターが
実施する企業アン
ケートを通じて、あ
るいは、企業を対象
として行う訓練見
学会や採用準備講
座の機会等を活用
して、企業の訓練ニ
ーズの広範な把握
をし、企業ニーズに
的確に対応すると
ともに、障害者の職
域拡大を念頭にお
いて、個別カリキュ
ラムによる個別訓
練等、より就職に結
びつく職業訓練の
実施に努める。この
ため、企業による採
用や職場適応につ
いてのノウハウが
確立されていない
特別支援障害者に
ついて、雇入れ可能
性のある企業の協
力・連携の下に、特
注型の訓練メニュ
ーに基づく企業内
訓練と就業継続の
ための技術的支援
の一体的実施によ
る先導的職業訓練
に取り組む。

＜評価の視点＞
・企業による採用や職

場適応についてのノ
ウハウが確立されて
いない特別支援障害
者について、特注型
の訓練メニューに基
づく企業内訓練と就
業継続のための技術
的支援の一体的実施
による先導的職業訓
練に取り組んでいる
か。

(2) 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項

① 特別支援障害者に対する職業訓練の充実

○企業ニーズへの対応と職域拡大に向けた訓練カリキュラム
の充実等

・企業を対象としたアンケート調査や後述する障害者採用準備
講座の開催、公共職業安定所や地域センターの障害者雇用納
付金関係業務における企業向けセミナー等への参加を通じて
企業ニーズの把握に努めた。

・中央校においては、企業が事務職種で障害者雇用を検討する
際、担当業務に帳票等の照合作業を想定する傾向があること
を踏まえ、当該業務を模した訓練教材を作成し、それを活用
した訓練を実施した。また、訓練生の採用内定企業を招き、
当該訓練生の訓練状況を見学してもらった上で、企業が更に
要望するスキルを聴き取り、当該訓練生の採用までの訓練に
反映させた。

・吉備校においては、３Ｄプリンタを活用した３次元ＣＡＤシ
ステムによる形状作成実技の課題について、就職等を予定し
ている企業の技能習得に係る要望に基づき、当該企業で製造
している機械部品等の成形を訓練課題とした。

・訓練生が自ら記載するツールを用いたストレス対処に係るセ
ルフマネジメント訓練（健康管理）の取組により、職場適応
や健康管理に関わる支援を実施した。

○特注型企業連携訓練の推進
・特別支援障害者のうち、障害が重く、施設内の訓練で習得し

たことを実際の就労で活用することが困難と思われる者に
対し、より一層円滑に就職・職場定着ができるよう、雇入れ
を検討している企業での訓練を組み合わせた特注型企業連
携訓練を引き続き実施した。具体的には、受講生の訓練初期
段階から、当該受講生の雇入れを検討する企業に対し、雇用
された際に必要となる特別な機器・設備の配備等の助言を行
いつつ、当該訓練の実施に向けた働きかけを行った。また、
企業内訓練の実施においては、受講生が実務に円滑に対応で
きるよう、企業との連携の下、作業環境の調整や作業手順の
確立等の支援を行った。加えて、企業内訓練において明らか
となった受講生の課題については、その後の施設内訓練での
訓練内容に反映させ、その改善を図ることで訓練先企業での
雇用可能性を高められるようにした。

【平成27年度の特注型企業連携訓練の取組事例】
・訓練生は、高次脳機能障害により記憶力や注意力が低下して

いたため、新しいことの習得や環境への適応には、低下した
記憶力・注意力に応じた訓練が必要であった。
訓練生は、事務職での就職を希望していたことから、施設内
訓練では、職業訓練指導員が、訓練先企業の事務作業で使用
されている指示・用語、作業上の注意点等を事前に把握し、
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マニュアルを作成した。また、訓練先企業に類似した環境を
設定し、指示・用語、作業上の注意点等の習得を図った。企
業内訓練では、施設内訓練で習得した技能や予め習得した訓
練先企業の指示・用語、作業上の注意点等を活用できるよう、
実際に職務を行う場面での訓練を実施した。
このように施設内訓練と企業内訓練を組合わせた訓練を実
施することで、訓練先企業に適合した技能を習得できるよう
になり、当該企業への就職、職場定着が実現した。

更に特注型企業連携訓練の充実及び受入れ企業の拡大に向
け、以下の取組を引き続き行った。
ⅰ当該訓練の受講を希望する、あるいは必要とする障害者や
当該訓練への協力企業を広く募るため、三者のホームペー
ジに、対象となる障害内容及び訓練の内容等を分かりやす
く紹介した資料を掲載した。また、商工会議所、経営者協
会、中小企業家同友会等の事業主団体37団体（前年度実績
30団体）への訪問等により、当該訓練の内容等を説明する
とともに、機関誌への両校の紹介を含めた周知記事の掲載
や当該訓練のパンフレットの配布による会員企業への周
知を依頼した。

ⅱ公共職業安定所主催の雇用促進会議、就職面接会において
パンフレットを配布し、当該訓練への協力について企業等
に対する働きかけを行った。

・以上の取組の結果、特注型企業連携訓練実施者は43人（前年
度実績39人）となった。訓練修了者のうち当該企業連携訓練
を実施した者42人（前年度実績39人）、訓練先企業での就職
者は33人（前年度実績28人）で訓練先企業への就職率は78.6％
であった（前年度実績71.8％）。また、訓練先企業以外での
就職者も含めると、42人（前年度実績38人）が就職し、就職
率は100.0％となった（前年度実績97.4％）。

○特別支援障害者に対する支援技法の向上と支援ノウハウの
共有

・両校の職業訓練指導員、カウンセラー等の出席（118人）に
よる業務研究会を開催し、公共職業安定所が行う雇用率達成
指導との連携を契機とした特注型企業連携訓練の活用による
事業主支援についての報告及び意見交換を行った。

・両校及び地域センターの支援ノウハウの共有化を図るため、
精神障害者等の支援のために新たに開発されたカリキュラ
ム、教材、ツールを機構内ＬＡＮに掲載し共有した。両校に
おいては、地域センターの支援ノウハウを活用することによ
り、より効果的な支援の実施に努めた。

・支援の困難性が高い対象者が増加していることから、必要に
応じて両校がそれぞれ委嘱している医療情報助言者（医師）
の専門的助言を得ながら、個々の特性に応じた支援を実施
し、支援ノウハウの向上及び職員間での共有を図った。

また、経済・雇用
失業情勢を踏まえつ
つ、職業紹介等の業
務を担当する職業安
定機関との緊密な連
携を図り、第３期中
期目標期間中におい

また、経済・雇用
失業情勢を踏まえつ
つ、職業紹介等の業
務を担当する職業安
定機関との緊密な連
携を図り、訓練修了
者 等 の 就 職 率 が

また、経済・雇用
失業情勢を踏まえつ
つ、訓練受講者に対
するより早期からの
就職支援及び事業主
に対する訓練受講者
の職業能力の情報提

＜定量的指標＞
・第３期中期目標期間

中において修了者等
の就職率が 80％以
上となることに資す
るため、利用者ニー
ズや求人ニーズ動向

○経済・雇用失業情勢に対応した就職促進対策の実施
・訓練生の就職を促進するため、職業訓練の実施に当たっては、

個々の訓練生の障害特性、能力及び適性等に応じた個別カリ
キュラムを設定するとともに、就職経験のない訓練生や職種
転換を希望する訓練生に対して、就労イメージを持ち具体的
な訓練目標が設定できるよう訓練受講の早期段階に就業体
験のための短期間の職場実習を実施した。
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て修了者等の就職率
が 80％以上となる
ことに資するため、
利用者ニーズや求人
ニーズ動向等を踏ま
えたカリキュラムの
見直し等による訓練
内容の充実を図るこ
と。

80％以上となること
に資するため、利用
者ニーズや求人ニー
ズ動向等を踏まえた
指導技法の開発、訓
練カリキュラムの見
直し等によりその内
容の充実を図る。

供等を実施するとと
もに、職業紹介等の
業務を担当する職業
安定機関との緊密な
連携を図り訓練修了
者 等 の 就 職 率 が
80％以上となること
に資するため、利用
者ニーズや求人ニー
ズ動向等を踏まえた
指導技法の開発、訓
練カリキュラムの見
直し等によりその内
容の充実を図る。

等を踏まえた指導技
法の開発、訓練カリ
キュラムの見直し等
により、訓練内容の
充実を図ること。【数
値目標】

・就職活動が長期化した場合でも、就職意欲の低下や心身の不
調が生じないようにするためにグループミーティングやセル
フマネジメント訓練（体調管理）を繰り返し実施するととも
に、事業主に対し、習得した能力を効果的に自己アピールで
きるようになるための個別支援の時間数を増やす等、職業生
活指導の充実を図った。

・地域センターにおいて、事業主へ両校の修了予定者及び修了
未就職者に関する情報を提供するほか、採用の可能性のある
事業所情報を両校へ連絡し、連携を図った。

・公共職業安定所への訪問による、更なる求人開拓の要請を253
所（前年度実績401所）に対して行うとともに、公共職業安定
所の担当官を招いた特別職業相談会を開催し、訓練場面の視
察により訓練生の対応可能な職務を確認してもらった上で、
具体的な求人についての職業相談を実施した。

・両校から遠隔地での就職を希望する特別支援障害者等に対し
て、必要な支援を必要な時に提供できるよう、当該地域を管
轄する地域センターが、特注型企業連携訓練の実施時におけ
る訓練生及び事業主へのフォローや、訓練生から応募希望が
あった企業へのジョブコーチ支援の実施の働きかけ及び調整
の協力を行った。

・公共職業安定所と連携して雇用率未達成企業の担当者を主な
対象とし、採用時の留意事項や職場内の配慮事項等に係る支
援事例を紹介する障害者採用準備講座（参加企業数51社（前
年度実績 155社））を実施した。企業の個別ニーズを踏まえ
た雇用の分野における障害者に対する差別禁止・合理的配慮
の提供義務化を踏まえた就労支援機器の活用等に関する講演
や、訓練生受入れ企業からの報告に加え、分科会に分かれて
のグループディスカッションや個別相談を実施した。グルー
プディスカッションでは、新たに障害者を受け入れる部署で
の障害者雇用の理解を促進するため、課題や改善方法につい
て意見交換を行うことによりノウハウの共有を図った。また、
訓練生がプレゼンテーションソフトによる訓練成果の発表を
行い、企業に対して自身をアピールする場としても活用した。

・職業訓練指導員等が訓練生の採用面接に同行し、企業に対し
て当該訓練生の習得能力等の情報提供や雇用管理のアドバイ
スを行った。

・訓練受講から就職までの流れや指導内容、雇用事例等を分か
りやすく記載した「障害者雇用ガイド」を労働局、公共職業
安定所主催の会議や訓練生の雇入れ相談の際に企業に提供し
た。

・求職者情報をホームページに掲載し、毎月更新するとともに、
就職面接会等で企業の人事担当者へ配布し、雇入れに関する
問合せのあった事業主や、採用意向が把握された事業主に対
しては直ちに採用面接に向けた働きかけを行った。

・訓練生の希望就職地の事業主団体37団体（前年度実績30団体）
への訪問等により、会員企業への求人確保等の協力を依頼し
た（「特注型企業連携訓練の推進」より再掲）。

・企業の人事担当者が訓練生と面談しながら行う会社説明会を
35社（前年度実績52社）において開催し、特別支援障害者等
の就職機会の確保に努めた。

・訓練生に対しては、早期就職が実現できるよう、訓練期間中
の早期から就職支援を開始するとともに、公共職業安定所が
開催する就職面接会への積極的な参加を促した（64回、延べ
284人参加（前年度実績51回、延べ305人））。
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・労働局を通じて、各公共職業安定所に定期的に求職者情報を
提供し、求人開拓等の就職促進に係る協力を依頼した。

○地域センターとの連携による一体的な支援
・特別支援障害者等の受入れ促進、就職促進等において、下記
事例のとおり、地域センターの専門的支援が必要なケースに
ついては、訓練中から訓練状況を共有し、両者が連携して就
職希望地における就職支援を一体的に実施している。

【地域センターと連携して支援した腎臓機能障害者の事例】
・支援対象者は、腎臓機能障害により水分補給、疲労への配慮

が必要だったことから、これまでに経験のある製造業から事
務職への職種転換を目指した。
各種ソフトウェアを活用した事務作業、ビジネスマナーに関
する訓練を行うとともに健康管理、対人スキルに課題が見ら
れ、それら課題に関する支援や、企業に対する体調面を踏ま
えた雇用管理についての助言等が必要なことから、訓練中期
から本人の居住地を管轄している地域センターとの相談、情
報共有を行った。就職時には、ジョブコーチ支援を活用し、
職場定着支援を行い、円滑な職場適応へとつなげた。

・以上の取組の結果、訓練修了者等の就職率は87.9％（達成度
109.9％、前年度実績93.9％）と数値目標を上回るとともに、
就職者数239人（前年度実績229人）及び特別支援障害者の就
職者数144人（前年度実績135人）とも過去最高実績となった。

② 障害者に対する訓
練技法等の開発・普
及

ア 障害者に対する
指導技法等の開発
による先導的な職
業訓練実施の成果
をもとに、特別支
援障害者等に対す
る職業訓練内容、
指導技法等のマニ
ュアル等を作成
し、他の障害者職
業能力開発校や、
職業能力開発校等
に提供すること

イ 障害者に対する
指導技法等の開発・普
及

障害者に対する指
導技法等の開発によ
る先導的な職業訓練
実施の成果をもと
に、次の取組を行う
ことにより、障害者
職業訓練全体のレベ
ルアップに貢献す
る。指導技法等の開
発成果については、
障害者職業能力開発
校等へのアンケート
調査を実施し、開発
した指導技法等に係
る職業訓練を実施又
は実施を検討してい
る障害者職業能力開
発校等の有効回答の
うち 80％以上のも
のから有用であった
旨の評価が得られる
ようにする。

② 障害者に対する指
導技法等の開発・普
及

障害者に対する指
導技法等の開発によ
る先導的な職業訓練
実施の成果をもとに、
次の取組を行うこと
により、障害者職業訓
練全体のレベルアッ
プに貢献する。指導技
法等の開発成果につ
いては、障害者職業能
力開発校等へのアン
ケート調査を実施し、
開発した指導技法等
に係る職業訓練を実
施又は実施を検討し
ている障害者職業能
力開発校等の有効回
答のうち 80％以上の
ものから有用であっ
た旨の評価が得られ
るようにする。

② 障害者に対する指導技法等の開発・普及

① 特別支援障害者 イ 特別支援障害 ＜評価の視点＞ イ マニュアル作成、指導技法解説
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等に対する職業訓
練内容、指導技法
等のマニュアル等
を作成し、他の障
害者職業能力開発
校等に提供すると
ともに、その訓練
指導員に対して指
導技法等の解説や
グループ別検討会
での課題に応じた
助言を実施するこ
と

者等に対する指
導技法等を他の
障害者職業能力
開発校等に提供
するため、次の取
組を行う。
・ 「精神障害者
等向け委託訓練
カリキュラム等
開発・検証・普
及事業」を実施
し、精神障害者
等に対する委託
訓練モデルカリ
キュラム、指導
技法等の開発・
検証と、これら
訓練技法のノウ
ハウの普及を行
う。

なお、平成 27
年度について
は、都道府県・
拠点校がモデル
カリキュラム
（案）を再度試
行した結果を検
証し、モデルカ
リキュラムを開
発するととも
に、同カリキュ
ラムの実施に必
要な指導技法を
マニュアルに取
りまとめる。

・ 障害者能力開
発指導者交流集
会を開催し、訓
練指導員等に対
して特別支援障
害者等に対する
職業訓練内容、
指導技法等の解
説やグループ別
検討会での課題
に応じた助言を
実施する。

・特別支援障害者等に
対する職業訓練内
容、指導技法等のマ
ニュアル等を作成
し、他の障害者職業
能力開発校等に提供
するとともに、その
訓練指導員に対して
指導技法等の解説等
を実施しているか。

○ホームページ等による指導技法等の普及
・平成25年度までの先導的な職業訓練の成果を取りまとめた各
種マニュアル等をホームページに公開し、広く普及を図った。

・職業訓練実践マニュアルのＰＲリーフレットを、後述する障
害者能力開発指導者交流集会の開催通知に同封し、他の障害
者職業能力開発校（以下「障害者校」という。）等へ送付す
るとともに、当機構主催の職業リハビリテーション研究・実
践発表会（11 月）、職業大フォーラム 2015（10 月）において
配布し、周知した。

・当機構発行の定期刊行誌「働く広場」（９月号）への紹介記
事の掲載により、指導技法等の提供に係る支援内容及び職業
訓練実践マニュアルを広く周知することに努めた。

○障害者能力開発指導者交流集会の開催
・障害者の職業訓練に関する実践的・先導的な取組について情
報共有、意見交換等を行うことにより、効果的かつ円滑な障
害者職業訓練の推進に資することを目的に、障害者校等の職
業訓練指導員や障害者職業訓練の企画を担当する都道府県職
業能力開発主管課の職員等を参集し、障害者能力開発指導者
交流集会を開催した。

・多くの障害者職業訓練に携わる人等の参加が得られるよう、
平成23年度より厚生労働省主催の障害者職業訓練指導員経験
交流会と共同開催（名称は「障害者職業訓練推進交流プラザ」）
している。

・プログラムの作成に当たっては、平成26年度のアンケート結
果を踏まえ、障害者委託訓練の実施機関である企業に、委託
訓練を実施する上で工夫した点を発表してもらうとともに、
グループ別検討会にも参加していただいた。

・中央校からは平成26年度から実施している精神障害者等向け
委託訓練カリキュラム等開発・検証・普及事業において、平
成26年度に開発したモデルカリキュラムについて解説した。
吉備校からは平成25年度から本格実施している特別支援障
害者等向け訓練コース（以下「専門訓練コース」という。）
の設置に向けた訓練計画策定に係る助言・援助等を行う専門
訓練コース設置・運営サポート事業（以下「サポート事業」
という。）について、実際の事例を中心に支援の流れを紹介
した。この他、他の障害者校から、重複障害のある知的障害
者の事例、都道府県職業能力開発主管課による、障害者委託
訓練の委託先機関開拓に関する取組の紹介等を行った。ま
た、グループ別検討会を、障害や訓練の種類別にテーマを設
定して実施するとともに、参加者が抱える課題の改善策がグ
ループでは見出せない場合に、両校の職業訓練指導員が助言
を行った。
開催日：平成27年11月５日
参加者数：89人（前年度実績89人）

・以上の結果、参加者に対するアンケート調査では、97.6％ (前
年度実績 98.8％)から「有用であった」との回答を得た。ま
た、厚生労働省と共同で報告書を作成し、都道府県職業能力
開発主管課を通じて障害者校等に配付した。

○精神障害者等向け委託訓練カリキュラム等開発・検証・普及
事業

・厚生労働省からの要請により平成 26年度から平成 28年度ま
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での３か年計画で、委託訓練を受託する訓練実施機関におい
て、精神障害者等の障害特性に配慮した訓練が実施できるよ
う、指導技法等を開発・検証・普及する事業を実施している。
平成 26 年度にモデルカリキュラム、指導技法等を開発、試
行実施し、平成 27 年度は、前年度の試行結果を踏まえた試
行を再度実施した。平成 26 年度に実施したアンケート調査
により都道府県の要望を的確に把握し、前年度に開発・試行
実施したモデルカリキュラムを基に「受講者の障害が混在し
ている状況下での訓練方法」や「支援ツールの解説」を含め
た「精神障害者等向け委託訓練参考マニュアル」を作成し、
ホームページに掲載した。

イ 障害者職業能力
開発校及び職業能
力開発校での特別
支援障害者等の受
入れの促進に係る
取組を強化するた
め、職業訓練指導
員を対象とした長
期の実務演習と当
該校への訪問等に
よる助言等により
特別支援障害者等
向け訓練コースの
設置等の支援に取
り組むこと等によ
り、障害者職業訓
練全体のレベルア
ップに貢献するこ
と。

② 障害者職業能力
開発校及び職業能
力開発校での特別
支援障害者等の受
入れの促進に係る
取組を強化するた
め、職業訓練指導
員を対象とした長
期の実務演習と当
該校への訪問等に
よる助言等により
特別支援障害者等
向け訓練コースの
設置等の支援に取
り組むこと

ロ 障害者職業能力
開発校及び職業能
力開発校での特別
支援障害者等向け
訓練コースの設置
による受入れを促
進するため、次の
取組を行う。
・ 特別支援障害
者等向け訓練コ
ース設置による
職業訓練の有効
性について理解
を深めコース設
置の検討を促す
ため、訓練場面
の見学や訓練体
験等により構成
する指導技法等
体験プログラム
を実施する。

・ 特別支援障害
者等向け訓練コ
ースを設置する
障害者職業能力
開発校等の訓練
計画や訓練環
境、支援ニーズ
等に応じた支援
プログラムを作
成し、職業訓練
指導員を対象と
した長期の実務
演習と当該校へ
の訪問等による
助言等により特
別支援障害者等
向け訓練コース
の設置及び円滑
な運営を支援す
る。

＜評価の視点＞
・障害者職業能力開発

校等での特別支援障
害者等の受入れの促
進に係る取組を強化
するため、職業訓練
指導員を対象とした
長期の実務演習等、
特別支援障害者等向
け訓練コース設置等
の支援を行っている
か。

ロ 障害者職業能力開発校等に対する訓練コースの設置支援
○指導技法等体験プログラム
・障害者校等における特別支援障害者の受入れの拡大に資する

ため、職業訓練指導員や障害者職業訓練の企画を担当する都
道府県職業能力開発主管課の職員等を対象に、先導的な職業
訓練の取組の紹介や指導体験、意見交換等による、専門訓練
コースの設置・運営による効果的職業訓練等の実施について
理解を促すことを目的とした指導技法等体験プログラムを
実施した。

・当該プログラムは、障害者校及び一般の職業能力開発校等へ
周知するとともに、厚生労働省の協力を得て、都道府県労働
局及び都道府県職業能力開発主管課に対して周知を行った。

・中央校においては、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能
障害者の職業訓練等をテーマとし、１回目は障害者校等から
広く参加を得て、訓練場面の見学や指導体験、指導方法の解
説、事例検討、意見交換を行い、２回目はサポート事業の利
用を具体的に検討している都道府県職業能力開発主管課と
障害者校の参加を得て、専門訓練コース設置による職業訓練
の効果等について説明、意見交換を行った。吉備校において
は、発達障害を伴う知的障害者、精神障害者、発達障害者及
び高次脳機能障害者の職業訓練をテーマとし、専門訓練コー
スの訓練場面の見学、指導体験、指導方法の解説、事例検討、
意見交換の幅広い内容により実施した。

・参加者数、両校計36人（前年度実績46人）
・参加者に対するアンケート調査では、97.1％（前年度実績

97.7％）から「有用であった」との回答を得た。

○専門訓練コース設置・運営サポート事業
・特別支援障害者の職業訓練機会を拡大するためには、すべて

の障害者校等が専門訓練コースの設置等により障害特性に
応じた職業訓練を実施できるようになることが重要である。
そのため、両校において、個々の障害者校等の訓練計画や訓
練環境、支援ニーズ等に応じて次の支援を行うサポート事業
を実施した。具体的な支援内容は次のとおり。
ⅰ個々の支援対象施設の支援ニーズ等の把握
ⅱ専門訓練コースの設置に向けた訓練計画策定に係る助
言・援助

ⅲ専門訓練コース設置・運営に必要となる指導技法等のＯＪ
Ｔ方式による提供

ⅳ訓練開始後に生じた課題解決を図るための支援
・平成27年度は、千葉県立障害者高等技術専門校及び新潟県立

新潟テクノスクールへの支援を継続するとともに、新たに石
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川障害者職業能力開発校、大阪府立芦原高等職業技術専門校
及び鳥取県立産業人材育成センター倉吉校への支援を開始
した。
支援状況は、前年度からの継続を含め、以下のとおりである。

・中央校
【千葉県立障害者高等技術専門校（支援継続中）】
精神障害者対象の「職域開拓コース」を拡充し、新たに精

神障害者に加え発達障害者も受け入れるコースとして再編
するための支援要請に対し、ＯＪＴ方式によるノウハウ提供
の支援を実施し、平成29年度から精神障害者及び発達障害者
を対象とするコースが開設される見込みである。

【新潟県立新潟テクノスクール（支援継続中）】
知的障害者を対象とした訓練科（総合実務科）の運営に係

る支援要請に対し、入校選考・コース設定の方法、カリキュ
ラム内容等について助言を行うとともに、中央校の訓練場面
の見学等を通じたノウハウ提供の支援を実施し、平成27年度
の同科の定員が充足された。平成27年度は、ニーズに応じて
個別の訓練生に即したノウハウ提供を行うなどのフォロー
アップ支援を実施した。

【石川障害者職業能力開発校（平成27年度開始・継続中）】
一般訓練科での精神障害者の円滑な受入れに係る支援要

請に対し、中央校の精神障害者等の訓練場面の見学等の支援
を実施した。

・吉備校
【大阪府立芦原高等職業技術専門校（平成27年度開始・継続
中）】
精神障害者を対象とした専門訓練コースの設置に係る支

援要請に対し、支援ニーズを把握した。
【鳥取県立産業人材育成センター倉吉校（平成27年度開始・
継続中）】
発達障害者を対象とした専門訓練コースの設置に係る支

援要請に対し、吉備校の訓練場面の見学、意見交換等の支援
を実施した。

・本事業の対象施設等に実施したアンケートでは、「訓練を通
じて、訓練生が、自らの障害特性や得意なこと・苦手なこと、
どのような工夫が必要であるかということについての自己
認識を高めることが重要と感じた」との意見等を得た。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・定員充足率の向上に向けて、全国の労働局・公共職業安定

所・福祉機関等への訪問、実際の訓練が体験できるオープン
キャンパスの開催、地域センター主催の実務的研修に参加し
た関係機関職員に向けた募集周知を行った。

・指導技法等の開発成果については、平成26年度に実施したア
ンケート調査により都道府県の要望を的確に把握し、精神障
害者等向け委託訓練カリキュラム等開発・検証・普及事業で
開発したモデルカリキュラムを基に「受講者の障害が混在し
ている状況下での訓練方法」や「支援ツールの解説」を含め
たマニュアルを作成し、都道府県のニーズに応じたものとな
るよう努めた。
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４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・定員に占める特別支援障害者の割合が過去最高となり、特注型企業連携訓練等により特別支援障害者への積極的な支援がされていること、指導技法の開発普及、他校に対する専門訓練コースの設置を支援していることは、評価で

きる。

・他校への支援において、役割を発揮することを期待したい。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－７ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等の支給業務

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場
において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を

図ること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
―

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

収納率（計画値） 99％以上 － 99％以上 99％以上 99％以上 99％以上 99％以上 予算額（千円） － － －

収納率（実績値） － 99.94％ 99.93％ 99.96％ 99.97％ 決算額（千円） － － －

達成度 － － 100.9％ 101.0％ 101.0％ 経常費用（千円） － － －

事業主説明会開催回数（計
画値）

毎年度平均
420 回以上

－ 420 回以上 420 回以上 420 回以上 420 回以上 420 回以上 経常利益（千円） － － －

事業主説明会開催回数（実
績値）

－ 474 回 473 回 477 回 707 回
行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

達成度 － － 112.6％ 113.6％ 168.3％ 従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

【評価項目７ 障害
者雇用納付金の徴収
及び障害者雇用調整
金、報奨金等の支給
業務】
＜評定と根拠＞
評定:Ａ

事業主説明会は、
平成 28 年度に初め
て納付金等の申告・
申請を行う適用拡大
対象事業主を対象と
する説明会を加え、
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(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

障害者の雇用に関す
る事業主の社会連帯責
任の円滑な実現を図る
観点から、障害者の雇
用に伴う事業主の経済
的負担を調整するとと
もに、障害者の雇用の
促進等を図るため設け
られた「障害者雇用納
付金制度」に基づく、
障害者雇用納付金の徴
収並びに障害者雇用調
整金、報奨金、在宅就
業障害者特例調整金、
在宅就業障害者特例報
奨金及び各種助成金の
支給等の機構が実施す
る納付金関係業務につ
いては、障害者の雇用
の促進に寄与するため
に、法律の目的にのっ
とり、適正かつ効率的
な運営を図ること。
また、障害者の雇用

に関する実践的手法の
開発、講習の事業、啓
発の事業を効果的に実
施することにより、事
業主の障害者雇用の取
組を支援し、障害者の
雇用促進を図ること。
なお、障害者雇用納付
金申告対象事業主等に
対する調査や就労支援
機器の貸出しなどの業
務については、サービ
スの質の維持や不正受
給の防止に努めつつ、
業務を効率的かつ効果
的に実施すること。

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項
目標を大きく上回る
過去最高の実績であ
る 707 回開催し、事
業主に対してきめ細
かな説明を行うこと
によって、制度理解
の促進に的確に対応
した。

収納率は、収納に
向けた積極的な取組
によって、目標を上
回る 99.97％と、適
用対象事業主が 200
人超に拡大された平
成 22年度以降、最高
の実績となった。

また、新たに制度
の適用対象となる事
業主への周知活動に
ついては、13,599 件
の個別訪問を実施す
るとともに、経済団
体等への協力要請、
ポスターの掲出、新
聞広告の掲載により
広く周知に努めた。

さらに、納付金等
の適切な徴収・支給
を促進するため、事
業所訪問調査の効果
的かつ的確な実施等
に努めた。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
常用雇用労働者数

が 200 人を超える事
業主については、引
き続き高い収納率の
維持に努めるととも
に、平成 28年度から
初めて申告・申請を
行う常用雇用労働者
数が 100 人を超える

① 障害者雇用納付金
の徴収並びに障害者
雇用調整金、報奨金、
在宅就業障害者特例
調整金及び在宅就業
障害者特例報奨金の
支給に関する業務の
適切な実施

ア 障害者雇用納付金
の徴収及び障害者雇
用調整金、報奨金等
の支給

① 障害者雇用納付金
の徴収及び障害者雇
用調整金、報奨金等
の支給

① 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等
の支給

適用拡大対象事業主
については、丁寧か
つ的確な指導等によ
り、中期目標期間終
了時までに 99％以
上の収納率となるよ
う努める必要があ
る。
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ア 障害者雇用納付
金の徴収並びに障
害者雇用調整金、
報奨金、在宅就業
障害者特例調整金
及び在宅就業障害
者特例報奨金の支
給については、機
構においてより厳
正な審査及び効率
的な手続き等を行
うことはもとよ
り、事業主に対し
て障害者雇用納付
金制度を十分に周
知徹底し、理解の
促進を図るため、
関係機関との連携
を図りつつ、事業
主説明会を幅広く
実施すること。
また、平成 27

年４月から障害者
雇用納付金制度の
適用対象企業が拡
大（200 人超企業
→100 人超企業）
することを踏ま
え、地域の経済団
体、業界団体等に
対する協力要請や
新たに対象となる
中小企業への個別
訪問等による周
知・啓発を実施す
るなどにより、中
小企業等における
制度の理解の促進
に努めること。ま
た、障害者雇用納
付金徴収業務につ
いては、現行の収
納率目標（99％以
上）の水準を目指
すとともに、それ
に向けた適正な制
度運営を行うこ
と。

イ 障害者雇用納付
金については、厳
正な審査、調査の
実施により、常用
雇用労働者数が

障害者雇用納付金
制度について適切な
周知、理解の促進を
図るため、関係機関
との連携を図りつ
つ、事業主説明会を
第３期中期目標期間
中、毎年度平均で
420 回以上開催する
ほか、パンフレット、
記入説明書等の配布
を行う。

障害者の雇用の促
進等に関する法律
（昭和 35 年法律第
123 号）に基づき、
障害者雇用納付金の
的確な徴収並びに障
害者雇用調整金、報
奨金、在宅就業障害
者特例調整金及び在
宅就業障害者特例報
奨金の適正な支給を
行うため、より厳正
な審査を実施するほ
か、障害者雇用納付
金申告対象事業主等
に対して調査を的確
に実施することによ
り、障害者雇用納付
金については、常用
雇用労働者数が 200
人を超える事業主に
ついては 99％以上
の収納率を維持する
とともに、平成 27
年４月から新たに適
用対象となる常用雇
用労働者数が 100 人
を超え 200 人以下の
事業主については、
第３期中期目標期間
終了時までに、同様
の収納率を目指すも
のとする。

また、適用対象事
業主が拡大すること
を踏まえ、地域の経
済団体、業界団体等
に対する協力要請や
新たに対象となる中
小企業への個別訪問
等による制度の周
知・啓発を実施し、

イ 障害者雇用納付
金制度についての
適切な周知、理解
の促進

障害者雇用納付
金制度について
は、事業主から的
確な申告、支給申
請がなされるよ
う、以下の各事業
を実施する。

(ｲ) 事業主説明会
の開催

事業主説明会
については、関
係機関との連携
を図りつつ、事
業主が制度及び
事務手続を十分
に理解し、申告、
支給申請が的確
になされるよう
420 回以上開催
するほか、今後
の事業主説明会
の説明内容及び
制度、事務手続
についての周知
徹底、理解の促
進を図るために
作成するパンフ
レット、記入説
明書等の充実に
資するため、引
き続き、事業主
説明会において
参加者アンケー
トを実施する。

＜定量的指標＞
・事業主説明会を第３

期中期目標期間中、
毎年度平均で 420 回
以上開催すること。
【数値目標】

イ 障害者雇用納付金制度について適切な周知、理解の促進

(ｲ) 事業主説明会の開催
・開催回数：707 回（前年度実績 477 回、前年度比 148.2％、

達成度 168.3％）
・事業主説明会は、平成 28 年度の申告・申請が円滑・適正に

行われるよう、平成 28 年度に初めて納付金等の申告・申請
の事務を行う常用雇用労働者数が 100 人を超え 200 人以下の
中小企業事業主等の担当者を対象とする説明会を加えて、過
去最高となる回数を第４四半期に集中的に開催した。

・平成 27年 12 月上旬に全国の事業主説明会の開催日程をホー
ムページ上に一括掲載し、事業主説明会開催の周知に努める
とともに、事業主団体等に協力を依頼し、傘下事業主等への
周知を図った。

・事業主説明会用パワーポイント資料について、平成 26 年度
に開催した事業主説明会において実施した参加者に対する
アンケートの結果を踏まえ、申告・申請書の記入説明書の記
載項目ごとに平成 26 年度までの申告・申請において問合せ
や誤りの多かった事項等に重点を置いた構成とし、フローチ
ャートや具体的なケースの記入例を掲載するとともに、申
告・申請書等の作成手順ごとに、記入上の注意点を吹き出し
で示すなど、より分かりやすいものとした。また、電子申告
申請を活用した平成 28 年度申告・申請書の作成方法につい
て、事業主が行う作業手順に沿って申告・申請手続を分かり
やすく解説したパワーポイント資料を作成し、事業主説明会
において配付・説明した。

・事業主説明会の開催準備の段階から、都道府県支部が必要と
する情報提供や指示をタイミングを捉えて的確に行うとと
もに、平成 27 年 12 月には、パワーポイント資料の利用方法
や特に重点的に説明すべき事項、アンケート調査の実施方法
等を取りまとめ、平成 27 年度における事業主説明会開催に
係る通達を都道府県支部に通知し、事業主説明会を一層効果
的に開催することに努めた。

・事業主説明会に参加できなかった事業主や事業主説明会の内
容をもう一度聞きたいという事業主の要望を踏まえ、制度や
事務手続の理解を深め、時間を問わずにオンデマンドで活用
できるよう、パワーポイント資料に説明音声を付した動画を
作成し、インターネット（YouTube）で配信した。
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200 人を超える事
業主については
99％以上の収納率
を維持するととも
に、平成 27 年４月
から新たに適用対
象となる常用雇用
労働者数が 100 人
を超え 200 人以下
の事業主について
は、中期目標期間
終了時までに、同
様の収納率を目指
すこと。

中小企業等における
障害者雇用の促進を
図る。

上記の納付金関係
業務を行うに当たっ
ては、障害者雇用率
達成指導業務を実施
する職業安定機関と
緊密な連携を図り、
必要な情報交換を行
う。

(ﾛ) パンフレッ
ト、申告書の記
入説明書等の作
成、配付

制度及び事務
手続について適
切な周知、理解
の促進を図るた
め、制度につい
て分かりやすく
記載したパンフ
レット、様々な
記入例を交えた
申告書の記入説
明書等を作成、
配布する。また、
その内容は（ｲ）
の参加者アンケ
ート結果等の事
業主からの意見
及び前年度まで
の申告・申請に
おいて誤りの多
かった事項につ
いての対応策を
十分踏まえたも
のとする。

また、パンフ
レット等の内容
をホームページ
に掲載すること
により、事業主
の制度、手続に
対する理解を深
めるとともに円
滑かつ的確な申
告・申請に資す
るものとする。

(ﾛ) パンフレット、申告書の記入説明書等の作成、配付
・制度周知用パンフレットを作成し、ホームページに掲載し

た。
・記入説明書 70,000 部作成
・記入説明書については、ホームページに掲載するとともに

70,000 部作成し、平成 27 年度第４四半期に実施した事業主
説明会の場において配付し、参加できなかった事業主に対し
ては郵送により配付した。

・記入説明書は、事業主が円滑に申告・申請書を作成できるよ
う、各項目を作成手順ごとに取りまとめるとともに、申告申
請書作成支援シートや電子申告申請のＱ＆Ａ及び申告申請
時に誤りが多い箇所について、詳しく説明した具体例等を追
加し、事業主が理解しやすい構成とした。
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(ﾊ) 職業安定機関
との連携及び担
当者会議の開催

障害者雇用率
達成指導業務を
実施する職業安
定機関と緊密な
連携を図り、必
要な情報交換を
行うとともに、
１月に納付金関
係業務担当者全
国会議を開催
し、制度及びそ
の運営について
の共通の理解と
認識を深めると
ともに、申告・
申請において誤
りの多かった事
項についての対
応策について指
示･徹底を図る。

＜評価の視点＞
・障害者雇用率達成指

導業務を実施する職
業安定機関と緊密な
連携を図り、必要な
情報交換を行ってい
るか。

(ﾊ) 職業安定機関との連携及び都道府県支部の担当者会議の
開催

○職業安定機関との情報交換会の開催
・納付金徴収業務等の適切な実施において必要となる事業主情

報の提供及び事業主に対する制度の周知・指導等に当たって
の連携・協力等について、都道府県支部から都道府県労働局
に依頼した。

・職業安定機関と日常的に情報交換を行うほか、納付金の制度
の周知、未申告・未納付事業主に対する指導等について職業
安定機関と連携・協力するため、情報交換会を開催した。

○都道府県支部の担当者会議の開催
・平成 28 年度申告・申請が円滑・適正に行われるためには、

事業主説明会において一層効果的に説明することが重要で
あることから、事業主説明会の開催に係る留意事項及び事業
主説明会用パワーポイント資料に対応した詳細な説明シナ
リオを作成し、都道府県支部の納付金業務担当者に提供する
とともに、具体的な説明手順や説明のポイント等について指
導した。また、申告・申請において問合せや誤りの多かった
就業規則等における所定労働時間と実態の労働時間が常態
として乖離している場合の取扱いについて、事業主からの問
合せに適切に対応できるよう、納付金業務担当者への指導を
徹底した。（平成 28 年１月 12日に開催）

ロ 障害者雇用納付
金制度の改正に係
る周知・広報

平成 27 年４月
から適用対象とな
る常用雇用労働者
数が 100 人を超え
200 人以下の中小
企業事業主が翌年
４月からの申告・
申請を的確に行え
るようにするた
め、効果的な周知
活動を戦略的に展
開する。また、平
成 27 年度におい
ては、次の周知・
広報を積極的に実
施する。
・ リーフレット
の作成・配布及
び広報誌、ホー
ムページ、各種
会議等を活用し
た、中小企業事
業主への対象事
業主の拡大に係
る今後のスケジ

＜評価の視点＞
・適用対象事業主が拡

大することを踏ま
え、地域の経済団体、
業界団体等に対する
協力要請や新たに対
象となる中小企業へ
の個別訪問等による
制度の周知・啓発を
実施しているか。

ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知、広報

・平成 27 年４月から適用対象となる常用雇用労働者数が 100
人を超え 200 人以下の中小企業事業主に対する周知・広報に
ついて、機構本部においては、リーフレットの作成、公共職
業安定所や全国主要 62 駅でのポスターの掲出及び新聞広告
掲載、ホームページや定期刊行誌への記事掲載、中央の経済
団体等への協力要請を行った。また、都道府県支部において
は、地域の経済団体、業界団体等への傘下企業に対する周知
の協力要請、職業安定機関と連携した周知活動、各種会議等
を活用した周知・広報及び中小企業事業主への個別訪問等に
よるきめ細かな周知・説明を行った。

・中央及び地域の経済団体、業界団体等に対して、傘下事業主
等への改正納付金制度の周知及び機構が実施している障害
者雇用のための支援措置の活用に関する周知・広報について
協力を要請し、会合等の場における改正納付金制度の説明、
ポスターの掲出、団体等の広報誌、ホームページへの掲載等
を依頼した（平成 27 年度協力要請団体数：中央 38団体、地
域 599 団体（前年度実績：中央 38団体、地域 613 団体））。

・平成 26 年度から２年計画で実施した個別訪問による制度の
説明について、平成 27 年度は、雇用率達成事業主を中心に
13,599 件を実施した（前年度実績 21,020 件、２年通算 34,619
件）。
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ュール及び具体
的な申告・申請
手続の広範な周
知

・ 申告・申請用
周知ポスターの
全国のハローワ
ークや主要駅へ
の掲出や新聞広
告による広範な
周知

・ 地域の経済団
体、業界団体等
に対する協力要
請による新たに
適用対象となる
傘下の中小企業
事業主等への周
知・広報

・ 職業安定機関
との連携によ
る、障害者雇用
率達成指導と併
せた周知・説明

・ 新たに納付金
制度の適用が見
込まれる事業主
に対する個別訪
問による改正納
付金制度に係る
申告・申請等に
ついてのきめ細
かな周知・説明

ハ 障害者雇用納付
金の的確な徴収並
びに障害者雇用調
整金、報奨金、在
宅就業障害者特例
調整金及び在宅就
業障害者特例報奨
金の適正な支給

障害者雇用納付
金については、よ
り厳正な審査を実
施するほか、正確
な申告及び納付期
限の遵守について
の指導を行うとと
もに、電話、文書
等により積極的に
納付督励・督促を
実施する。
特に、納付金の

ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用調整金、
報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例
報奨金の適正な支給

○障害者雇用納付金の徴収
・平成27年度においても引き続き確実な徴収を図るため、厳正
な審査を実施するほか、未納付事業主に対して電話、文書、
訪問による納付督励・督促を積極的に実施した。

・収納率については、目標値である99％以上を達成するため、
６月末から未納付の事業主に対する納付督励・督促を機構本
部と都道府県支部が連携して次のとおり実施した。

・機構本部は毎月末の未納付事業主のリストを都道府県支部に
送付し、リストを受領した都道府県支部はおおむね２週間以
内に、電話等による未納付理由の把握及び納付督励を実施
し、機構本部にその結果を報告した。
報告を受けた機構本部は、この納付督励により確認した納
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滞納や倒産等によ
る収納不能の事案
の増加を抑制する
ため、事業主に対
する未納付理由の
把握及び納付督励
をより早期に実施
するとともに、倒
産企業の早期把握
と迅速な対応に取
り組むため、次の
措置を講じる。そ
の実施に当たって
は本部及び都道府
県支部の密接な連
携のもと、個々の
事案の実情に応じ
た的確な対応を図
る。

・ 障害者雇用納
付金の申告が必
要な事業主に対
して期限内の申
告・納付につい
て電話等により
勧奨を行うとと
もに、以後、申
告・納付が遅れ
ている事業主に
対しては重ねて
期限内の申告・
納付に係る働き
かけを行う。

・ 申告期限経過
後、速やかに未
申告の事業主に
対して電話等に
より未申告理由
の把握及び申告
督励を実施する
とともに、必要
に応じて、個別
訪問等により当
該事業主に対し
事務手続等に係
る指導、援助を
行う。

・ 未納付の事業
主を７月以降毎
月リストアップ
して都道府県支
部に送付し、迅
速に未納付理由

付予定期日を徒過した未納付の事業主に対して、直ちに都道
府県支部に再度の納付督励を指示した。都道府県支部から当
該未納付事業主に対して速やかに納付するよう滞納処分等に
ついての説明も含めた納付督励を行い、これに応じなかった
場合は、機構本部が督促状を発出し、収納率の向上に努めた。

・また、期限を徒過して申告した事業主に対して機構理事長名
文書による早期納付の注意喚起及び納付予定期日の確認を行
った。

・電話による督励 1,010件（前年度実績1,072件、前年度比
94.2％）

・督励文書・督促状件数 38件（前年度実績 88件、前年度比
43.2％）

・督励訪問件数 5件（前年度実績 5件、前年度比
100.0％）

・未納付事業主が納付督励等に対して具体的な対応を行わない
場合については、納付金申告・納付の担当部署だけではなく、
当該事業所の経理部等の他の関係部署や経営幹部等に連絡を
とるなどにより、企業全体としての対応を促した。

・都道府県支部を通じて、未納付事業主の状況について情報収
集を行った。これらの情報収集等に当たっては、職業安定機
関と緊密な連携を図り、必要な情報交換や企業への同行訪問
等を行った。

・厳しい経営環境にある企業については、機構本部において、
信用情報誌やインターネットの閲覧により企業経営状況に係
る情報を収集するとともに、都道府県支部においては、地域
の関係機関からの情報や報道等を注視し、企業経営状況に係
る情報を機動的に収集した。これらの情報により未納付事業
所の倒産を把握した場合は、迅速に破産管財人等に交付要求
をするなど的確に対応した。

・上記の取組に加え、適正な申告・納付が行われるよう次の取
組を実施した。
- 納付期限前の平成27年４月１日から同月末までに、納付義
務のある事業主に対し、期限内の申告・納付をするよう勧
奨するとともに、納付期限後に申告・納付が未了の事業主
に対して、改めて申告・納付を督励した。

- 申告期限経過後においても、未申告の事業主に対しては、
好事例や未申告理由別の対応のフローチャートを盛り込ん
だ「申告督励マニュアル」に基づき、未申告理由を把握し
た上で、電話や訪問等による申告督励を実施するとともに、
担当者が事務処理に不慣れである、あるいは理解が不十分
である場合等には、必要に応じて申告・納付の事務手続に
係る指導・援助等を実施した。

・申告・申請において問合せや誤りが多かった事項に係る取扱
いについて整理し、平成28年度申告・申請に向けた記入説明
書及び説明会用パワーポイント資料に盛り込み、平成28年１
月開催の担当者会議において納付金業務担当者への指導を徹
底するとともに、ホームページに掲載し周知した。
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の把握及び納付
督励を行うとと
もに、その結果
を踏まえて個々
の事案の実情に
応じた的確な対
応を図る。

当該年度内に収納
に至らなかった未収
納付金等について
は、納付督励・督促
を継続的に実施する
等により、確実な徴
収を図る。

さらに、障害者
雇用納付金申告対
象事業主等に対す
る調査を的確に実
施する。これらの
ことにより、99％
以上の収納率を維
持する。
また、障害者雇

用率達成指導業務
を実施する職業安
定機関と緊密な連
携を図り、必要な
情報交換を行う。
なお、当該年度

内に収納に至らな
かった未収納付金
等についても、未
納付事業主の状況
について情報を収
集・把握し、その
状況に応じた電
話、文書、訪問に
よる納付督励・督
促の継続的な実施
により確実な徴収
を図る。
また、円滑に審

査を行えるよう策
定した業務マニュ
アルを活用し、障
害者雇用調整金、
報奨金、在宅就業
障害者特例調整金
及び在宅就業障害
者特例報奨金の支
給に関しても、厳
正な審査を実施
し、適正な支給を
行う。

＜定量的指標＞
・障害者雇用納付金に

ついては、厳正な審
査、調査の実施によ
り、常用雇用労働者
数が 200 人を超える
事業主については
99％以上の収納率を
維持するとともに、
平成 27 年４月から
新たに適用対象とな
る常用雇用労働者数
が 100 人を超え 200
人以下の事業主につ
いては、中期目標期
間終了時までに、
99％以上の収納率を
目指すこと。【数値目
標】

＜評価の視点＞
・当該年度内に収納に

至らなかった未収納
付金等については、
納付督励・督促を継
続的に実施する等に
より、確実な徴収を
図っているか。

○平成27年度の徴収実績等
・障害者雇用納付金の徴収について上記の取組を行った結果、
300人を超える事業主に係る収納率、200人を超え300人以下の
事業主に係る収納率のいずれも、中期計画の目標値である
99％を超え、適用対象事業主が200人超に拡大された平成22
年度以降、最も高い収納率となった。

・収納率 99.97％（前年度実績99.96％、前年度比100.0％、
達成度101.0％）
- 300人を超える事業主99.97％（前年度実績99.98％、前年
度比 100.0％）

- 200人を超え300人以下の事業主 99.94％（前年度実績
99.89％、前年度比 100.1％）

・納付金納付対象事業主数 13,285件（前年度実績13,759件、
前年度比 96.6％）

・納付確定額 21,785百万円（前年度実績23,759百万円、前年
度比 91.7％）

・収納済額 21,779百万円（前年度実績23,749百万円、前年
度比 91.7％）

・過年度分の未収分については以下のとおり着実に収納を進め
ている。
- 平成24年度収納率 99.99％（平成24年度末 99.94％）
- 平成25年度収納率 99.99％（平成25年度末 99.93％）
- 平成26年度収納率 99.99％（平成26年度末 99.96％）

○障害者雇用調整金の支給
・6,079件 9,550百万円（前年度実績5,522件8,178百万円）

○報奨金の支給
・1,894件 4,789百万円（前年度実績1,740件4,358百万円）

○在宅就業障害者特例調整金の支給
・11件 5,103千円（前年度実績 12件 5,418千円）

○在宅就業障害者特例報奨金の支給
・０件 ０千円（前年度実績 ０件 ０千円）

障害者雇用納付金
申告対象事業主、調
整金支給対象事業主
等の利便性の向上を
図るため、申告・申
請手続の簡素化及び

ニ 障害者雇用納付
金申告対象事業
主、調整金支給対
象事業主等の利便
性の向上

＜評価の視点＞
・事業主等の利便性の

向上を図るため、申
告・申請手続の簡素
化及び電算機処理シ
ステムの改定等を実

ニ 雇用納付金申告対象事業主、調整金支給対象事業主等の利
便性の向上
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電算機処理システム
の改定等を実施す
る。

障害者雇用納付
金電算機処理シス
テムを活用するこ
とにより、申告・
申請の迅速かつ厳
正な審査を実施す
るほか、事業主か
らの照会等に対し
て、的確で速やか
な助言、指導等を
実施する。
また、障害者雇

用納付金電算機処
理システム及び電
子申告申請システ
ムについては平成
27 年４月からの
納付金制度の適用
対象事業主の拡大
に対応するための
改修を行うととも
に、利用促進のた
めの機能向上につ
いて引き続き検討
する。

施しているか。 ・障害者雇用納付金電算機処理システムを活用することによ
り、より迅速で効率的かつ適正な審査決定等を行うととも
に、事業主からの照会等に対して、速やかで的確な助言、指
導を行った。

・電算機処理システム及び電子申告申請システムについて、ハ
ードウェアのリース期間が平成27年度に満了すること、また、
平成27年4月から常用雇用労働者数が100人を超える事業主に
納付金制度の適用が拡大され、平成28年度から申告・申請に
係る事業主数が大幅に増大することから、平成28年度申告・
申請に確実に対応できるよう、両システムの更改を行った。

・事業主の利便性向上と申告・申請の効率的処理に対応するた
めの、インターネットを介して申告・申請を行うことができ
る電子申告申請システムの利用実績は以下のとおり。
- 利用件数 4,291件（前年度実績 3,880件、前年度比
110.6％）

- 利用率 17.6％（前年度実績 16.2％、前年度比
108.6％）

・従来より簡便に正確な申告・申請書が作成できるマクロ機能
付き申告申請書作成支援シート（以下「支援シート」という。）
について、事業主の利便性を高めるため、パソコン推奨環境
の改善等の機能の改善を行った。また、支援シート及び電子
申告申請の一層の利用促進を図るため、平成 28 年度申告・
申請に向けた記入説明書に支援シートを活用した申告・申請
書の作成方法を新たに掲載するとともに、事業主説明会にお
いてパワーポイント資料を活用し、実際の入力手順や過年度
に作成したデータの再利用方法等の事務手続きの簡素化を
図れる機能について分かりやすく説明した。

障害者雇用納付金
申告対象事業主等に
対する調査について
は、不正受給の防止
に留意するととも
に、専門性の向上等
業務の効率的かつ効
果的な実施に努め
る。

ホ 調査の強化
「障害者の雇用の促

進等に関する法律
施行規則の一部を
改正する省令」（平
成 25 年厚生労働
省令第 54号）によ
り、雇用障害者の
障害の種類及び程
度を明らかにする
書類及び労働時間
の状況を明らかに
する書類の添付を
一定規模までの申
請事業主に対し義
務づけられたが、
書類の添付が義務
づけられていない
事業主（納付金申
告対象事業主及び
常用雇用労働者数
が 300 人を超える
調整金支給対象事
業主）を対象に、
引き続き調査を強
化し、より適正な

＜評価の視点＞
・事業主等に対する調
査については、不正受
給の防止に留意し、専
門性の向上等業務の効
率的かつ効果的な実施
に努めているか。

ホ 調査の強化
・機構本部及び全国６か所の納付金調査課において、調査業務

を担当する職員を対象に、機構の行動規範、倫理規程及びコ
ンプライアンス規程等の諸規程を遵守し、公平、公正な納付
金関係業務調査を実施することを目的に、調査業務マニュア
ル等を活用した「調査担当者研修」を実施し、調査業務の質
の向上に努めた。

・上記研修に加えて、以下の研修を実施し、調査業務に必要な
ノウハウを習得させ、調査業務の更なる質の向上に努めた。
- 実際の調査場面を活用した実地研修（ＯＪＴ研修、５月～
６月に実施、機構本部及び６か所の納付金調査課）

- 習得したノウハウの定着、更なる知見の習得及びコンプラ
イアンスの遵守徹底を目的としたフォローアップ研修（４
月、10 月に実施、機構本部及び６か所の納付金調査課）

・機構本部において、「納付金調査課長会議」を開催し、平成
27 年度における調査業務の進捗及び平成 28 年度の実施に向
けた情報提供等を行った。（平成 28年 1月 13 日に開催）

・調査対象事業主や納付金調査課から問合せの多かった内容を
機構本部が「納付金調査業務Ｑ＆Ａ集」にまとめ、情報共有
し、納付金の徴収不足、調整金等支給金の過大支給の防止等、
調査の円滑な実施に努めた。

・平成 27 年４月から常用雇用労働者数が 100 人を超え 200 人
以下の中小企業事業主が新たに障害者雇用納付金制度の適
用対象となり、平成 28 年度から調査対象事業主が大幅に拡
大することから、調査業務が適切に行われるよう必要な調査
業務体制を整備した。
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徴収、支給に資す
る。

(ｲ) 本部と都道
府県支部が緊
密な連携を図
り、納付金の徴
収不足及び調
整金の過大支
給を防ぐ等、調
査の円滑な実
施に努める。

(ﾛ) 調査業務を
担当する職員
に対し、新たな
情報を盛り込
んだ調査業務
マニュアルの
提供、同マニュ
アルを活用し
た座学研修の
実施、実際の調
査場面を活用
した実地研修
の実施等によ
り、適切な調査
実施に必要な
ノウハウを習
得させ、調査業
務の質の向上
に努める。

(ﾊ) 平成 27 年
４月から納付
金制度の適用
対象事業主が
拡大すること
から、調査業務
が適切に行わ
れるよう、引き
続き、必要な調
査体制の検討
を行う。

へ 調査の効率的か
つ的確な実施

調査に当たって
は、特に次の点に
留意し実施する。

(ｲ) 効率的かつ
的確な調査を行

ヘ 調査の効率的かつ的確な実施

・調査件数 6,170件（前年度実績 5,833件、前年度比
105.8％）
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うため、都道府
県支部の把握す
る情報を積極的
に活用する。ま
た、これまでの
調査結果の傾向
を踏まえ、より
効果的かつ効率
的な調査を実施
する。

(ﾛ) 雇用障害者
の障害の種類及
び程度を明らか
にする書類や労
働時間の状況を
明らかにする書
類のほか、前年
度までの申告・
申請において誤
りの多かった事
項に留意して、
それらの正確な
把握に努める。

・うち金額変更があったもの1,181件（前年度実績1,273件、前
年度比 92.8％）

・調査実施件数に占める割合19.1％（前年度実績21.8％、前年
度比 87.6％）

・調査に当たっては、都道府県支部が把握している合併、倒産
等の最新の事業主情報を活用した。

・調査対象事業主の選定に当たっては、省令により、裏付け書
類の添付が義務づけられていない事業主を対象に選定し、そ
れらの申告・申請内容について、障害者手帳、源泉徴収票、
賃金台帳等により申告・申請等が適正に行われているか確認
調査を実施した。

・平成26年度までの申告・申請において誤りの多かった事項に
留意し、それらの正確な把握に努めた。

・パンフレット及び記入説明書に調査の趣旨や必要性について
記載することにより、事業主の理解を得やすくするなど、調
査業務の円滑化を図った。

・調査担当者を対象とした研修及び現場実習を実施するととも
に、定例会議の開催により指示の徹底、多様な調査事例の共
有化、調査手法の検討等を通じた専門性の向上等を図ったほ
か、「調査マニュアル」、「調査チェックリスト」に沿った
効率的かつ効果的な調査を実施した。

ト 電子申告申請シ
ステム及び電子納
付システムの利用
促進

事業主サービス
の向上と事務処理
の効率化、迅速化
を図るため、電子
申告申請システム
及び電子納付シス
テムについて、利
用の促進を図る。
特に平成 24 年

度から新たに運用
を開始した電子申
告申請について
は、事業主説明会
において具体的な
利用方法や利便
性、情報セキュリ
ティの信頼性等に
ついて説明するほ
か、経済団体、業
界団体等に対し、
傘下事業主等への
利用促進のための
周知・広報につい
て協力要請を行

ト 電子申告申請システム及び電子納付システムの利用促進

・電子申告申請システム及び電子納付システムの利用を促進す
るため、各種手続を窓口に出向くことなく、インターネット
を利用して簡便に行うことができ、高いセキュリティレベル
であること等の具体的なアピールポイントを、制度周知用パ
ンフレットや記入説明書及びホームページに掲載し、広く事
業主に周知した。また、利用方法等のポイントや留意点を視
覚的に分かりやすく解説したパワーポイント資料を活用し、
事業主説明会で利用促進のための説明を行った。さらに、利
用方法や利便性等を記載したリーフレットを作成して、納付
書や事業主説明会の開催案内に同封し事業主に送付したほ
か、納付金調査の際に利用勧奨を実施した。また、都道府県
支部において、事業主への個別訪問や経済団体、業界団体等
への周知・広報の協力要請を行った。なお、個別訪問につい
ては、マクロ機能を活用したダウンロードファイルにより申
告・申請書を作成しているものの電子申告申請システムを利
用していない事業主を優先的に選定するなど、効果的な実施
に努めた（個別訪問件数569件（前年度実績530件））。

・電子納付システムの利用促進に係る周知、事業主訪問による
働きかけ等により、平成27年度の利用件数は4,468件（前年度
実績4,213件）であり前年度比で106.1％となった。

・納付金取扱金融機関については、都市銀行、地方銀行110行
に加え、中小企業事業主等が利用しやすくなるよう、新たに
全国の信用金庫265行を加え、納付金取扱金融機関は375行に
増加するとともに、電子納付の取扱金融機関も大幅に増加
し、更なる利便性の向上を図った。
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う。さらに、本部
が作成する選定基
準に基づき都道府
県支部が直接訪問
により利用の促進
を図る。また、電
子納付システムに
ついても、納付書
等に利用案内チラ
シを同封するとと
もに、電子申告申
請の利用促進と併
せ、事業主説明会
での説明のほか、
経済団体、業界団
体等への周知・広
報の協力要請や直
接訪問による利用
の促進を図る。
さらに、障害者

雇用納付金につい
て電子納付システ
ムによる収納サー
ビスを提供してい
ない金融機関への
訪問等により、電
子納付システムの
ネットワークへの
参加及び覚書の締
結について協力要
請を行う。

・電子納付取扱金融機関数 354 行（前年度実績 94行）
・電子納付システムについては、一部の金融機関ではまだ取扱

いができないため、これらの金融機関に対して、電子納付シ
ステムの取扱開始について協力要請を行った。

なお、制度の適用
対象事業主の拡大に
当たり、障害者雇用
納付金の徴収、調整
金等の支給の業務が
適切に行われるよう
体制整備に努める。

チ 障害者雇用納付
金制度の適用対象
事業主の拡大に対
応した体制整備の
検討

障害者雇用納付
金制度の適用対象
事業主が拡大され
ることから、平成
28 年度の障害者
雇用納付金の徴
収、調整金等の支
給の業務が適切に
行われるよう、引
き続き、審査等に
おける体制整備に
ついて検討を行
う。

＜評価の視点＞
・制度の適用対象事業

主の拡大に当たり、
障害者雇用納付金の
徴収、調整金等の支
給の業務が適切に行
われるよう体制整備
に努めているか。

チ 適用拡大に対応した体制整備の検討

・適用対象事業主の拡大に伴い、平成28年度からの申告・申請
が大幅に増加することから、引き続き障害者雇用納付金の徴
収、調整金等の支給の業務が適切に行われるよう、平成28年
度以降の体制について整備を行った。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・平成 27 年度も引き続き高い収納率を維持するため、未納付

事業主への訪問等により未納付の理由を把握するとともに、
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確実に納付するよう督励した。
・適用拡大対象事業主への制度理解を促進するため、平成 26

年度は雇用率未達成事業主を中心に 21,020 件を訪問したと
ころであり、引き続き平成 27 年度は雇用率達成事業主を中
心に 13,599 件を訪問し、納付金制度の適用拡大について周
知・説明を行い、併せて適用拡大対象事業主を対象とした事
業主説明会への参加を促した。また、地域の経済団体・業界
団体等に周知協力を要請するとともに、主要駅や公共職業安
定所において適用拡大の周知用ポスターの掲出及び新聞広
告の掲載により、広範な周知に努めた。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・事業主説明会を過去最高の 700 回以上開催するとともに動画配信など先進的な取組を行ったこと、非常に高い収納率を維持していることは、評価できる。

・平成 28年度から常用労働者数 100 人超の事業主が対象となることから、より利便性が高い収納方法を検討してはどうか。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－８ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場
において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を

図ること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

助成金支給業務における
１件当たりの平均処理期
間（計画値）

最終年度に
30 日程度

－ － － － 30 日程度 30 日程度 予算額（千円） － － －

助成金支給業務における
１件当たりの平均処理期
間（実績値）

－ 33.2 日 28.5 日 29.3 日 28.6 日 決算額（千円） － － －

達成度 － － － － － － 経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

【評価項目８ 障害
者雇用納付金に基づ
く助成金の支給業
務】
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ

事業主に対するサ
ービスの向上を図る
ため、助成金支給業
務手引及び助成金Ｑ
＆Ａ集の改訂等によ
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３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

障害者の雇用に関す
る事業主の社会連帯責
任の円滑な実現を図る
観点から、障害者の雇
用に伴う事業主の経済
的負担を調整するとと
もに、障害者の雇用の
促進等を図るため設け
られた「障害者雇用納
付金制度」に基づく、
障害者雇用納付金の徴
収並びに障害者雇用調
整金、報奨金、在宅就
業障害者特例調整金、
在宅就業障害者特例報
奨金及び各種助成金の
支給等の機構が実施す
る納付金関係業務につ
いては、障害者の雇用
の促進に寄与するため
に、法律の目的にのっ
とり、適正かつ効率的
な運営を図ること。
また、障害者の雇用

に関する実践的手法の
開発、講習の事業、啓
発の事業を効果的に実
施することにより、事
業主の障害者雇用の取
組を支援し、障害者の
雇用促進を図ること。
なお、障害者雇用納

付金申告対象事業主等
に対する調査や就労支
援機器の貸出しなどの
業務については、サー
ビスの質の維持や不正
受給の防止に努めつ
つ、業務を効率的かつ
効果的に実施するこ
と。

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項

り効率的な点検確認
業務を実施し、助成
金の 1 件当たりの平
均処理期間が 28.6
日（前年度 29.3 日）
と、目標（第３期中
期目標の最終年度に
は 30日程度とする）
を早期に達成してい
る。

また、ホームペー
ジの活用や関係機関
との連携により、効
果的な周知・広報を
実施するとともに、
助成金支給後の現地
調査を計画的に行う
等、適正な支給業務
の実施に努めた。

これらを踏まえ、
評定をＢとした。

＜課題と対応＞
助成金支給業務に

おける１件当たりの
平均処理期間につい
て、目標（第３期中
期目標の最終年度に
は 30日程度とする）
を達成するよう、引
き続き適正な支給業
務に配慮しつつ効率
的な業務に努めると
ともに、助成金の効
果的な活用促進に努
める必要がある。

② 障害者雇用納付金
制度に基づく助成金
の支給業務の適切な
実施

ア 障害者雇用に関

イ 障害者雇用納付金
に基づく助成金の支
給

① 助成金の効果的

② 障害者雇用納付金
に基づく助成金業務
の適切な実施

イ 助成金の効果的

② 障害者雇用納付金に基づく助成金業務の適切な実施

イ 助成金の効果的活用の促進に向けた周知・広報
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する事業主等への
助成金支給につい
ては、障害者雇用
に係る事業主支
援・援助の実施を
通じて障害者の働
く場の整備を図る
ため、適正かつ効
率的に行うことは
もとより、助成金
制度、申請手続等
を周知すること、
事業主等が利用し
やすい手続とする
こと、助成金を障
害者雇用に効果的
に活用できるよう
に事業主等に対し
て助言・援助を行
うこと、など事業
主等に対するサー
ビスの向上を図る
こと。

活用の促進に向け
た周知・広報

事業主等の利便
性を図るため、各
種助成金の支給要
件、助成額、申請
窓口の所在地等を
ホームページ等で
公開するととも
に、支給要件等に
変更があった場合
は当該変更が確定
した日から速やか
にホームページ等
で公開する。

活用の促進に向け
た周知・広報

(ｲ) ホームペー
ジを活用した
周知
ホームページ

に掲載している
各種助成金の支
給要件、助成額、
申請方法、申請
書等の様式及び
添付書類一覧表
等の説明につい
て、申請事業主
がその内容を一
層容易に理解で
きるよう内容の
改善等を行う。

支給要件等に
変更があった場
合は当該変更が
確定した日から
速やかにホーム
ページ等で公開
する。

＜評価の視点＞
・ホームページ等で事

業主等の利便性に配
慮した情報提供を行
うとともに、支給要
件等に変更があった
場合は、速やかにホ
ームページの内容を
更新しているか。

(ｲ) ホームページを活用した周知
・助成金の制度変更の内容について、ホームページの活用や関

係機関との連携により年度当初から速やかな周知広報を実
施した。

・企画競争型認定申請に係る認定申請書等の受理期間の開始を
ホームページで告知するとともに、対象となる助成金ごとに
申請に係る留意事項を掲載し、事業主等への周知を行った。

・企画競争型認定結果（申請件数、認定件数及び認定事例等）
を、ホームページに掲載し、事業主等に対する情報提供を積
極的に実施した。

・助成金の認定申請書等について、記入に当たっての留意事項
やポイントをわかりやすく解説したコメント付きの記入方
法を作成し、ホームページに掲載した。

・助成金の内容を把握しやすいよう、助成金掲載ページの構成
を見直し、わかりやすいレイアウトに変更した。

・申請時に提出する作業施設等の図面に不備が多いことから、
事業主が適正な申請書類を円滑に作成できるよう、新たに作
業施設等の図面の標準例及び図例入りの留意事項をホーム
ページに掲載した。

助成金の効果的
活用を促進するた
め、職業安定機関、
地域センター等と
の連携を図り、
様々な機会を通じ
て事業主等に対す
る周知・広報を行
う。

(ﾛ) 助成金の効
果的活用を促
進するための
職業安定機関
等との連携に
よる周知
職業安定機関

や関係機関・団
体等との連携の
下、助成金制度
の趣旨・目的等
に係る周知業務
を積極的に行
う。

また、職業安
定機関等との間
で連携会議等に
よる情報交換を
行う。

本部は上記の
情報交換の状況
を把握し、その
結果について全
国の都道府県支
部にフィードバ
ックし、職業安
定機関等との連

＜評価の視点＞
・事業主等に対する周

知・広報を行うため、
職業安定機関、地域
センター等との連携
を図っているか。

(ﾛ) 助成金の効果的活用を促進するための職業安定機関等と
の連携による周知

・都道府県支部において、職業安定機関等が開催するセミナー
等の場で事業主等に対する障害者助成金の説明会を703回開
催した（前年度実績712回）。

・都道府県支部と職業安定機関等との間で助成金制度の周知及
び情報交換等を目的とした連絡会議を522回開催し（前年度
実績495回）、関係機関の担当者への助成金制度の理解向上
に努めるとともに、事業主等への周知について協力を要請し
た。

・助成金業務担当者全国会議分科会において関係機関との効果
的な連携に関する議論を行い、都道府県支部における取組内
容を情報共有した。
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携による助成金
の趣旨・目的に
則した効果的な
活用を更に促進
する。

事業主にとって
分かりやすい各種
助成金のパンフレ
ットや支給申請の
手引等を作成し、
高齢・障害者雇用
支援センター及び
職業安定機関等に
おいて事業主等に
配布する。

(ﾊ) 助成金の対
象となる措置
をはじめとす
る支給要件、添
付書類及び支
給後の報告等
について、事業
主にとって分
かりやすいパ
ンフレットや
支給申請の手
引等を作成し、
都道府県支部
及び職業安定
機関等におい
て事業主等に
配布する。

＜評価の視点＞
・事業主にとって分か

りやすい各種助成金
のパンフレット等を
作成し、事業主等に
配布しているか。

(ﾊ) 事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布による周
知・広報

・助成金周知用リーフレット及び企画競争型認定実施に係るリ
ーフレットを改訂し、都道府県支部において事業主等に配布
した。

・高年齢者雇用と障害者雇用の双方の事業主支援ニーズに同時
に応えられるよう、給付金・助成金双方の制度について、具
体的に分かりやすく説明したリーフレットを作成し、都道府
県支部において事業主等に配布した。

・助成金の内容、申請手続についてより詳細に解説した「障害
者雇用助成金のごあんない」パンフレット(３種)を改訂した。

② 効率的な助成金
支給業務の実施

円滑かつ迅速な
支給、支給に係る
トラブル防止等の
ため、事業主等に
対して、支給申請
書等の記入方法等
の教示など事前相
談を行うととも
に、申請から支給
決定までの期間等
について十分な説
明を行い、円滑な
申請に資する。
適正支給に配慮

しつつ、進捗状況
の管理を行うこと
により、現地調査
等による確認を必
要とする助成金を
除く１件当たりの
平均処理期間を、
第３期中期目標の
最終年度には 30
日程度とすること
を目標とする。
助成金業務担当

者会議の開催等に

ロ 効率的な助成金
支給業務の実施

助成金の支給業
務については、制
度の趣旨・目的に
則して、申請され
た助成対象措置を
厳格に審査すると
ともに、適正な支
給を行う。
また、予算規模

に留意して、より
効果的な障害者雇
用を図るものへ優
先的に支給するこ
と等とする。
これらのほか、

支給対象助成金に
即した体制の見直
しを行うとともに
平成 26 年度の支
給業務の検証等を
踏まえて、次の取
組を行うことによ
り、迅速かつ適正
な助成金の支給に
努める。

＜定量的指標＞
・現地調査等による確

認を必要とする助成
金を除く１件当たり
の平均処理期間を、
第３期中期目標の最
終年度には 30 日程
度とすること。【数値
目標】

ロ 効率的な助成金支給業務の実施
・助成金を予算の範囲内で有効活用するため、障害者のための

施設・設備の整備等に対する助成金について、平成27年度に
おいても企画競争型認定を継続して実施し、外部有識者で構
成する審査委員会において評価基準に基づき厳格に審査し
た。

・助成金の限られた予算の範囲内で支給できるよう、各月ごと
の支出状況等を的確に管理し、部内で情報を共有した。

・現地調査等による確認を必要とする助成金を除く１件あたり
の平均処理期間の短縮を達成するための取組を行った。
- 平均処理期間 28.6日（前年度実績29.3日）
- 支給件数 14,031件(前年度実績23,849件）
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より、窓口担当者
の能力向上等の取
組を行う。

(ｲ) 助成金システ
ムの活用により
助成金支給に係
る進捗状況を日
常的に管理する
とともに、平成
26 年度におい
て新たに作成し
たＱ＆Ａ集を活
用し、都道府県
支部における疑
義照会に対する
回答の一層の迅
速化等に取り組
む。

(ｲ) 障害者雇用助成金システムの活用
・障害者雇用助成金システムは、審査担当者が進捗状況を常に
把握できる機能に加え、同一の障害者の複数事業主等での重
複雇用の有無の点検、同一の介助者の遠距離の複数事業所に
おける配置・委嘱の有無の点検等の不正受給防止のための機
能を有するものである。

・障害者雇用助成金システムの活用により、申請書等の受理、
審査、認定・支給決定等の状況をリアルタイムで把握するこ
とにより審査状況の進捗を管理した。

・事業主等から質問の多い項目について助成金支給業務Ｑ＆Ａ
集を改訂し、都道府県支部に配付し、疑義照会に対する都道
府県支部の回答の迅速化を図った。

(ﾛ) 事業主等に対
して、助成金制
度、支給請求書
等の記入方法、
事務手続及び期
間等について、
十分に事前説明
を行うととも
に、平成 26 年度
に見直しを行っ
た整理カード等
を活用して適正
かつ効率的な点
検確認を行う。

＜評価の視点＞
・事業主等に対して、

申請手続及び申請か
ら支給までの期間等
について十分な説明
を行っているか。

(ﾛ) 都道府県支部による事前説明及び点検確認
・前年度に引き続き整理カードを活用し、適正かつ効率的な点
検確認を行った。

・事業主等へ十分な説明を行うとともに、適正かつ効率的な点
検確認を行うため、助成金支給業務手引を改訂した。

・新たに助成金業務を担当する職員向けに助成金事務処理研修
テキストを作成し、都道府県支部における点検業務の円滑実
施及び効率化を図った。

(ﾊ) 助成金業務担
当者を対象とし
た会議を６月に
開催し、点検確
認手順及び留意
事項等について
説明するととも
に、業務の改善
について議論し
点検確認に係る
一層の能力向上
を図る。

(ﾆ) 助成金支給事
業主等に対して
アンケート調査
を実施し、業務
改善のポイント
を把握し、都道

＜評価の視点＞
・助成金業務担当者会

議等の開催により、
窓口担当者の一層の
能力向上を図ってい
るか。

(ﾊ) 助成金業務担当者全国会議の開催
・６月15日から16日にかけて助成金業務担当者全国会議（以下
「助成金全国会議」という。）を開催し、書類の受理点検確
認手順及び留意すべき事項について説明するとともに、分科
会形式により業務改善のための意見交換を行い、窓口サービ
スの向上や関係機関との効果的な連携について議論すること
により、都道府県支部担当者の能力向上を図った。

・助成金全国会議における質問及び要望事項の回答をとりまと
め、全国の都道府県支部に情報提供し、担当者の窓口対応の
迅速化等を図った。また、助成金全国会議の分科会等の議論
を踏まえ、助成金支給業務Ｑ＆Ａ集を改訂し、各都道府県支
部に配付した。

(ﾆ) アンケート調査の実施
・業務改善のポイントや事業主等の満足度を把握するため、助
成金支給事業主等に対するアンケート調査を実施した。（平
成28年１月～２月）

・その結果、都道府県支部の説明については、「大変満足して
いる」「満足している」との回答が、87.6％（前年度実績
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府県支部へ周知
して情報共有を
図るとともに、
その結果を踏ま
え、相談及び事
務手続等の業務
に活用する。

85.9％）、都道府県支部の窓口対応（接遇）については、「大
変満足している」「満足している」との回答が89.2％（前年
度実績85.2％）であり、窓口対応に関する事業主の満足度が
向上した。

・ホームページの利用状況については、ホームページを活用
した周知を積極的に行った結果、「利用した」との回答が
82.2％（前年度実績84.4％）であった。また「様式をダウン
ロードして活用」との回答が93.4％（前年度実績91.7％）で
あった。

・アンケート結果については、業務改善に役立てるため、都道
府県支部に周知し、情報の共有を行った。

イ 助成金について
は、職業安定機関
との連携、適切な
情報提供等によ
り、適正な支給業
務の実施を図るこ
と。
また、適正な審

査、調査の実施に
より、不正受給を
防止するととも
に、不正受給が発
生した場合は、的
確に対応するこ
と。

③ 適正な支給業務
の実施

適正な審査と支
給申請事業所に対
する計画的な調査
を行い、疑義のあ
るものについては
追加資料の提出、
実地での確認等を
行うことのほか、
助成金支給前調査
の対象事業所の見
直し等の取組を強
化することによ
り、更なる不正受
給の防止に努め
る。

ハ 適正な支給業務
の実施

(ｲ) 本部において
は、一定額以上
の認定案件等に
ついての支給前
調査と、平成 27
年度において支
給を継続してい
る助成金につい
ての計画的な支
給後調査を実施
するとともに、
申請等の内容に
疑義が生じた事
業所に対しても
必要に応じて実
地調査を行う。
また、平成 24
年度に開設した
不正受給通報メ
ールアドレスに
より、不正受給
の疑いがある事
業主等の情報を
広範に収集す
る。

都道府県支部
においては、改
訂版不正受給防
止マニュアルに
基づき厳正な点
検確認を実施す
る。

＜評価の視点＞
・不正受給防止を図る

ため、適正な審査と
支給申請事業所に対
する計画的な調査を
行っているか。

ハ 適正な支給業務の実施

(ｲ) 厳正な調査の実施
・平成27年度は、助成金の認定額が大きい案件及び審査時に疑
義が生じた案件について支給前調査を、平成27年度において
支給が継続している助成金について調査計画に基づく支給後
調査を行った。

・支給前調査については５件（前年度実績17件）、調査計画に
基づく支給後調査については、234件（前年度実績204件）実
施した。

・平成27年度の不正受給件数は４件（前年度実績３件）であっ
た。

・平成24年度に開設した不正受給通報メールアドレスを引き続
き運用し、不正受給に関する情報収集を行った。当該アドレ
スの平成27年度の受信件数は８件（前年度実績11件）であり、
そのうち不正受給の判明につながる情報は０件（前年度実績
０件）であった。［再掲］

・平成27年度に判明した不正受給事例について、都道府県支部
へ文書により情報提供し、情報共有を図るとともに、都道府
県支部においては、不正受給防止マニュアルに基づき、申請
時に疑義が生じる事案について確認作業を行うほか、申請書
又は請求書の受理に当たっては不正受給防止確認チェックリ
ストを活用して厳正な受理点検を行った。

不正受給が発生
した場合は、再発
防止の観点からそ
の原因を究明し、
関係機関に対して
適切な情報提供を

(ﾛ) 不正受給が発
生した場合は、
再発防止の観点
からその原因を
究明し、厚生労
働省又は都道府

＜評価の視点＞
・不正受給が発生した

場合は、原因を究明
し、必要に応じて関
係機関に情報提供を
行うとともに、必要

(ﾛ) 不正受給防止対策の強化
・不正受給についての情報交換及び不正受給防止対策を講ずる
ため、高齢者助成部と連携会議を開催した。

・不正受給の発生を防止するため、不正受給を行った事業主名
等を公表する措置を平成25年４月から実施しているが、平成
27年度においては、公表対象となる事案はなかった。
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行うとともに、必
要な対策を講ず
る。

県労働局等その
他関係機関に対
して不正受給の
内容や事業主へ
の対応経過等の
適切な情報提供
を行い、協力し
て必要な不正受
給防止対策を講
じる。また、改
訂版不正受給防
止マニュアルに
基づき、悪質な
事案について
は、関係機関と
連携して厳正に
対処する。

な対策や悪質な事案
への厳正な対処を行
っているか。

・支給要件確認申立書及び不正受給防止マニュアルの不正受給
防止確認チェックリストを活用し、不正受給防止のため事業
主に対し繰り返し注意喚起と確認を行った。

適正な支給業務
を実施するため、
助成金業務担当者
会議を開催し、支
給業務に関する問
題点等について情
報交換を行う。

(ﾊ) 不正受給防止
のための点検確
認等に関して、
６月に開催する
助成金業務担当
者会議において
過去の事例に基
づいて説明及び
情報交換等を行
い、その能力の
向上を図る。

(ﾊ) 不正受給防止のための会議の開催
・６月15日から16日の２日間にわたって助成金全国会議を開催
し、平成26年度の不正受給事例について説明の上、不正受給
防止マニュアルの活用の徹底を図るとともに、分科会におい
て各都道府県支部における不正受給に関する職業安定機関と
の情報交換の実施状況について情報共有を行った。

厚生労働省又は
都道府県労働局等
その他関係機関と
の間において、支
給業務の問題点等
に対する情報交換
等を定期的に行
い、適切な支給業
務の実施を図る。

(ﾆ) 厚生労働省又
は都道府県労働
局等その他関係
機関との間にお
いて、不正受給
事案について情
報共有を行うと
ともに支給業務
の問題点等に対
する情報交換等
を定期的に行
い、適切な支給
業務の実施を図
る。

＜評価の視点＞
・厚生労働省又は都道

府県労働局等との間
において、不正受給
事案、支給業務の問
題点等に対する情報
交換等を定期的に行
っているか。

(ﾆ)関係機関との密接な連携
・都道府県支部と都道府県労働局等との情報交換：522回（前

年度実績495回）
・情報交換においては、不正受給の未然防止や再発防止等につ

なげるため、機構本部から情報提供した不正受給事案につい
て関係機関へ周知し、情報共有を図った。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞

・平成 27 年度においても引き続き、改訂した不正受給防止マ

ニュアルの活用、厳正な調査の実施等の不正受給防止対策に

より適正な支給業務に努めるとともに、助成金システムを活

用した進捗管理、障害者助成金担当者全国会議の開催及び助

成金支給業務Ｑ＆Ａ集の改訂等による窓口担当者の能力向

上により効率的な支給に努めた。

・助成金の効果的な活用促進を図るため、パンフレット等によ

り効果的な周知広報を行った。
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４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・平均処理期間が数値目標を下回っていることは、評価できる。

・平均処理期間の短縮とともに、不正受給防止に注力することを期待する。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－９ 障害者雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法の開発、啓発等

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場
において労働者の職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を

図ること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

就労支援機器利用率（計画
値）

60％以上 － 60％以上 60％以上 60％以上 60％以上 60％以上 予算額（千円） － － －

就労支援機器利用率（実績
値）

－ 67.9％ 72.5％ 69.0％ 68.8％ 決算額（千円） － － －

達成度 － － 120.8％ 115.0％ 114.7％ 経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供す
るサービスその他の業務
の質の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して
提供するサービスその
他の業務の質の向上に
関する事項は、次のとお
りとする。

３ 障害者に係る雇用関
係業務に関する事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

【評価項目９ 障害
者雇用に関する各種
講習、相談・援助、
実践的手法の開発、
啓発等】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

就労支援機器の普
及・啓発について、
機器の利用率に係る
目 標 の 達 成 度 が
114.7％であったこ
とに加え、機器の貸
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(3) 納付金関係業務等
の実施に関する事項

障害者の雇用に関
する事業主の社会連
帯責任の円滑な実現
を図る観点から、障害
者の雇用に伴う事業
主の経済的負担を調
整するとともに、障害
者の雇用の促進等を
図るため設けられた
「障害者雇用納付金
制度」に基づく、障害
者雇用納付金の徴収
並びに障害者雇用調
整金、報奨金、在宅就
業障害者特例調整金、
在宅就業障害者特例
報奨金及び各種助成
金の支給等の機構が
実施する納付金関係
業務については、障害
者の雇用の促進に寄
与するために、法律の
目的にのっとり、適正
かつ効率的な運営を
図ること。
また、障害者の雇用

に関する実践的手法
の開発、講習の事業、
啓発の事業を効果的
に実施することによ
り、事業主の障害者雇
用の取組を支援し、障
害者の雇用促進を図
ること。
なお、障害者雇用納

付金申告対象事業主
等に対する調査や就
労支援機器の貸出し
などの業務について
は、サービスの質の維
持や不正受給の防止
に努めつつ、業務を効
率的かつ効果的に実
施すること。

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項
出事業所数は前年度
に比べて約 12％増
加するとともに、事
業主に対するきめ細
かなフォローアップ
の実施等により、貸
出終了後の事業主ア
ンケートによる機器
の有用度が 89.7％
と高い実績になっ
た。

また、障害者職業
生活相談員資格認定
講習や障害者雇用事
例リファレンスサー
ビスにおいて、「障害
者に対する合理的配
慮の提供」に新たに
対応するとともに、
障害者雇用エキスパ
ートによる相談・援
助について、その豊
富な経験を生かして
困難な課題を抱える
事業主に適切に対応
し、相談・援助実施
件数も前年度に比べ
て約 12％増加した。

このほか、事業の
利用者アンケートに
おいて、障害者職業
生活相談員資格認定
講 習 の 有 用 度 が
98.5％、マニュアル
等の各種成果物の有
用度が 94.1％とい
ずれも 90％台の高
い数字となった。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
アンケートにより

把握した各事業の利
用率や有用度等の維
持・向上を図るため、
引き続き事業主等の
ニーズを踏まえた就
労支援機器の整備・

③ 障害者の雇用に
関する各種講習、相
談・援助、実践的手
法の開発、啓発等の
事業の効果的な実

ウ 障害者の雇用に関
する各種講習、相談･
援助、実践的手法の
開発、啓発等の実施

③ 障害者の雇用に
関する各種講習、相
談・援助、実践的手
法の開発、啓発等の
実施

③ 障害者の雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法
の開発、啓発等の実施

拡大や的確な貸出機
器の提案・助言を行
うとともに、講習の
実施や障害者雇用事
例等の情報収集・提
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施

ア 各種講習、相
談・援助等の実施

障害者を５人
以上雇用する事
業所に選任が義
務づけられてい
る障害者の職業
生活全般にわた
る相談・指導を行
う障害者職業生
活相談員の資格
認定講習を実施
すること。

① 各種講習、相
談・援助等の実施

(ｱ) 障害者職業生
活相談員資格認
定講習を着実に
実施し、障害者
の職業生活全般
にわたる相談・
指導等に必要な
専門知識を付与
する。

イ 各種講習、相
談・援助等の実施

(ｲ) 障害者職業生
活相談員資格認
定講習を着実に
実施し、相談員
に対し障害者の
職業生活全般に
わたる相談・指
導等に必要な専
門知識を付与す
る。

＜評価の視点＞
・障害者の職業生活全

般にわたる相談・指
導等に必要な専門知
識を付与するため、
障害者職業生活相談
員資格認定講習を着
実に実施している
か。

イ 各種講習、相談・援助等の実施

(ｲ) 障害者職業生活相談員資格認定講習の実施

○障害者職業生活相談員資格認定講習実施状況
・実施回数 77回
（前年度実績75回、前年度比102.7％）

・受講者数5,229人
（前年度実績5,026人、前年度比104.0％）

○受講者ニーズを踏まえた講習内容の充実
・アンケート結果を踏まえ、受講者にとってより効果的な障害
者職業生活相談員資格認定講習とするため、講義内容が講師
間で重複しないよう工夫するとともに、進め方のポイント、
視聴覚教材の使用例、講師候補例示等の講習を開催する際の
テーマ別留意事項をまとめた資料を改訂して都道府県支部に
示した。また、要望の高かった意見交換会やパネルディスカ
ッション等を積極的に取り入れ、講習内容の充実を図った。

・講習内容は、法令、関係機関の機能やその役割について体系
的に学ぶことができ、障害者職業生活相談員の業務に活かせ
る知識が得られ、さらに、実際の現場で障害者職業生活相談
員が活動している場面をイメージできるものとした。

・受講終了時に受講者に対してアンケートを実施した結果、
「大変有用だった」「有用だった」との回答が98.5％と高い
評価を得た。

○受講者への利便性の配慮
・原則として事業所が所在する都道府県で受講することとして
いるが、受講後のアンケート等による受講者ニーズを踏まえ、
平成19年度の首都圏、平成20年度の近畿圏、中京圏、平成21
年度の北陸圏、九州圏に続き、平成22年度は全都道府県にお
いて近隣県での受講を可能とした。平成23年度からは近隣県
に限らず受講者数に余裕がある場合は、できる限り他の都道
府県の受講者も受け入れることとした。

・講習の開催場所については、県庁所在地等の交通の利便性を
考慮した場所を設定した。また、年度内に複数回開催する都
道府県支部においては、原則として異なる四半期での開催と
した。

○障害を有する受講者が受講しやすい配慮
・受講者の必要に応じて下記の対応を行った。

- 聴覚障害：手話通訳者の配置
- 視覚障害：読上げソフトを使用できるよう講習テキストを
テキストデータで配付、資料を拡大コピーして配付、スク
リーンに近い座席への配置

- 下肢障害・内部障害：移動しやすい座席の確保、机の高さ
の調節

○テキストの改訂
・平成27年版講習テキストでは、障害者雇用に係る制度改正や
必要な技術の付与のため、新たに執筆した「障害者に対する

供において、新たな
課題に即応する必要
がある。



110

差別の禁止・合理的配慮の提供義務」を掲載し、内容の拡充
を図った。また、統計資料を最新の数値に更新した。

障害者の能力
と適性に応じた
雇用の促進と職
場定着を図るた
め、障害者雇用に
関する専門的な
知識と経験を有
する者を活用し
て、特に困難な課
題を抱える事業
主に対する障害
者の職域拡大や
雇用管理等に関
する相談･援助を
効果的に実施す
ること。

(ｲ) 障害者の能力
と適性に応じた
雇用の促進と職
場定着を図るた
め、障害者雇用
に関する専門的
な知識と経験を
有する障害者雇
用エキスパート
が、法定雇用率
の引上げに伴う
課題を有するな
ど特に困難な課
題を抱える事業
主に対して、障
害者の職域拡大
や雇用管理等に
関する相談・援
助を効果的に実
施する。

(ﾛ) 障害者雇用エ
キスパートによ
る相談・援助に
ついては、障害
者の能力と適性
に応じた雇用の
促進と職場定着
を図るため、法
定雇用率の引上
げに伴う課題を
有する等、特に
困難な課題を抱
える事業主に対
して行うことと
し、障害者の職
域拡大や雇用管
理等に関する相
談、新たな職域
での雇用や職場
環境の改善の事
例をもとにした
具体的な提案等
を効果的に実施
する。

＜評価の視点＞
・障害者雇用エキスパ

ートが、法定雇用率
の引上げに伴う課題
を有するなど特に困
難な課題を抱える事
業主に対して、障害
者の職域拡大や雇用
管理等に関する相
談・援助を効果的に
実施しているか。

(ﾛ) 障害者雇用エキスパートによる相談・援助

○障害者雇用エキスパートの配置
・特例子会社の経営等の経験や就労支援機器に関する資格を有

する障害者雇用エキスパートを４名配置した。

○事業主等に対する個別相談の実施
・地域センター・都道府県支部が事業主等に対して基礎的な情

報提供を行い、障害者雇用に関する方針・戦略、障害者の処
遇・労働条件、障害特性を踏まえた支援体制や職場環境整備、
特例子会社の設立・運営、就労支援機器の活用等といった個
別性が高く、困難な課題に関する相談・援助を障害者雇用エ
キスパートが実施した（相談件数：1,844件（前年度実績1,648
件、前年度比111.9％））。

・相談・援助については、リーフレット等で事業主に周知を図
り、機構本部への直接の訪問・電話等による相談のほか、地
域センターや都道府県支部に寄せられた相談のうち企業経
営等に関する相談を引き継いで行った。また、必要に応じて
地域センターの事業主支援業務担当カウンセラーと共に事
業所を訪問し、病気や障害の進行によりこれまでどおりの業
務や出勤が難しくなった従業員に対する業務の切り出し方、
在宅勤務による雇用継続の助言、特例子会社設立のための相
談等を事業経営の視点で行った。

・障害者の職域拡大や雇用管理に関する相談等を実施したとこ
ろであり、具体的な相談事例として、労働局からの依頼を受
け、法定雇用率未達成企業の特例子会社設立に関する相談を
開始した。障害者雇用エキスパートは、企業が作成した事業
計画書に対して、自らの特例子会社経営の経験を踏まえ押さ
えるべきポイントを具体的に助言した。さらに、労働条件の
設定、事業収支の考え方等について助言・提案し、事業経営
の視点からの相談対応を行った。また、地域センターと連携
し、障害特性に関する社内研修、雇用前実習の設定を行った。

○集団方式による援助の実施
・効率的な支援として集団方式での援助を実施し、地域センタ
ーや都道府県支部、公共職業安定所、都道府県、事業主団体
等が開催する障害者雇用に関するセミナー等において、障害
者の職域の拡大や採用の際に配慮すべき事項や事例の紹介、
採用後の雇用管理等について説明を行った。また、セミナー
等を通じて更なる支援ニーズを把握した場合には、個別の相
談につなげた。

・障害者雇用の拡大について課題を有する企業からの相談ニー
ズを受け、障害者雇用を取り巻く現状や障害者差別禁止及び
合理的配慮提供義務をテーマとした、障害者の雇用拡大、雇
用管理に関する勉強会等の講師を担当した。

・各種講習・セミナー等における講師：78 回（前年度実績 77
回、前年度比 101.3％）、受講者数合計：3,305 人（前年度実
績 4,482 人、前年度比 73.7％）

イ 実践的手法の
開発・提供

② 実践的手法の開
発・提供

ロ 障害者雇用に関
する実践的手法の

ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実施
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障 害 者 の 雇
用・就業分野の拡
大、雇用の促進及
び継続を図るた
め、職域拡大、キ
ャリアアップ、職
務再設計及び職
場環境の改善の
雇用管理に関す
る実践的手法を
開発し、事業主が
利用しやすい報
告書、マニュアル
等の成果物を提
供すること。

企業における障
害者の雇用に係る
問題の解決、雇用
管理の改善及び障
害者の雇用機会の
拡大に資するた
め、事業主のニー
ズ、障害の種類及
び企業規模に配慮
しつつ、障害者の
職域拡大及び雇用
管理に係る実践的
手法を開発し、障
害者雇用エキスパ
ート等が行う相
談・援助への活用
を図るとともに、
開発成果をホーム
ぺージ等を通じて
提供することによ
り、事業主等の自
主的な取組を支援
する。

開発・提供の実施

企業における障
害者の雇用に係る
問題の解決、雇用
管理の改善及び障
害者の雇用機会の
拡大に資するた
め、事業主のニー
ズ、障害の種類及
び企業規模に配慮
しつつ、(ｲ)就職困
難性の高い障害者
（特に精神障害
者、発達障害者、
難病患者、高次脳
機能障害者等）の
雇用促進、職場定
着に取り組んだ職
場改善に関するケ
ーススタディによ
る効果的方法の分
析・整理及び(ﾛ)
企業における雇用
事例を活用し、事
業主に対して、精
神障害者等の雇用
管理ノウハウを提
供する動画の制作
を実施する。

＜評価の視点＞
・事業主のニーズ、障

害の種類及び企業規
模に配慮しつつ、障
害者の職域拡大及び
雇用管理に係る実践
的手法を開発し、障
害者雇用エキスパー
ト等が行う相談・援
助への活用を図って
いるか。

○事業主のニーズ、国の施策動向を踏まえた実践的手法の開発
・事業主のニーズ（「精神障害の特性と職場での具体的な対応
方法をわかりやすく解説してある資料が欲しい」「休職者に
対する職場復帰に向けた具体的な取組を知りたい」「精神障
害者等の新規雇用や職場定着に向けた取組事例を把握した
い」等）、国の施策動向（精神障害者の雇用対策の推進等）
を踏まえ、障害者雇用に取り組む事業主に対し課題解決に向
けた具体的なノウハウ等を提供するため、「就職困難性の高
い障害者のための職場改善好事例集－平成27年度職場改善好
事例募集の入賞事例から－」を取りまとめたほか、「精神障
害者の雇用ノウハウに関する動画」を制作した。

○わかりやすくかつ実践的な好事例集・動画の作成
・「わかりやすい」「使いやすい」「見やすい」ものとするた
め、好事例集は、事業主等が手軽に利用しやすい体裁、内容、
写真・イラストの活用、色づかいとし、動画は、理解しやす
い内容構成とし、要点を絞りコンパクトに編集するなど工夫
した。

・「就職困難性の高い障害者のための職場改善好事例集－平成
27年度職場改善好事例募集の入賞事例から－」は、新規雇用
や職場定着に向けて、職場で生じる課題を適切に解決するた
めの社内体制の構築、支援機関と連携した体制整備等雇用管
理上の改善・工夫等の取組を収集し、豊富な写真入りでわか
りやすくまとめた。本文は簡潔にする一方、ポイント解説を
設けることで要点を補足するとともに、課題ごとに「改善前
の状況」「改善内容」「改善後の効果」を１ページにまとめ
て構成し、読みやすく編集した。さらに、他社でも職場改善
内容を取り入れやすくするため、実際に事業所で使われてい
る作業マニュアル、作業工程の自己チェック表、障害特性を
整理した資料等を写真やイラストで掲載した。

・「精神障害者の雇用ノウハウに関する動画」は、新規雇用、
雇用継続のための課題改善、支援体制の整備、職場復帰のそ
れぞれのテーマにおいて、実際の企業の雇用事例を通じて、
精神障害者の雇用管理のポイントを紹介した。リポート形式
を採用した臨場感あふれるインタビューや、企業等で実際に
活用されている支援ツール、要点をまとめた図表、有識者に
よる解説を取り入れるなど、親しみやすくかつわかりやすい
内容に工夫した。

・これらの成果物は、障害者の職域拡大や雇用管理について事
業所が実際に行っている参考となる取組や障害種別による
雇用上の留意点をわかりやすく情報提供することにより事
業主の雇用面での不安を解消することから、障害者雇用を検
討する事業主を集めたセミナーでの資料等に活用するとと
もに、障害者雇用エキスパート、地域センター、都道府県支
部等が相談・援助の場で活用している。

上記による実践
的手法の開発によ
り得られた成果に
ついては、事業主
等の利用しやすい

上記の障害者雇
用に関する実践的
手法の開発により
得られた成果につ
いては、事業主等

＜評価の視点＞
・実践的手法の開発に

より得られた成果に
ついて、事業主等の
利用しやすい報告

○事業主、支援機関等への配布・情報提供
・就職困難性の高い障害者のための職場改善好事例集は、直接、

地域センター、都道府県支部をはじめ、都道府県労働局、公
共職業安定所、事業主団体、支援機関、作成に協力していた
だいた事業所等に幅広く配布し、有効活用を図った。また、
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報告書、マニュア
ル等に取りまと
め、事業主等に配
布するほか、当該
開発成果に係る情
報を事業主等が有
効に活用できるよ
う分かりやすくホ
ームページで公開
する。

の利用しやすいマ
ニュアル、好事例
集等にとりまと
め、事業主等に配
布するほか、当該
開発成果に係る情
報を事業主等が有
効に活用できるよ
う分かりやすくホ
ームページで公開
する。

書、マニュアル等の
作成・配布、ホーム
ページ等を通じた情
報提供を行っている
か。

精神障害者の雇用ノウハウに関する動画は、ＤＶＤを制作し
障害者雇用エキスパートや地域センターを通じて事業主等へ
貸出しを行うとともに、事例ごとにホームページに公開した。

・過去の成果物については、マニュアル・好事例集等の成果物
一覧とその活用事例をとりまとめた「障害者雇用のためのマ
ニュアル・好事例集等のごあんない」を作成し、地域センタ
ー等を通じて事業主に配布するとともに、厚生労働省を通じ
て各労働局及び公共職業安定所から事業主に周知した。

・事業主（140件）や支援機関（217件）等からの求めに応じて、
随時成果物を送付したほか、都道府県支部等が行っている事
業主等に対する講習会等の機会に、事業主等の抱える課題の
解決につながる適切な成果物の提供、解説を行った。

・機構が開催した職業リハビリテーション研究・実践発表会や
「働く広場」公開座談会のほか、都道府県労働局が開催した
セミナー等において、マニュアル・好事例集等の配布・情報
提供を行った。

○ホームページ等を通じた普及
・新規に作成した好事例集・動画、改訂を行った成果物につい
ては速やかにホームページに公開するとともに、それぞれに
「サマリー（要旨）」を掲載した。さらに、フォントサイズ、
色づかい、行間等の工夫により画面表示を見やすくし、事業
主等が情報を容易かつ有効に利用できるようにして公開し
た。

・定期刊行誌やメールマガジンを活用し、成果物の周知を積極
的に行った。

○各種成果物の活用状況
・マニュアル・好事例集等各種成果物の具体的な活用状況につ
いては、利用者に資料を送付する際に意見・要望等を求める
アンケート用紙を同封し把握するよう努めている。この結果、
回答数424件のうち、障害者雇用に取り組む上で「役立った」
とする回答が399件、94.1％（前年度実績94.8％）となった。

・事業主からは「障害者雇用マニュアルコミック版 精神障害
者と働く」について「精神障害者を初めて雇用するに当たり、
受入先の従業員の不安軽減を図るための勉強会資料とし
た」、「コミック形式だと自然に読めて内容がよく理解でき
る。障害特性の理解やともに働く気持ちが大切であることが
わかり、今後の職場環境づくりの参考になった」、支援機関
からは「支援機関の活用や企業内における専門人材の育成等
による精神障害者の職場改善好事例集」について、「企業担
当者は、特に精神・発達障害者の雇用管理について事例を求
めていると感じていたので、好事例集はとても参考になる」、
「企業内のジョブコーチの役割など様々なサポートの方法
を好事例集から学ぶことができ、企業支援の際に役立つ」等
の回答が得られ、各種成果物が事業主や支援機関における障
害者雇用等の取組に係る様々な場面で活用されている。

・支援機関が作成するガイドブックへの引用や、企業内研修用
イントラネットへの掲載等の様々な方法により活用されて
いる。

中小企業にお
ける障害者雇用
や精神障害者雇

また、事業主等
に対して障害者雇
用事例等を提供す

ホームページ上
で、事業主等に対
して障害者雇用事

＜評価の視点＞
・中小企業における障

害者雇用や精神障害

○障害者雇用事例リファレンスサービスによる事例等の提供
・事業主等に対して、障害者の雇用、雇用継続又は職場復帰に
当たって直面する課題の解決方法として参考となる事例をホ



113

用等事業主のニ
ーズを踏まえた
障害者雇用事例
等の情報収集と
事業主等への効
果的な提供を実
施すること。

る「障害者雇用事
例リファレンスサ
ービス」の充実を
図り、中小企業に
おける障害者雇用
や精神障害者等雇
用事業主のニーズ
を踏まえて、効果
的な情報提供を行
う。

例等を提供する
「障害者雇用事例
リファレンスサー
ビス」については、
障害者の募集・採
用、雇用継続又は
職場復帰に当たっ
て直面する課題の
解決方法の参考と
なる企業の具体的
な取組をまとめた
障害者雇用モデル
事例を追加掲載す
る。平成 27 年度に
おいては、平成 28
年４月に義務化さ
れる合理的配慮の
提供に関して参考
となる事例を収集
する。

者等雇用事業主のニ
ーズを踏まえて、「障
害者雇用事例リファ
レンスサービス」の
充実を図っている
か。また、平成 28
年４月に義務化され
た合理的配慮の提供
に関して、参考とな
る事例を収集してい
るか。

ームページで提供している（掲載事例総数2,640件（前年度実
績2,140件））。

・事例の収集に当たっては、事業主ニーズや国の障害者雇用施
策を踏まえ、合理的配慮事例に特化し収集を行った。
平成27年度において、ホームページに追加掲載した501事例の
うち合理的配慮事例408件、中小企業の事例数は330件、除外
率設定業種は73件。

・事例収集の段階から取材時に聞き取る項目やテーマ設定の方
法、使用する用語、写真のサイズ・内容（作業風景・作業手
順等）について具体的基準を設定することにより、各事例の
内容の充実及び掲載事例の検索精度を高めるとともに、内容
の見やすさ、わかりやすさの向上を図った。

・合理的配慮事例の検索をしやすくするために、ホームページ
検索画面に検索方法等の補足説明を追加すること等の工夫を
した。

・都道府県支部が開催する講習会等において周知用リーフレッ
トを配布、説明し、周知・活用促進を図るほか、都道府県労
働局、自治体等のホームページやリーフレットで、各企業の
実情に合った障害者雇用のヒントを見つけるための有効なツ
ールとして紹介を行った結果、公共職業安定所及び就労支援
機関が実施する事業主の相談場面において、同業他社の雇用
事例紹介等に活用された。

ウ 就労支援機器
の普及・啓発

障害者の雇用
促進に役立つ就
労支援機器の貸
出しを行い、それ
らの就労支援機
器の普及・啓発を
図ること。

③ 就労支援機器の
普及・啓発

就労支援機器を
広く事業主に普
及・啓発するため、
ホームページ等を
通じた情報提供、
就労支援機器の効
果的な活用に係る
相談等を実施し、
事業所に就労支援
機器の貸出しを行
う。

ハ 就労支援機器の
普及・啓発等

視覚障害者向け
パソコン、拡大読
書器等の就労支援
機器を広く事業主
に普及・啓発する
ため、就労支援機
器普及啓発ホーム
ページを活用して
効果的な普及・啓
発活動を実施する
とともに、就労支
援機器の効果的な
活用に係る相談等
を通して、幅広く
就労支援機器の貸
出しを行う。
就労支援機器の

貸出業務について
は、事業主及び関
係機関に対する周
知を図るととも
に、事業主ニーズ
の直接収集及び障
害者雇用エキスパ
ートによる就労支
援機器導入に関す
る事業主等への専
門的な相談・援助、

＜評価の視点＞
・就労支援機器を広く

事業主に普及・啓発
するため、ホームペ
ージ等を通じた情報
提供、就労支援機器
の効果的な活用に係
る相談等を実施して
いるか。

ハ 就労支援機器の普及・啓発

○最新情報のホームページへの掲載等
・支援機器製造メーカー、支援機器販売メーカーからの情報収
集により、新規掲載機種として、拡大読書器、音声拡聴器・
集音器、視覚障害者向けワープロソフト、視覚障害者向けブ
ラウザソフト、視覚障害者向けインターネットニュース検索
ソフト、電話関連機器、環境調整用具から17機種を選定し、
平成27年９月及び平成28年３月に就労支援機器等普及啓発ホ
ームページに追加掲載するとともに、販売を終了した20機種
の掲載を終了した。これにより、平成28年３月末日現在の掲
載機種は153機種となった。

・事業主の利便性を図るため、就労支援機器等普及啓発ホーム
ページにおいて個々の就労支援機器の貸出状況を表示し、貸
出状況を即時に更新することにより、最新情報を掲載した。

○都道府県支部等を通じた貸出制度の周知
・事業主が貸出制度の情報を入手できる機会を確保するため、
都道府県支部が周知を行うこととし、事業主を対象としたセ
ミナー等を活用し周知した。本部においては、ＰＤＣＡサイ
クルのもと都道府県支部における周知状況の確認を行うとと
もに、次の取組を行った。
- 労働局、公共職業安定所が主催する人事・採用担当者、労
務担当者を対象とした講習会やセミナーに障害者雇用エキ
スパートを派遣し、リーフレットの配布、機器の説明及び
貸出制度の利用勧奨

- 都道府県、労働局が主催する事業主を対象とした講習会に
障害者雇用エキスパートを派遣し、講演協力、展示協力、
リーフレットの配布（東京）

- 障害者団体等が開催したイベントにおける講師協力、リー
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技術指導等を行
う。

フレットの配布
- 都道府県支部が行う地方アビリンピック等のイベントに
おいて機器移動展示会（富山、三重、高知、宮崎）を実施
するとともに、地方での貸出件数の増加を目的としての地
方説明会を実施（静岡、福岡）

- 機器展示コーナーを活用した就労支援機器説明会の実施
（月に２回）

- 就労支援機器の利用が見込まれる視覚障害者を対象とし
た障害者職業能力開発校や就労支援機関等に対する訓練施
設で利用している機器の確認及び就職実績の情報収集、貸
出制度の周知、貸出実績及び雇用事例等についての情報提
供

○貸出事業所に対する相談・フォローアップの実施
・福祉情報技術コーディネーターの資格を有する障害者雇用エ
キスパートを配置し、機器の選定や活用に関する総合的な相
談・援助等のほか、貸出中の事業所を訪問し、支援を行った。
具体的には、聴覚障害者の新たな雇入れに当たり音声認識ソ
フトを導入する事業所に対して、各製品の特性を説明し、各
事業所に応じた機器の選定に対する助言や、視覚障害が進行
した従業員に対する拡大読書器や画面拡大ソフト、読上げソ
フトの提案、地域センターと連携した職場適応のための継続
相談の実施等、個別具体的なニーズに応じた支援を行った（相
談等実施件数1,312件（前年度実績920件、前年度比142.6％））。
また、貸出３か月時点の電話・郵送によるアンケートの実施
等により、使用状況を確認し、新製品の情報提供や機器変更
に係る助言を行い、ミスマッチを防ぐためのフォローアップ
を実施した。

・貸出中の事業主に対し、機器の購入に際して活用が考えられ
る障害者雇用納付金制度に基づく助成金について周知し、問
合せに対応した。

○貸出終了事業主に対するアンケート調査の実施
・貸出終了後に、事業主及び機器を利用する障害者に対してア
ンケート調査を実施した。

・事業主アンケートの結果、貸出機器が障害者の雇用の促進等
に「大変役に立った」「役に立った」との回答が89.7％（前
年度実績90.0％）であった。

・当該アンケートと併せて行う利用者アンケートの回答による
と、貸出期間中うまく使いこなせていなかったケースがあっ
た。一部の機器については使用に当たっての説明・助言が必
要と考えられるため、障害者雇用エキスパートから貸出中の
事業主に対して、貸出期間中のできるだけ早い時期に電話・
メールなどで使用状況を確認するなど、綿密なフォローアッ
プを行うこととした。

・就労支援機器の整備については、貸出ニーズの傾向、就労支
援機器製造メーカー・販売メーカーからの情報収集、障害者
職業能力開発施設における就労支援機器整備状況を踏まえ、
事業主ニーズの高い機器等を整備した。

適宜アンケート
調査を実施し、事
業主のニーズを把
握するとともに、

貸出しを終了し
た事業主に対して
適宜アンケート調
査を実施し、事業

＜定量的指標＞
・就労支援機器の利用

率（全機器の貸出累
計月数／延べ保有台

○貸出利用率及び貸出事業所数の状況
・利用率68.8％（達成度114.7％）
（前年度実績69.0％）

・貸出事業所数 209 事業所（前年度実績 187 事業所）
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効率的な業務を行
うため、就労支援
機器の利用率（全
機器の貸出累計月
数／延べ保有台月
数）を常態におい
て 60％以上にす
る。

主のニーズを把握
することにより、
就労支援機器の効
果的な整備及び就
労支援機器の導入
や活用方法につい
ての相談内容の改
善を図る。また、
効率的な業務を行
うため、就労支援
機器の利用率（全
機器の貸出累計月
数／延べ保有台月
数）を常態におい
て 60％以上にす
る。
平成 27 年度に

おいては、就労支
援機器の全国的な
活用を促進するた
め、平成 26 年度に
引き続き、東京以
外での機器説明会
を行う。

月数）を常態におい
て 60％以上にする
こと。【数値目標】

エ 啓発事業の実
施

事業主や国民
一般に対して障
害者雇用の機運
を醸成するため
雇用支援月間を
設け、また障害者
の職業的自立を
支援するため、障
害者雇用に関す
る様々な啓発活
動を展開するこ
と。

④ 啓発事業の実施

事業主や国民一
般に対して、障害
者に対する認識を
高め、その雇用の
促進と職業の安定
を図るため、障害
者雇用を支援する
月間を設け、全国
レベルで障害者雇
用優良事業所等の
表彰を実施するほ
か、各都道府県に
おいて障害者雇用
優良事業所等の表
彰等による啓発事
業を実施する。

ニ 障害者雇用に係
る啓発事業の実施

事業主や国民一
般に対して、障害
者に対する認識を
高め、その雇用の
促進と職業の安定
を図るため、９月
を障害者雇用支援
月間とし、障害者
雇用優良事業所等
を対象とした全国
表彰及び都道府県
表彰を実施するほ
か、全国４か所の
会場で障害者雇用
支援月間ポスター
原画入賞作品展示
会を開催する等、
啓発事業を実施す
る。

＜評価の視点＞
・障害者雇用を支援す

る月間を設け、障害
者雇用優良事業所等
の表彰を実施するほ
か、定期刊行誌の発
行、ホームページを
活用した情報提供、
マスメディア等の活
用等による啓発広報
活動を実施している
か。

ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施

○障害者雇用優良事業所等全国表彰式
・日程等：平成27年９月８日（火）、丸の内ＭＹＰＬＡＺＡホ

ール（東京）
・被表彰者数

障害者雇用優良事業所表彰 57件
優秀勤労障害者表彰 57件
障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した団体又は個人１
件
障害者雇用支援月間ポスター原画入賞 80件
障害者雇用職場改善好事例入賞 10件

○障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示会
・障害者雇用の重要性について、広く国民に理解していただく
ため、ポスターの原画を障害者等から募集し、９月の障害者
雇用支援月間を中心に入賞作品展示会を札幌、東京、大阪、
福岡の全国４会場（前年度実績５会場）で開催した。
- 応募点数2,279点（前年度実績2,417点）

・東京会場：丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ １階 ＭＹ ＰＬＡＺＡ
アトリウム
日程 平成27年９月７日（月）～９月11日（金）

・大阪会場：大阪市役所 東玄関ロビー
日程 平成27年９月28日（月）～９月30日（水）

・札幌会場：札幌駅前通地下広場 憩いの空間
日程 平成27年10月13日（火）～10月14日（水）

・福岡会場：福岡市役所 １階多目的スペース
日程 平成27年10月24日（土）～10月27日（火）
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障害者の雇用に
係る諸情報を総合
的に掲載した定期
刊行誌を毎月発行
する。

さらに、障害者
の雇用に係る諸情
報を総合的に掲載
した定期刊行誌
「働く広場」を毎
月作成・発行し、
事業主等に配布す
る。
なお、作成に当

たっては、読者ア
ンケートや編集委
員会等の意見を踏
まえ、誌面の一層
の充実を図る。

・平成27年度は多数の来場者のあった障害者ワークフェアの開
催がなかったため、全体としての来場者数は減少したが、多
くの人通りが見込まれかつ経済的な会場への見直しを行い、
各会場の来場者数は大幅に増加した
- 来場者数 9,912 人（同一４都市での過去３年間の平均来場
者数 6,243 人（H24：6,715 人、H25：7,915 人、H26：4,100
人））

○定期刊行誌「働く広場」の発行・配布
・事業主等に障害者の雇用についてのノウハウ、情報等を提供
することを目的に毎月発行し、企業の人事・労務担当者及び
就労支援機関等に対して、配布した。

・読者アンケートでは、「非常に参考になる」「参考になる」
との回答が合計92.2％（前年度実績88.1％）であった。

・読者層の拡大のため、ホームページに電子ブックを掲載する
とともに、バックナンバーを掲載した。また、一般書店やオ
ンライン書店で販売を行ったほか、イベント等で周知活動を
行った。

○読者アンケートにより把握した読者ニーズ、編集委員会の助
言・指摘等を踏まえた誌面の充実

・読者への訴求力を高めるため、平成27年度も特集テーマを設
けて誌面を構成した。

・読者から掲載希望の高かった「精神障害者」「発達障害者」
については、５月号と３月号で「精神障害者の雇用・就労」
「発達障害者の雇用・就労」の特集を組むとともに、その他
にも、８月号で「農業と障害者」を、10月号で「特別支援学
校の取組み」の特集を組んだ。

・編集委員会での助言を受けて、５月号から９月号まで「ＮＯ
ＴＥ」コーナーで、「聴覚障害者の職場コミュニケーション
支援」を連載し、手話通訳をはじめとする聴覚障害者支援の
状況について掲載した。

○公開座談会の開催
・内閣府主催の障害者週間連続セミナーの一環として、「精神
障害者雇用は今～精神障害者の職域拡大の可能性について
～」をテーマとして平成27年12月５日に公開座談会を開催し
た。

・公開座談会は、当機構職業リハビリテーション部次長を座長
とし、精神障害当事者、当事者が勤務する医療機関の担当者
等をパネリストとして実施した。

・参加者アンケートでは「大変参考になった」「参考になった」
との回答が合計99％であった。

・聴講者の声は以下のとおり。
「医療現場のみならず、すべての職場に共通する様々なヒン
トがあった」
「立場が違うパネリストの方の視点はとても興味深いもの
があった」
「当事者の方からの生の声は説得力があり、実感も湧くもの
であった」
「精神障害者雇用の職場定着の為のポイントや失敗例を具
体的に述べて頂いて、とても参考になった」
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また、ホームペ
ージを活用した情
報提供、マスメデ
ィア等の活用等に
よる啓発広報活動
を実施する。

また、ホームペ
ージを通じて障害
者雇用に関する情
報を提供するほ
か、障害者の雇用
を進める上で必要
となる情報等につ
いてマスメディア
等を通じた広報・
啓発活動を展開
し、広く国民の障
害者雇用に対する
理解を深める。

○マスメディア等による広報・啓発活動
・障害者雇用支援月間に関する記事広告として、経済専門雑誌
「日経ビジネス」の８月31日発行号に障害者雇用の先進企業
の取組事例、学識者による障害者雇用を促進するための解説
等を、見開き２頁、フルカラーで掲載した。また、「日経ビ
ジネス」のＷｅｂ版である「日経ビジネスオンラインSpecial」
に、文字数制限等により紙面に掲載できなかった詳細な内容
や写真等を１か月（掲載期間８月31日～９月30日）にわたり
掲載したほか、同サイトから機構ホームページ及びメールマ
ガジン募集ページへの誘導を図った。

・職業リハビリテーションに関する支援や調査・研究等の成
果、啓発活動についてマスコミへ積極的な情報提供を行い、
障害者雇用についての理解を促進した（テレビ：ＮＨＫ 新
聞：読売新聞、朝日新聞、埼玉新聞、陸奥新報、点字毎日 雑
誌：人事実務、月刊人事労務）。

・障害のある児童・生徒から募集した原画をもとにポスターを
作成し、全国の自治体や公共職業安定所等に掲示することに
より、事業主をはじめ広く国民に障害者雇用についての理解
が深まるよう努めた。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・障害者職業生活相談員資格認定講習については、テキストに

「障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務」を新
規執筆するとともに、事業所（受講者）に対するアンケート
結果を踏まえて意見交換会やパネルディスカッションを積
極的に取り入れること等により、講習内容の充実を図った。

・障害者雇用事例リファレンスサービスについては、平成 27
年度から合理的配慮事例を収集・掲載した。

・就労支援機器の普及・啓発については、事業主の個別ニーズ
に合わせた機器の選定・提案や活用に関する相談・援助を行
うほか、貸出終了後に事業主及び機器利用者に対するアンケ
ートを実施し、ニーズに応じた機器の整備を進めた。さらに、
地方の事業所からの相談・問合せの状況を踏まえ、東京以外
の地域での普及を目的とした地方説明会を開催した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・障害者職業生活相談員資格認定講習の実施回数及び修了者数が過去最高であること、直接的な相談・援助に限らず紙媒体やホームページを活用した情報の提供を行ったこと、精神障害者の雇用のノウハウを動画で紹介したことは、

評価できる。

・利用者アンケートなどを通じて、利用者により届きやすい形式を探る取組があれば、更に良い。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１０ 障害者技能競技大会(アビリンピック)の開催

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－２－２ 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等

をすること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

障害者の職業能力及び雇
用に対する理解が深まっ
た旨の評価（計画値）

90％以上 － 90％以上 90％以上 － 90％以上 90％以上 予算額（千円） － － －

障害者の職業能力及び雇
用に対する理解が深まっ
た旨の評価（実績値）

－ 96.1％ 98.5％ 96.6％ － 決算額（千円） － － －

達成度 － － 109.4％ 107.3％ － 経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

【評価項目１０ 障
害者技能競技大会
（アビリンピック）
の開催】
＜評定と根拠＞
評定： Ａ

フランス・ボルド
ーで開催された第９
回国際アビリンピッ
クへの選手の派遣に
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３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

障害者の雇用に関す
る事業主の社会連帯責
任の円滑な実現を図る
観点から、障害者の雇
用に伴う事業主の経済
的負担を調整するとと
もに、障害者の雇用の
促進等を図るため設け
られた「障害者雇用納
付金制度」に基づく、
障害者雇用納付金の徴
収並びに障害者雇用調
整金、報奨金、在宅就
業障害者特例調整金、
在宅就業障害者特例報
奨金及び各種助成金の
支給等の機構が実施す
る納付金関係業務につ
いては、障害者の雇用
の促進に寄与するため
に、法律の目的にのっ
とり、適正かつ効率的
な運営を図ること。
また、障害者の雇用

に関する実践的手法の
開発、講習の事業、啓
発の事業を効果的に実
施することにより、事
業主の障害者雇用の取
組を支援し、障害者の
雇用促進を図ること。
なお、障害者雇用納

付金申告対象事業主等
に対する調査や就労支
援機器の貸出しなどの
業務については、サー
ビスの質の維持や不正
受給の防止に努めつ
つ、業務を効率的かつ
効果的に実施するこ
と。

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

３ 障害者に係る雇用関係
業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の
実施に関する事項

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項

当たり、選手個々の
課題の解消に向け、
各種目の専門家や所
属企業等と連携して
個別の強化指導を行
うとともに、安全確
保や意識高揚のため
の様々な支援を行っ
た結果、前回大会と
同じ金賞２人のほ
か、銀賞３人、銅賞
５人及び特別賞１人
が入賞という好結果
を得ることができ
た。各選手の活躍は、
地元を中心にマスメ
ディア等に大きく紹
介され、障害者の雇
用や職業能力開発に
対する理解が深めら
れた。

地方アビリンピッ
クについては、各都
道府県支部内の連携
によるシナジー効果
の発揮等により、競
技実施種目数及び来
場者数が過去最高の
実績を更新し、来場
者数は過去３年平均
と比べて 122.5％に
増加したほか、競技
参加選手数も過去最
高に近い水準とな
り、全国各地におい
て障害者の雇用や職
業能力開発に対する
理解が深められた。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
平成 28 年度に開

催する全国アビリン
ピックについて、共
催県である山形県と
連絡調整会議等によ
る連携・協力を行う
ことにより、大会運

④ 障害者の技能に関
する競技大会の開催
に関する事項

エ 障害者の技能に
関する競技大会の
開催

④ 障害者の技能に関
する競技大会の開催

イ 第９回国際アビ
リンピックへの選

④ 障害者の技能に関する競技大会の開催

イ 第９回国際アビリンピックへの選手派遣

営に関するノウハウ
を共有するととも
に、相互の進捗状況
等を確認しつつ、円
滑かつ効果的に開催



120

産業、職業及び技
術等の変化や障害者
の雇用・就業の動向
等を踏まえた競技種
目の重点化及び先駆
的又は雇用拡大が期
待される職種による
技能デモンストレー
ション、障害者の職
業能力及び雇用に関
わる展示の実施等一
層効率的かつ効果的
な大会運営を行うこ
とにより、障害者の
職業能力の向上を図
るとともに、企業や
社会一般の人々が障
害者に対する理解と
認識を深め、その雇
用の促進を図るこ
と。

障害者が日ごろ培
った技能を互いに競
い合うことにより、
その職業能力の向上
を図るとともに、企
業や社会一般の人々
が障害者に対する理
解と認識を深め、そ
の雇用の促進を図る
ため、全国障害者技
能競技大会（アビリ
ンピック）を開催し、
成績優秀者を顕彰す
る。

手派遣

平成 28 年３月
にフランス共和国
ボルドー市で開催
される第９回国際
アビリンピック
に、同国際アビリ
ンピックの派遣選
手選考のための大
会と位置付けて開
催した第 35 回全
国障害者技能競技
大会（アビリンピ
ック）の成績優秀
者を派遣する。派
遣選手に対して
は、各競技種目の
専門家及び派遣選
手が所属する企業
等と連携して強化
指導を実施し、選
手が持てる力を発
揮できるよう支援
する。

＜評価の視点＞
・国際アビリンピック

派遣選手に対して、
各競技種目の専門家
及び派遣選手が所属
する企業等と連携し
て強化指導を実施
し、選手が持てる力
を発揮できるように
支援したか。

○第９回国際アビリンピックの概要
・開催日：平成28年３月23日～３月26日
・開催地：フランス共和国ボルドー市（ボルドー国際会議・展

示場）
・競技参加国・地域数：31か国・地域
・選手数：458 人
・職業技能競技種目数：48 種目

○第９回国際アビリンピックへの日本選手の派遣
・派遣競技：競技内容が全国障害者技能競技大会（以下「全国
アビリンピック」という。）と概ね共通する職業技能競技で
ある 17 種目

・派遣選手数：第９回国際アビリンピックに派遣する選手の選
考会を兼ねた大会として平成 26 年度に実施した全国アビリ
ンピック愛知大会の成績優秀者 31人

・日本選手の入賞状況
金 賞２人：義肢製作、歯科技工
銀 賞３人：電子機器組立・テスト、英文ワープロ、

データベース（応用）
銅 賞５人：英文ＤＴＰ、電子機器組立・テスト、

コンピュータ組立、フラワーアレンジメント
データベース（基礎）

特別賞１人：データベース（基礎）銅賞受賞者

※特別賞は、各国・地域に１人ずつ授与される賞で、その国・
地域における参加者の最高得点を獲得した者に授与され
る。

○選手への強化指導の実施
・各競技の専門家を専門委員として委嘱し、派遣選手ごとに強

化指導計画を策定した。
・策定された強化指導計画に基づく強化指導を以下のとおり実

施した。
ⅰ事前に公表される課題概要の翻訳、課題概要を踏まえた対
策の策定と助言

ⅱ課題概要に即した参考図書・教材の配付
ⅲ大会同様の英語環境パソコン機器等の貸与及びＣＡＤソ
フトの協賛企業の確保

ⅳ専門委員等による各種指導
- 模擬課題を作成し、訪問研修・集合研修等による反復練

習を実施
- 各選手の取組状況の進捗を確認し、必要に応じてメー

ル・電話による指導を実施
- 参加種目に関係する企業等に所属する選手については

当該企業等に協力要請を行い、専門委員が当該企業の上
司・指導者と連携し、効率的・効果的な指導を実施

○選手への様々な支援等
・選手が持てる力を最大限に発揮できるよう、大会期間中の安

全確保及びバリアフリーに係る取組として、以下の様々な支
援を行った。
- 競技会場、宿泊施設、移動経路等の事前調査の実施

できるよう準備を進
める必要がある。

また、事業主団体
等に対して個別に周
知広報に係る働きか
けを行うことによ
り、全国及び地方ア
ビリンピックの参加
選手や来場者の増加
に向けて取り組む必
要がある。
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- 選手団全員が内容を理解しスムーズに行動できるよう、詳
細なマニュアル等を作成するとともに、オリエンテーショ
ンを実施

- 介助者・手話通訳者等の配置
- 健康管理のための医師・看護師の同行
- 各種障害者用補助具（スロープ、筆談ボード）等の持込み
- 現地での移動が円滑かつ安全に行えるよう日本選手団専
用車いすリフト付きバス等の手配

- 在仏日本大使館等からのテロ等に関する現地情報の収集
と同大使館に対する便宜供与依頼

・大会に向けての意識高揚を促進し、それにより良い成績に結
び付けられるよう皇太子殿下のご接見、厚生労働大臣・仏駐
在日本大使への表敬訪問等を行った。

○大会後の反響等
・金賞受賞者には内閣総理大臣から障害者技能表彰が直接授与

され、その様子は政府インターネットテレビで報道されると
ともに、全国紙に記事が掲載された。

・参加選手の地元を中心に、派遣前には強化指導の状況や選手
の訓練の様子や意欲が、派遣後には選手の活躍の模様等がテ
レビ、新聞等で報道された。

・本大会での選手の活躍等を広く周知するためＤＶＤを作成
し、ＤＶＤ映像をホームページで公開するほか、全国アビリ
ンピックや地方アビリンピックで上映する。また、各都道府
県等にも配付し、障害者の職業能力開発や障害者雇用に関す
る各種イベント等でも上映することとしている。

・参加者から今後の障害者の職業能力開発や雇用促進につなが
る次のような前向きなコメントが数多く寄せられた。
「この大会での経験を活かして今後も技術を磨いて行きた
い」
「ここでいただいた賞には高い価値を感じます」
「これからも聴覚障害者の職域拡大につなげていきたい」

産業、職業及び技
術等の変化や障害者
の雇用・就業の動向
等を踏まえた競技種
目の重点化を図ると
ともに、先駆的又は
雇用拡大が期待され
る職種による技能デ
モンストレーショ
ン、障害者の職業能
力及び雇用に関わる
展示の実施等一層効
率的かつ効果的な大
会運営を行う。

このため、大会来
場者にアンケート調
査を実施し、障害者
の職業能力及び雇用
に対する理解が深ま
っ た 旨 の 評 価 を
90％以上の来場者か

大会来場者に対し
てアンケート調査を
実施し、有効回答の
うち 90％以上の大
会来場者から障害者
の職業能力及び雇用
に対する理解が深ま
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ら得られるようにす
ること。

った旨の評価を得ら
れるようにする。

また、国際大会へ
の選手の派遣も考慮
して、国内大会の効
果的な運営に努める
こと。

第９回国際アビリ
ンピックへの選手の
派遣に向け、国内大
会の効果的運営に努
める。

また、国際アビリ
ンピックに関連した
国際会議等に出席し
情報収集等を行う。

各都道府県におけ
る障害者の技能競技
大会（地方アビリン
ピック）を毎年効率
的かつ効果的に開
催・運営する。

ロ 各都道府県にお
ける障害者技能競
技大会の開催
都道府県、障害

者団体及び企業等
との連携強化、ア
ビリンピック競技
種目を勘案した競
技種目の見直し等
により、各都道府
県における障害者
の技能競技大会
（地方アビリンピ
ック）を効率的か
つ効果的に開催・
運営する。

＜評価の視点＞
・各都道府県における

障害者の技能競技大
会（地方アビリンピ
ック）を毎年効率的
かつ効果的に開催・
運営しているか。

ロ 各都道府県における障害者技能競技大会の開催

○地方アビリンピックの開催
・併催イベントに関する好事例等を併せて記載した「平成27年
度地方アビリンピック実施手引」を平成26年度末に各都道府
県支部に配付し、年度当初から効果的な地方アビリンピック
の開催に向けて取り組み、すべての都道府県支部で開催した
地方アビリンピックでは多くの参加者や見学者から大会を評
価する声を得た。

○開催状況
※（ ）内は前年度実績
・競技参加選手数：3,251人（3,267人）
・競技実施種目数：延べ392種目(延べ388種目）
・全国アビリンピック実施種目：延べ374種目（延べ364種目）、

全種目に占める割合：95.4％
・全国アビリンピック実施種目外：延べ18種目（延べ24種目）
・競技種目は延べ392種目と前年度比で４種目増加し、うち全
国アビリンピックで実施している競技種目が374種目と平成
26年度より10種目増加し、全実施種目の95.4％となるなど競
技種目の見直し等を実施し、効率的かつ効果的な運営につい
て徹底を図った。

・来場者数：15,603人(13,558人）
・マスコミによる報道：237件(221件）

○都道府県、特別支援学校、障害者団体、企業との連携強化
・都道府県、特別支援学校、障害者団体及び企業に対し、地方
アビリンピックへの協力について、文書を送付するとともに、
会議において協力要請するほか、必要に応じて個別に協力要
請することにより、連携の強化を図った。

○組織間シナジー効果の発揮
・他のイベントとの同時開催等により来場者の増加を図るた

め、28支部において職業能力開発促進センター等が実施する
イベントとの合同開催としたり、相互展示等を行った。また、
25 支部において職業能力開発促進センター等の施設を会場
として開催した。

・競技種目に応じて職業能力開発促進センター等の職業訓練指
導員を可能な限り専門委員に委嘱し、事前の競技課題作成や
当日の競技進行管理・審査において協力を得た。また、その
他の運営においても、職業能力開発促進センター等の職員の
協力を得た。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・平成 28 年度に開催する全国アビリンピックに向けて、共催
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県である山形県と連絡調整会議の開催等により連絡調整を
行い、大会運営に関するノウハウを伝達するとともに、お互
いの進捗状況等を確認しつつ、効果的な大会となるよう準備
を進めている。

・事業主団体等に対して個別に周知広報に係る働きかけを行う
ことにより、全国アビリンピックの参加選手や来場者の増加
等に向けて取り組んでいる。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・国際アビリンピックで高い成果を上げたこと、地方アビリンピックの競技実施種目数及び来場者数が過去最高であることは、評価できる。

・国民、社会の中での「アビリンピック」の浸透度の評価について、今後検討する必要がある。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１１ 離職者訓練

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

就職率（計画値）
各年度 80％

以上
－ 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 予算額（千円） － － －

就職率（実績値） － 84.8％ 86.3％ 86.3％ 87.1％ 決算額（千円） － － －

達成度 － － 107.9％ 107.9％ 108.9％ 経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画(H27) 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

【評価項目１１ 離
職者訓練】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

離職者訓練の就職
率は、都道府県が実
施している訓練の就
職率が 80％を下回
っている中、80％が
目標として設定され
ているが、機構が独
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４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

② 離職者を対象とす
る職業訓練の実施に
ついて

雇用のセーフティ
ネットとしての役割
を果たすため、雇用
失業情勢に応じて、
離職者に対し、適切
かつ効果的な職業訓
練を実施し、再就職
に結び付けるものと
すること。

ア 訓練開始時から
積極的に就職支援
を行うこととし、
訓練修了者の就職
率を各年度とも
80％以上とすると
ともに、就職者の
うち常用労働者と
して就職した者の
割合の向上に取り
組むこと。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

イ 離職者を対象とす
る職業訓練の実施に
ついて

雇用のセーフティ
ネットとしての役割
を果たすため、雇用
失業情勢に応じて、
離職者に対し、適切
かつ効果的な職業訓
練を実施し、再就職
に結び付けるため、
次により職業訓練を
実施する。

① 訓練開始時か
ら、ジョブ・カー
ドを活用したキャ
リアコンサルティ
ング、求人情報の
提供や就職支援ツ
ールの活用などに
より、訓練受講者
に対して積極的か
つきめ細かな就職
支援を行うことに
より、訓練修了者
の訓練終了後３ヶ
月時点の就職率を
各年度とも 80％
以上とするととも
に、就職者のうち
常用労働者として
就職した者の割合
の向上に取り組
む。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発総合大学校の設置
及び運営の実施等に関
する事項

② 離職者を対象とす
る職業訓練の実施に
ついて

雇用のセーフティ
ネットとしての役割
を果たすため、雇用
失業情勢に応じて、
離職者に対し、適切
かつ効果的な職業訓
練を実施し、再就職
に結び付けるため、
次により職業訓練を
実施する。

イ 訓練開始時か
ら、ジョブ・カー
ドを活用した段階
的なキャリアコン
サルティング、公
共職業安定所との
連携による求人情
報の提供や就職支
援ツールの活用等
により、訓練受講
者に対して積極的
かつきめ細かな就
職支援を行う。

４ 職業能力開発業務に関する事項

(1)職業能力開発促進センター等及び職業能力開発大学校の設
置及び運営の実施等に関する事項

② 離職者を対象とする職業訓練の実施について

・離職者を対象とする職業訓練の実施に当たっては、雇用のセ
ーフティネットとしての役割を果たすため、離職者が早期再
就職に必要な技能・技術、関連知識を習得できるよう、国の
定める職業訓練実施計画を踏まえ、職業能力開発促進センタ
ー等において、以下のとおり企業での生産現場の実態に即し
たものづくり分野に特化して、訓練期間標準６か月の職業訓
練等を実施した。
- 施設内訓練のコース数
1,619 コース （前年度実績 1,673 コース 前年度比△54

コース）
- 施設内訓練の入所者数
22,626 人（前年度実績 23,588 人 前年度比△962 人）

イ 就職支援
・施設内訓練においては、当機構の有する入所から修了後まで

の就職支援のノウハウを形式知化し、具体的な就職支援事例
を網羅した就職支援ツールである「就職支援マップ」を活用
し、訓練生及び訓練修了時の未就職者に対して、次の取組を
重点的に行った。
- 訓練開始時からの段階的できめ細かい面接指導やジョ
ブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施

- 潜在的に採用意欲のある求人企業の開拓及び公共職業安
定所との連携等による求人情報の提供

- 公共職業安定所との訓練生の就職状況の共有
- 詳細な訓練生求職情報を独自に作成し、事業主に提供
- 事業主との橋渡しのため、訓練生の採用面接や企業訪問へ
の職業訓練指導員の同行

- 訓練修了時の未就職者に対する求人企業情報の提供等の
フォローアップの実施等

また、就職支援に当たっては、各施設に設置している就職対
策委員会において「就職促進活動計画」の策定（Plan）、個
別相談や就職講話等の各就職支援メニューの実施（Do）、就
職支援実施結果の評価（Check）、就職支援の改善・見直し
（Act）といった、ＰＤＣＡサイクルにより、就職支援内容
の質の向上に努め、訓練生の早期再就職に資する支援となる
よう適宜改善を行った。

・高い就職率を達成した職業訓練指導員の就職支援ノウハウを
集約し、職業訓練指導員が抱える就職支援の課題を明らかに
した上で、訓練生個人に対する就職支援の行動を例示した就
職支援ツールである「就職支援行動ガイド」も活用し、更な

自のノウハウにより
作成している就職支
援ツールを活用した
きめ細かな支援の結
果、就職率が 87.1％
と、目標を 7.1 ポイ
ント上回り、前年度
実績を上回り過去最
高の実績となった。

また、就職者のう
ち常用労働者の割合
は、前年度実績を
2.2 ポイント上回る
81.0％となった。

なお、若年求職者
に対する就職支援に
ついては、日本版デ
ュアルシステムにお
いて、91.7％の高い
就職率を達成してい
る。

課題であった定員
充足率の改善につい
ては、公共職業安定
所職員及び求職者等
に対する施設見学会
や、訓練内容がより
伝わりやすい広報を
行う等を通じて、離
職者訓練に対する理
解の促進を図った結
果、83.8％と前年度
実績を 1.1 ポイント
上回る実績となっ
た。

訓練コースの設定
に当たっては、もの
づくり分野に特化す
るとともに、外部の
有識者で構成する訓
練計画専門部会で競
合の有無及び人材ニ
ーズに基づいた訓練
コースの設定の適否
について審査を受け
た上で、訓練科の新
設や廃止、訓練カリ
キュラムの見直しを
行った。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
今後も高い就職率



126

ロ 積極的かつきめ
細かな就職支援に
取り組むことによ
り、訓練修了者の
訓練終了後３ヶ月
時点の就職率を
80％以上とすると
ともに、就職者の
うち常用労働者と
して就職した者の
割合の向上を図
る。

＜定量的指標＞
・訓練修了者の訓練終

了後３ヶ月時点の就
職率を各年度とも８
０％以上とするこ
と。【数値目標】

＜評価の視点＞
・就職者のうち常用労

働者として就職した
者の割合の向上に取
り組んだか。
※常用労働者 雇用
契約において期間
の定めのない者

る就職実績の向上に向けて、就職支援を行った。

ロ 訓練修了者の就職率 （添付資料１－①～③）
・事業主団体や関係行政機関等から意見を聴くことにより、人

材ニーズを反映した的確な訓練内容と、上記イの就職支援の
取組等により、訓練終了後３ヶ月時点の就職率、そのうち常
用労働者としての就職者の割合は次のとおりとなった。
なお、都道府県立公共職業能力開発施設や委託訓練の平均値
を大幅に上回る就職率を達成した。
- 施設内訓練 87.1％（前年度実績 86.3％ 前年度比 ＋

0.8 ポイント 達成度 108.9％）
（就職者のうち常用労働者の割合 81.0％（前年度実績
78.8％ 前年度比＋2.2 ポイント））
※各年度の就職率は、当該年度の４月から１月末までに終

了した訓練コースの３か月後の実績
（参考）
・都道府県立公共職業能力開発施設 78.3％
・委託訓練の就職率 73.1％

※都道府県立公共職業能力開発施設の就職率は平成 27
年４月から平成 27 年 12 月末までに終了した訓練コー
スの３か月後の実績。
委託訓練の就職率は、平成 27年４月から平成 27年 11
月末までに終了した訓練コースの３か月後の実績。

・常用労働者としての就職促進の取組を以下のとおり行った。
ⅰ訓練生への就職ガイダンスや個別型・集団型によるジョ
ブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを実施
する中で、自己理解や仕事理解について支援することによ
る、就職後のミスマッチの解消

ⅱ訓練生が職業訓練で習得した能力の更なる向上に向けた
相談の実施

ⅲ公共職業安定所等と連携し、求人中の企業や過去に求人を
行った企業、訓練修了者が就職した企業、在職者訓練を受
講した企業等を職業訓練指導員等職員が積極的に訪問す
ることによる訓練修了者の職業能力に応じた就職先企業
の開拓

【修了者を採用した事業主の声】
当社ではポリテクセンターの修了生を数名採用していま
す。女性も採用していますが、最初は、火花が散り、有害
光線で肌を痛める溶接の仕事が女性にできるのかと思い
ましたが、溶接や曲げの技術、材料知識、安全作業に対す
る心構えも備わっていて、何より訓練生が溶接にとても熱
意を持っていました。
ポリテクセンターでは、６か月の訓練でなぜ技術が身に付
くのだろうと思っていましたが、ポリテクセンターは設備
が充実しており、基礎を体系的に反復して訓練しているの
で、即戦力となり得る技術が身に付くのだと思います。採
用後は、基礎的な技術・知識が備わっているため、一から
教え込む必要が無く、応用力に繋がるまでの時間が少なく
てすむので助かります。今後もポリテクセンターの修了生
を採用したいと思っております。（金属加工科の修了者を
採用した企業）

を維持していくため
に、成長分野等に対
応した訓練コースの
適切な見直しや就職
支援ツール等の活用
に、より一層努める
必要がある。

また、定員充足率
は改善がみられるも
のの、広く離職者訓
練への理解を図るた
め、効果的な広報を
実施すること等によ
り、より高い定員充
足率を目指す必要が
ある。



127

イ 主にものづくり
分野であって、当
該地域において民
間では実施できな
いものに限定して
実施すること。そ
の際、各職種にお
ける求人と求職の
ミスマッチの状況
も踏まえ、訓練コ
ースを精査した上
で実施すること。
また、ＰＤＣＡサ
イクルによる効果
的な訓練の実施と
訓練コース及び訓
練定員の見直しを
行うとともに、公
共職業安定所との
連携を図り、定員
充足率の向上に取
り組むこと。

② 主にものづくり
分野であって、当
該地域において民
間では実施できな
いもののみに限定
して実施する。
なお、訓練コー

スの設定に当たっ
ては、当該地域ご
とに、事業主団体
や関係行政機関等
から意見を聴くこ
となどにより人材
ニーズを把握した
上で、各職種にお
ける求人と求職の
ミスマッチの状況
も踏まえつつ、真
に必要とされてい
る訓練コースを設
定するとともに、
ＰＤＣＡサイクル
による効果的な訓
練の実施と訓練コ
ース及び訓練定員
の見直しを行う。
また、各地域にお
いて、地方運営協
議会の専門部会と
して外部委員で構
成する検討の場を
設け、訓練コース
について、意見を
聴取し、審査する。

ハ 主にものづくり
分野であって、当
該地域において民
間では実施できな
いもののみに限定
して実施する。
なお、訓練コー

スの設定に当たっ
ては、当該地域ご
とに、事業主団体
や関係行政機関等
から意見を聴くこ
と等により人材ニ
ーズを把握した上
で、各職種におけ
る求人と求職のミ
スマッチの状況も
踏まえつつ、真に
必要とされている
訓練コースを設定
するとともに、Ｐ
ＤＣＡサイクルに
よる効果的な訓練
の実施と訓練コー
ス及び訓練定員の
見直しを行う。さ
らに、地域の人材
ニーズ等を踏まえ
つつ、成長が見込
まれる分野（環
境・エネルギー分
野等）、人材不足が
指摘されている建
設分野や女性の就
業促進への対応を
図るために訓練コ
ースの開発・普及
を行っていく。ま
た、各地域におい
て、地方運営協議
会の専門部会とし
て外部委員で構成
する検討の場を設
け、訓練コースに
ついて、意見を聴
取し、審査する。

＜評価の視点＞
・当該地域において民

間では実施できない
もののみに限定して
実施したか。

＜評価の視点＞
・地域ごとに、事業主

団体等から意見を聴
くことなどにより人
材ニーズを把握した
上で、真に必要とさ
れている訓練コース
を設定したか。また、
ＰＤＣＡサイクルに
よる効果的な訓練の
実施と訓練コース及
び訓練定員の見直し
を行ったか。

ハ 人材ニーズの把握と訓練コースの設定等
・離職者訓練の訓練コースの設定に当たっては、雇用失業情勢

等に配慮しつつ、主にものづくり分野であって、その地域に
おいて民間では実施できないものであり、かつ地域の人材ニ
ーズ等も踏まえた訓練コースを設定する必要がある。
このため、各施設では、訓練コースの設定に当たって、人材
が不足している分野に関する人材ニーズや実施している訓
練内容に関する問題点等を把握するために実施する事業主
団体へのヒアリングの結果、民間教育訓練機関における訓練
コースの設定状況等を踏まえ、次年度の訓練計画案を作成
し、各地域の職業能力開発促進センターに設置した、専門
的・実務的立場から審査できる委員（民間教育訓練機関、事
業主団体、行政機関等の有識者）により構成される訓練計画
専門部会（地方運営協議会の専門部会）において、人材ニー
ズに基づく訓練コース設定となっているか、各施設から半径
40km 圏内における民間教育訓練機関等が設定する訓練コー
スとの競合の有無等について、訓練科ごとに一つ一つ確認す
るとともに、意見を聴取し、審査を行った上で、訓練コース
を設定した。この結果、平成 27 年度の訓練コースの当初計
画数は 1,409 コース、ものづくり分野の割合は 97.9％となっ
た。

・設定した訓練コースの実施に当たっては、受講者の習得状況
に応じた訓練の実施等により、効果的な訓練の実施に努め
た。

・一般の訓練コースに加え、平成 25 年度以降に開発した成長
が見込まれる分野、人材不足が指摘される建設分野の訓練コ
ースを実施するとともに女性のものづくり分野への就業促
進を図るための訓練コースを実施した。

・平成 28 年度の訓練科の設定に当たっても、事業主団体や企
業等へのヒアリング等を実施し、人材ニーズや訓練内容に関
する問題点等を把握・分析した上で、訓練カリキュラムの見
直しや訓練科の新設・廃止等を行った。
【カリキュラム等の見直しを行った訓練コース数】
・内容変更コース数 324 コース
・廃止訓練コース数 112 コース
・新規設定コース数 85コース
また、各施設の定員充足率等を踏まえ、訓練定員の見直しを
行った。
【訓練定員の見直しを行った施設数】
・訓練定員を増やした施設数 9 施設
・訓練定員を減らした施設数 41 施設

【主な訓練コースの内容】
・テクニカルオペレーション科
各種部品製造業等におけるＣＡＤ製図や工作機械加工の
技能者として就職を目指し、ＣＡＤによる機械部品の図面
作成、汎用機やＮＣ機による金属切削加工ができる技能を
習得する。

・金属加工科
各種部品製造業等における機械板金や溶接の技能者とし
て就職を目指し、鉄鋼材料の加工やガス溶接、切断、曲げ
等の機械板金、鉄鋼材料のプレス加工ができる技能を習得
する。

・電気設備技術科
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さらに、公共職
業安定所との連携
を図り、求職者に
対して職業訓練コ
ースの多様な説明
機会を設けるこ
と、説明会、施設
見学会を通じて職
業訓練コースの内
容を分かりやすく
丁寧に説明するこ
とや、訓練効果や
成果を積極的に周
知するなど周知・
広報活動の強化を
図ることにより、
定員充足率の向上
に取り組む。

ニ 公共職業安定所
職員を対象として
施設見学会等を開
催する等により公
共職業安定所との
連携を図るととも
に、求職者を対象
として雇用保険受
給者説明会の活用
や施設見学会の積
極的な開催等によ
り、職業訓練コー
スの多様な説明機
会を通じて職業訓
練コースの内容・
成果を分かりやす
く丁寧に説明す
る。また、ホーム
ページやリーフレ
ットでの訓練効果
や成果の積極的な
周知や各種メディ
アの活用等、周
知・広報活動の強
化等を図る。これ

＜評価の視点＞
・公共職業安定所との

連携や、周知・広報
活動の強化を図るこ
とにより、定員充足
率の向上に取り組ん
だか。

電気設備の施工や保全の技能者として就職を目指し、電気
設備工事、制御盤及び消防設備等の施工ができる技能を習
得する。

・ビル管理技術科
ビル等の電気設備・給排水設備の保守管理の技能者として
就職を目指し、ビル等の建築物の電気設備や空調設備・給
排水衛生設備のメンテナンスができる技能を習得する。

・住環境計画科
住環境の提案や内装施工等の技能者として就職を目指し、
住宅の設計者や施工者と連携をとりながらクライアント
に最適な住環境計画の提案、住宅の省エネルギー化とバリ
アフリーに対応したインテリア施工ができる技能を習得
する。

【成長分野等に対応した主な訓練コース】
・スマート生産サポート科（成長分野）

工場内における生産支援システムの開発及び保全等の技
術者として就職を目指し、ＩＣＴ技術等を活用した生産設
備の開発、運用及び保全ができる技能を習得する。

・建設施工技術科（建設分野）
建設業における建築施工、型枠等の技能者として就職を目
指し、建築施工、型枠工事及び荷役機械運転ができる技能
を習得する。

・ＣＡＤものづくりサポート科（女性の就業促進）
製造業におけるＣＡＤ製図、生産管理等の技能者として就
職を目指し、製造現場での作業内容や製造工程を理解する
とともに、ＣＡＤ製図及び生産管理等ができる技能を取得
する。

ニ 定員充足率向上の取組
・離職者訓練の定員充足率の向上のため、すべての職業能力開

発促進センターにおいて、公共職業安定所との連携や求職者
に対する周知・広報活動の強化等を図るための具体的な行動
計画であるアクションプランを策定し、着実に実施するた
め、プロジェクトを組織し、次の取組を行った。
- 受講をあっせんする公共職業安定所の職員を対象とした
施設見学会や研修会等を開催し、訓練コースの説明やもの
づくり訓練体験等を実施することにより離職者訓練の理
解の促進を図った。
また、受講相談の支援の強化を図るため公共職業安定所の
職員が窓口でより一層求職者に分かりやすく説明できる
よう工夫した資料を作成・配布すること等により、受講あ
っせんに係る連携の強化を図った。

- 公共職業安定所の協力を得て、雇用保険受給者を対象とし
た雇用保険初回受給者説明会において、機構職員が各訓練
コースの内容や就職実績等の成果を説明するとともに、個
別相談の機会を設けること等により、求職者へのきめ細か
な周知に努めた。

- 求職者に対する施設見学会を積極的に開催し、各訓練コー
スの見学等を通じて訓練内容やその成果・効果を丁寧に説
明することにより、訓練の受講勧奨に努めた。

- 平成 27 年度から、新たに定員充足率向上のための効果的
取組に係る施設職員向けの研修を実施した。

・公共職業安定所を通じた周知・広報活動のほか、地域の情報



129

ウ 非正規労働者の
特性に応じた実践
的な職業訓練等へ
の「橋渡し」とな
る訓練や日本版デ
ュアルシステムを
実施すること。

③ 非正規労働者の
特性に応じた実践
的な職業訓練等へ
の「橋渡し」とな
る訓練や日本版デ
ュアルシステムを
実施する。

らにより、ＰＤＣ
Ａサイクルによる
訓練コース及び訓
練定員の見直しを
行い効果的な訓練
を実施することと
併せ、定員充足率
の向上に取り組
む。さらに、全て
の職業能力開発促
進センターにおい
て定員充足率向上
に向けたプロジェ
クトを設置すると
ともに、具体的な
行動計画であるア
クションプランを
策定・実施する。

ホ 就業経験の乏し
い者等で、直ちに
実践的な職業訓練
等を受講すること
が困難な者に対す
る基礎的な訓練で
ある橋渡し訓練や
企業における実習
訓練と職業能力開
発促進センターに
おける職業訓練を
組み合わせた日本
版デュアルシステ
ムを実施する。

＜評価の視点＞
・非正規労働者の特性

に応じた実践的な職
業訓練等への「橋渡
し」となる訓練や日
本版デュアルシステ
ムを実施したか。

誌や地元市町村の広報誌等を活用した幅広い広報に取り組
むとともに、ホームページ画像の動画への変更等、より分か
りやすい形への見直しにより、より多くの求職者に訓練に関
する情報が周知できるよう広報活動の強化を図った。

- 定員充足率 （添付資料１－①､１－④）
平成 27 年度 83.8％（前年度同期実績 82.7％ 前年度

同期比＋1.1 ポイント）

【いわき訓練センターでの事例】
・公共職業安定所の協力により、公共職業安定所の求人情報検

索端末のトップページに受講生の募集案内を掲示するとと
もに、求人情報検索端末のそばのミニパネルにおいて、募集
中の訓練コースを紹介した。

ホ 橋渡し訓練及び日本版デュアルシステム（短期課程活用
型）の実施

・就業経験が乏しい等職業能力形成機会に恵まれなかった者
で、直ちに実践的な職業訓練等を受講することが困難な者に
対して、働き方のキャリアビジョンや訓練志望動機を再確認
しながら、コミュニケーション能力やビジネスマナー等の基
礎的能力を習得することで職業意識を向上し、実践的な職業
訓練の受講を円滑にするための橋渡し訓練を実施した。
- コース数 210 コース（前年度実績 216 コース 前年度比

△6 コース）
- 入所者数 2,241 人（前年度実績 2,297 人 前年度比△

56 人）

【滋賀職業能力開発促進センターでの事例】
・学生時代からの不登校、ひきこもりの経験等により、アル
バイト等の非正規、短時間就労しかできなかったが、手に
職をつけたいとの思いから橋渡し訓練付きのＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ技術科を受講した。当初は周りとのコミュニケーショ
ンに苦労したが、橋渡し訓練で徐々に周りに打ち解け、訓
練にも馴染んできた。その後ＣＡＤ／ＣＡＭの訓練が始ま
ると就職に対しての展望も具体化し、積極的な面接指導の
受講等により、希望の企業に就職することができた。

・不安定就労を繰り返しているため安定就労に必要な能力基盤
が弱い等の若年求職者（概ね 40 歳未満の者）を対象に、現
場の技能・技術等を身に付けた人材を育成するため、職業能
力開発促進センターでの訓練と企業での職場実習を組み合
わせた日本版デュアルシステム（短期課程活用型）を実施し
た。
- コース数 189 コース（前年度実績 190 コース 前年度比

△1 コース）
- 入所者数 2,052 人（前年度実績 2,083 人 前年度比△

31 人）
- 就職率 91.7％（前年度実績 91.1％ 前年度比 ＋0.6
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ポイント）
※各年度の就職率は、当該年度の４月から１月末までに終

了した訓練コースの３か月後の実績

【延岡訓練センターでの事例】
・高校卒業後３つの職種の仕事に就いたが、いずれも１年未
満で離職し、地元への U ターンを機にやりたい仕事を見つ
けたいと思い、テクニカルオペレーション科を受講した。
訓練を通して職業について理解が深まるとともに、自分の
能力を伸ばす方向性や就職したい企業が明確になり、企業
実習先でも機械加工に対する適性等が高く評価され、機械
部品製造会社に就職することができた。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・平成 26 年度に就職率が中期目標に示された目標値である

80％を下回った施設については、その要因を分析した上で、
就職先の開拓や個々の訓練生に応じたよりきめ細かな就職
相談等により就職支援を強化し、就職率の向上に取り組ん
だ。

・定員充足率の向上のため、具体的な行動計画として策定した
アクションプランに基づき、労働局や公共職業安定所との連
携強化、若年者等のものづくりへの関心を高める漫画版パン
フレット等の周知・広報の好事例の全施設での共有等を実施
するとともに、平成 27 年度から新たに定員充足率向上のた
めの職員研修を実施した。また、日本版デュアルシステムに
ついては、広報用動画を公共職業安定所等での広報に活用し
た。

・平成 28 年度訓練計画においても、地域の人材ニーズ、定員
充足率の実績等を踏まえ、訓練コースの新設・廃止、訓練カ
リキュラムの変更及び訓練定員の見直しを実施した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・就職率が過去最高であること、常用就職率も前年度実績を上回っていることは、評価できる。

・成長分野・建設分野・女性の就業促進に向けた訓練を拡充してほしい。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１２ 高度技能者養成訓練

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

就職率（計画値）
各年度 95％
以上

－ 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 予算額（千円） － － －

就職率（実績値） － 97.7％ 99.2％ 99.4％ 99.2％ 決算額（千円） － － －

達成度 － － 104.4％ 104.6％ 104.4％ 経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画(H27) 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

③ 高度技能者の養成
のための職業訓練に
ついて

産業の基盤を支え
る人材を育成するた
めに、職業能力開発
大学校等の専門課程
においては、技術革
新に対応できる高度
な知識と技能・技術
を兼ね備えた実践技
能者を養成し、また、
応用課程において
は、生産技術・生産
管理部門のリーダー
となる人材を養成す
るものとすること。

ア 専門課程及び応
用課程の修了者の
うち、就職希望者
の就職率を各年度
とも 95％以上と

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

ウ 高度技能者の養成
のための職業訓練に
ついて

産業の基盤を支え
る人材を育成するた
めに、職業能力開発
大学校等の専門課程
においては、技術革
新に対応できる高度
な知識と技能・技術
を兼ね備えた実践技
能者を養成し、また、
応用課程において
は、生産技術・生産
管理部門のリーダー
となる人材を養成す
るよう、次により職
業訓練を実施する。

① ものづくり産業
における人材ニー
ズに的確に対応し
た訓練内容とする
ことや、就職ガイ

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発総合大学校の設置
及び運営の実施等に関
する事項

③ 高度技能者の養成
のための職業訓練に
ついて

産業の基盤を支え
る人材を育成するた
めに、職業能力開発
大学校等の専門課程
においては、技術革
新に対応できる高度
な知識と技能・技術
を兼ね備えた実践技
能者を養成し、また、
応用課程において
は、生産技術・生産
管理部門のリーダー
となる人材を養成す
るよう、次により職
業訓練を実施する。

イ ものづくり産業
における技術動向
や企業等から聴取
した地域の人材ニ
ーズ等に的確に対

＜定量的指標＞
・専門課程及び応用課

程の修了者のうち就
職希望者の就職率を
各年度とも 95％以

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

４ 職業能力開発業務に関する事項

(1) 職業能力開発促進センター等及び職業能力開発大学校の
設置及び運営の実施等に関する事項

③ 高度技能者の養成のための職業訓練について

・我が国の産業の基盤となる高度なものづくりを支える人材を
育成するため、技術革新の進展や産業構造の変化に応じた理
論と技能・技術を有機的に結び付けた実学融合の教育訓練シ
ステムにより、ものづくりの基本を習得し、最新の技能・技
術に対応できる高度実践技能者を養成する職業訓練を、職業
能力開発大学校・短期大学校等において実施するとともに、
就職支援、産業界や他大学等との連携に取り組んだ。

【平成 27年度在校生数】
・専門課程 3,754 人
高校卒業者等を対象に、技術革新に対応できる高度な知識
と技能・技術を兼ね備えた実践技能者(テクニシャン・エ
ンジニア)を育成するための訓練（訓練期間２年間）。

・応用課程 1,708 人
専門課程修了者等を対象に、産業界や地域のニーズに応じ
て、新製品の開発、生産工程の構築等に対応できる生産技
術・生産管理部門のリーダーとなる人材を育成するための
訓練（訓練期間２年間）。

※平成 27年度在校生数は平成 27 年４月現在の実績

イ 就職支援
・地域の人材ニーズ等に的確に対応した訓練内容とすること

や、的確な就職支援を徹底して行うことにより、引き続き高
い就職実績を確保するため、以下のとおり取り組んだ。
- 企業の即戦力となるよう実学融合の授業カリキュラム（年

【評価項目１２ 高
度技能者養成訓練】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

高度技能者養成訓
練の就職率について
は、中期目標におい
て厚生労働大臣から
示された国の戦略目
標である 90％を上
回る 95％が目標と
して設定されている
が、ジョブ・カード
を活用したキャリ
ア・コンサルティン
グの実施等、的確な
就職支援を徹底して
行った結果、就職率
99.2％と、目標を
4.2 ポイント上回る
実績となった。この
実績は、前年度の
99.4％に並ぶ高水準
な実績であり、さら
に、常用労働者とし
ての就職割合も、
99.5％と、前年度同
様ほぼ 100％の実績
となった。

広報活動について
は、事業主推薦制度
リーフレットを事業
所訪問や在職者訓練
パンフレット送付時
の同封等により配布
するとともに、ホー
ムページに掲載して
いる女子学生や女子
修了生のコメントの
拡充や新たに１日の
大学校生活の紹介を
加える等、掲載内容
をより充実させた。

若年者に対する実
践的な技術教育を充
実させるための工業
高校や高等専門学
校、大学等との連携
や、地域における「も
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すること。

イ 職業能力開発大
学校等について、
産業構造の変化や
技術革新等に対応

ダンスや学生用ジ
ョブ・カード等を
活用したキャリア
コンサルティング
の実施など的確な
就職支援を徹底し
て行うことによ
り、引き続き高い
就職実績を確保
し、専門課程及び
応用課程の修了者
のうち、就職希望
者の就職率を各年
度とも 95％以上
とする。

② 職業能力開発大
学校等について、
産業構造の変化や
技術革新等に対応

応した訓練内容と
することや、専門
課程及び応用課程
それぞれ１年次か
ら就職ガイダンス
や学生用ジョブ・
カード等を活用し
たキャリアコンサ
ルティングを実施
する等、的確な就
職支援を徹底して
行うことにより、
引き続き高い就職
実績を確保し、専
門課程及び応用課
程の修了者のう
ち、就職希望者の
就職率を 95％以
上とする。

ロ 産業構造の変化
や技術革新等に対
応した訓練コース
の見直しを進め、

上とすること。【数値
目標】

＜評価の視点＞
・就職者のうち常用労

働者として就職した
者の割合について、
高い水準を維持する
ことに努めたか。
※常用労働者 雇用
契約において期間
の定めのない者

＜評価の視点＞
・産業構造の変化や技

術革新等に対応した
訓練コースの見直し

間の訓練時間 1,404 時間のうち 65％が実技・実習）を設定
した。

- 職業能力開発大学校・短期大学校において、ものづくり産
業における技術動向や企業等から聴取した地域の人材ニ
ーズ等に対応した訓練カリキュラムの見直しに取り組ん
だ。

【北海道職業能力開発大学校での見直し例】
北海道では生産設備の保全職種の求人ニーズが高まってお
り、生産設備部品・モーターの分解・組立や電気設備の保守
点検作業等を組み入れた訓練内容に見直した。

・１年次から就職全般についてのガイドブックを配付するとと
もに、ビジネスマナー講習会や就職に係るビデオ上映等を実
施する「就職ガイダンス」を行った。また、志望企業とのミ
スマッチが生じないよう、ジョブ・カードを活用したキャリ
ア・コンサルティング等により、訓練生の知識・技能の習得
状況等を踏まえた適切な就職希望先企業の選択に向けた助
言・指導をきめ細かく実施した。

・職業人としての素養や職業意識を高めるため、職業社会論、
キャリア形成論の講義や、生産現場を体験するインターンシ
ップをカリキュラムに取り入れるとともに、就職支援アドバ
イザーや職業訓練指導員を中心に学生用ジョブ・カード等を
活用したキャリア・コンサルティングや職務経歴書の書き
方、面接指導等の個別の就職支援の強化を図った。

・発達障害を想起させる学生に対しての就職支援等について、
「訓練・学習の進捗等に特別な配慮が必要な学生への支援・
対応ガイド（実践編）」を活用し、必要に応じて地域障害者
職業センターや外部支援機関（発達障害者支援センター、障
害者就業・生活支援センター等）、家族等と連携した支援を
行った。

・採用実績のある企業はもとより、これまで採用実績のない地
元企業に対しても、積極的に事業所訪問を実施し、求人開拓
を行った。

・これらの取組により、就職率、そのうち常用労働者としての
就職者の割合は次のとおりとなった。
- 就職率 99.2％（前年度実績 99.4％、前年度比△0.2 ポイ
ント及び達成度 104.4％）

（内訳）
専門課程 98.9％（前年度実績 99.4％、前年度比△0.5 ポ
イント）
応用課程 99.6％（前年度実績 99.4％、前年度比＋0.2 ポ
イント）
総合課程 100％（前年度実績 - ％）

（参考）
- 常用就職率 99.5％（前年度実績 99.6％、前年度比△0.1
ポイント）

※平成 27年度の就職率及び常用就職率は、平成 28年４月末
現在の実績（前年度実績は、平成 27年４月末現在の実績）

（添付資料２－①、２－②）

ロ 効果的な人材養成及び他大学等関係機関との連携
○訓練コースの見直し
・全国の職業能力開発大学校・短期大学校の職業訓練指導員で

構成する委員会を開催し、産業構造の変化や技術革新等に対

のづくり」に関する
啓発のためのものづ
くり体験教室の積極
的な開催等により、
地域に開かれた施設
運営に努めた。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
引き続き高い就職

率を維持する取組を
行っていくととも
に、若者のものづく
り離れや 18 歳人口
の減少等が進む一
方、産業の基盤を支
える人材の育成が要
請されていることか
ら、専門課程におけ
る応募者の増加を図
るため、地域のマス
メディア等と連携し
た効果的な広報等に
より一層取り組む必
要がある。
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した訓練コースの
見直しを進め、効
果的な人材養成に
取り組むととも
に、共同研究等を
通じた産学連携や
他大学等関係機関
との連携強化を図
る等、広くより地
域に開かれたもの
とすること。

した訓練コースの
見直しを進め、効
果的な人材養成に
取り組むととも
に、共同研究等を
通じた産学連携や
他大学等関係機関
との連携強化を図
る等、広くより地
域に開かれた施設
運営に努める。

効果的な人材養成
に取り組むととも
に、民間機関との
共同研究等を通じ
た産学連携や若年
者に対する実践的
な技能教育を充実
させるため他大学
等関係機関との連
携の強化を推進す
ること等により、
広く地域社会に開
かれた施設運営に
努める。

を進め、効果的な人
材養成に取り組むと
ともに、共同研究等
を通じた産学連携や
他大学等関係機関と
の連携強化を図る
等、広く地域に開か
れた施設運営に努め
たか。

応したカリキュラムの見直しを行ったほか、指導レベルの高
度化を図るため、訓練支援計画書（シラバス）及び指導要領
の見直し等を行うとともに、各職業能力開発大学校・短期大
学校が独自に工夫している実習課題情報を収集・精査し、好
事例をすべての職業能力開発大学校・短期大学校で共有し、
訓練の質を向上させる取組を行った。

【カリキュラム見直しの事例】
・製造現場では、従来の加工技術に加え、複雑な形状の製品
を短期間で納入するため、多軸制御などの多様な制御加工
技術が求められている。そのため、多様な制御加工に対応
できるプログラミング能力を強化するカリキュラムを追
加した。

・若年者を採用する企業がコミュニケーション能力を重視し
ており、職業人としてのより高い素養を身につけることが
求められている。そのため、「職業社会概論」のカリキュ
ラムに、ヒューマンスキル、ノーマライゼーション及び技
術者倫理等の内容を追加した。

○産業界及び他大学等関係機関との連携
・職業能力開発大学校・短期大学校において、地域の中小企業

等が抱える技術力強化等の課題解決のため、共同研究・受託
研究や施設の貸与及び工業高校や高等専門学校、大学等との
連携等を次のとおり取り組んだ。
なお、地域の産業界との連携により得られた実践的なノウハ
ウや技能・技術等を高度技能者養成訓練の実技・実習の授業
の内容や修了制作のテーマ等として有効に活用するととも
に、応用課程では訓練科の垣根を越えて、複数の専門分野（機
械・電気・電子情報）から構成されるグループを編成し、修
了制作実習を実施した。また、職業訓練指導員の新たな実践
的なノウハウ等の蓄積につなげた。
ⅰ共同・受託研究
・実施件数 94 件（前年度実績 100 件、前年度比△6 件）
【内訳】
・共同研究 90 件（前年度実績 93件）
・受託研究 ４件（前年度実績７件）

【テーマ例】
・リンゴの褐変判別システムの研究開発（青森職業能力開
発短期大学校）（地域の工作機械器具メーカーからの依
頼）
リンゴの果肉の褐変を判別するための非破壊測定装置は
大型かつ高価なため、簡易で安価な判別機が求められて
いる。そこで、リンゴにさまざまな波長の光を当て、そ
の透過率等を測定し、正常果と褐変果において異なる特
徴を示す３種類の波長を導き出した。また、簡易な判別
装置に組み込むため、この３波長のみを光源から分光す
る装置（フィルタホルダ）を試作した。今後、このホル
ダを装着した簡易で安価な褐変判別装置が製作される予
定である。

・ジェットエンジン用インペラディスクの切削加工（北海
道職業能力開発大学校）（地域の大学の研究センターから
の依頼）
ジェットエンジン用インペラディスクは複雑な形状か
つ難削材であり切削加工が難しいため放電加工により



135

成形しているが、時間とコストがかかる。そこで、５軸
マシニングセンタ等による切削加工における実現可能
で最適な切削条件を導き出した。また、切削加工後のイ
ンペラディスクの品質検査項目を検討し、実用上有効な
測定方法と評価方法を提案した。今後、切削加工により
成形することで短納期化と低コスト化が実現できる。

ⅱ他大学等関係機関との連携
若年者に対する実践的な技術教育を充実させるため工業
高校や高等専門学校、大学等と連携し、次の取組を行った。

・実施件数 259 件（245 件）
【内訳】
・教育訓練等の実施 98件（61 件）
・研究発表会等での情報提供 10件（22 件）
・工業高校等の教員に対する研修等 24 件（24件）
・大学校等の施設・設備、機器等の活用 11 件（13 件）
・職業訓練指導員の派遣 87件（108 件）
・カリキュラム作成等の支援 1 件（１件）
・その他 28件（16 件）

※（）内はいずれも前年度実績
【青森職業能力開発短期大学校での事例】
・地元大学からの要請を受け、大学生を対象とした金属加

工実習を実施した。
【四国職業能力開発大学校での事例】
・高校に職業訓練指導員を派遣し、タブレット等に使われ

るタッチパネル技術の授業を実施した。

ⅲ地域社会との連携
地域の中小企業等に対して、職業能力開発大学校・短期大
学校が有するものづくりのノウハウ等を活用して、人材育
成や技術支援に協力した。

【北海道職業能力開発大学校での事例】
・北海道ではエゾシカによる農作物被害が拡大しており、

エゾシカを生きたまま捕獲し需要に合わせて食肉加工
を行う等の有効利用が求められている。日本技術士会や
地域の食品加工会社とともに、遠隔監視及び操作システ
ムやセンサシステムを備えたエゾシカの囲いワナを開
発し、知床で実用化されている。

ⅳポリテックビジョンの開催
職業訓練の成果物の展示や研究発表、ものづくり体験コー
ナー、ロボット製作・競技会等のイベントを通じて、もの
づくりに関する高度で実践的な職業訓練や研究開発の現
状・水準等について、地域の企業や高校等に公開する「ポ
リテックビジョン」を全国 24会場において開催した。
・参加者数 12,907 人（前年度実績 13,751 人）

【主なイベント】
・学生の研究発表
・ものづくり体験コーナー
・ロボット競技会

ⅴものづくりに関する啓発
地域における「ものづくり」に関する啓発を図るため、地
域の関係機関、産業界、地域住民等と連携し、「ものづく
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ウ 地方公共団体と
の役割分担を一層
明確化し、民業補
完に徹する観点か
ら、民間教育訓練
機関等の多種多様
な訓練の実施の状
況や昨今の地方公
共団体における職
業訓練の取組状況
を踏まえ、さらに、
ニーズや定員の充
足率、就職率を見
極めた上で、今後
の経済社会を担う
高度なものづくり
人材を育成するた
め、主として若年
者を対象とした高
度職業訓練に特
化・重点化すると
ともに、入校生の
確保を図り、定員
充足率の向上に取
り組むこと。

③ 地方公共団体と
の役割分担を一層
明確化し、民業補
完に徹する観点か
ら、民間教育訓練
機関等の多種多様
な訓練の実施の状
況や昨今の地方公
共団体における職
業訓練の取組状況
を踏まえ、さらに、
ニーズや定員の充
足率、就職率を見
極めた上で、今後
の経済社会を担う
高度なものづくり
人材を育成するた
め、主として若年
者を対象とした高
度職業訓練に特
化・重点化する。

また、オープン
キャンパスやきめ
細かな高校訪問等
による効果的な広
報の実施等により
入校生の確保を図
り、定員充足率の
向上に取り組む。

ハ 地方公共団体と
の役割分担を一層
明確化し、民業補
完に徹する観点か
ら、民間教育訓練
機関等の多種多様
な訓練の実施の状
況や昨今の地方公
共団体における職
業訓練の取組状
況、外部有識者か
らの意見を踏ま
え、さらに、設置
訓練科に係る訓練
ニーズや定員の充
足率、就職率を見
極めた上で、今後
の経済社会を担う
高度なものづくり
人材を育成するた
め、主として若年
者を対象とした高
度職業訓練に特
化・重点化する。
また、ＰＤＣＡ

サイクルによる訓
練コース及び訓練
定員の見直しによ
る効果的な訓練を
実施するととも
に、社会人の受け
入れに向けた事業
所訪問、オープン
キャンパス、高校
訪問等による効果
的な広報等の取組
内容やスケジュー
ルを明確にした行
動計画であるアク
ションプランを全
ての職業能力開発
大学校・短期大学
校において策定・
実施する。これら
により入校生の確
保を図り、定員充

＜評価の視点＞
・地方公共団体との役

割分担を一層明確化
し、民業補完に徹す
る観点から、主とし
て若年者を対象とし
た高度職業訓練に特
化・重点化したか。

り体験教室」を開催した。
・実施回数 354 回（前年度実績 355 回）
・参加者数 48,550 人（前年度実績 47,894 人）

【開催事例】
・ネームプレートの製作
・木製イスの製作
・ＬＥＤ懐中電灯の製作

ハ 高度職業訓練への特化・重点化
・地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹す

る観点から、都道府県、都道府県労働局、事業主や労働者の
代表、教育機関等で構成する地方運営協議会等において、設
置訓練科に係る訓練ニーズを確認し、主として若年者を対象
とした高度職業訓練に特化・重点化し、専門課程、応用課程、
日本版デュアルシステム（専門課程活用型）の職業訓練を職
業能力開発大学校・短期大学校において次のとおり実施し
た。
また、職業能力開発総合大学校においては、総合課程の職業
訓練を次のとおり実施した。
なお、職業能力開発大学校・短期大学校等における授業料等
については、「国立大学等の授業料その他費用に関する省令」
（平成 16 年３月 31 日文部科学省令第 16 号）に準拠した金
額を設定している。
ⅰ専門課程
高校卒業者等を対象に、技術革新に対応できる高度な知識
と技能・技術を兼ね備えた実践技能者（テクニシャン・エ
ンジニア）を育成するため、訓練期間２年間の専門課程を
実施。
・就職率 98.9％（前年度実績 99.4％、前年度比△0.5

ポイント）（再掲）
※平成 27 年度の就職率は平成 28 年４月末現在の実績
（前年度実績は、平成 27年４月末現在の実績）

【主な設置訓練科】
・生産技術科

各種金属部品等の設計、製図ができ、汎用工作機械の活
用に必要な基本的な加工技術を習得した上で、形状がよ
り複雑化した精密機械部品等を最新のＣＡＤ／ＣＡＭ
システムや高機能なＮＣ工作機械を活用して製作する
とともに、生産工程の管理や改善の提案ができる技能・
技術を兼ね備えた人材を育成。

・電気エネルギー制御科
ものづくりの現場である工場や事業所等における計
測・制御技術、電気設備の保守管理等の技能・技術に加
え、環境・エネルギー有効利用技術を習得し、環境や省
エネルギー化を考慮したシステムの運用・保守・改良及
び自動機械の設計・製作ができる人材を育成。

・電子情報技術科
情報通信ネットワークやＩＴ社会を形成するエレクト
ロニクス技術、コンピュータ技術、通信・ネットワーク
技術に関するものづくりへの適応技術を習得し、その上
で自動計測・制御技術やマイクロコンピュータを用いた
組込技術といったハードウェアとソフトウェアの融合
分野を担うことができる人材を育成。

・建築科
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足率の向上に取り
組む。

＜評価の視点＞
・効果的な広報の実施

等により入校生の確
保を図り、定員充足
率の向上に取り組ん
だか。

建築空間の基礎分野、先端的分野及び建築生産システム
全体の理解とともに、建築の専門分野である計画・構
造・材料・施工・環境等を有機的に結合した知識及び技
能・技術を習得し、計画・生産分野での管理・運営等に
携わることができる人材を育成。

・住居環境科
生活空間と人間、社会、自然との関わりを理解し、生活
空間の環境創出、生産システムや自然現象に対する安全
性等に関する知識及び技能・技術を習得し、居住空間や
生活空間環境の創造及び生産分野での管理・運用等に携
わることができる人材を育成。

・入校者数 1,902 人（定員 1,890 人（前年度実績 1,909 人
（定員 1,890 人）、前年度比△7人））

ⅱ応用課程
専門課程修了者等を対象に、産業界や地域のニーズに応じ
て、新製品の開発、生産工程の構築等に対応できる生産技
術・生産管理部門のリーダーとなる人材を育成するため、
訓練期間２年間の応用課程を実施。
・就職率 99.6％（前年度実績 99.4％、前年度比＋0.2

ポイント）（再掲）
※平成 27年度の就職率は平成 28 年４月末現在の実績（前

年度実績は、平成 27 年４月末現在の実績）
【設置訓練科】
・生産機械システム技術科

機械加工や機械制御の専門的技術・技能のもとに、それ
らを応用し複合化した領域で活躍できる人材の育成並
びに製品の企画・開発及び生産工程の構築・改善・運用・
管理等に対応できる人材を育成。

・生産電気システム技術科
自然エネルギーの利用技術等の電気に関する新技術を
用いて、省エネルギー化、環境を考慮したシステム及び
製品の企画・開発から生産工程の改良・改善・運用・管
理等に対応できる人材を育成。

・生産電子情報システム技術科
情報通信技術と電子技術を融合した技術、特に通信機能
を有する組込み技術を駆使し、あらゆるモノがネットワ
ーク端末として機能する高度情報社会の発展に向けた
高付加価値製品の生産に対応できる人材を育成。

・建築施工システム技術科
木質構造、鋼構造、鉄筋コンクリート構造等の代表的な
建築施工に関する技術・技能や施工管理能力を養い、建
築技術及び施工計画・施工管理等の能力を建築生産分野
で発揮できる人材を育成。

・入校者数 778 人（定員 765 人（前年度実績 788 人（定員
770 人）、前年度比△10人））

○定員充足率の向上のための取組
・専門課程及び応用課程の定員充足率の向上を図るため、職
業能力開発大学校・短期大学校等の魅力等を積極的かつ効
果的に周知・広報するとともに、地域の高等学校との連携
強化や地域社会（自治体、企業等）との関係強化に以下の
とおり取り組んだ。
- 高等学校や企業への訪問、オープンキャンパス等の具体
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的な取組内容やスケジュールを明確にした学生募集に
係る行動計画（アクションプラン）を施設ごとに策定し、
確実な推進を図った。

- 社会人の受入れを促進するため、実際に事業主推薦制度
を活用している事業主の声を掲載したリーフレットを
事業所訪問や在職者訓練パンフレットの送付時の同封
等により配布し、周知広報に努めた。

- 地域のマスメディア等による効果的な広報を行うため、
技能五輪や各種ものづくり競技大会への挑戦等の学生
の活躍状況のほか、各種イベント等に関し、積極的にプ
レスリリースや記事投稿等を実施し、職業能力開発大学
校・短期大学校等の魅力等の周知に取り組んだ。

- 訓練の対象者やその家族等が求める情報を適時適切に
提供できるよう、一層の充実を図った学校案内パンフレ
ット・リーフレット等により周知・広報を実施した。ま
た、女子学生の入校を促進するため、機構のホームペー
ジに、職業能力開発大学校・短期大学校に通う女子学生
や女子修了生（通称 能開大女子（ポリジョ））のコメン
ト等を拡充するとともに、新たに能開大女子の１日の大
学校生活を紹介し、掲載内容を充実させた。

- 地域の自治体等が主催する各種イベントやプロジェク
ト等に積極的に参画し、職業能力開発大学校・短期大学
校等が有する「ものづくり力」等をアピールしつつ、地
域への貢献を行うことにより、地域社会との結び付きの
強化を図った。

・定員充足率
平成 27 年度 100.9％
平成 26 年度 101.4％
平成 25 年度 104.1％
※各年度の定員充足率は、当該年度４月現在の実績

（添付資料２－①、２－③）

ⅲ日本版デュアルシステム（専門課程活用型）
職業能力開発大学校等の専門課程に相当するカリキュラ
ムと、実際に企業で業務に従事しながら技能・技術を習得
できる企業実習を組み合わせて、実学融合による効果的実
践的な職業訓練を実施（訓練期間は専門課程と同様に２年
間）。
・就職率 95.9％（前年度実績 93.0％、前年度比＋2.9

ポイント）
※各年度の就職率は、訓練修了後３か月時点の実績

【主な設置訓練科】
・デュアルシステム型生産技術科

機械工業における生産分野においては、最新のコンピュ
ータ支援システムと高機能なＮＣ工作機械の活用が不
可欠となっている一方、高付加価値材料の特殊加工技術
や精密加工技術の必要性が高まっており、これらの人材
ニーズに対応するため、ものづくりの原点である基本的
な加工技術に加え、最新の加工システム技術にも柔軟に
対応でき、生産現場で活かせる技能と技術を兼ね備えた
人材を育成。

・メカトロニクス技術科
基礎的な機械加工・ＣＡＤ・メカトロニクス・シーケン
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ス制御技術を習得し、簡易的な生産システムの構築がで
きるように職業訓練を行い、さらに企業活用型訓練にお
いて、産業界の現場に密着し、即戦力となる実践的な技
能・技術を習得し、生産システムの設計・製作から保守・
点検までを行うことができる人材を育成。

・入校者数 54 人（定員 105 人（前年度実績 55 人 （定員
105 人）、前年度比△１人））

・日本版デュアルシステム（専門課程活用型）の入校状況が
複数年にわたり低調となっている状況を踏まえ、新卒応援
ハローワーク・わかものハローワーク等における入校生の
確保に係る広報用動画の放映等の協力を依頼することに
より、対象者への情報提供や説明会の実施等の連携強化に
努めるとともに、Google や Yahoo!JAPAN といった検索エン
ジンでフリーター等のキーワードを検索した際に日本版
デュアルシステム（専門課程活用型）の広告を表示させる
リスティング広告等により入校者の確保を図った。

ⅳ総合課程
高校卒業者等を対象に、生産現場全体を見渡せるマネジメ
ント能力を有する生産技術・生産管理部門のリーダーとな
り得る人材を育成するとともに、将来的に質の高い職業訓
練指導員となり得る人材を育成するため、特定専門課程及
び特定応用課程を体系的に実施する訓練期間４年間の総
合課程（機械専攻、電気専攻、電子情報専攻、建築専攻）
を実施。

・就職率 100％（前年度実績 -％）（再掲）
※就職率は、平成 28 年４月末現在の実績
・入校者数 108 人（定員 80 人（前年度実績 84人（定員 80

人）、前年度同期比＋24人））

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・職業訓練指導員の派遣や教育訓練等の実施による高等学校等

との連携強化や魅力あるオープンキャンパスの開催、地域に
おける「ものづくり」に関する啓発を行うためのポリテック
ビジョン及びものづくり体験教室の開催等により、ものづく
り分野での活躍を目指す若年者を増やすための取組を進め
た。

・女子学生の入校を促進するため、機構のホームページに、職
業能力開発大学校・短期大学校に通う女子学生や女子修了生
（通称 能開大女子（ポリジョ））のコメント等を拡充すると
ともに、新たに能開大女子の１日の大学校生活を紹介し、掲
載内容を充実させた。

・社会人の入校促進に向け、実際に事業主推薦制度を活用して
いる事業主の声を掲載したリーフレットを事業所訪問や在
職者訓練パンフレット送付時の同封等により配布し、周知広
報に努めた。

・専門課程デュアルシステムの定員充足率の向上のため、若者
サポートステーション等との一層の連携、広報用動画の配
信、市町村広報誌での記事掲載、リスティング広告（※）等
により、周知･広報を行った。

※インターネットの検索エンジンに「フリーター」等で検索し
た際に、Ｗｅｂ上に広告が表示されるもの。
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４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・就職率及び定員充足率が高いこと、特別な配慮が必要な学生への「支援・対応ガイド（実践編）」を活用した支援を実施したことは、評価できる。

・共同、受託研究等の一層のＰＲに努めてほしい。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１３ 在職者訓練、事業主等との連携・支援

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

受講者アンケートにおけ
る職業能力の向上に役立
った旨の評価（計画値）

各年度 90％
以上

－ 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 予算額（千円） － － －

受講者アンケートにおけ
る職業能力の向上に役立
った旨の評価（実績値）

－ 98.8％ 98.7％ 99.0％ 98.9％ 決算額（千円） － － －

達成度 － － 109.7％ 110.0％ 109.9％ 経常費用（千円） － － －

事業主アンケートにおけ
る職業能力の向上が見ら
れた旨の評価（計画値）

各年度 90％
以上

－ 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 経常利益（千円） － － －

事業主アンケートにおけ
る職業能力の向上が見ら
れた旨の評価（実績値）

－ 97.9％ 97.8％ 97.8％
97.9％ 行政サービス実施

コスト（千円）
－ － －

達成度 － － 108.7％ 108.7％ 108.8％ 従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画(H27) 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

【評価項目１３ 在
職者訓練、事業主等
との連携・支援】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

在職者訓練につい
てのアンケート調査
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業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

④ 在職者を対象とす
る職業訓練の実施に
ついて

産業の基盤を支え
る高度な職業能力を
有する人材を育成す
るため、在職者に対
し、事業主のニーズ
等に基づき、適切か
つ効果的な職業訓練
を実施すること。

ア 受講者に対して
アンケート調査を
実施し、90％以上
の者から職業能力
の向上に役立った
旨の評価が得られ
るようにするこ
と。また、事業主
の指示により職業
訓練を受講した場
合については、当
該事業主について
もアンケート調査
を実施し、90％以
上の者から受講者
に職業能力の向上
が見られた旨の評
価が得られるよう
にすること。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

エ 在職者を対象とす
る職業訓練の実施に
ついて

産業の基盤を支え
る高度な職業能力を
有する人材を育成す
るため、在職者に対
し、事業主のニーズ
等に基づき、適切か
つ効果的な職業訓練
を実施するよう、次
により職業訓練を実
施する。

① 受講者に対して
アンケート調査を
実施し、90％以上
の者から職業能力
の向上に役立った
旨の評価が得られ
るようにする。ま
た、事業主の指示
により職業訓練を
受講した場合につ
いては、当該事業
主についてもアン
ケート調査を実施
し、90％以上の者
から受講者に職業
能力の向上が見ら
れた旨の評価が得
られるようにす
る。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発総合大学校の設置
及び運営の実施等に関
する事項

④ 在職者を対象とす
る職業訓練の実施に
ついて

産業の基盤を支え
る高度な職業能力を
有する人材を育成す
るため、在職者に対
し、事業主のニーズ
等に基づき、適切か
つ効果的な職業訓練
を実施するよう、次
により職業訓練を実
施する。

イ 訓練コースの受
講者と受講を指示
した事業主に対し
てアンケート調査
を実施し、それぞ
れ 90％以上の者
から職業能力の向
上に役立った旨の
評価が得られるよ
うにする。また、
受講者が習得した
能力について職場
での適用状況等の
確認を行う。

＜定量的指標＞
・受講者に対してアン

ケート調査を実施
し、90％以上の者か
ら職業能力の向上に
役立った旨の評価が
得られるようにする
こと。【数値目標】

＜定量的指標＞
・事業主に対してアン

ケート調査を実施
し、90％以上の者か
ら受講者に職業能力
の向上が見られた旨
の評価が得られるよ
うにすること。【数値
目標】

４ 職業能力開発業務に関する事項

(1) 職業能力開発促進センター等及び職業能力開発大学校の
設置及び運営の実施等に関する事項

④ 在職者を対象とする職業訓練の実施について

・我が国の産業の基盤を支える高度な職業能力を有する人材を
育成するため、中小企業等で働く在職者を主な対象として、
事業主のニーズ等に基づき、概ね２日から５日の期間で、仕
事を遂行する上で必要な専門的知識及び技能・技術の向上を
図る職業訓練を、以下のとおり実施した。
- 訓練コース数

7,312 コース（前年度実績 6,979 コース 前年度比＋333
コース）

- 受講者数
56,873人（前年度実績 51,750人 前年度比＋ 5,123人）

イ アンケート結果の把握・分析、業務の質の向上への取組
在職者訓練の業務の質の向上を図るため、訓練コースの受講
者や受講を指示した事業主に対して、職業能力の向上に役立
ったか（受講者が学んできた専門的知識及び技能・技術は、
職場で役立っているか）を内容とするアンケート調査等を実
施した。

○受講者に対するアンケート調査の実施
・訓練コースの受講者を対象とするアンケート調査において、

「新たな知識及び技能・技術が身に付いた」等の理由から、
前年度実績と同程度の、回答者の 98.9％から職業能力の向上
に「大変役に立った」「役に立った」との評価を得た。（前年
度実績 99.0％ 前年度比△0.1ポイント 達成度 109.9％）

※「大変役に立った」50.7％ （前年度実績 51.0％ 前年
度比△0.3 ポイント）

「役に立った」 48.2％（前年度実績 48.0％ 前年度比
＋0.2 ポイント）

・受講者数 56,873 人（前年度実績 51,750 人 前年度
比＋5,123 人）

・回答者数 51,276 人（前年度実績 45,492 人 前年度
比＋5,784 人）

○事業主に対するアンケート調査の実施
・受講者を派遣した事業主を対象とするアンケート調査におい

による役立った旨の
評価は、中期目標に
おいて厚生労働大臣
から示された国の戦
略目標である 80％
を上回る 90％が目
標として設定されて
いるが、様々な取組
の結果、受講者に対
するアンケートでは
回答者の 98.9％、事
業主に対するアンケ
ートでは回答者の
97.9％から評価を
得、いずれも目標の
90％を大きく上回る
実績となった。

主な取組として、
事業主等のニーズに
基づき、適切かつ効
果的に訓練が実施で
きるよう、事業主等
に対するヒアリング
調査や有識者を構成
員とする訓練計画専
門部会における意見
聴取等により、人材
育成ニーズを把握し
た上で訓練コースを
設定・実施するとと
もに、在職者訓練地
域サービス向上プロ
ジェクトにより、中
小企業等への多様な
訓練コースの提供に
努めたほか、事業主
団体と共同で当該団
体等のニーズに応じ
た訓練コースの開発
等を行った。

また、アンケート
結果の可視化・分析、
習得能力の職場での
適用状況の確認・評
価により訓練コース
の改善に取り組ん
だ。

さらに、中小企業
事業主等が効果的に
職業訓練を実施でき
るよう、職業訓練指
導員の派遣、訓練設
備の貸与及び訓練に
関するノウハウの提
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なお、アンケー
ト調査の実施に当
たっては、当該調
査で得られた意見
をより的確に把握
できるようにする
とともに、当該調
査結果を分析して
業務の質の向上に
反映できるように
すること。

イ 在職者訓練の効
果を客観的に把握
する観点から、受
講者が習得した能
力について職場で
の適用状況の確
認・評価を実施す
ること。

なお、アンケー
ト調査の実施に当
たっては、当該調
査で得られた意見
をより的確に把握
できるようにする
とともに、当該調
査結果を分析して
事業主のニーズ等
により的確に対応
した訓練コースに
改善するなど業務
の質の向上に反映
できるようにす
る。

② 在職者訓練の効
果を客観的に把握
する観点から、受
講者が習得した能
力について職場で
の適用状況等の確
認・評価を実施す
る。

なお、アンケー
ト調査の実施に当
たっては、受講者
及び事業主の意見
をより的確に把握
できるようにする
とともに、当該調
査結果と職場での
適用状況の結果を
分析して事業主の
ニーズ等により的
確に対応するよう
訓練カリキュラム
や教材を見直す
等、業務の質の向
上に反映できるよ
うにする。

＜評価の視点＞
・アンケート調査で得

られた意見を的確に
把握するとともに、
調査結果を分析して
業務の質の向上に反
映できるよう取り組
んだか。

＜評価の視点＞
・受講者が習得した能

力について職場での
適用状況等の確認・
評価を実施したか。

て、「受講者の専門的な知識及び技能・技術が向上した」等
の理由から、前年度実績と同程度の、回答者の 97.9％の事業
主から受講者が学んできた内容が事業所で「大変役立ってい
る」「役立っている」との評価を得た。（前年度実績 97.8％
前年度比＋0.1 ポイント 達成度 108.8％）
※「大変役立っている」21.7％（前年度実績 20.7％ 前年

度比＋1.0 ポイント）
「役立っている」 76.2％（前年度実績 77.1％ 前年度

比△0.9 ポイント）
・回答事業所数 9,723 事業所（前年度実績 9,152 事業

所 前年度比＋571 事業
所）

○業務の質の向上への取組
・在職者訓練の品質保証を図るため、アンケート結果等を訓練

カルテ（コース別ＰＰＭチャート（※）及びアンケート結果
レーダーチャート（※）等により構成。）で可視化・分析し、
訓練コースの評価・改善等を行った。
※ＰＰＭチャートとは、訓練コースごとの市場価値と品質を
評価するため、縦軸に「応募率」、横軸に受講者アンケー
トの結果を点数化した「コース総合評価スコア」をとり、
時系列的な訓練コース評価を行うもの。

※レーダーチャートとは、訓練コースごとのアンケート結果
を確認するため、①役立ち度、②教材、③講師の指導法、
④実習、⑤希望一致度、⑥リピート度、⑦コース総合評価
スコアを比較するもの。

【訓練カルテを活用した訓練コースの改善事例】
・訓練コース「機械保全実践技術」について、ＰＰＭチャー
ト及びレーダーチャートを分析したところ、総合評価スコ
アが 87.4 で、設備の予防保全を中心とする評価は概ね良
好だったが、アンケートにおいて、エアーシリンダによる
動作不良といった機械設備トラブルの対処法についても
助言がほしいとの記述があったことから、予防保全に加え
て、エアーシリンダの動作確認法、分解・組立技術、パッ
キンの交換処理等の機械設備トラブル要因への対処法を
訓練内容に付加したところ、総合評価スコアが 95.1 まで
上昇した。
受講者から、日頃から抱えている課題の解決の糸口となる
知識・技能を体系的に習得できたとの評価をいただいた。
また、事業主からは、受講者が現場改善を提案し、訓練の
受講が意識の向上に繋がっているとの評価をいただいた。

○職場での適用状況の確認・評価
・訓練コースの受講を通じて受講者が習得した能力について、

職場での適用状況等を確認・評価した。
【実施事例】

・訓練コース「非破壊検査による品質評価技法」の訓練内容
のうち、各種検査手法の理解、各種検査技術の習得度合、
各種製品に応じた検査手法の選定方法の理解の習得能力
の適用状況を確認したところ、「各種検査手法の特徴を理
解した上で、検査技術を習得でき、検査の精度を高めるこ
とができた」、「各種製品に応じた検査手法を理解したこと
で、不良の発見が容易になった」といった意見から職場で
の活用が確認され、当該訓練コースは適正であったと判断

供等による能力開発
に関する支援を積極
的に行った。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
産業の基盤を支え

る高度な職業能力を
有する人材を育成す
るため、事業主等の
ニーズに基づいた質
の高い訓練を実施す
ることが求められて
いることから、引き
続き役立った旨の高
い評価が得られるよ
う、アンケートの分
析結果や訓練を通じ
て習得した能力の職
場での適用状況等を
踏まえ、ＰＤＣＡサ
イクルによる継続的
な改善に取り組む必
要がある。
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ウ 地方公共団体と
の役割分担の一層
の明確化を図ると
ともに、民業補完
に徹する観点か
ら、民間教育訓練
機関等の多種多様
な訓練の実施の状
況や昨今の地方公
共団体における職
業訓練の取組状況
を踏まえ、中小企
業等を主な対象と
して、ものづくり
分野を中心に真に
高度なものに限定
して実施するこ
と。

③ 地方公共団体と
の役割分担の一層
の明確化を図ると
ともに、民業補完
に徹する観点か
ら、民間教育訓練
機関等の多種多様
な訓練の実施の状
況や昨今の地方公
共団体における職
業訓練の取組状況
を踏まえ、中小企
業等を主な対象と
して、ものづくり
分野を中心に真に
高度なものに限定
して実施する。
また、訓練コー

スは、当該地域ご
との事業主団体や
関係行政機関等か
ら意見を聴くこと
などにより人材育
成ニーズを把握し
た上で設定するも
のとし、各地域に
おいて地方運営協
議会の専門部会と
して外部委員で構
成する検討の場を
設け、訓練コース
について、意見を
聴取し、審査する。

ロ 地方公共団体と
の役割分担の一層
の明確化を図ると
ともに、民業補完
に徹する観点か
ら、民間教育訓練
機関等の多種多様
な訓練の実施の状
況や昨今の地方公
共団体における職
業訓練の取組状況
を踏まえ、中小企
業等を主な対象と
して、ものづくり
分野を中心に真に
高度なものに限定
して実施する。
また、訓練コー

スは、当該地域ご
との事業主団体や
関係行政機関等か
ら意見を聴くこと
等により人材育成
ニーズを把握した
上で設定するもの
とし、各地域にお
いて地方運営協議
会の専門部会とし
て外部委員で構成
する検討の場を設
け、訓練コースに
ついて、意見を聴
取し、審査する。

＜評価の視点＞
・中小企業等を主な対

象として、ものづく
り分野を中心に真に
高度なものに限定し
て実施したか。

＜評価の視点＞
・地域ごとに、事業主

団体等から意見を聴
くことなどにより人
材育成ニーズを把握
した上で、訓練コー
スを設定したか。

した。また、職場では、溶接部の品質を確保するために、
検査工程における非破壊検査が重要な役割を果たしてお
り、その際、非破壊検査技術者が、溶接材料、形状及び施
工方法を理解し、溶接欠陥の発生しやすいポイントを把握
した上で、適切な検査の実施により評価・分析できる技術
が必要であることが確認された。そこで、各種溶接部にお
いて、欠陥が生じる要因を把握し、きず・ひずみ等の検出
及び評価技術を習得する訓練コースを開発した。

ロ 訓練コースの設定、人材育成ニーズの把握
ものづくり分野の中小企業等を主な対象として、事業主のニ
ーズ等に基づく真に高度な訓練を設定・実施した。

○ものづくり分野の中小企業等を対象に、人材育成ニーズを踏
まえた真に高度な訓練コースを実施

・在職者訓練は、「ものづくり分野を中心に「真に高度なもの」
に限定して実施する」といった基本方針に基づき、技能・技
術や人材育成の分野の専門家による専門委員会で、在職者訓
練コースの設定に係る「設定基準」を審議・策定している。
設定基準の概要は、次のとおりである。
- 人材育成ニーズを踏まえた訓練
- ものづくり分野の中小企業等を主な対象とし、生産性や技
術力の維持・向上に資する能力を付与する真に高度な訓練

- 民間教育訓練機関や地方公共団体で実施していない訓練
また、設定しようとする訓練コースは、各地域の職業能力開
発促進センターに設置した、専門的・実務的立場から審査で
きる委員（民間教育訓練機関、事業主団体、行政機関等の有
識者）により構成される訓練計画専門部会（地方運営協議会
の専門部会）において、設定基準に基づき意見を聴取し、設
定の適否について審査を受けた。
この結果、平成27年度の在職者訓練コースは、実施した7,312
コースすべてがものづくり分野の訓練コースとなり、在職者
訓練の受講者のうち、中小企業に勤めている者の割合は
59.6％となった。

○中小企業等への多様な訓練コースの提供
・東北及び九州・沖縄ブロックをモデル地区として在職者訓練

地域サービス向上プロジェクトを設置し、当該地域の施設に
おいて、職業訓練指導員の専門性の違い等により事業主等の
ニーズに対応できない場合、専門性が合致する他の施設の職
業訓練指導員による訓練コースを設定したり、施設合同パン
フレットを作成することにより、施設間連携を強化した。

【在職者訓練地域サービス向上プロジェクトによる訓練コー
ス設定の例】

・福島職業能力開発促進センターにおいて、事業所からアナロ
グ回路の設計・評価技術に係る訓練の実施要望があったもの
の、福島職業能力開発促進センター単独では、在籍する職業
訓練指導員の専門性から訓練コースの設定ができなかった
ことから、東北職業能力開発大学校から当該分野に係る専門
性を有する職業訓練指導員を派遣して訓練コースを設定し
た。
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また、中小企業
等を主な対象とし
ていることに配慮
しつつ、適切な費
用負担を求めるこ
と。

⑤ 事業主等との連
携・支援について

事業主等との連携
による訓練カリキュ
ラムの開発や訓練の
実施、その求めに応
じた職業訓練指導員
の派遣、訓練設備の
貸与、訓練ノウハ
ウ・情報の提供等を
行うなど、事業主等
が効果的に職業訓練
を実施できるよう、
連携・支援を行うこ
と。その際、適切な
費用負担を求めるこ
と。

また、成長が見込
まれる分野（環境・
エネルギー分野等）
で事業展開を進める
事業主等に対し、人
材育成に関する支援
を実施すること。

なお、中小企業
等を主な対象とし
ていることに配慮
しつつ、適切な費
用負担を求める。

オ 事業主等との連
携・支援について

事業主等との連携
による訓練カリキュ
ラムの開発や訓練の
実施、その求めに応
じた職業訓練指導員
の派遣、訓練設備の
貸与、訓練に関する
ノウハウ・民間教育
訓練機関等に関する
情報の提供等を行う
など、事業主等が効
果的に職業訓練を実
施できるよう、連
携・支援を行う。そ
の際、適切な費用負
担を求める。

また、成長が見込
まれる分野（環境・
エネルギー分野等）
で事業展開を進める
事業主等に対し、人
材育成に関する支援
を実施する。

なお、中小企業
等を主な対象とし
ていることに配慮
しつつ、適切な費
用負担を求める。

⑤ 事業主等との連
携・支援について

事業主等との連携
による訓練カリキュ
ラムの開発や訓練の
実施、その求めに応
じた職業訓練指導員
の派遣、訓練設備の
貸与、訓練に関する
ノウハウ・民間教育
訓練機関等に関する
情報の提供等を行う
ほか、厳しい雇用情
勢の中、従業員の雇
用維持に努める中小
企業等のニーズに対
応した講習の実施
等、事業主等が従業
員に効果的に職業訓
練を実施できるよ
う、連携・支援を行
う。その際、支援に
対する適切な費用負
担を求める。

また、成長が見込
まれる分野（環境・
エネルギー分野等）
で事業展開を進める
事業主等に対し、人
材育成に関する支援
を実施する。

＜評価の視点＞
・中小企業等を主な対

象としていることに
配慮しつつ、適切な
費用負担を求めた
か。

＜評価の視点＞
・事業主等が効果的に

職業訓練を実施でき
るよう、連携・支援
を行ったか。その際、
適切な費用負担を求
めたか。

＜評価の視点＞
・成長が見込まれる分

野（環境・エネルギ
ー分野等）で事業展
開を進める事業主等
に対し、人材育成に
関する支援を実施し
たか。

○事業主団体等のニーズに対応した在職者訓練コースの開発
等

・毎年度異なる事業主団体等と共同で、産業界や地域の人材育
成ニーズを一層的確に把握し、より効果的な人材育成支援を
展開した。
＜取組事項＞
・産業界や地域の人材育成ニーズを踏まえ、仕事・作業に求
められる職業能力を体系的に整備

・在職者訓練コースの開発・実施

ハ 在職者訓練における受講料については、受講者を派遣した
事業主の多くが中小企業であることを踏まえ、費用負担は教
材費・光熱水料等実費相当額としている。

⑤ 事業主等との連携・支援について

・事業主等が従業員に行う職業訓練が効果的に実施されるよ
う、職業訓練指導員の派遣や施設設備の貸与等を実施すると
ともに、事業主等からの相談において、訓練に関するノウハ
ウについての要望があった場合や民間教育訓練機関等が行
う教育訓練コースの受講の要望があった場合には、必要な情
報の提供等により、連携・支援を行った。
その際、職業訓練指導員の派遣や施設設備の貸与に係る電気
代等の実費相当額の費用負担を求めた。
- 訓練延べ人員

324,387 人（前年度実績 313,871 人 前年度比＋10,516
人）

うち指導員派遣による訓練延べ人員
85,735 人（前年度実績 97,204 人 前年度比△11,469

人）
（指導員の派遣数 4,413 人（前年度実績 4,808 人 前

年度比△395 人））
うち施設設備貸与による訓練延べ人員

238,652 人（前年度実績 216,667 人 前年度比＋21,985
人）

（施設設備の貸与件数 11,803 件（前年度実績 11,022 件
前年度比＋781 件））

・成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）で事業展
開を進める事業主等に対し、在職者訓練を実施するととも
に、事業主等が従業員に職業訓練を実施するために必要とな
る職業訓練指導員の派遣、施設設備の貸与等の人材育成に関
する支援を行った。

【実施例】
・ステンレス・チタン・アルミニウム合金は、医療機器や航
空・宇宙分野に多く使用されるものの、加工しづらく接合
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等に高い技術が必要なため、溶接業協会の要請に応じ、こ
れらの金属材料の接合に関する研修の講師として、職業訓
練指導員を派遣した。

・インフラを長寿命化させるためには部材内部のキズ等の検
出精度が高い機器による検査が有効なため、鉄骨工事業の
組合が開催する、各種設備の長寿命化のための検査作業に
係る講習会に、超音波探傷器(※)を貸与した。
※内部の割れやキズの検査、接着・剥離の断絶部の位置・

大きさを超音波によって測定できる機器

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・受講者へのアンケート調査で「大変役に立った」、事業主へ

のアンケート調査で「大変役に立っている」の回答が得られ
るよう、引き続きアンケート結果の分析等による訓練コース
や教材、指導方法の見直し等を行った。さらに、事業主等の
人材育成ニーズに即した訓練コースの設定等に活用できる
よう「大変役に立った」の比率が高い評価の訓練コースを各
施設において情報共有した。

・事業主等が従業員に行う職業訓練において、職業訓練指導員
がより活用されるよう、機構ホームページ、在職者訓練パン
フレット、事業主からの人材育成に係る相談時等において、
積極的に周知した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・受講者と事業主の双方から目標を大きく超える評価を得たこと、施設間連携により訓練コースを設定する新たな取組を開始したことは、評価できる。

・評価方法の改善を検討する必要がある。在職者訓練における中小企業勤務者の受講割合を高める必要がある。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１４ 指導員の養成、訓練コースの開発等、国際連携・協力の推進

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

予算額（千円） － － －

決算額（千円） － － －

経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画(H27) 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

【評価項目１４ 指
導員の養成、訓練コ
ースの開発、国際連
携・協力の推進等】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

職業訓練指導員の
養成を目的とするハ
イレベル訓練は、職
業訓練指導員候補と
して採用された者等
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４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

⑥ 職業訓練指導員の
養成について

職業訓練指導員に
ついては、職業能力
開発に関するニーズ
に的確に対応するた
め、技能習得の指導
ができるだけでな
く、訓練のコーディ
ネート、キャリア・
コンサルティング、
就職支援など、公共
だけではなく民間に
おいても対応できる
幅広い能力を有する
人材を養成するこ
と。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

カ 職業訓練指導員の
養成について

職業訓練指導員に
ついては、職業能力
開発に関するニーズ
に的確に対応するた
め、技能習得の指導
ができるだけでな
く、訓練のコーディ
ネート、キャリア・
コンサルティング、
就職支援など、公共
だけではなく民間に
おいても対応できる
幅広い能力を有する
人材を養成する。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発総合大学校の設置
及び運営の実施等に関
する事項

⑥ 職業訓練指導員の
養成について

職業訓練指導員に
ついては、職業能力
開発に関するニーズ
に的確に対応するた
め、技能習得の指導
ができるだけでな
く、訓練のコーディ
ネート、キャリア・
コンサルティング、
就職支援等、公共だ
けではなく民間にお
いても対応できる幅
広い能力を有する人
材を養成する。

具体的には、平成
26 年度に創設した
ハイレベル訓練にお
いて、職業訓練指導
員になろうとする大
卒者等を対象に、訓
練指導の現場で即戦
力として活躍するた
めに必要な能力を付
加するための訓練を
行う。

＜評価の視点＞
・ハイレベル訓練にお

いて、即戦力として
活躍するために必要
な能力を付加するた
めの訓練を行った
か。

・訓練コーディネート、
キャリア・コンサル
ティング、就職支援
など、幅広い能力を
有する人材を養成し
たか。

４ 職業能力開発業務に関する事項

(1) 職業能力開発促進センター等及び職業能力開発大学校の
設置及び運営の実施等に関する事項

⑥ 職業訓練指導員の養成について

・従前の新規高卒者等を対象とする４年制訓練（長期課程）に
代え、平成 26 年度より、機構、都道府県、企業等に職業訓
練指導員候補として採用された者等を対象に、訓練指導の現
場で即戦力として活躍するために必要な能力を付加するた
め、ハイレベル訓練を創設し、訓練を実施した。また、現職
の職業訓練指導員等を対象に、職業訓練指導員の技能・技術、
専門的知識及び訓練指導力等の向上を目的とした研修課程
（スキルアップ訓練、訓練期間 12 時間以上）を実施した。
これらの訓練により、技能習得の指導ができるだけでなく、
訓練のコーディネート、キャリア・コンサルティング、就職
支援等に対応できる幅広い能力を有する職業訓練指導員の
養成等に以下のとおり取り組んだ。

○ハイレベル訓練
・最先端の技能・技術や訓練技法等、職業訓練指導員に必要
な能力を付与するためのハイレベル訓練について、長期養
成課程、短期養成課程、職種転換課程、高度養成課程の４
課程を開講し、以下のとおり実施した。
ⅰ長期養成課程
・一般工科系大学の卒業者や職業能力開発大学校の応用課

程の修了者等で職業訓練指導員候補として採用された
者等を対象に、ＰＤＣＡサイクルによる職業訓練コース
の運営ができる、職業訓練指導員経験３年程度の能力を
有する職業訓練指導員の養成を目的とした訓練を実施
した。
- 入校者数 28 人（１年課程 17 人（※）、２年課程 11
人）
（前年度実績 14人（１年課程７人、２年課程７人）
前年度比＋14人）

※訓練期間は受講者の履修状況に応じて最大１年の
短縮が可能

ⅱ短期養成課程
・１級技能検定合格者や企業での実務経験者等で、職業訓

練指導員候補として採用された者等を対象とし、短期間
で職業訓練指導員として必要な能力を習得することを
目的とした訓練を実施した。
- 入校者数 71 人（前年度実績 20 人 前年度比＋51
人）

ⅲ職種転換課程
・現職の職業訓練指導員が新たな専門分野の訓練等を担当

するため、新たな訓練科目の職業訓練指導員免許の取得

を対象として、職業
訓練指導員として、
即戦力で活躍するた
めに必要な能力であ
る訓練コーディネー
ト、キャリア・コン
サルティング、就職
支援等の能力を付与
する内容のコースを
重点的に実施すると
ともに、受講者数増
加に向けた取組とし
て、短期養成課程に
ついてＷｅｂ訓練シ
ステムによる訓練を
試行実施し、訓練が
受講しやすい環境を
整備した。

職業訓練指導員の
技能等の向上を目的
とするスキルアップ
訓練は、訓練ニーズ
に細やかに対応した
コース設定等を行
い、実施コース数が
566 コースに増加し
た。また、訓練の過
程ごとに必要な研修
コースを体系的に整
理した職業訓練指導
員研修マップを作成
したことにより、都
道府県の職業訓練指
導員の受講者が増加
し、受講者数 5,226
人となった。

調査・研究・開発
の実施及び成果の普
及・活用の取組とし
て、職業能力開発総
合大学校基盤整備セ
ンターの運営するホ
ームページについ
て、コンテンツの充
実や利便性向上のた
めの改修を行ったこ
とにより、アクセス
件数、ダウンロード
件数ともに前年度か
ら増加した。

地域の訓練資源の
活用及び地域ニーズ
に応じた訓練コース
の開発・普及の取組



149

また、職業訓練指
導員の養成について
は、ハイレベル訓練
（仮称）の創設（平
成 26 年度）、及び現
職の職業訓練指導員
を対象としたスキル
アップ訓練の段階的
な拡充を行うこと。

また、職業訓練指
導員の養成について
は、ハイレベル訓練
（仮称）の創設（平
成 26年度）及び現職
の職業訓練指導員を
対象としたスキルア
ップ訓練の段階的な
拡充を行う。

また、現職の職業
訓練指導員を対象と
したスキルアップ訓
練については、受講
しやすい環境を図る
ため、全国の公共職
業能力開発施設等を
研修実施場所とする
ほか、都道府県等か
らの要望に応じた個
別コースの設定等に
よる出前型研修方式
も活用し、拡充を行
う。

＜評価の視点＞
・現職の職業訓練指導

員を対象としたスキ
ルアップ訓練の段階
的な拡充を行った
か。

に向けた訓練を実施した。
- 入校者数 ６人（６か月コース６人（溶接科、情報処
理科））（前年度実績 17人 前年度比△11人）

ⅳ高度養成課程
・専門課程の高度職業訓練における職業訓練指導員として

従事している者に対し、応用課程の職業訓練指導員に必
要な高度で専門的かつ応用的な技能及び知識等を習得
する訓練を実施した。
・入校者数 35人（応用研究科（高度実践技術指導者専

攻））（前年度実績 28人 前年度比＋７人）
・受講者数増加に向けた取組を以下のとおり実施した。

- 各都道府県の職業能力開発主管課、民間教育訓練機関
及び一般工科系大学等を訪問し受講勧奨した。

- 通信を活用したハイレベル訓練（短期養成課程）を受
講できるＷｅｂ訓練システムを整備し、平成 28 年度
前期から予定している当該システムによる訓練の実
施に先立ち、平成 28 年１月から訓練を試行実施した。
また、都道府県や民間教育訓練機関に対してＷｅｂ訓
練によるハイレベル訓練に関する周知・広報を実施し
た。

○研修課程（スキルアップ訓練）
・都道府県、民間企業及び機構等において現に職業訓練指導
員として従事している者に対し、専門性の拡大・レベルア
ップや新たな職種を担当する技能を習得するため、訓練指
導技法等以下の訓練を実施した。
ⅰ実施コース数

566 コース（前年度実績 499 コース、前年度比＋67 コ
ース）

ⅱ受講者数
5,226 人（前年度実績 5,571 人、前年度比△345 人）

（内訳）
・都道府県 1,663 人（前年度実績 1,472 人 前年

度比 ＋191 人）
・民間企業等 1,052 人（※）（前年度実績 1,989 人 前

年度比△937 人）
※民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイド

ライン研修受講者 936 人を含む。
・機構 2,511 人（前年度実績 2,110 人 前年

度比＋401 人）
ⅲ主な研修の種類と実施コース例
・訓練計画の立て方や訓練指導技法等の習得を目的とした

訓練技法開発研修
【実施コース例】

- 訓練コーディネート力向上研修
- 指導力向上研修
- 受講者満足を高める教授技術
- 企業内 OJT 相談支援力向上研修

・新訓練コースの実施、カリキュラムの充実に対応するた
めのスキルアップを目的とした技能・技術実践研修

【実施コース例】
- ＨＥＭＳとホームネットワーク施工技術
- ＮＣ工作機械の性能評価技術
- 住宅の省エネルギー性能評価手法

として、平成 27年度
は新たに 15 府県を
加え、計 25都道府県
において産学官によ
るコンソーシアムを
構築し、各地域の特
色を活かした就職可
能性を高めるための
離職者訓練（委託訓
練）30 コースの開
発・検証を行うとと
もに、平成 26 年度か
ら実施している先行
10 都道府県におい
ては、新たに平成 27
年度から在職者訓練
10 分野の開発を実
施した。

民間教育訓練機関
の教育訓練サービス
の質向上の取組は、
民間教育訓練機関に
対して、ＰＤＣＡサ
イクルを活用した職
業訓練の運営のため
に必要な知識や技能
を習得するための
「民間教育訓練機関
における職業訓練サ
ービスガイドライン
研修」等を全国にお
いて実施した。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
職業訓練指導員に

求められる能力は、
職業能力開発に関す
るニーズに的確に対
応するため、訓練の
コーディネート、キ
ャリア・コンサルテ
ィング、就職支援等、
幅広く、かつ日進月
歩の技術革新に的確
に対応していくこと
が不可欠であること
から、ハイレベル訓
練やスキルアップ訓
練の訓練内容を更に
充実させる必要があ
る。
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⑦ 訓練コースの開
発、民間教育訓練機
関の教育訓練サービ
スの質の向上等につ
いて

政策的必要性の高
い分野を中心に、非
正規労働者の特性、
産業構造の変化や技
術革新等に対応した
訓練コースの開発、
人材ニーズの把握、
キャリア形成の過程
の把握、職業訓練技
法の開発等効果的・
効率的な職業訓練の
実施に資する調査・
研究を実施するとと
もに、その成果を民
間教育訓練機関、地
方公共団体等に提供
する等、普及の強化
に取り組むこと。

さらに、訓練コー
スの開発に際して
は、企業や教育機関
等とも連携したコン
ソーシアム方式を活
用するなど、地域の
訓練資源の活用、地
域ニーズに応じた訓
練コースの開発・普
及に取り組むこと。

キ 訓練コースの開
発、民間教育訓練機
関の教育訓練サービ
スの質の向上等につ
いて

政策的必要性の高
い分野を中心に、非
正規労働者の特性、
産業構造の変化や技
術革新等に対応した
訓練コースの開発、
人材ニーズの把握、
キャリア形成の過程
の把握、職業訓練技
法の開発等効果的・
効率的な職業訓練の
実施に資する調査・
研究を実施するとと
もに、その成果を民
間教育訓練機関、地
方公共団体等に提供
する等、普及の強化
に取り組む。

さらに、訓練コー
スの開発に際して
は、企業や教育機関
等とも連携したコン
ソーシアム方式を活
用するなど、地域の
訓練資源の活用、地
域ニーズに応じた訓
練コースの開発・普
及に取り組む。

⑦ 訓練コースの開
発、民間教育訓練機
関の教育訓練サービ
スの質の向上等につ
いて

政策的必要性の高
い分野を中心に、非
正規労働者の特性、
産業構造の変化や技
術革新等に対応した
訓練コースの開発、
人材ニーズの把握、
キャリア形成の過程
の把握、職業訓練技
法の開発等効果的・
効率的な職業訓練の
実施に資する調査・
研究を実施するとと
もに、その成果を民
間教育訓練機関、地
方公共団体等に提供
する等、普及の強化
に取り組む。

＜評価の視点＞
・効果的・効率的な職

業訓練の実施に資す
る調査・研究を実施
するとともに、その
成果の普及の強化に
取り組んだか。

・キャリア・コンサルティング、安全衛生、障害者の理解
等の能力の習得を目的とした一般研修

【実施コース例】
- 就職相談支援研修（キャリア形成支援力）
- 安全衛生推進力向上研修
- 障がい者の就労支援の基礎知識

ⅳ出前型研修の積極的実施
・利用者の受講しやすい環境を整備し、受講者数の増加を

図るため、全国の公共職業能力開発施設等を研修実施場
所として実施する出前型研修方式を積極的に活用し、47
都道府県、計 333 コース実施した。
- 受講者数 3,492 人（前年度実績 3,993 人 前年度
比△501 人）

・訓練の過程ごとに必要な研修コースを体系的に整理した
職業訓練指導員研修マップを作成し、職業訓練指導員が
どのような研修を受講すべきか分かりやすく示すこと
により、受講者数の増加を図った。

・訓練終了時のアンケート調査において、受講者の 96.0％
から研修成果を活用できるとの回答を得た。

⑦ 訓練コースの開発、民間教育訓練機関の教育訓練サービス
の質の向上等について

・効果的・効率的な職業訓練を実施するため、調査・研究・開
発の実施に以下のとおり取り組んだ。

○職業訓練の実施に資する調査・研究・開発
・政策上の見地から必要とされるものや職業能力開発に係る
業務上必要なものに関し、厚生労働省と機構との協議によ
り決定した 13 テーマについて学識経験者及び産業界等の
外部有識者を含めた委員会を設けて職業訓練の実施に資
する調査・研究・開発を実施した。

【調査・研究・開発テーマ】
・分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究(普通課
程）－電気・電子、情報・通信、非金属加工、繊維・繊維
製品分野－

・分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究（高度職
業訓練）－繊維・繊維製品、物流、サービス、食品、科学
分野（専門課程）－

・分野別実践カリキュラムに係る評価の水準に関する基礎研
究

・離職者訓練実施に係るシステム・ユニット訓練用テキスト
の開発

・離職者訓練、在職者訓練の実施に係る人材ニーズ及び人材
育成ニーズの把握

・求職者支援訓練における効果的な助言、相談援助等に関す
る調査研究

・総合的かつ体系的な職務分析の推進に関する調査・研究・
開発（「職業能力開発体系」の整備等）

・機構が実施する訓練に係るカリキュラム等の整備
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さらに、企業や教
育機関等とも連携し
たコンソーシアム方
式によるコース開発
を行い、25 都道府県
においてモデル的に
実施する等、地域の
訓練資源の活用、地
域ニーズに応じた訓
練コースの開発・普
及に取り組む。

＜評価の視点＞
・コンソーシアム方式

を活用するなど地域
の訓練資源の活用、
地域ニーズに応じた
訓練コースの開発・
普及に取り組んだ
か。

・ＩＣＴを活用した指導技法・技能向上システムに関する調
査研究

・職業訓練用教科書等の開発
・若年非正規雇用労働者に対する在職者訓練コースの設定、
実施プロセスに関する調査研究

・女性求職者等の特性を考慮した離職者訓練に関する調査研
究～ものづくり分野へ進出するための離職者訓練カリキ
ュラム開発及び eラーニング等を活用した離職者訓練の可
能性の検討～

・離職者訓練用訓練課題の総合課題の開発等に関する調査研
究

○成果の普及・活用
ⅰホームページへの公開及び研究報告書等の配付
・成果については、職業能力開発総合大学校基盤整備センタ
ーのホームページにおいて職業能力開発に関する各種情
報を提供するとともに、研究報告書等を民間教育訓練機
関、地方公共団体、全国の職業能力開発施設等へ配付した。
職業能力開発総合大学校基盤整備センターのホームペー
ジは、コンテンツの充実やユーザーの利便性の向上のため
の改修を行った。

・ホームページアクセス件数
1,189,904 件（前年度実績 936,973 件、前年度比 ＋
252,931 件）

・ダウンロード件数
72,658 件（前年度実績 61,559 件、前年度比 ＋11,099
件）

・配付件数
延べ 3,582 機関、4,959 部（前年度実績 延べ 2,392 機関、

3,085 部、前年度比 ＋1,190 機関、＋1,874 部）

ⅱ研究報告書等の活用事例
・分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究（普通課
程）
本テーマで得られた成果（カリキュラムモデル等の基礎資
料）に基づき、厚生労働省において訓練基準等(訓練科､教
科､評価基準等)の見直しに活用されている。また、都道府
県立職業能力開発校において、訓練分野の選定やカリキュ
ラムの見直し等に活用されている。

○地域に応じた訓練資源の活用及び訓練コースの開発・普及
・これまでの訓練コース開発に関するノウハウ等を踏まえ、
地域レベルで産官学の構成による地域コンソーシアムを
構築し、２年間のモデル事業として、離職者訓練（委託訓
練）コース及び在職者訓練コースの開発を実施した。平成
27 年度は新たに 15府県を加え、計 25 都道府県で離職者訓
練コースの開発・検証を実施し、開発・検証したコースは
委託訓練を実施する都道府県へ普及した。また、平成 26
年度から実施している先行 10 都道府県においては、新た
に平成 27 年度から事業主団体等と共同で 10 分野の在職者
訓練コースの開発を実施した。
【離職者訓練（委託訓練）コースの開発】

・開発コース数 30 コース
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また、民間教育訓
練機関における人材
のスキルアップのた
めの取組等を検討
し、民間教育訓練機
関の教育訓練サービ
スの質を維持・向上
させるための支援を
実施すること。

⑧ 職業能力開発分野
の国際連携・協力の
推進について

国、国際協力機構
（ＪＩＣＡ）等の委
託又は依頼を受け
て、開発途上国にお
ける人材養成や国内
における研修生の受
入れ等を積極的・効
率的・効果的に推進
すること。

また、民間教育訓
練機関における人材
のスキルアップのた
めの取組等を検討
し、民間教育訓練機
関の教育訓練サービ
スの質を維持・向上
させるための支援を
実施する。

ク 職業能力開発分野
の国際連携・協力の
推進について

国、国際協力機構
（ＪＩＣＡ）等の委
託又は依頼を受け
て、開発途上国から
の研修生の受入れ
や、職業訓練指導員
の海外への派遣等を
積極的・効率的・効
果的に推進する。

また、民間教育訓
練機関における人材
のスキルアップのた
め、「民間教育訓練機
関における職業訓練
サービスガイドライ
ン」に基づく職業訓
練の質保証に係る研
修の実施等による支
援を行う。

上記の取組のほ
か、機構の有する訓
練のノウハウを、地
域の教育訓練機関や
地方公共団体等に普
及できるよう、積極
的に取り組む。

⑧ 職業能力開発分野
の国際連携・協力の
推進について

国、国際協力機構
（ＪＩＣＡ）等の委
託又は依頼を受け
て、開発途上国から
の研修生の受入れ
や、職業訓練指導員
の海外への派遣等を
積極的・効率的・効
果的に推進する。

＜評価の視点＞
・民間教育訓練機関の

教育訓練サービスの
質を維持・向上させ
るための支援を実施
したか。

＜評価の視点＞
・開発途上国からの研

修生の受入れや、職
業訓練指導員の海外
への派遣等を効率
的・効果的に推進し
たか。

・開発コース定員 600 人
・主な開発コース
- 観光コンシェルジュ科
- 農業人材育成科
- ＤＴＰ・ＷＥＢデザイナー養成科

【在職者訓練コースの開発】
・主な開発コース
- 機械加工分野
- 設備工事分野
- 住宅施工分野

○民間教育訓練機関に対する教育訓練サービスの質向上
・委託訓練及び求職者支援訓練の担い手である民間教育訓練
機関が実施する職業訓練サービスの質の保証及び向上を
図るため、厚生労働省が策定した「民間教育訓練機関にお
ける職業訓練サービスガイドライン」に基づくＰＤＣＡサ
イクルを活用した職業訓練の運営のために必要な知識及
び技能を習得するための研修を実施した。
- 研修実施回数 122 回
- 受講者数 936 人
- 民間教育訓練機関数 719 機関

・求職者支援訓練を実施する民間教育訓練機関に対して、訓
練の質向上を目的とした求職者支援訓練サポート講習を実
施した。
- 講習実施回数 64 回
- 受講者数 723 人

⑧ 職業能力開発分野の国際連携・協力の推進について

○政府間技術協力事業への支援
・国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの要請を受け、我が国の

行う政府間技術協力事業に対し、当機構のノウハウを活かし
た支援を行った。

【海外からの研修員の受入れ】
・開発途上国の職業能力開発分野の中核を担う人材である行
政官や職業訓練指導員等を研修員として受け入れ、機構の
ノウハウを活用し、開発途上国の問題解決に生かす研修を
実施した。
- 技術研修の受入れ

海外の職業訓練指導員を当機構の職業能力開発施設に
研修員として受け入れ、研修員が自国で行う職業訓練の
質を高めるために、職業専門技術や職業訓練の運営管理
（例：訓練カリキュラムの開発）に関する研修を実施し
た。
［研修事例：「基板加工機による電子回路設計技術」］

ベトナムの職業訓練指導員を対象に、職業訓練指導員
の能力向上と共に自国の職業訓練指導員向け研修コー
スの開発を目的として実施し、研修成果をベトナムに広
く普及させることに貢献した。
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・受入件数１件（ベトナム）、研修員数４人、受入施設
２施設（前年度実績 受入件数５件、研修員数 14人、
受入施設８施設）

- 視察の受入れ
海外の職業訓練施設の管理者や行政官を当機構の職業
能力開発施設に受け入れ、職業訓練の運営管理（例：コ
ース設定、訓練計画作成）に関する説明及び施設見学を
実施した。
［研修事例：「日・ＡＳＥＡＮ人材養成合同研修」］

ミャンマー他 4 カ国の行政官等を対象に実施し、視察
を通して日本の公共職業訓練の実施状況、実績等の説明
を行い、各国の人材養成に関する施策・取組の促進に貢
献した。
・受入件数 16 件（ミャンマー等延べ 37 の国と機関）、
研修員数 136 人、見学施設延べ 25 施設（前年度実績
受入件数 13 件、研修員数 116 人、見学施設延べ 25 施
設）

【研修講師として当機構職員を派遣】
・国際協力機構（ＪＩＣＡ）が開発途上国の職業能力開発分
野の中核を担う人材を日本に招聘し、実施する研修事業に
対して、国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの要請を受け、
当機構職員を講師として派遣し、当機構の有するノウハウ
を活用した講義を実施した。
［研修事例：「職業訓練の運営・管理と質的強化」］

カンボジア他 11カ国の職業訓練施設の管理者を対象に、
当機構による職業訓練実施体制や、訓練内容、訓練改善の
仕組み等について講義した。

・派遣件数４件、延べ６人、研修員数 28 人（ベトナム等延
べ 16カ国）（前年度実績 派遣件数４件、延べ４人、研修
員数 40 人）

【在職職業訓練指導員の受入れ】
・職業能力開発総合大学校において、国からの要請を受け、
国が実施する「開発途上国における在職職業訓練指導員の
能力向上事業」に係る開発途上国の職業訓練指導員を受け
入れ、職業訓練の運営管理に係る能力を習得するためのハ
イレベル訓練（短期養成課程）を実施した。
・受入人数２名（マレーシア、タイ）

【当機構職員を開発途上国へ派遣】
・当機構の職業訓練指導員等の職員を技術協力専門家として
開発途上国へ派遣し、現地の行政官や職業訓練指導員と共
に、現地の実情に即した技術移転や制度整備･普及に向け
た支援を実施した。
[派遣事例]
- セネガル（１名）

「職業訓練センター機能強化プロジェクト」
セネガル日本職業訓練センターで実施中のプロジェ
クトにおいて、現地指導員を対象に油空圧に係る技術
を指導した。

- コンゴ民主共和国（１名）
「コンゴ民主共和国立職業訓練機構能力強化プロジェ
クト」

コンゴ民主共和国立職業訓練機構で実施中のプロジ
ェクトにおいて、現地指導員を対象に油空圧に係る技
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術を指導した。
- ウガンダ（２名）
「産業人材育成体制強化支援プロジェクト」

ナカワ職業訓練校で実施中のプロジェクトにおいて、
メカトロニクス分野（機械、電子）の在職者訓練計画
の策定を支援した。

- カンボジア（１名）
「産業界のニーズに応えるための職業訓練の質向上プロ
ジェクト」
実施中のプロジェクトにおいて、電気分野のディプロ
マ・コース立ち上げのため、カリキュラム開発及び専
門技術指導等を支援した。

- ベトナム（４名）
「ハノイ工業大学指導員育成機能強化プロジェクト」
ハノイ工業大学で実施中のプロジェクトにおいて、指
導員を対象に機械及びＰＩＣ応用に係る技術を指導
した。

「職業訓練機能強化事業」
ベトナムの職業訓練校への機材整備事業において、訓
練機材選定等を支援した。

・派遣人数５か国（ベトナム、カンボジア、セネガル、ウガ
ンダ、コンゴ民主共和国）
延べ９人（前年度実績 延べ７か国、延べ 13 人）

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・ハイレベル訓練の受講者数を増加させるため、都道府県の職

業能力開発主管課、民間教育訓練機関及び一般工科系大学を
訪問し、受講勧奨を行った。

・ハイレベル訓練を受講しやすい環境づくりのため、通信を活
用したハイレベル訓練（短期養成課程）を受講できるＷｅｂ
訓練システムを整備し、平成 28 年度前期から予定している
当該システムによる訓練の実施に先立ち、平成 28 年１月か
ら訓練を試行実施するとともに、都道府県や民間教育訓練機
関に対してＷｅｂ訓練によるハイレベル訓練に関する周
知・広報を実施した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・ハイレベル訓練においてＷｅｂ訓練を試行実施したこと、スキルアップ訓練のコース数及び都道府県からの受講者数が増加したこと、地域ニーズに応じた訓練コースを開発したことは、評価できる。

・自己評定については、「妥当」との意見が多かったところであるが、一部の委員からは、Ａ評定とすることについて疑義もあった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１５ 効果的な職業訓練の実施、公共職業能力開発施設等

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能

力を十分に発揮できるような環境整備をすること

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

予算額（千円） － － －

決算額（千円） － － －

経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画(H27) 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

【評価項目１５ 効
果的な職業訓練の実
施、公共職業能力開
発施設等】
＜評定と根拠＞
評定：Ａ

厚生労働省の「地
域連携人材育成強化
支援事業」を受託し
た北海道、山形県、
茨城県、山梨県及び
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４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

① 効果的な職業訓練
の実施について

ア 職業能力開発の
実施に当たって
は、労使や地域に
おける関係者の職
業訓練に対するニ
ーズを踏まえた、
効果的・効率的な
職業訓練の実施が
可能となるよう、
機構本部に設置し
た労使等の参画に
よる運営委員会や
都道府県ごとに設
置した都道府県、
都道府県労働局、
事業主や労働者の
代表、教育機関等
の参画による地域
の協議会を開催
し、関係機関等と
十分に連携を図る
こと。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発大学校の設置及び
運営の実施等に関する
事項

ア 効果的な職業訓練
の実施について

① 本部に設置した
労働者を代表する
者、事業主を代表
する者及び職業能
力開発業務の適正
な運営に必要な学
識経験を有する者
から構成する運営
委員会を開催し、
職業能力開発業務
の円滑な運営を図
る。

② 労使や地域にお
ける関係者の職業
訓練に対するニー
ズを踏まえた効果
的・効率的な職業
訓練の実施が可能
となるよう、都道
府県ごとに設置し
た都道府県、都道
府県労働局、事業
主や労働者の代
表、教育機関等が
参画する地方運営
協議会を開催し、
関係機関等と十分
に連携を図る。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(1) 職業能力開発促進セ
ンター等及び職業能力
開発総合大学校の設置
及び運営の実施等に関
する事項

① 効果的な職業訓練
の実施について

イ 本部に設置した
労働者を代表する
者、事業主を代表
する者及び職業能
力開発業務の適正
な運営に必要な学
識経験を有する者
から構成する運営
委員会を開催し、
職業能力開発業務
の円滑な運営を図
る。

ロ 労使や地域にお
ける関係者の職業
訓練に対するニー
ズを踏まえた効果
的・効率的な職業
訓練の実施が可能
となるよう、都道
府県ごとに設置し
た都道府県、都道
府県労働局、事業
主や労働者の代
表、教育機関等が
参画する地方運営
協議会を開催し、
関係機関等と十分
に連携を図る。

＜評価の視点＞
・労使や地域における

関係者の職業訓練に
対するニーズを踏ま
えた、効果的・効率
的な職業訓練の実施
が可能となるよう、
関係機関等と十分に
連携を図ったか。

４ 職業能力開発業務に関する事項

(1) 職業能力開発促進センター等及び職業能力開発大学校の
設置及び運営の実施等に関する事項

① 効果的な職業訓練の実施について

イ 運営委員会の開催
・平成 28 年３月２日に平成 27年度運営委員会を開催し、機構

の平成 28 年度計画のうち、職業能力開発業務について審議
した。

ロ 労働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育機関等との
連携

○地方運営協議会の開催
・すべての都道府県において地方運営協議会を開催し、それぞ

れの地域における職業能力開発業務のニーズを把握し、訓練
計画の策定及び実施等について協議するとともに、訓練生募
集の周知・広報や就職先の開拓等について連携・協力を依頼
した。

○関係機関との連携
・産官学との連携

これまでの訓練コース開発に関するノウハウ等を踏まえ、地
域レベルで産官学の構成による地域コンソーシアムを構築
し、２年間のモデル事業として、離職者訓練（委託訓練）コ
ース及び在職者訓練コースの開発を実施した。平成 27 年度
は新たに 15 府県を加え、計 25都道府県で離職者訓練コース
の開発・検証を実施し、開発・検証したコースは委託訓練を
実施する都道府県へ普及した。また、平成 26 年度から実施
している先行 10 都道府県においては、新たに平成 27 年度か
ら事業主団体等と共同で 10 分野の在職者訓練コースの開発
を実施した。
【離職者訓練（委託訓練）コースの開発】
・開発コース数 30 コース
・開発コース定員 600 人
・主な開発コース
- 観光コンシェルジュ科
- 農業人材育成科
- ＤＴＰ・ＷＥＢデザイナー養成科

静岡県に対して、職
業訓練指導員派遣、
施設設備の貸与、カ
リキュラム作成等、
ポリテクセンター等
のノウハウや資源に
よる支援を無償で行
い、当該道県による
地域の産業特性に応
じた職業訓練の充
実・強化のための取
組を積極的に支援し
た。加えて、ものづ
くり分野の代表的な
業界団体である日本
機械工業連合会との
人材育成等の分野に
おける連携協定に基
づき、会員３団体と
の有識者会議の開催
等により人材育成ニ
ーズを的確に把握し
た上で、各業種に必
要な職業能力を分析
し、段階的かつ体系
的に整理した「職業
能力の体系」を整備
するとともに、機械
安全教育プログラム
開発に参画し、産業
界を含めた関係機関
等との連携を強化し
た。また、都道府県
が行う離職者訓練の
就職率向上のため、
都道府県に対して就
職支援のノウハウを
まとめた就職支援ツ
ールの提供を行う等
の支援を行った。

訓練の品質の維
持・向上を図るため
の指針である「機構
版職業訓練ガイドラ
イン」に基づき、地
域ニーズに即した訓
練コースの設定から
実施、評価、改善に
至るＰＤＣＡサイク
ルによる見直しを適
切に行った。年間訓
練計画の策定に当た
っては、約 3,500 事
業所へのヒアリング
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イ 企業等のニーズ
に応えた訓練コー
スの設定から実
施、評価、改善に
至るＰＤＣＡサイ
クルによる効果的

③ 職業訓練の品質
の維持・向上を図
るためのガイドラ
インに基づき、企
業等のニーズに応
えた訓練コースの

ハ 職業訓練の品質
の維持・向上を図
るためのガイドラ
インに基づき、地
域の企業等のニー
ズに応えた訓練コ

＜評価の視点＞
・企業等のニーズに応

えた訓練コースの設
定から実施、評価、
改善に至るＰＤＣＡ
サイクルによる効果

【在職者訓練コースの開発】
・主な開発コース
- 機械加工分野
- 設備工事分野
- 住宅施工分野

・都道府県との連携
- 地域連携人材育成強化支援事業
都道府県と機構との間で連携協定を締結し、都道府県が主
体的に地域の産業特性に応じた職業訓練の充実・強化を図
る取組が可能となるよう、職業能力開発促進センター及び
職業能力開発大学校・短期大学校（以下「ポリテクセンタ
ー等」という。）のノウハウや資源を活用した支援を実施し
た。
平成 27年度は、厚生労働省が企画競争により選定し、委託
事業として契約を締結した北海道、山形県、茨城県、山梨
県及び静岡県において、各道県が作成した実施計画に基づ
き職業訓練指導員の派遣、施設設備の貸与、カリキュラム
の作成、合同ニーズ調査のための事業所訪問等の支援を実
施した。

- 地域創生人材育成事業
地域創生人材育成事業を実施する都道府県からの要請に基
づき、地域人材育成協議会へ参加する等、ポリテクセンタ
ー等のノウハウや資源を活用した支援を実施した。
- 離職者訓練に係る就職支援ノウハウの提供
地方運営協議会等において、都道府県に対し、就職支援ノ
ウハウをまとめた就職支援ツールの提供等を実施した。

・産業界との連携
一般社団法人日本機械工業連合会（以下「日機連」という。）

との間で平成 26 年８月 25 日に締結した「人材育成分野にお
ける協力に係る連携協定」に基づき、産業界の人材育成ニー
ズを一層的確に把握し、国の職業能力開発の推進に寄与する
ため、日機連会員団体と連携し、以下の取組を実施した。
- 日機連会員の３団体からの推薦委員が参画した有識者会
議等を開催し、所属企業への見学等により、人材育成ニー
ズ等を的確に把握した上で、各業種に必要な職業能力を分
析し、段階的かつ体系的に整理した「職業能力の体系」を
整備した。
＜整備を行った業種＞
- 食品機械・同装置製造業 …日本食品機械工業会
- 包装、荷造機械製造業 …日本包装機械工業会
- 配電盤・電力装置製造業 …日本電機工業会

- 日機連主催の「中小製造業向け機械安全教育カリキュラム
等の開発部会」に機構職員が職業訓練の専門家として参画
し、体系的な教育・研修等のプログラムの検討においてノ
ウハウ等の助言を実施。

ハ 効果的な訓練の実施
・訓練の品質の維持・向上を図るための指針である「機構版職

業訓練ガイドライン」に基づき、訓練コースの設定から実施、
評価、改善に至るＰＤＣＡサイクルによる見直しにより、効
果的・効率的な訓練を実施した。
具体的には、約 3,500 事業所へのヒアリング等による人材ニ

調査等により収集し
た人材ニーズや訓練
内容に関する問題点
等を分析し、カリキ
ュラム等の見直しを
行うとともに、各施
設の定員充足率等を
踏まえ、訓練定員の
見直しを行った。ま
た、女性のものづく
り分野への就業促進
を図るため、女性向
け訓練コースを平成
27 年度に４施設で
実施し、平成 28年度
の訓練計画において
11 施設で設定する
とともに、託児所を
利用できるサービス
の提供等の環境整備
を行った。

訓練コースの開発
については、成長が
見込まれるパワーエ
レクトロニクスや植
物工場に関連する分
野の訓練コースを開
発した。

課題であった離職
者訓練の定員充足率
の改善については、
公共職業安定所職員
及び求職者等に対す
る施設見学会や、先
行の好事例である漫
画版パンフレットの
他の施設での活用等
により、訓練内容が
より伝わりやすい広
報を行い、離職者訓
練に対する理解の促
進を図った結果、
83.8％と前年度実績
を 1.1 ポイント上回
る実績となった。加
えて、定員充足率向
上に向けた職員研修
の実施により取組の
質の向上を図った。
また、高度技能者養
成訓練の定員充足率
については 100.9％
となった。

これらを踏まえ、
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な訓練を実施す
る。また、就職率
等の訓練成果の客
観的な評価・分析
を踏まえた訓練コ
ースの見直しを行
い、訓練の質や効
果的な訓練の実施
を担保するととも
に、機構の実施す
る訓練の有効性を
企業や求職者等に
広く周知するこ
と。

ウ 地域ニーズも踏
まえ、成長が見込
まれる分野（環
境・エネルギー分
野等）に関連した
ものづくり分野の
訓練コースの開発
に取り組むこと。

設定から実施、評
価、改善に至るＰ
ＤＣＡサイクルに
よる効果的な訓練
を実施し、また、
就職率等の訓練成
果の客観的な評
価・分析を踏まえ
た訓練コースの見
直しを行い、訓練
の質や効果的な訓
練の実施を担保す
る。

④ 訓練コースの見
直しに当たって
は、地域ニーズも
踏まえ、成長が見
込まれる分野（環
境・エネルギー分
野等）に関連した
ものづくり分野の
訓練コースの開発
に取り組む。

⑤ 実施する職業訓
練の有効性を企業
や求職者等に広く
周知する。

ースの設定から実
施、評価、改善に
至るＰＤＣＡサイ
クルによる効果的
な訓練を実施し、
また、就職率等の
訓練成果の客観的
な評価・分析を踏
まえた訓練コース
の見直しを行い、
訓練の質や効果的
な訓練の実施を担
保する。

ニ 訓練コースの見
直しに当たって
は、地域ニーズも
踏まえ、成長が見
込まれる分野（環
境・エネルギー分
野等）に関連した
ものづくり分野の
訓練コースの開発
に取り組む。

ホ 企業や求職者等
に対し、ものづく
り分野の魅力や実
施する職業訓練の
有効性について、
広く周知するた
め、訓練の成果や
訓練修了生・企業
からの声をホーム
ページや施設案内
等に掲載し、わか
りやすい広報活動
に取り組むととも
に、地方運営協議
会の機会等を通じ
て、地域の関係者

的な職業訓練を実施
したか。また、就職
率等の訓練成果の客
観的な評価・分析を
踏まえた訓練コース
の見直しを行った
か。

＜評価の視点＞
・地域ニーズも踏まえ、

成長が見込まれる分
野（環境・エネルギ
ー分野等）に関連し
たものづくり分野の
訓練コースの開発に
取り組んだか。

＜評価の視点＞
・実施する職業訓練の

有効性を企業や求職
者等に広く周知した
か。

ーズの調査結果を踏まえた訓練コースの設定(Plan)、カリキ
ュラムの要点を押さえ受講者の習得状況に応じた訓練の実施
(Do)、訓練受講者の就職率、習得度、満足度等の効果測定や
訓練コースの設定から実施に至る業務プロセスの点検等によ
る問題点の把握(Check)、訓練コースや指導方法等の改善
(Act)という一連の流れに沿って、継続的な見直しを行った。

ニ 成長が見込まれる分野における訓練コースの開発
・離職者訓練においては、近年、省エネルギー化のためのキー

テクノロジーとして、パワーエレクトロニクスへの関心が高
まっており、太陽光発電、自動車、家電製品等、様々な分野
に適用されているパワーエレクトロニクスは、適用する機器
等の高性能化や省エネルギー化に大きく貢献する技術とし
て、更なる適用用途の拡大や普及が見込まれていることを踏
まえ、以下の訓練コースを開発した。
【パワーエレクトロニクス技術科】
パワーエレクトロニクス分野における電子回路及び電力変
換回路の設計・開発・製作・試作・改善ができる人材を育
成する訓練コース。

・在職者訓練においては、安全で付加価値が高い農産物を計画
的に栽培できる植物工場への関心が高まっており、製造業が
培ってきた技術を活用できるため、様々な企業が植物工場に
参入していることを踏まえ、以下の訓練コースを開発した。
【植物工場のための環境測定・制御技術】
植物工場の施設設計、施工及び運用において必要となる
光・温度・湿度・ＣＯ２濃度等の環境状態を測定し、それ
らを制御する技術と測定データを活用し、熱の貫流、換気
回数の演算手法等を習得する訓練コース。

ホ 職業訓練の有効性の周知
・企業や求職者等に対して、実施する職業訓練の有効性を以下

のとおり周知するとともに、地方運営協議会において、それ
ぞれの地域における業務実績の報告、委員に対する施設見学
の開催、訓練実施の周知広報に当たっての連携・協力の要請
等、積極的な情報発信に努めた。
-「機構版職業訓練ガイドライン」に基づき、企業や求職者
等に対して的確に職業能力開発関連情報の提供を行うた
めに、全国共通のテンプレートや掲載項目一覧により作成
した各施設のホームページにおいて、訓練内容、訓練の成
果、訓練修了生・企業からの声について、画像を織り交ぜ
ながら掲載することにより、ホームページに掲載する情報
の一層の充実を図った。

- 職業能力開発促進センターについては、就職率の実績、離
職者訓練で身につけた技能等により再就職した修了生や
修了生を採用した事業主からの声を各施設のホームペー

評定をＡとした。

＜課題と対応＞
各地域に必要な人

材を養成するため、
地域コンソーシアム
事業や地域連携人材
育成強化支援事業等
を通じて関係機関等
との連携をより深
め、職業訓練メニュ
ーの充実に努める必
要がある。

また、閣議決定に
おいて、利用状況等
を踏まえ不断の見直
しを行うとされてい
ることから、アクシ
ョンプランに基づく
効果的な広報等によ
り、全体として定員
充足率の向上に努め
る必要がある。
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⑨ 公共職業能力開発
施設について

独立行政法人雇
用・能力開発機構法
を廃止する法律(平
成23年法律第26号)
を踏まえ、厚生労働
省の方針のもと、以
下の取組を適切に行
うこと。

ア 職業能力開発促
進センター及び職
業能力開発大学
校・短期大学校（以
下「ポリテクセン
ター等」という。）
については、受入
条件が整う都道府
県へ移管すること
とされていること
を重く受け止め、
現行の譲渡条件の
期限（平成 26年３
月 31 日）までの
間、都道府県との

ケ 公共職業能力開発
施設等について

独立行政法人雇
用・能力開発機構法
を廃止する法律（平
成23年法律第26号）
を踏まえ、厚生労働
省の方針のもと、以
下の取組を適切に行
う。

① 職業能力開発促
進センター及び職
業能力開発大学
校・短期大学校（以
下「ポリテクセン
ター等」という。）
については、受入
条件が整う都道府
県へ移管すること
とされていること
を重く受け止め、
現行の譲渡条件の
期限（平成 26年３
月 31 日）までの
間、厚生労働省と

に対し、職業能力
開発促進センター
等の取組を積極的
に情報発信する。

⑨ 公共職業能力開発
施設等について

「独立行政法人改
革等に関する基本的
な方針」（平成 25年
12月24日閣議決定）
や独立行政法人雇
用・能力開発機構法
を廃止する法律(平
成23年法律第26号)
に基づく、職業能力
開発促進センター及
び職業能力開発大学
校・短期大学校（以
下「ポリテクセンタ
ー等」という。）の都
道府県への譲渡期限
が到来することを踏
まえて公表された
「ポリテクセンタ
ー・ポリテクカレッ
ジの今後の在り方に
ついて」（平成 26年
２月 21 日厚生労働
省）等を踏まえ、地
方組織の一元化に取
り組むとともに、以
下の取組を適切に行
う。

ジ、受講者募集パンフレット等に掲載し、企業や求職者等
に対し、職業訓練の効果をアピールした。

- 職業能力開発大学校・短期大学校については、スマートフ
ォンの普及に伴い、より幅広い対象者等に情報を発信する
ため、スマートフォンに対応したホームページの内容を充
実させるとともに、職業能力開発大学校・短期大学校にお
ける各種競技大会等への参加状況等を掲載し、その職業訓
練の質の高さについて、広く周知を図った。

⑨ 公共職業能力開発施設等について
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移管協議を主体的
かつ積極的に進め
ること。

イ 都道府県との移
管協議を進めるに
当たっては、これ
まで移管に至らな
かった原因を十分
に把握・分析し、
都道府県内におけ
る産業の集積状況
や職業能力開発施
設の設置状況、受
講者の居住地の実
態等を勘案して移
管の可能性の高い
ものから優先的に
協議を進めるこ
と。

密接に連携して、
ポリテクセンター
等が設置されてい
る全都道府県にポ
リテクセンター等
が直接訪問して移
管協議を進めるな
ど移管協議を主体
的かつ積極的に進
める。

② 都道府県との移
管協議を進めるに
当たっては、これ
まで移管に至らな
かった原因を厚生
労働省と連携して
十分に把握・分析
し、その結果を踏
まえて都道府県へ
の働きかけを平成
25 年度上半期を
中心に集中的かつ
積極的に取り組
む。その際、都道
府県内における産
業の集積状況や職
業能力開発施設の
設置状況、受講者
の居住地の実態等
を勘案して移管の
可能性の高いもの
から優先的に協議
を進める。

イ ＰＤＣＡサイク
ルによる訓練コー
スの不断の見直し
や企業等のニーズ
に応えた効果的な
職業訓練の実施に
努めるとともに、
訓練定員の見直し
等、施設運営の効
率化を着実に進
め、地域の状況も
勘案しつつ施設の
在り方について不
断の見直しを図
る。

＜評価の視点＞
・訓練コース・訓練定

員の見直しにより、
効果的な訓練・効率
的な施設運営に努
め、その結果を踏ま
えた見直しを図った
か。

イ 訓練コース及び訓練定員の見直し並びに企業等のニーズ
に応えた効果的な職業訓練の実施

○訓練コース・訓練定員の見直し
・年間訓練計画の策定に当たっては、毎年度、地域の企業、事

業主団体、関係行政機関等へのヒアリング調査等を実施し、
収集した人材ニーズや実施している訓練内容に関する問題
点、民間教育訓練機関等との競合状況等の分析結果を踏ま
え、訓練コースの見直しを行うとともに、各施設の定員充足
率等を踏まえた訓練定員の見直しを行った。

平成 28 年度訓練計画の策定における見直し実績は以下のと
おり。
【離職者訓練】
（カリキュラム等の見直しを行った訓練コース数）
・内容変更コース数 324 コース
・廃止訓練コース数 112 コース
・新規設定コース数 85コース

（訓練定員の見直しを行った施設数）
・訓練定員を増やした施設数 9 施設
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ロ 地域連携人材育
成強化支援事業を
行う都道府県への
協力を着実に行う
等、都道府県とよ
り緊密に連携す

＜評価の視点＞
・地域連携人材育成強

化支援事業を行う都
道府県への協力を着
実に行うなど、都道
府県とより緊密に連

・訓練定員を減らした施設数 41施設

【在職者訓練】
（カリキュラム等の見直しを行った訓練コース数）
・内容変更コース数 20 コース
・廃止訓練コース数 1,096 コース
・新規設定コース数 1,007 コース

【訓練コースの見直し事例】
・離職者訓練においては、通信分野の技術者不足に対応す

るため、これまで通信設備に関する技能・技術を習得す
る「電気・通信施工技術科」を実施していたが、近年、
通信工事のみの事業は縮小傾向にあり、また事業所から
も、電気設備関連（シーケンス制御、ＰＬＣ制御等）に
力を入れてほしいとの要望があったことから、「電気・
通信施工技術科」を廃止し、代わりにより電気設備に関
する技能・技術の習得に重点を置いた「電気設備技術科」
を新設した。

・在職者訓練においては、プラスチック等の加工プロセス
を考慮した金型設計の知識や技能・技術を習得するコー
スとして、「射出成形用金型設計技術」を実施していた
が、事業主団体等から、金型設計における現場トラブル
が多い、樹脂の流れのムラによる不良品の発生に係る対
策について追加してほしいとの要望があったことから、
トラブル事例の背景にある原理原則や、その対策に関す
る知識・手法等を訓練内容に追加し、コース内容を充実
させた。

○女性の就業促進を図るための取組
・女性向け訓練コースの設定

女性のものづくり分野への就業促進を図るため、女性の感性
等を考慮して開発した女性向け訓練コースを平成27年度は4
施設で実施した。

平成 28 年度の訓練計画の策定に当たっては、新たに「デ
ジタルものづくり技術科」を加え 11 施設で女性向けの訓練
コースを設定した。
【女性向け訓練コースの例】

・デジタルものづくり技術科
ものづくり分野のうち、女性が感覚や視点を活かしやす
く、興味を持ちやすい製品企画・開発及びプロダクトデ
ザイン分野に必要な技能・技術を習得できる訓練コース

・環境整備
パウダールームの新設やトイレの改修等の環境整備を行う
とともに、子育てをしながら訓練を受講できるよう、平成 27
年度から新たに訓練受講中に託児所を利用できるサービス
を提供した。

ロ 地域連携人材育成強化支援事業を行う都道府県との連携
地域連携人材育成強化支援事業を行う都道府県が、主体的に
地域の産業特性に応じた職業訓練の充実・強化を図る取組が
可能となるよう、ポリテクセンター等のノウハウや資源を活
用した支援を行った。
平成 27 年度は、厚生労働省が企画競争により選定し、委託
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ウ ポリテクセンタ
ー等については、
現状において、同
一都道府県内に複
数存在するものな
ど経年的に定員充
足率が低調なもの
については、訓練
定員の見直し等を
行っても改善に至
らない場合は、統
廃合を含めて検討
すること。

③ ポリテクセンタ
ー等については、
現状において、同
一都道府県内に複
数存在するものな
ど経年的に定員充
足率が低調なもの
については、より
一層、公共職業安
定所との連携を図
り、求職者に対し
て職業訓練コース
の多様な説明機会
を設けること、説
明会、施設見学会
を通じて職業訓練
コースの内容を分
かりやすく丁寧に
説明することや、
訓練効果や成果を
積極的に周知する
など周知・広報活
動の強化等を図
り、これらを行っ
ても改善に至らな
い場合は、第３期
中期目標期間の最
終事業年度までに
統廃合を含めて検
討し、その結論を
得る。

る。

ハ ポリテクセンタ
ー等については、
定員充足率が低調
な施設について、
定員充足率の向上
に向けたプロジェ
クトによる取組を
強化する。具体的
には、より一層、
公共職業安定所と
の連携を図り、雇
用保険受給者説明
会の活用や施設見
学会の積極的な開
催等により求職者
に対する職業訓練
コースの多様な説
明機会を設けるこ
と、これらの機会
を通じて職業訓練
コースの内容を分
かりやすく丁寧に
説明することや、
ホームページやリ
ーフレットで訓練
効果や成果を積極
的に周知する等に
より周知・広報活
動の強化等に取り
組む。

携したか。

＜評価の視点＞
・定員充足率が低調な

ポリテクセンター等
については、より一
層、公共職業安定所
と連携して周知・広
報活動の強化等を図
り、改善に取り組ん
だか。

事業として契約を締結した北海道、山形県、茨城県、山梨県
及び静岡県において、各道県が作成した実施計画に基づき職
業訓練指導員派遣、施設設備の貸与、カリキュラムの作成、
合同ニーズ調査のための事業所訪問等の支援を実施した。

ハ 定員充足率の向上に向けた取組
ⅰ離職者訓練における取組

・定員充足率の向上のため、具体的な行動計画としてアクシ
ョンプランを策定し、実施した。労働局や公共職業安定所
との連携強化を図るとともに、施設見学会、地域の広報誌、
ホームページでの就職実績等のアピールを実施した。ま
た、若年者等のものづくりへの関心を高める漫画版パンフ
レット等の周知・広報の好事例を全施設で共有した。

・定員充足率が低調な施設について、労働局・公共職業安定
所へ協力を要請した。

・平成 27 年度から、新たに定員充足率向上のための職員研
修を実施した。

・受講をあっせんする公共職業安定所の職員を対象とした施
設見学会や研修会等を開催し、訓練コースの説明やものづ
くり訓練体験等を実施することにより離職者訓練の理解
の促進を図った。
また、受講相談の支援の強化を図るため公共職業安定所の
職員が窓口で求職者に分かりやすく説明できるよう工夫
した資料を作成・配布すること等により、受講あっせんに
係る連携の強化を図った。

・公共職業安定所の協力を得て、雇用保険受給者を対象とし
た雇用保険初回受給者説明会において、機構職員が各訓練
コースの内容や就職実績等の成果を説明するとともに、個
別相談の機会を設けること等により、求職者へのきめ細か
な周知に努めた。

・求職者に対する施設見学会を積極的に開催し、各訓練コー
スの見学等を通じて訓練内容やその成果・効果を丁寧に説
明することにより、訓練の受講勧奨に努めた。

・公共職業安定所を通じた周知・広報活動のほか、地域の情
報誌や地元市町村の広報誌等を活用した幅広い広報に取
り組むとともに、ホームページ画像の動画への変更等、よ
り分かりやすい形への見直しにより、より多くの求職者に
訓練に関する情報が周知できるよう広報活動の強化を図
った。

【静岡職業能力開発促進センターの取組事例】
・若年者や女性を主なターゲットとした漫画版の訓練紹介

パンフレットを新たに作成し、公共職業安定所や各種イ
ベントで配付することにより職業訓練の周知・広報を行
った。

・先行の好事例として、この取組を全施設で共有し、半数
以上の施設において活用した。

ⅱ高度技能者養成訓練における取組
・定員充足率の向上のため、具体的な行動計画としてアクシ
ョンプランを策定・実施し、高校や地域との連携強化、周
知・広報の好事例の全施設での共有等を実施した。

・定員充足率が低調な施設に対して、本部と施設が一体とな
った緊急プロジェクトを実施し、職業能力開発大学校・短



163

エ ポリテクセンタ
ー等については、
厳しい雇用失業情
勢に配慮しつつ、
都道府県とも連携
して、地域におい
て必要な訓練の質
と量を確保するこ
と。

オ 上記各施設の在
り方等の見直しに
当たっては、施設
ごとのセグメント
情報や業務実績を
十分に踏まえ、具
体的な業務運営の
達成目標を定めた
上で、その業務量
に応じた適切な人
員やコストとなっ
ているかを検討
し、必要な措置を
講ずること。

カ 上記各施設の運

④ ポリテクセンタ
ー等については、
厳しい雇用失業情
勢に配慮しつつ、
都道府県とも連携
して、地域におい
て必要な訓練の質
と量を確保する。

⑤ 上記各施設の在
り方等の見直しに
当たっては、第３
期中期目標に掲げ
る目標を達成する
ため、機構本部は
ポリテクセンター
等の施設ごとの業
務実績（就職率や
定員充足率等）の
進捗管理を行い、
その業務実績や施
設ごとのセグメン
ト情報を十分に踏
まえ、その業務量
に応じた適切な人
員やコストとなっ
ているかを検討
し、必要な措置を
講ずる。

⑥ 上記各施設の運

ニ ポリテクセンタ
ー等については、
厳しい雇用失業情
勢に配慮しつつ、
都道府県とも連携
して、地域におい
て必要な訓練の質
と量を確保する。

ホ 上記各施設の在
り方等の見直しに
当たっては、各年
度の目標を達成す
るため、本部はポ
リテクセンター等
の施設ごとの業務
実績（就職率や定
員充足率等）の進
捗管理を行い、必
要とされる施設ご
とのセグメント情
報を整備するとと
もに、法人内部で
当該情報を共有
し、今後の業務運
営に反映させる。

へ 上記各施設の運

＜評価の視点＞
・ポリテクセンター等

については、都道府
県とも連携して、地
域において必要な訓
練の質と量を確保す
るための取組を行っ
たか。

＜評価の視点＞
・ポリテクセンター等

の在り方等の見直し
に当たっては、施設
ごとの業務実績（就
職率や定員充足率
等）の進捗管理を行
い、その業務実績や
施設ごとのセグメン
ト情報を十分に踏ま
え、その業務量に応
じた適切な人員やコ
ストとなっているか
を検討し、必要な措
置を講じたか。

＜評価の視点＞

期大学校の魅力や付加価値の向上、地域社会との連携強化
を図るため、平成 25 年度に策定した３ヶ年計画の魅力ア
ッププロジェクトプランを実施した。

【浜松職業能力開発短期大学校の取組事例】
・魅力アッププロジェクトプランによる取組の一環とし

て、学生が実習等で習得した技能・技術を活かし、「若
年者ものづくり競技大会」や「ＥＴロボコン東海地区大
会」、「ソーラーバイクレース」へ出場し、職業能力開発
大学校・短期大学校のものづくり力等の魅力を地域社会
に積極的に紹介した。

ニ 都道府県との連携による地域における訓練の質と量の確
保
ポリテクセンター等については、雇用情勢に配慮しつつ、次
のとおり都道府県との連携等により、地域において必要な訓
練の質と量の確保を図った。
・人材ニーズの把握や訓練科の設定分野、内容、実施時期、
地域等について、都道府県と十分な役割分担や連携・調整
を行い、訓練計画案を作成した上で、専門的・実務的立場
から審査できる委員（民間教育訓練機関、事業主団体、行
政機関等の有識者）により構成される訓練計画専門部会
（地方運営協議会の専門部会）を各都道府県で開催し、人
材ニーズ等に基づく訓練コースが設定されているか、民間
教育訓練機関が実施する訓練との競合がないか等につい
て意見聴取、審査を行い、地域において必要であり、競合
がないと認められた訓練コースに限定して、訓練を実施し
た。
また、各都道府県が策定する地方職業能力開発実施計画の
取りまとめに関し、必要な協力を行った。

ホ 定例の報告等により施設ごとの業務実績を把握し、適切な
進捗管理を行った。また、施設ごとに訓練の種類（離職者訓
練、在職者訓練、高度技能者養成訓練、指導員養成訓練及び
指導員再訓練）等をセグメントの単位として、決算報告書の
支出額のほか各施設の業務実績等を用いて、訓練等に要した
経費や訓練生一人当たりの経費を算出し、今後の業務運営に
反映できるよう、組織的に情報の共有を行った。

ヘ ポリテクセンター等の定員充足率向上に向けた取組等に
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営の在り方につい
ては、厚生労働省
とも連携をして検
討を行うこと。

営のあり方につい
ては、厚生労働省
とも連携をして検
討を行う。

営の在り方につい
ては、厚生労働省
とも連携して検討
を行う。

・ポリテクセンター等
の運営のあり方につ
いては、厚生労働省
とも連携して検討を
行ったか。

ついて、厚生労働省とも連携をして取り組んだ。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・離職者訓練における定員充足率の向上のため、具体的な行動

計画として策定したアクションプランに基づき、労働局や公
共職業安定所との連携強化、若年者等のものづくりへの関心
を高める漫画版パンフレット等の周知・広報の好事例の全施
設での共有等を実施するとともに、平成 27 年度から新たに
定員充足率向上のための職員研修を実施した。また、日本版
デュアルシステムについては、広報用動画を公共職業安定所
等での広報に活用した。

・高度技能者養成訓練における定員充足率の向上のため、具体
的な行動計画として策定したアクションプランに基づき、高
校や地域との連携強化、周知・広報の好事例の全施設での共
有等を実施するとともに、定員充足率が低調な施設に対し
て、本部と施設が一体となった緊急プロジェクトを実施し、
職業能力開発大学校・短期大学校の魅力や付加価値の向上、
地域社会との連携強化等を図るための取組を実施した。

・平成 28 年度訓練計画においても、地域の人材ニーズ、定員
充足率の実績等を踏まえ、訓練コースの新設・廃止、訓練カ
リキュラムの変更及び訓練定員の見直しを実施した。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・地域ニーズを捉え、ＰＤＣＡサイクルによる見直しを適切に行ったことは、評価できる。

・都道府県や産業界との連携の拡充・強化に努めるべきである。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１６ 求職者支援制度に係る職業訓練認定業務等

業務に関連する政策・施策

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市場

において労働者職業の安定を図ること

施策目標Ⅳ－５－１ 求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支

給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第８号

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標

基準値
（前中期目標

期間最終年度

値）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

予算額（千円） － － －

決算額（千円） － － －

経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、現在検討

中であることから、「－」表示とする。

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画(H27) 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

＜評定と根拠＞
評定：Ａ

求職者支援制度の
効果的な実施に資す
るよう、機構が有す
る職業能力開発及び
就職支援のノウハウ
を活かし、独自の工
夫をこらした取組を
行った。
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４ 職業能力開発業務に関
する事項

(2) 求職者支援制度に係
る職業訓練の認定業務
等に関する事項

職業訓練の実施等に
よる特定求職者の就職
の支援に関する法律
（平成 23 年法律第 47
号）に基づく職業訓練
の認定を的確に実施す
ること。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(2) 求職者支援制度に係
る職業訓練の認定業務
等に関する事項

職業訓練の実施等に
よる特定求職者の就職
の支援に関する法律
（平成 23 年法律第 47
号）に基づく職業訓練
の認定業務の実施に当
たっては、技能の向上
が図られ、就職に資す
るものとなっているか
を踏まえた審査を行
う。

４ 職業能力開発業務に関
する事項

(2) 求職者支援制度に係
る職業訓練の認定業務
等に関する事項

イ 職業訓練の実施等
による特定求職者の
就職の支援に関する
法律（平成 23年法律
第 47号）に基づく職
業訓練の認定業務の
実施に当たっては、
技能の向上が図ら
れ、就職に資するも
のとなっているかを
踏まえた審査を行
う。

＜評価の視点＞
・職業訓練の認定業務

の実施に当たって
は、技能の向上が図
られ、就職に資する
ものとなっているか
を踏まえた審査を行
ったか。

４ 職業能力開発業務に関する事項

(2) 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事
項

○求職者支援制度における当機構の役割
・「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する

法律」（平成 23 年法律第 47 号）に基づき、当機構は、職業
訓練を実施する民間教育訓練機関に対して制度の周知広報、
訓練計画の策定に関する相談援助、職業訓練の審査・認定、
訓練実施に関する指導・助言を実施した。

○求職者支援訓練の認定申請書の審査
・厚生労働省が定めた認定基準に基づき、特定求職者を早期に

安定した雇用に結びつけるよう、職業能力の開発及び向上を
図るために効果的な訓練内容となっているか等を踏まえ、以
下のとおり認定申請書の審査を実施した。

【訓練コースの種類】
・基礎コース
多くの職種に共通する基本的能力を習得するための訓練
コース

・実践コース
基本的能力から、介護系、医療事務系、情報系等、特定の
職種の職務に必要な実践的能力までを一括して習得する
ための訓練コース

・審査・認定状況
【平成 27年度開講分】
［審査件数］
・コース数 6,492 コース（前年度実績 8,105 コース、前

年度比△1,613 コース）
・定 員 112,369 人（前年度実績 152,226 人、前年度

比 △39,857 人)
［うち認定件数］
・コース数 4,733 コース（前年度実績 5,815 コース、前

年度比△1,082 コース）
・定 員 79,394 人（前年度実績 104,974 人、前年度

比 △25,580 人）
※（参考）全国職業訓練実施計画で定められた認定上限
値 83,080 人（平成 26年度 118,500 人）

［認定コース定員の内訳］
・基礎コース 21,597 人（前年度実績 31,068 人、前年

度比 △9,471 人）
・介護系 15,251 人（前年度実績 20,138 人、前年

度比 △4,887 人）
・医療事務系 5,982 人（前年度実績 7,857 人、前年度

比 △1,875 人）
・情報系 4,144 人（前年度実績 5,858 人、前年度

比 △1,714 人）
・その他の成長分野等 32,420 人（前年度実績 40,053 人、

前年度比 △7,633 人）
※その他の成長分野等は、営業販売事務分野、デザイン

認定基準に適合
し、特定求職者の就
職に資する訓練カリ
キュラム等の円滑な
作成を支援するた
め、機構が開発した
訓練カリキュラム及
び成果シートを盛り
込んだ「カリキュラ
ム作成ナビ」をホー
ムページ上で公開す
るとともに、認定申
請に係る相談等の機
会を通じて訓練実施
機関に提供した。平
成 27 年度において
は、非正規での離転
職を繰り返している
者等の安定した雇用
への就職に資する社
会人スキル科目の内
容を充実させた訓練
カリキュラム及び成
果シートを開発し
た。

すべての訓練実施
施設に対し、定期的
な実施状況等の確認
を確実に実施した結
果 、 開 講 コ ー ス
3,877 コースに対
し、実際に実施状況
確認を行った件数は
16,181 件となった。

実施状況の確認時
等において把握した
訓練実施施設が抱え
る訓練運営上の課題
の改善のため、機構
が有する職業能力開
発及び就職支援のノ
ウハウを基に行うサ
ポート講習を機構に
よる創意工夫の取組
として全国の都道府
県支部で実施すると
ともに、実施状況確
認及びサポート講習
後の受講者アンケー
トにおいて、求職者
支援訓練で必ず実施
する自己理解・職業
意識等を習得するた
めの職業能力基礎講
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また、認定職業訓練
が円滑かつ効果的に行
われるよう、（職業訓練
実施計画も踏まえて）
機構が有する職業訓練
ノウハウを活用し、必
要な指導及び助言を行
うこと。

また、認定職業訓練
の円滑かつ効果的な実
施に資するよう、職業
訓練実施計画も踏まえ
て、訓練コース設定の
指導や機構が有する職
業能力開発及び就職支
援のノウハウの提供な
ど、必要な指導及び助
言を行う。

ロ 的確な実施状況確
認を行うとともに、
不正防止の徹底に努
める。

ハ 認定職業訓練の円
滑かつ効果的な実施
に資するよう、職業
訓練実施計画も踏ま
えて、訓練コース設
定の指導や機構が有
する職業能力開発及
び就職支援のノウハ
ウの提供など、必要
な指導及び助言を行
う。

＜評価の視点＞
・認定職業訓練の円滑

かつ効果的な実施に
資するよう、訓練コ
ース設定の指導や職
業能力開発及び就職
支援のノウハウの提
供など、必要な指導
及び助言を行った
か。

分野等である。
［うち不認定件数］
・コース数 1,759 コース（前年度実績 2,290 コース、前

年度比 △531 コース）
・定 員 32,975 人（前年度実績 47,252 人、前年度比

△14,277 人）
＜主な不認定理由＞
・全国職業訓練実施計画、地域職業訓練実施計画において

定められた認定上限値を超える申請があった（基礎コー
スの割合は地域職業訓練実施計画の 30％以内、求職者支
援訓練に新規参入となる訓練実施機関の職業訓練の認
定枠は原則 20％以内）

・訓練実施機関から認定申請の取り下げの申し出があった
等

・機構による創意工夫の取組として、機構の有する職業能力開
発のノウハウを活かし、これまでに介護・情報・建設分野な
どの 20分野 42訓練科の訓練カリキュラム及び成果シートを
開発し、当該訓練カリキュラム及び成果シートを盛り込んだ
訓練カリキュラム作成等の参考となる「カリキュラム作成ナ
ビ」をホームページ上で公開するとともに、認定申請に係る
相談等の機会を通じて訓練実施機関に提供することで、認定
基準に適合し、特定求職者の就職に資する訓練カリキュラム
等の円滑な作成を支援した。
さらに、平成 27 年度においては、非正規での離転職を繰り
返している者等の安定した雇用への就職に資する社会人ス
キル科目の内容を充実させた訓練カリキュラム及び成果シ
ートを開発した。

○求職者支援訓練における不正防止の取組
・的確な実施状況確認（実施状況確認件数 16,181 件）を行う

とともに、不正通報メールアドレスの設置や、不適切な訓練
の情報共有等を目的とした「求職者支援訓練ケース会議」を
設置し、毎月開催する等、不正防止の徹底に努めた。

○訓練実施施設に対する指導・助言
・求職者支援訓練の質を確保するため、すべての訓練実施施設

に対し、定期的（コース毎に原則として月１回）に訓練及び
就職支援の実施状況等を確認するとともに、実施状況の確認
時に、コース毎に原則１回以上、受講者に対するアンケート
を実施し、アンケート結果を踏まえ、訓練実施施設に対する
指導・助言を実施した。
【「実施状況確認」の実施状況】
訓練実施施設に対する実施状況確認件数 16,181 件
（前年度実績 19,984 件、前年度比 △3,803 件）
参考：開講コース数 3,877 コース
（前年度実績 4,828 コース、前年度比 △951 コース）
［実施状況確認のポイント］

・受講者の選考は適切に行われているか。
・認定内容に基づき、適切に訓練が実施されているか。
・受講者に対するアンケート結果に対し、適切に対応し
ているか。

・就職支援の実施体制が整備され、適切な就職支援が実
施されているか。

・訓練実施施設が抱える課題はないか。

習をより一層効果的
に実施するためのサ
ポート講習を求める
要望等があったこと
から、新たに職業能
力基礎講習の意義、
進め方に関する「実
践！職業能力基礎講
習」等を開講した。
サポート講習後、今
後受講したいと思う
テーマや、講習内容
が役立ったかの感想
等を回答していただ
くアンケートを行
い、受講者からは「大
変役に立つ」又は「役
に立つ」との回答が
99％と高い評価を得
た。

これらを踏まえ、
評定をＡとした。

＜課題と対応＞
雇用情勢の変化に

対応した、特定求職
者の就職に資する新
たな訓練コースが設
定されるよう、訓練
カリキュラムの見直
し等について引き続
き実施していく必要
がある。
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・訓練の質向上を目的とした講習の実施
訓練実施施設が抱える訓練運営上の課題に対して、職業能力
開発及び就職支援のノウハウを元に、訓練実施施設の運営責
任者等を対象とする訓練の質向上を目的とした講習（求職者
支援訓練サポート講習。以下「サポート講習」という。）を
機構による創意工夫の取組として平成 27 年度は全国の都道
府県支部で、全 64 回（前年度実績 66 回、前年度比 △２回）
実施し、受講者は 723 人（前年度実績 866 人、前年度比 △
143 人）であった。
なお、サポート講習後の受講者に対するアンケート結果で
は、「大変役に立つ」又は「役に立つ」との回答が合計で 99％
(前年度実績 99％、前年度比 ±0ポイント)であった。
【サポート講習のテ－マ】
- ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング

の進め方
- 受講者のタイプや特徴に応じた支援と対応
- 求職者支援訓練における適切な個人情報の管理とは
- ケーススタディで学ぶ就職支援
- 受講者対応スキルの向上について
- 精神障害・発達障害の特徴と対応について
- 実践！職業能力基礎講習〈平成 27 年度新規講習〉
- 早期就職を実現させる訓練運営〈平成 27年度新規講習〉

○民間教育訓練機関に対する周知・広報
・民間教育訓練機関にとって求職者支援訓練の認定申請や訓練

運営に当たり、重要な情報として厚生労働省と協議して定め
た「求職者支援訓練の認定申請書を提出するに当たっての留
意事項」、「求職者支援訓練の選定方法」、「求職者支援訓練に
係るカリキュラム作成に当たっての留意事項」及び「求職者
支援訓練を実施するに当たっての留意事項」について、改訂
の都度、速やかに機構ホームページに公開し、民間教育訓練
機関に対して周知・広報を行った。

・機構が開発した訓練カリキュラム及び成果シート（20 分野及
び 42 訓練科）を盛り込んだ訓練カリキュラム作成等の参考
となる「カリキュラム作成ナビ」をホームページ上で公開し、
民間教育訓練機関の認定申請の利便性向上に取り組んだ（再
掲）。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・認定基準に適合し、特定求職者の就職に資する訓練カリキュ

ラム等の円滑な作成を支援するため、機構が開発した訓練カ
リキュラム及び成果シートを盛り込んだ「カリキュラム作成
ナビ」をホームページ上で公開するとともに、認定申請に係
る相談等の機会を通じて訓練実施機関に提供した。平成 27
年度においては、非正規での離転職を繰り返している者等の
安定した雇用への就職に資する社会人スキル科目の内容を
充実させた訓練カリキュラム及び成果シートを開発した。

・訓練実施施設が抱える訓練運営上の課題に対して、職業能力
開発及び就職支援のノウハウを基に、訓練実施施設の運営責
任者等を対象とする訓練の質向上を目的とした講習（求職者
支援訓練サポート講習）の講習内容を充実させ、全国の都道
府県支部で実施したところであり、平成 28 年度計画におい
て、求職者支援訓練サポート講習を 55 回以上実施すること



169

とした。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・社会人スキル科目の内容を充実させた訓練カリキュラム及び成果シートを開発したこと、各課題に応じたテーマを設定した求職者支援訓練サポート講習を実施したことは、評価できる。

・求職者支援訓練サポート講習を更に充実すべきである。

・自己評定については、概ね「妥当」との意見であった。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

１－１７
関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及び公表、内部統制の充実・強化、事業主等とのネットワークの構築、連携強化、法人統合による
業務運営におけるシナジーの一層の発揮に向けた取組、情報提供及び広報の実施、東日本大震災に係る対策の実施、情報セキュリティ対策の
推進、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組の実施

業務に関連する政策・施策 －
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など）
－

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標 達成目標
基準値

(前中期目標期

間最終年度値)

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 指標 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

予算額（千円） － － －

決算額（千円） － － －

経常費用（千円） － － －

経常利益（千円） － － －

行政サービス実施
コスト（千円）

－ － －

従事人員数（人） － － －
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27）
主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第３ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する事項

通則法第 29 条第２項
第３号の国民に対して提
供するサービスその他の
業務の質の向上に関する
事項は、次のとおりとす
る。

１ 各業務共通事項

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

１ 共通的事項

(1) 関係者のニーズ等の
把握

機構に対する関係者
のニーズ等について、
以下の取組により幅広
く把握し、ニーズ等に
即した業務運営を行う
ため、必要な措置を迅
速に実施する。
事業主団体、障害者

団体等と情報交換を行
うとともに、機構の業
務に対する意見等を障
害者、事業主、学識経
験者等から聞く場を設
定する。

利用者に対するアン
ケートによる終了時の
調査及び必要に応じ追
跡調査を積極的に実施
し、その結果から業務
改善につなげるべき点
を分析し、現場にフィ
ードバックする。

第２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

１ 共通的事項

(1) 関係者のニーズ等の
把握

使用者、労働者及び
障害者を代表する者並
びに学識経験を有する
者により構成される評
議員会を開催し、情報
交換を行うほか、機構
の業務に対する意見等
を伺い、ニーズに即し
た業務運営を図る。

利用者の意見、ニー
ズ等を把握し、その結
果を業務運営に反映さ
せるため、各種サービ
ス終了時における有用
度に関する調査やサー
ビス実施後一定期間経
過後における具体的な
課題改善効果に関する
追跡調査等を積極的に
実施する。また、これ
らのアンケート調査結
果を自由記述欄の内容
を含め分析し、サービ
スを提供している施設

＜評価の視点＞
・関係者のニーズ等を

事業主団体、障害者
団体等との情報交換
等により幅広く把握
し、当該ニーズ等に
即した業務運営を行
っているか。

＜評価の視点＞
・各種事業の効果や関

係者のニーズを具体
的に把握するための
アンケート調査等を
積極的に実施し、そ
の結果を分析し、現
場にフィードバック
しているか。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 共通的事項

(1) 関係者のニーズ等の把握

○評議員会の開催
・使用者代表、労働者代表、障害者代表及び学識経験者からな

る評議員会を開催し、関係者のニーズ等を把握した。
- 開催日 平成 27年７月 27日
- 内 容 平成 26年度の業務実績・自己評価及び平成 27 年

度計画に基づく業務運営を説明した上で、意見交
換を行い機構の業務に対する要望等を把握した。

- 参加者 評議員 15名
機 構 役員等

○各種調査の実施
・各種サービス終了時における有用度に関する調査やサービス

実施後一定期間経過後における具体的な課題改善効果に関
する追跡調査等を積極的に実施し、各種事業の効果や関係者
のニーズの把握に努めた。
- 高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助を実施した事
業主等に対する追跡調査

- 地域障害者職業センターの支援を受けた障害者に対する
アンケート調査

- 事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対する追
跡調査

- 職業リハビリテーションに関する助言・援助を受けた関係
機関に対するアンケート調査

- マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍
する所属長に対するアンケート調査

【評価区分 17 共通
的事項】
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ

法人統合によるシ
ナジーの一層の発揮
に向けて、前年度に
とりまとめた「訓
練・学習の進捗等に
特別な配慮が必要な
学生への支援・対応
ガイド（実践編）」が
現場の支援に十分に
活かされるよう、職
業能力開発大学校等
の訓練担当課長及び
職業訓練指導員を対
象にした研修等を実
施し、ノウハウの確
実な浸透に努めた。
また、地方施設にお
ける好事例をフィー
ドバックし、施設間
の連携による取組の
促進を図った。

情報提供・広報に
ついては、都道府県
支部単位としての一
体的かつ効果的な広
報を実施するため都
道府県支部広報委員
会を設置し、高齢・
障害・求職者支援の
三分野の業務をコン
パクトにまとめた支
部リーフレットを活
用しつつ、機構が
様々なサービスを総
合的に提供している
ことの効果的な周知
に努めた。

内部統制について
は、平成 27年度コン
プライアンス推進計
画を策定し、同計画
に基づき、各部及び
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(2) 業績評価の実施及び
公表

適正な業務の推進に
資するため、外部の学
識経験者、リハビリテ
ーションの専門家、職
業能力開発の専門家等
による業績評価を行
い、その結果を業務運
営に反映させ、機構に
おけるＰＤＣＡサイク
ルの徹底を図る。

さらに、業務内容の
透明性を高め、業務内
容の充実を図る観点か
ら、設定した目標の達
成状況、業績評価の結
果や機構の業務の内容
について、ホームペー
ジ等において、積極的
かつ分かりやすく公表
する。

にフィードバックする
ことにより、現場レベ
ルでの業務改善を促
す。

(2) 業績評価の実施及び
公表

平成 26 年度業務実
績については、外部の
学識経験者、リハビリ
テーションの専門家、
職業能力開発の専門家
等により構成される外
部評価委員会の意見を
踏まえた自己評価を行
うとともに、その結果
及び国の評価結果を業
務運営に反映させ、機
構におけるＰＤＣＡサ
イクルの徹底を図る。
また、平成 27年度業

務については、業務の
進捗状況を定期的に把
握するとともに、進捗
管理重点テーマを設定
して当該重点テーマに
関する進捗状況を点検
し、その結果を踏まえ
て、各職員の年度計画
の達成に向けた意識の
向上と業務の改善を図
る。

さらに、業務内容の
透明性を高め、業務内
容の充実を図る観点か
ら、設定した目標の達
成状況、業績評価の結
果や機構の業務の内容
について、ホームペー
ジ等において、積極的
かつ分かりやすく公表
する。

＜評価の視点＞
・機構が実施する業務

に対して自己評価を
行い、その結果を業
務運営に反映させた
か。また、設定した
目標の達成状況等を
分かりやすく公表し
ているか。

- 職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者に対
するアンケート調査

- 職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者及び
受講者の所属長に対する追跡調査

- 在職者を対象とする職業訓練の受講者に対するアンケー
ト調査

- 在職者を対象とする職業訓練の受講者を派遣した事業主
に対するアンケート調査

・これらの調査結果を自由記述欄の内容を含め分析し、現場レ
ベルでの業務改善を促すため各施設にフィードバックした。

(2) 業績評価の実施及び公表

○業績評価の実施
・機構本部部長等で構成する内部評価委員会において平成 26

事業年度の業績に係る自己評価について審議するとともに、
外部の学識経験者、リハビリテーションの専門家、職業能力
開発の専門家等で構成する外部評価委員会（職業リハビリテ
ーション専門部会及び職業能力開発専門部会を含む。）を開
催し、平成 26 年度業務実績及び自己評価について意見を聴
取した。

【内部評価委員会】
第１回（平成 27年４月 22日）
平成 26 年度業績評価の実施に係る内部評価委員会及び外
部評価委員会の運営について検討

第２回（平成 27年５月 14日)
平成 26 年度業績評価の実施

【外部評価委員会】
第 24 回職業リハビリテーション専門部会（平成 27 年６月 10
日）
第６回職業能力開発専門部会（平成 27 年６月 12 日）
第 25 回外部評価委員会（平成 27年６月 17日)

・外部評価委員会(各専門部会を含む。)における意見を踏まえ、
業務実績及び自己評価をとりまとめた業務実績等報告書を
作成し、平成 27 年６月 30 日に機構ホームページにおいて公
表するとともに、同日に厚生労働大臣に提出した。また、自
己評価を含む業務実績等報告書及び厚生労働大臣の評価結
果については、機構内ＬＡＮにより全職員に周知することに
より、それぞれの職場・職務で評価結果を業務運営に反映さ
せるよう指示し、機構におけるＰＤＣＡサイクルの徹底を図
った。

・平成 26 事業年度業務実績評価書中の指摘事項、業務運営上
の課題及び改善方策並びに独立行政法人評価に関する有識
者会議及び外部評価委員会における意見のうち、改善等の検
討を要するものを進捗管理重点テーマとし、当該重点テーマ
が業務運営･事業計画に反映されるよう努めた。

○業務進捗管理
・平成 27 年度第２四半期・第３四半期までの、それぞれの業

務実績の進捗状況を確認するとともに、各種連絡会議等にお
いて、業務全般の進捗状況を定期的に把握した。また、職業

施設等におけるコン
プライアンス研修及
びコンプライアンス
認識度調査等の実
施、内部監査の機会
を活用したモニタリ
ングの実施等の取組
により、内部統制の
充実・強化に着実に
取り組んだ。

情報セキュリティ
については、情報セ
キュリティインシデ
ントの発生に備える
ための対処手順書及
び緊急連絡体制の整
備、「情報セキュリテ
ィ対策を総合的に推
進するための計画」
の策定及び同計画に
基づく情報セキュリ
ティ監査等の実施、
外部からの攻撃を防
ぐための必要な技術
的対策等、情報セキ
ュリティの推進を図
った。

これらを踏まえ、
評定をＢとした。

＜課題と対応＞
シナジーの一層の

発揮に向け、これま
での取組成果の更な
る浸透等に努める必
要がある。

内部統制について
は、「行動規範」の浸
透による統制環境の
確保、コンプライア
ンス意識の浸透とそ
の状況の確認、リス
ク管理委員会を中心
としたリスクの評価
と対応、内部監査室
によるモニタリング
の充実等の取組を引
き続き実施し、内部
統制の更なる充実・
強化を図る必要があ
る。

標的型メール攻撃
やＷｅｂ経由のマル
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(3) 内部統制の充実・強
化

機構のミッションを
有効かつ効率的に達成
するため、総務省の「独
立行政法人における内
部統制と評価に関する
研究会」が平成 22年３
月に公表した報告書
（「独立行政法人にお
ける内部統制と評価に
ついて」）及び総務省政
策評価・独立行政法人
評価委員会から独立行
政法人等の業務実績に
関する評価の結果等の
意見として厚生労働省
独立行政法人評価委員
会等に通知した事項を
参考に更に充実・強化
を図る。

(3) 内部統制の充実・強
化

機構のミッションを
有効かつ効率的に達成
するため、理事長の強
力なリーダーシップの
下、内部統制が有効に
機能するよう、「行動規
範」の浸透による統制
環境の確保、リスク管
理委員会を中心とした
リスクの評価と対応、
内部監査室によるモニ
タリングの充実等の取
組を引き続き実施す
る。特にすべての職員
についてそれぞれの職
位・職務におけるコン
プライアンスの一層の
徹底を図るため、職員
研修・情報提供等の取
組を行う。

＜評価の視点＞
・内部統制の充実・強

化を図っているか。

能力開発業務の第３四半期までの進捗状況については、平成
28 年度計画の審議のため平成 28 年３月２日に開催した運営
委員会において報告し、意見を聴取した。

(3) 内部統制の充実・強化

○内部統制の更なる向上を図るため、以下の取組を行った。
・「コンプライアンスの推進に関する規程」に基づき、平成 27

年度コンプライアンス推進計画を策定した。同計画に基づ
き、以下の取組を実施し、その取組状況については、各部等
及び施設の長に対して推進状況を点検し、コンプライアンス
推進委員会において検証を行った。
- 行動規範の解説用資料等を活用した、各部等及び施設の長
自らによる研修を実施する等の取組を通じて、役職員への
「行動規範」の更なる浸透を図った。

- 嘱託職員を含む全職員に対し、｢コンプライアンスマニュア
ル｣を活用した職員の身分（みなし公務員規定）や守秘義
務、利害関係者等との飲食の際のルールを含む倫理規程に
重点を置いたコンプライアンス研修を実施した。

- 各階層別研修において、他団体におけるコンプライアンス
違反事例等を取り入れたコンプライアンス研修を実施し、
コンプライアンス意識の浸透を図った。（職員研修６回実
施、472 人受講）

- 全役職員（嘱託職員を含む。）を対象としたコンプライア
ンス認識度調査を実施し、コンプライアンス意識の浸透状
況や取組状況の検証を行った。

- 公益通報制度及び通報相談窓口（JEED ホットライン）につ
いて、引き続き、周知用ポスター等を活用して制度とその
意義を周知する取組を行った。

・個人情報漏えい及びハラスメントについて、「個人情報の漏
えいリスクへの対応に係る基本方針」、 「ハラスメントリス
クへの対応に係る基本方針」等に基づき、リスク管理を徹底
し、リスク管理委員会においてその推進状況の点検を行っ
た。

○内部統制システムの整備
・理事長の指示の下、コンプライアンスを中心とするリスク管

理を担当する総務部と、厳正な監査をする内部監査室による
２元構造の体制の内部統制システムを整備している。

・平成 27 年度は、本部及び施設（43 か所）を対象として内部
監査を実施した。

・内部監査の結果は直ちに理事長に報告し、理事長は必要な改
善措置を命じ、その結果を報告させている。

○内部統制に関する情報の公表
・ホームページの内部統制に関する情報のページに、行動規範、

コンプライアンス推進規程、公益通報規程、リスク管理規程、
反社会的勢力への対応に関する規程、コンプライアンス基本
方針、コンプライアンス推進計画並びにコンプライアンス推
進委員会及びリスク管理委員会議事概要を掲載している。

・平成 27 年度については、反社会的勢力への対応に関する規
程、「平成 27年度コンプライアンス推進計画」並びにコンプ
ライアンス推進委員会及びリスク管理委員会議事概要を掲

ウェア感染等につい
ては、その手口が巧
妙化しており、技術
的対策だけで防ぐこ
とが困難であるた
め、組織的対策や人
的対策を充実させる
こと等、機構全体と
して情報セキュリテ
ィ対策を総合的に推
進する必要がある。
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(1) 事業主等とのネット
ワークの構築、連携強
化

各地域の事業主及び
事業主団体等の関係機
関とのネットワークを
構築するとともに、
個々の事業所訪問等に
際しては、高齢者雇用
支援業務、障害者雇用
支援業務及び職業訓練
業務の各業務に関する
情報も併せて提供する
などの取組を通じて、
各地域における事業主
及び事業主団体との連
携強化に努めること。

(2) 法人統合による業務
運営におけるシナジー
の一層の発揮に向けた
取組

旧高齢・障害者雇用
支援機構及び旧雇用・
能力開発機構がこれま
で培ってきたノウハウ
等を共有・結集し、各
支援対象者に共通する
支援技法の検討や、こ
れまでの研究・開発成
果を踏まえた新たな活
用方法についての検討
など、業務運営面の連
携を深め、組織全体の
一体化、活性化を図る
こと。

(4) 事業主等とのネット
ワークの構築、連携強
化

各地域の事業主及び
事業主団体等の関係機
関とのネットワークを
構築するとともに、
個々の事業所訪問等に
際しては、高齢者雇用
支援業務、障害者雇用
支援業務及び職業訓練
業務の各業務に関する
情報も併せて提供する
などの取組を通じて、
各地域における事業主
及び事業主団体との連
携強化に努める。

(5) 法人統合による業務
運営におけるシナジー
の一層の発揮に向けた
取組

旧高齢・障害者雇用
支援機構及び旧雇用・
能力開発機構がこれま
で培ってきたノウハウ
等を共有・結集し、各
支援対象者に共通する
支援技法の検討や、こ
れまでの研究・開発成
果を踏まえた新たな活
用方法についての検討
など、業務運営面の連
携を深め、組織全体の
一体化、活性化を図る。

(4) 事業主等とのネット
ワークの構築、連携強
化

各地域において、事
業主及び事業主団体等
の関係機関とのネット
ワークを構築するた
め、都道府県支部内の
定期的な連絡会議等を
通じて事業所情報の共
有化を図るとともに、
メールマガジンの活用
の促進に努める。
また、高齢者雇用支

援、障害者雇用支援及
び職業訓練の各業務に
関する情報を併せて事
業主等に提供するた
め、施設間での業務研
修の実施及び広報資料
の相互設置、相談内容
に応じて各施設の担当
者が事業主等へ同行し
て業務説明、相談支援
を行う等の取組を進め
ることにより、各地域
における事業主及び事
業主団体との連携強化
に努める。

(5) 法人統合による業務
運営におけるシナジー
の一層の発揮に向けた
取組

高齢者雇用支援、障
害者雇用支援及び職業
訓練業務の各支援対象
者に共通する支援技法
や研究・開発成果を踏
まえた活用方法等につ
いて引き続き検討し、
必要な取組を進める。
国立職業リハビリテ

ーションセンター及び
国立吉備高原職業リハ
ビリテーションセンタ
ーでは、機構の公共職
業能力開発施設におい
て特別な配慮が必要な

＜評価の視点＞
・各地域における事業

主等とのネットワー
クの構築、連携強化
に努めたか。

＜評価の視点＞
・法人統合による業務

運営面の連携を深
め、組織全体の一体
化、活性化を図って
いるか。

載し、内部統制に関する情報を更新した。

(4) 事業主等とのネットワークの構築、連携強化

○事業主等とのネットワークの構築及び連携強化に向けた取
組

・メールマガジンによる情報発信
機構本部及び各都道府県施設等の最新情報をタイムリーに
提供することで、事業主及び事業主団体等の関係機関とのネ
ットワークを構築し、連携強化を図るため、原則として月１
回メールマガジンを発行している。平成 25年６月 28日の創
刊準備号から計 33号（特別号含む）発行し、6,761 件の配信
登録（平成 28年 3月末現在）があった。

・事業主等との連携強化に向けた取組
都道府県支部内の定期的な連絡会議の開催等を通じて事業
所情報の共有を行うとともに、高齢者雇用支援、障害者雇用
支援及び職業能力開発の各業務に関する情報を併せて事業
主等に提供するため、各施設間で業務研修を実施しているほ
か、広報資料の相互設置、相談内容に応じて各施設の担当者
が事業主等へ同行して業務説明、相談支援を行う等の取組を
行っている。

(5) 法人統合による業務運営におけるシナジーの一層の発揮
に向けた取組

○業務運営面での一体化・活性化
・平成 26 年度に職業能力開発部門と障害者雇用支援部門が
共同でとりまとめた「訓練・学習の進捗等に特別な配慮が
必要な学生への支援・対応ガイド（実践編）」が、現場の
支援に十分活かされるよう、機構の職業訓練指導員等に対
し研修を実施した。
【実施した研修】
１．「支援・対応ガイド（実践編）」を活用した業務対応導

入研修
職業能力開発大学校等の訓練担当課長及び職業訓練

指導員を対象に、ガイドの活用方法や事例による支援方
法の検討演習等をカリキュラムに盛り込んで実施し、受
講した職員は、所属施設職員に対して伝達研修を実施し
た。（平成 27 年６月 11,12 日 62 人、６月 18,19 日 136
人受講）
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(6) 情報提供及び広報の
実施

高年齢者等及び障害
者の雇用に関する知識
の普及を図るとともに
事業主等による当該雇
用の安定等に向けた自
主的な取組を支援する
ため、高年齢者等や障
害者の雇用に関する情
報を収集・整備し、こ
れらの情報を容易に利
用できるよう、ホーム
ページ等を通じて提供
する。

支援対象者への対応及
び支援を実践し、課題
等の提言や各施設への
普及活動を先導するこ
とのできる職業訓練指
導員を育成するための
研修を実施する。
また、支援技法等の

更なる普及を図るた
め、上記研修の修了者
による事例報告、平成
26 年度に取りまとめ
た「訓練・学習の進捗
等に特別な配慮が必要
な学生への支援・対応
ガイド（実践編）」の活
用方法等を内容とする
研修を新規に実施す
る。
加えて、地方施設に

おける業務運営面での
一体化・活性化を図る
ため、シナジーの発揮
に繋がる地方施設での
取組について情報収集
し、他の施設へフィー
ドバックするととも
に、地方施設間の連携
による相談支援の推進
に取り組む。

(6) 情報提供及び広報の
実施

高年齢者等及び障害
者の雇用に関する知識
の普及を図るとともに
事業主等による当該雇
用の安定等に向けた自
主的な取組を支援する
ため、高年齢者等や障
害者の雇用に関する情
報を収集・整備し、こ
れらの情報を容易に利
用できるよう、ホーム
ページ等を通じて提供
する。

＜評価の視点＞
・機構が収集・整備し

た高年齢者等や障害
者の雇用に関する情
報をホームページ等
を通じて提供すると
ともに、高年齢者等
及び障害者の雇用支
援に係る業務の内容
等や、求職者や在職
者等に対する職業訓
練コース等の情報に
ついて、ホームペー
ジ等を通じて積極的

２．障害特性を理解した訓練生支援力向上研修
支援ノウハウをより多くの職業訓練指導員に普及す

るため、「特別な配慮が必要な訓練生への対応研修」を
修了した者の事例発表やガイドの演習を含めた研修を
実施した。（平成 27年９月 29,30 日 21 人受講）

○特別な配慮が必要な訓練生への対応研修
特別な配慮が必要な訓練生への対応及び支援を実践し、課題
等の提言や全国の職業能力開発施設への普及活動を先導す
ることのできる職業訓練指導員を育成するため、中央障害者
職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校におい
て研修を実施した（平成 27 年度５人が修了。)。

○地方施設における施設間連携の取組については、半期ごとに
とりまとめ、好事例を各施設にフィードバックした。
【施設間連携の取組例】
・職業能力開発促進センターにおいて、地域センターのリワ
ーク支援対象者に対し、復職予定企業のニーズを踏まえた
作業体験を次のとおり実施。
- リワーク支援対象者の復職を予定している事業所との

打合せにおいて、復職後の職務について、休職前と異な
る職務を提示されたことから、地域センターから職業能
力開発促進センターに訓練場面を利用した作業体験を
依頼し、職業能力開発促進センターにおいて、職業訓練
指導員の助言を得て、加工機械の基本操作を体験した。

- それによって、実際の加工機械を使用することによる仕
事の勘の回復、復職後に従事する職務の疑似体験による
自信の向上、リワーク支援で習得したストレス対処方法
の効果の確認ができた。

・求職者支援訓練サポート講習の「精神障害・発達障害の特
徴と対応について」の講師を障害者職業カウンセラーが担
当。

・地域センターにおいて、特別な配慮が必要な職業能力開発
施設の受講生に対する相談支援等を実施。

(6) 情報提供及び広報の実施

○機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情
報の提供

・「エルダー」、「働く広場」をホームページ上で参照できるよ
う、電子ブックを掲載した。

・「エルダー活躍先進事例集」、コンテスト事例集「高年齢者を
戦力に」、「調査研究報告書」等の高年齢者の雇用に関する資
料や「就業支援ハンドブック」、「はじめからわかる障害者雇
用」、「就職困難性の高い障害者のための職場改善好事例集－
平成 27 年度職場改善好事例募集の入賞事例から－」等の障
害者の雇用に関する資料をホームページに掲載した。

○機構業務の積極的な広報
・戦略的かつ計画的な広報活動を行うとともに、広報に関する

本部内の連携を深めるために設置した広報戦略会議により
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また、高年齢者等及
び障害者の雇用支援に
係る業務の内容、相談
窓口の紹介、各種セミ
ナー・講習会・研修等
の開催案内、求職者や
在職者等に対する職業
訓練コースの実施時
期・期間・募集定員等
の情報について、ホー
ムページ等を通じて積
極的に広報を行う。

また、高年齢者等及
び障害者の雇用支援に
係る業務の内容、相談
窓口の紹介、各種セミ
ナー・講習会・研修等
の開催案内、求職者や
在職者等に対する職業
訓練コースの実施時
期・期間・募集定員等
の情報について、ホー
ムページやメールマガ
ジン等を通じて積極的
に広報を行う。
なお、地方組織の一

元化に伴い、都道府県
支部広報委員会を設置
し、総合的・効果的な
広報に努める。

に広報を行っている
か。

本部・都道府県支部を網羅した平成 27 年度広報活動方針を
策定した。

・機構本部において広報実施計画を策定するとともに、都道府
県支部単位としての一体的かつ効果的な広報を実施するた
めの企画、立案を行うことを目的とした都道府県支部広報委
員会を設置し、地域の実情に応じた都道府県支部広報実施計
画を同委員会において策定した。

・新聞等マスメディアへの情報発信を重要な広報手段ととら
え、本部及び各施設でニュースリリース等の積極的な広報活
動に取り組み、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等への機構業務
の掲載件数は全国で 2,388 件（前年度実績 2,220 件）であっ
た。

・広報活動のノウハウを共有し、効果的な取組を推進するため、
各施設から広報活動実績の報告を収集し、積極的なニュース
リリースによるマスメディアを通じた広報や、施設ホームペ
ージの活用、地域の事業主団体や市町村と連携した取組等の
好事例を各施設へと情報提供した。

・機構が実施する事業の最新情報をタイムリーに提供するた
め、原則として月１回メールマガジンを発行した。平成 25
年６月 28日の創刊準備号から計 33号（特別号含む）発行し、
6,761 件の配信登録があった。（平成 28年３月末現在）

・同一都道府県支部内の各施設で実施している業務を紹介する
リーフレットを全都道府県支部で作成し、支部単位での一体
的な広報活動に努めた。

○ホームページの掲載情報の充実等
機構が実施する業務の内容、相談窓口の紹介、各種セミナ
ー・講習会・研修等の開催案内、職業訓練コースの受講案内
等について、ホームページ及びパンフレット等を通じて積極
的に広報を行った。

【高年齢者の雇用支援業務】
高年齢者の雇用に関する資料、高年齢者雇用安定助成金の内
容と申請に関する取扱い、都道府県支部の相談窓口の案内等
を掲載した。

【障害者の雇用支援業務】
障害者の雇用に関する資料、障害者雇用納付金制度の内容と
申告申請に必要な手続、障害者雇用納付金に基づく助成金の
内容と申請に関する取扱い、地域センターや都道府県支部等
の相談窓口の案内等を掲載した。また、地域センターにおい
て実施するリワーク支援説明会、職業リハビリテーション関
係のセミナー及び研修の申込等の案内や、利用者向けのリー
フレット、Ｑ＆Ａ集を掲載するとともに、都道府県支部が開
催する地方アビリンピックや障害者職業生活相談員資格認
定講習等の案内を掲載した。

【職業能力開発の支援業務】
各職業能力開発施設で実施する離職者訓練、学卒者訓練、在
職者訓練に係る訓練コースについて、訓練概要、受講条件、
就職後の仕事例、過去の就職実績、賃金情報、利用者の声等
について、画像を織り交ぜながらわかりやすく掲載した。ま
た、求職者支援制度による職業訓練の実施を検討している民
間教育訓練機関向けに、申請の手続や認定基準等についての
情報を掲載するとともに、認定された訓練コースについて都
道府県名、訓練開始月、訓練期間、訓練分野等で検索できる
求職者支援訓練認定コース情報検索システムにより情報提



177

(7) 東日本大震災に係る
対策の実施

被害を受けた地域に
おける雇用面への影響
等を踏まえ、障害者の
雇用の確保・安定のた
めの対策を引き続き実
施する。
被災地域において不

足している建設人材を
育成するための震災復
興訓練を実施するとと
もに、被災により住宅
が被害を受け居住でき
なくなった方々への雇
用促進住宅の一時的貸
与を行う等、求職者等
の雇用の安定のための
対策を引き続き実施す
る。

供を行った。
また、平成 26 年度の高年齢者や障害者の雇用支援業務や職
業能力開発の支援業務の内容と実績について図表を多用し
てわかりやすくホームページに掲載することにより、機構業
務の理解促進に努めるとともに、障害者雇用納付金制度の申
告対象事業主の範囲の拡大や高年齢者雇用安定助成金の一
部改正等の制度改正について、ホームページへの掲載等によ
り迅速に周知した。

(7) 東日本大震災に係る対策の実施

○地域センター特別相談窓口の実施状況
・被災７県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉）の

地域センターに特別相談窓口を設置し、被災の影響により再
就職に支援を必要とする障害者に対する相談業務を実施し
た（平成 27 年度相談数：３人）。

・具体的な支援事例については、障害者の再就職に係る支援と
して、就職活動に係る相談、職業評価、ジョブコーチ支援等、
被災地の障害者のニーズに応じた支援を実施した。

・なお、震災被害が甚大であり、障害者の職場復帰や再就職に
係る相談の増加が見込まれるため、平成 24 年２月に、岩手、
宮城、福島センターにジョブコーチを各１人増配置し、支援
体制を強化した。平成 27 年度の３センターにおけるジョブ
コーチ支援実施件数は 206 件と、23 年度実績（187 件）を
10.2％上回っており、被災地における高いジョブコーチ支援
ニーズに引き続き対応している。

○職業訓練等関係
・震災復興訓練の実施

被災地域において不足している建設人材の育成を目的に、東
日本大震災の被災地等の８県（青森、岩手、宮城、山形、福
島、茨城、栃木、千葉）において、被災離職者等を対象とし
た震災復興訓練を設定・実施した。
なお、青森、岩手、宮城、茨城においては、被災離職者等の
交通の利便性も考慮して、地域の協力の下、空き工場等を仮
設実習場として借り受け、訓練を実施したほか、全国から職
業訓練指導員を応援派遣した（延べ 22人）。
- 実施訓練科数 28 科、入所者数 790 人。

・被災地域の訓練生等に対して、学卒者訓練等の授業料等を免
除した（授業料等免除者数：117 人）。

・求職者支援訓練における車両系建設機械運転技能講習等を行
う「震災対策特別訓練コース」の認定申請書の審査を実施し
た。
- 審査（認定）コース数 31 コース（前年度実績 34 コー
ス、前年度比△３コース）

- 審査（認定）定員 308 人（前年度実績 368 人、前年度
比△60 人）

○雇用促進住宅関係
・東日本大震災により住宅を喪失した被災者（福島第一原子力

発電所事故による自主避難者を含む。）に対して一時的に提
供している。岩手県、宮城県及び福島県の被災者並びに宮城
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(7) 情報セキュリティ対
策の推進

政府の方針を踏ま
え、適切な情報セキュ
リティ対策を推進す
る。

(8) 情報セキュリティ対
策の推進

新たな政府の方針を
踏まえた情報セキュリ
ティ対策を推進するた
め、職員に対して情報
セキュリティポリシー
の周知、徹底を図る。
また、システム運用事
業者等の情報セキュリ
ティ対策の履行状況を
確認する。

＜評価の視点＞
・政府の方針を踏まえ、

適切な情報セキュリ
ティ対策を推進して
いるか。

県、福島県からの自主避難者については、平成 29 年３月末
まで更新可能とした。（各県が定める避難元市町村である者
に限る。）その他の被災者については、平成 28年３月末をも
って無償提供期間を終了した。
（入居戸数 1,766 戸（平成 28 年３月末現在））
（参考）入居決定戸数（累計）：8,262 戸

・上記に加え個別の対応として、各地方公共団体からの要請を
受け、次のような取組を行った。
ⅰ釜石市…被災者の一時入居先として全棟空戸住宅を市に

貸与、及び復興関連事業（水産加工業、介護・医
療、小売業等）に従事するため、同市に転居した
者に貸与。

ⅱ南相馬市…原発避難者の一時帰宅先として住宅の一部を
市に貸与。

ⅲいわき市…震災により住居の建て替えを要する者に対し、
一定期間貸与。

・また、平成 27年度については、平成 27年 9 月関東・東北
豪雨の被災者に対する支援として住宅を活用した。

(8) 情報セキュリティ対策の推進

○組織的対策
・政府のサイバーセキュリティ対策推進会議や厚生労働省から

の指示に基づき、情報セキュリティ対策を講じた。また、内
閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）や厚生労働省
からのインシデント発生事例等の情報提供を踏まえ、ソフト
ウェアの脆弱性に対する修正プログラムの適用やウイルス
付きメールの送信元からのメールを受信できない設定等の
必要な対策を講じた。

・基幹ネットワークシステムの運用委託業者からの運用日報、
定例会議（毎月１回）等を通し、障害発生状況報告及びこれ
に対する改善策の提案を受け、セキュリティ対策を講じた。

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を基
に平成 27 年３月末に改正した情報セキュリティポリシーを
周知徹底した。

・情報セキュリティインシデントの発生に備え情報セキュリテ
ィインシデント対処手順書を整備した。

・情報セキュリティインシデントの発生に備え緊急連絡体制を
構築した。

・情報セキュリティ対策を総合的に推進するための計画（３ヶ
年計画）を策定し、以下の取組を実施した。
- 情報セキュリティ対策の実効性を担保するため、情報セキ
ュリティ監査を計画的に実施した。

- 本部及び施設職員を対象に外部専門家である情報化統括
責任者（ＣＩＯ）補佐官による情報セキュリティ講習を実
施した。また、講習にあたっては、日本年金機構の事案を
踏まえた内容とした。
- 情報セキュリティ意識の醸成を図るため、全職員が情報セ
キュリティに関する自己点検を実施した。

・システム運用・保守の業務を外部委託している各個別情報シ
ステムについて、情報セキュリティ対策に係る実施体制や安
全管理措置等を確認した。
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(8) 既往の閣議決定等に
示された政府方針に基
づく取組の実施

既往の閣議決定等に
示された政府方針に基
づく取組について、着
実に実施する。

(9) 既往の閣議決定等に
示された政府方針に基
づく取組の実施

既往の閣議決定等に
示された政府方針に基
づく取組について、着
実に実施する。

＜評価の視点＞
・既往の閣議決定等に

示された政府方針に
基づく取組につい
て、着実に実施して
いるか。

○人的対策
・ＣＩＯ補佐官から情報セキュリティ等に関する最新の情報を

基に各個別情報システムの担当者へ助言等を随時実施した。
・本部及び施設職員を対象にＣＩＯ補佐官による情報セキュリ

ティ講習を実施した。また、講習にあたっては、日本年金機
構の事案を踏まえた内容とした。（再掲）

・情報セキュリティ意識の醸成を図るため、全職員が情報セキ
ュリティに関する自己点検を実施した。（再掲）

・各個別情報システムの管理担当者を対象に情報セキュリティ
ポリシーに基づくシステム運用業務の管理や調達に関する
説明会を実施し、情報セキュリティポリシーを周知した。

○技術的対策
・ファイアウォール・不正侵入防御装置を設置し、外部からの

基幹ネットワークへの攻撃対策を行っている。
・標的型メール攻撃対策として、標的型攻撃対策装置及びウイ

ルスや無差別かつ大量に送信されるスパムメールから保護
する対策装置を設置している。

・インターネット対策として、Ｗｅｂウイルス対策機器を導入
している。またフィルタリングソフトによりインターネット
への接続先を制限し、既知の危険なサイトや万一の際に情報
流出先となるサイトへ接続できないように設定している。

・事務用端末の対策として、全施設においてウイルス対策ソフ
トを統一し、本部より一斉にアップデートを実施している。

・標的型メール攻撃対策として、全てのメールを対象に添付さ
れた実行形式ファイルの自動削除の設定をした。

・事務用端末の対策として、ウイルス対策ソフトを本部におい
て一元的に管理した。また、本部において管理者権限を有し、
施設において許可なくソフトウェアをインストールできな
いようにし、ウイルスを含む可能性のある実行形式ファイル
についても自動的に起動できないよう制限した。なお、基幹
ネットワークにおいては未許可の端末及びＵＳＢメモリ等
を接続できないようにし部外者のネットワーク侵入を防止
した。

(9) 既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組の実
施

・平成 27 年４月１日に、地方組織の管理事務処理体制を各都
道府県単位で一元化することにより、高齢者雇用、障害者雇
用及び職業能力開発の支援に係る専門的な機能は維持しつ
つ、地方組織の間接部門の合理化を図り、人員を 20 名削減
した。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・平成 26 年度に職業能力開発部門と障害者雇用支援部門が共

同でとりまとめた「訓練･学習の進捗等に特別な配慮が必要
な学生への支援･対応ガイド（実践編）」について、これを有
効に活用するため当機構職業能力開発施設の職業訓練指導
員等を対象に活用方法等に係る研修を実施し、法人統合に伴
うシナジーの一層の発揮を図った。
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・各施設が連携した取組を本部において収集し、好事例を各施
設に周知することにより、各施設の連携によるシナジーの一
層の発揮に取り組んだ。

・内部統制の更なる向上のため、平成 27 年度コンプライアン
ス推進計画を策定し、同計画に基づき、各部・施設等におい
て嘱託職員を含むすべての職員に対しコンプライアンス研
修等を実施するなど、コンプライアンスの更なる推進を図る
とともに、「行動規範」の浸透による統制環境の確保、リス
ク管理委員会を中心としたリスクの評価と対応、内部監査室
によるモニタリングの充実等の取組を引き続き実施してい
る。

４．その他参考情報

外部評価委員会において聴取した主な意見は、以下のとおりである。

・シナジー効果の発揮について十分な取組が行われていること、「支援・対応ガイド（実践編）」を活用した研修を実施したことは、評価できる。

・一体化するもの、個別に実施するもののいずれが効果的な業務運営となるかを考えながら、更なる改善を続けていくことを希望する。
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

２－１
効果的･効率的な業務運営体制の確立、業務運営の効率化に伴う経費節減等、事業の費用対効果、障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の

事業規模の配慮

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

評価対象となる指

標

達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

（参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

本部の管理部門の職
員数の削減（計画値）

旧雇用・能力開発機構
との統合後３年以内
に 19名以上削減

－ ▲2 名 ▲11名 － － － 平成 24 年度 ▲6名

本部の管理部門の職
員数の削減（実績値）

－ ▲6 名 ▲2 名 ▲11名 － － － 平成 26 年度までに 19 名削減済み

達成度 － － 100.0％ 100.0％ － － －

一般管理費の節減（計
画値）（百万円）

最終事業年度までに
平成 24 年度予算と比
べて 15％以上節減

2,932 － － － － 15％以上節減

一般管理費の節減（実
績値）（百万円）

－ －
▲18.2％

（2,398）
▲18.2％

（2,398）
▲18.2％

（2,398）

達成度 － － （121.3％） （121.3％） (121.3％） －

業務経費の節減（計画
値）（百万円）

最終事業年度までに
平成 24 年度予算と比
べて 5％以上節減

38,204 － － － － 5％以上節減

業務経費の節減（実績
値）（百万円）

－ －
▲3.6％

（36,836）
▲3.9％

（36,697）
▲4.3％

（36,561）

達成度 － － （72.0％） （78.0％） （86.0％） －

注）一般管理費は、人件費、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。

注）業務経費は、事業主等に支給する障害者雇用調整金等、宿舎等業務、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第２ 業務運営の効率化に関
する事項

通則法第 29 条第２項
第２号の業務運営の効率
化に関する事項は、次の
とおりとする。

１ 機構の組織体制につい
ては、業務の効率的かつ
効果的実施等の観点から
以下のように見直すほ
か、適宜弾力的に見直す
こと。

① 本部の管理部門につ
いては、旧雇用・能力
開発機構との組織の統
合時（平成 23年 10 月）
のスリム化（▲20名）
に加え、更に統合後３
年以内に▲19 名以上
のスリム化に取り組む
こと。

② 本部の業務部門につ
いては、雇用促進住宅
及び職業能力開発促進
センター等の地方公共
団体への譲渡等が進む
ことや高年齢者等の雇
用の安定等に関する法
律の一部を改正する法
律（平成 24 年法律第
78 号）附則第３項に規
定する経過措置期間の
経過とともに段階的に
業務量の減少が見込ま
れる部門も見られるこ
とから、これらの部門

第１ 業務運営の効率化に関
する目標を達成するためと
るべき措置

１ 効果的・効率的な業務
運営体制の確立

機構の組織体制につい
ては、業務の効果的・効
率的実施等の観点から、
以下のとおり見直すほ
か、適宜弾力的に見直す。

① 本部の管理部門につ
いては、旧雇用・能力
開発機構との組織の統
合時（平成 23年 10 月）
のスリム化（▲20名）
に加え、更に統合後３
年以内に▲19 名以上
のスリム化に取り組
む。

② 本部の業務部門につ
いては、雇用促進住宅
及び職業能力開発促進
センター等の地方公共
団体への譲渡等が進む
ことや高年齢者等の雇
用の安定等に関する法
律の一部を改正する法
律（平成 24 年法律第
78 号）附則第３項に規
定する経過措置期間の
経過とともに段階的に
業務量の減少が見込ま
れる部門も見られるこ
とから、これらの部門

第１ 業務運営の効率化に関
する目標を達成するためと
るべき措置

１ 効果的・効率的な業務
運営体制の確立

独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構
（以下「機構」という。）
の組織体制については、
業務の効果的・効率的実
施等の観点から、以下の
とおり見直すほか、適宜
弾力的に見直す。

① 本部の業務部門につ
いては、各部門が緊密
な連携を取りながら平
成 27 年度下半期に業
務の質及び量について
点検を行い、その結果
を次年度以降の業務実
施体制に反映させると
ともに、統合によるシ
ナジー効果を一層発揮
できるよう業務運営体
制の再構築に向けた検
討を行う。

＜評価の視点＞
・本部の業務部門につ

いては、業務量の変
化に見合った効率的
な実施体制となるよ
う点検を行うととも
に、統合によるシナ
ジー効果を一層発揮
できるよう業務運営
体制の再構築を進め
ているか。

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ
き措置

１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立

② 本部の業務部門については、平成 28 年度の業務運営体制
について、平成 27 年下半期に総務部総務課において各部・
室とのヒアリングを実施し、業務の質及び量の点検を行った
上で、業務量の変化に見合った効率的な業務運営体制となる
よう再構築を行った。

【事業区分 18 業務
運営の効率化】
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ

平成 27 年４月１
日に、地方組織の管
理事務処理体制を各
都道府県単位で一元
化し、地方組織の間
接部門を合理化した
ほか、地方施設の移
設・集約化を推進し
た。

契約の適正化に
ついては、随意契約
事由の妥当性確認
や一者応札･応募の
改善等の取組を着
実に行った。その結
果、平成 27年度の一
者応札・応募件数割
合は、17.7％となり、
調達等合理化計画に
定めた目標（19.0％
以下）を 1.3 ポイン
ト下回り達成した。

これらを踏まえ、
評定をＢとした。

＜課題と対応＞
業務経費の削減に

ついては、第３期中
期目標期間の最終
事業年度において、
平成 24 年度予算と
比べて５％以上の
額を節減する目標
に向けて、次年度も
より一層の削減を
行う必要がある。

また、調達等合理
化計画に基づき、引
き続き一者応札・応
募の改善等の取組を
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を含め業務量の変化に
見合った効率的な実施
体制となるよう点検を
行うとともに、統合に
よるシナジー効果を一
層発揮できるよう業務
運営体制を再構築する
こと。

③ 地方組織について
は、管理系システムの
統合等に併せて、高
齢・障害者雇用支援セ
ンター、職業訓練支援
センター等の管理事務
処理体制の一元化を図
ること。

④ 地方施設（職業能力
開発促進センター並び
に職業能力開発大学校
及び職業能力開発短期
大学校を除く。）につい
ては、効率的・効果的
な業務運営体制を構築
するため、利用者のニ
ーズや利便性、コスト、
業務量等を勘案しつつ
幅広く検討し、第３期
中期目標期間中に、同
一都道府県内又は同一
市町村内に複数の施設
が設置されている状況
を可能な限り解消する
こと。

を含め各部門が緊密な
連携を取りながら毎年
度業務の質及び量につ
いて点検を行うことに
より業務量の変化に見
合った効率的な実施体
制とするとともに、統
合によるシナジー効果
を一層発揮できるよう
業務運営体制を再構築
する。

③ 地方組織について
は、管理系システムの
統合等に併せて、高
齢・障害者雇用支援セ
ンター、職業訓練支援
センター等の管理事務
処理体制の一元化を図
る。

④ 地方施設（職業能力
開発促進センター並び
に職業能力開発大学校
及び職業能力開発短期
大学校を除く。）につい
ては、効率的・効果的
な業務運営体制を構築
するため、利用者のニ
ーズや利便性、コスト、
業務量等を勘案しつつ
幅広く検討し、第３期
中期目標期間中に、同
一都道府県内又は同一
市町村内に複数の施設
が設置されている状況
を可能な限り解消する
こととする。このため、
平成 25 年度中を目途
に施設の立地条件、現
況、集約等のコスト等
を把握・検証し、その
検証結果を踏まえ、平
成 26 年度以降の年度
計画において集約等の
目標を掲げ、順次集約
等に取り組むこととす
る。施設の集約等に当
たっては、予算の効率
化の観点から、借上げ

② 地方組織について
は、「独立行政法人改革
等に関する基本的な方
針」（平成 25 年 12 月
24 日閣議決定）等を踏
まえ、平成 27年４月１
日に、都道府県支部の
下に管理事務処理体制
の一元化を行い、円滑
な事務処理を図りつ
つ、間接部門の人員の
合理化を行う。

③ 地方施設（職業能力
開発促進センター並び
に職業能力開発大学校
及び職業能力開発短期
大学校を除く。）につい
ては、第３期中期目標
期間中に、同一都道府
県内又は同一市町村内
に複数の施設が設置さ
れている状況を可能な
限り解消するべく、都
道府県支部の内部組織
となる旧高齢・障害者
雇用支援センターに関
し、平成 27 年度は宮
城、神奈川等について
都道府県支部総務課が
所在する職業能力開発
促進センターの庁舎に
移設・集約を行い、借
上げ解消を図るととも
に、平成 28 年度におい
ても、予算の範囲内で
可能な限りの移設・集
約を行うべく、その準
備作業を行う。

＜評価の視点＞
・地方組織については、

都道府県支部におけ
る管理事務処理体制
の一元化により、円
滑な事務処理を図っ
たか。

＜評価の視点＞
・地方施設（職業能力

開発促進センター並
びに職業能力開発大
学校及び職業能力開
発短期大学校を除
く。）については、第
３期中期目標期間中
に、同一都道府県内
又は同一市町村内に
複数の施設が設置さ
れている状況を可能
な限り解消するため
の取組を進めている
か。

③ 平成 27 年４月１日に、地方組織の管理事務処理体制を各
都道府県単位で一元化することにより、高齢者雇用、障害者
雇用及び職業能力開発の支援に係る専門的な機能は維持し
つつ、地方組織の間接部門の合理化を図り、人員を 20 名削
減した。

④ 施設の移設･集約化に必要なコスト等の把握･分析に係る
調査結果に基づき、平成 27 年度計画に掲げた宮城、神奈川
及びその他８府県の都道府県支部高齢・障害者業務課等を職
業能力開発促進センター庁舎等に移設･集約した。

着実に行う必要があ
る。
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２ 一般管理費（人件費、
新規に追加される業務、
拡充業務分等を除く。）に
ついては効率的な利用に
努め、第３期中期目標期
間の最終事業年度におい
て、平成 24 年度予算と比
べて 15％以上の額を節
減すること。

また、業務経費（事業
主等に支給する障害者雇
用調整金等、宿舎等業務、
新規に追加される業務、
拡充業務分等を除く。）に
ついては、第３期中期目
標期間の最終事業年度に
おいて、平成 24 年度予算
と比べて５％以上の額を
節減すること。

なお、上記目標の実現
に当たっては、不要な支
出の削減を図るため、無
駄削減・業務効率化に関
する取組の人事評価への
反映など自律的な取組の
ための体制整備を行うと
ともに、徹底した冗費の
削減を行うこと。

施設の解消を中心に取
り組むこととする。

２ 業務運営の効率化に伴
う経費節減等

(1) 一般管理費及び業務
経費の効率化目標

一般管理費（人件費、
新規に追加される業
務、拡充業務分等を除
く。）については効率的
な利用に努め、第３期
中期目標期間の最終事
業年度において、平成
24 年度予算と比べて
15％以上の額を節減す
る。

業務経費（事業主等
に支給する障害者雇用
調整金等、宿舎等業務、
新規に追加される業
務、拡充業務分等を除
く。）については、第３
期中期目標期間の最終
事業年度において、平
成 24 年度予算と比べ
て５％以上の額を節減
する。

なお、上記目標の実
現に当たっては、不要
な支出の削減を図るた
め、無駄削減・業務効
率化に関する取組の人
事評価への反映など自
律的な取組のための体
制整備を行うととも
に、徹底した冗費の削
減を行う。

２ 業務運営の効率化に伴
う経費節減等

(1) 一般管理費及び業務
経費の効率化

一般管理費及び業務
経費については、不要
な支出の削減を図るた
め、人事評価の基準へ
の「コスト意識・ムダ
排除」の導入、無駄削
減に関する職員からの
提言の募集等、職員の
意識改革に関する取組
により省資源、省エネ
ルギー等に努め、徹底
した冗費の削減を行
う。

また、業務実施体制
の見直しによるコスト
削減に取り組む。

＜定量的指標＞
・一般管理費（人件費、

新規に追加される業
務、拡充業務分等を
除く。）については、
効率的な利用に努
め、第３期中期目標
期間の最終事業年度
において、平成 24
年度予算と比べて
15％以上の額を節減
すること。【数値目
標】

＜定量的指標＞
・業務経費（事業主等

に支給する障害者雇
用調整金等、宿舎等
業務、新規に追加さ
れる業務、拡充業務
分等を除く。）につい
ては、第３期中期目
標期間の最終事業年
度において、平成 24
年度予算と比べて
５％以上の額を節減
すること。【数値目
標】

＜評価の視点＞
・事業費における冗費

を点検し、その削減
を図っているか。

２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等

(1) 一般管理費及び業務経費の効率化

・厚生労働省からの「独立行政法人、認可法人、特別民間法人
の冗費の節減について（要請）」に基づき、すべての事務・
事業について、無駄削減・業務効率化に向けた職員の意識改
革及び効率化等に関する取組を行った。

・一般管理費については、本部移転に伴う借料の見直し等によ
り、予算において、平成 24 年度の 2,932 百万円に対し、平
成 27年度は 2,398 百万円となり、18.2％の節減を図った。

・さらに、執行における節減等の取組として、役職員に対して
省資源・省エネルギーに関する意識の徹底を図るため、「コ
スト意識・ムダ排除」の観点を人事評価の際の着眼点に盛り
込んでいるとともに、本部・施設での創意工夫により、光熱
水料は前年度比 10.1％の節減となった。また、「独立行政法
人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」に基づき入居期間
の制限を設けたことにより、職員宿舎の借料は前年度比
4.3％の節減となった

・業務経費については、高年齢者等助成金支給経費の見直し等
により、予算において、平成 24年度の 38,204 百万円に対し、
平成 27 年度は 36,561 百万円となり、4.3％の節減を図った。

・さらに、執行における節減等の取組として、訓練機器に係る
借上げ方式の見直し等により前年度比 11.4％の節減を図っ
た。

・平成 27 年度においては 9 の施設を移設・集約し、業務実施
体制を見直したことにより、建物借料等に係る節減を図っ
た。
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３ 人件費（退職手当及び
福利厚生費（法定福利費
及び法定外福利費）並び
に人事院勧告を踏まえた
給与改定部分を除く。）に
ついては、政府における
総人件費削減の取組を踏
まえ、厳しく見直すもの
とすること。

また、機構の給与水準
について、国家公務員の
給与水準も十分考慮し、
国民の理解と納得が得ら
れるよう厳しく検証を行
い、これを維持する合理
的な理由がない場合には
必要な措置を講ずること
により、給与水準の適正
化に速やかに取り組むと
ともに、その検証結果や
取組状況については公表
するものとすること。

４ 契約の適正化

契約については、原則
として一般競争入札等に
よるものとし、以下の取
組により、契約の適正化
を推進すること。

① 公正かつ透明な調達
手続による適切で、迅
速かつ効果的な調達を
実現する観点から、機
構が策定した「調達等
合理化計画」に基づく
取組を着実に実施する
こと。

(2) 契約の適正化

契約については、原
則として一般競争入札
等によるものとし、以
下の取組により、契約
の適正化を推進する。

① 公正かつ透明な調
達手続による適切
で、迅速かつ効果的
な調達を実現する観
点から、機構が策定
した「調達等合理化
計画」に基づく取組
を着実に実施する。

(2) 契約の適正化

契約については、原
則として一般競争入札
等によるものとし、以
下の取組により、契約
の適正化を推進する。

① 公正かつ透明な調
達手続による適切
で、迅速かつ効果的
な調達を実現する観
点から、機構が策定
した「調達等合理化
計画」に基づく取組
を着実に実施する。

「独立行政法人に
おける調達等合理化
の取組の推進につい
て」（平成 27年５月
25 日総務大臣決定）
等を踏まえ、「独立行
政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構
契約監視委員会」に
より、「調達等合理化
計画」の策定に係る
点検、競争性のない
随意契約の見直し、
一般競争入札等につ

＜評価の視点＞
・「調達等合理化計画」

に基づく取組を着実
に実施するととも
に、契約監視委員会
において、同計画の
策定や入札、契約に
ついて点検している
か。

＜評価の視点＞
・契約方式等、契約に

係る規程類につい
て、整備内容や運用
は適切であるか。

(2) 契約の適正化

・契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、
以下の取組により、契約の適正化を推進し、業務運営の一層
の効率化を図るとともに予算の適正な執行に努めた。

・独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について
（平成 27年 5月 25 日総務大臣決定）に基づき、重点的に取
り組む分野における評価のために適切な指標を設定し、毎年
度 6 月末までに調達等合理化計画の策定、公表及び主務大臣
への報告を実施することとなったことから、平成 27 年 7 月
31 日に調達等合理化計画を公表するとともに、厚生労働大臣
に報告した。
ⅰ 一者応札・応募（以下「一者応札等」という。）の改善
のため、一者応札等となった要因の把握・分析を行い、改
善措置を策定し、次回調達において改善方針を着実に実行
するＰＤＣＡサイクルを活用した取組を行った。

ⅱ 随意契約に関する内部統制の確立のため、随意契約によ
るものについては、調達手続を開始する前に、本部内に設
置された「随意契約検証チーム」において、本部及び施設
の調達を要求する部署から提出された随意契約協議書（随
意契約によらざるを得ない理由等を記載したもの）の内容
が適切であるか厳正なチェックを行った。

ⅲ 不適切な調達を防止するため、各施設における調達予定
案件の中から一部の案件を抽出し、契約事務担当者向けに
作成した「自主点検マニュアル」に定められた事項を実施
しているか本部において確認した。

・平成 27 年度における競争性のない随意契約の件数、金額は、
419 件、39.2 億円となり、平成 26 年度の 395 件、39.8 億円
から 24 件の増、0.6 億円の減となった。
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② 一般競争入札等によ
り契約を行う場合であ
っても、特に企画競争
や公募を行う場合に
は、競争性、透明性が
十分確保される方法に
より実施すること。

② 一般競争入札等に
より契約を行う場合
であっても、特に企
画競争や公募を行う
場合には、競争性、
透明性が十分確保さ
れる方法により実施
する。

いても真に競争性が
確保されているかの
点検・見直しを行う。

② 一般競争入札等に
より契約を行う場合
であっても、特に企
画競争や公募を行う
場合には、競争性及
び透明性が十分確保
される方法により実
施する。

＜評価の視点＞
・契約の締結に当たっ

て、透明性・競争性
等が確保されている
か。

また、平成 27 年度の一者応札等件数割合は 17.7％となり、
平成 27 年度調達等合理化計画における重点的に取り組む分
野における目標指標として設定した目標値（第３期中期計画
の初年度である平成25年度の一者応札等件数割合）の19.0％
を 1.3 ポイント下回った。

「独立行政法人における調達等合理化計画の取組の推進に
ついて」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）等を踏まえ、
監事及び外部有識者で構成する「独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構契約監視委員会」を開催し、「平成 27 年
度独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構調達等合理
化計画」の策定に係る点検、競争性のない随意契約の見直し、
平成 26 年度の一般競争入札等において真に競争性が確保さ
れているかの点検・見直し（平成 26 年度分）が行われ、す
べての案件について「機構の取組は適切であると認められ
る」との評価を得た。

・契約に係る規程類については、会計規程、「契約事務の実施
に関する件」の達等を適切に運用した。また、契約方式の選
定方法等を定めたガイドライン及び具体的な契約手続きに
ついて取りまとめたマニュアルに基づき、契約の適正化を図
った。なお、「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」
（平成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局事務連絡）におい
て講ずることとされている措置については、すべて実施済み
である。

・調達を行う際の契約事務手続の実施に当たっては、契約担当
役（本部にあっては経理担当理事、施設にあっては施設長）
の決裁を得た上で、契約方式、契約スケジュール、競争参加
資格、仕様書等を入札・契約手続運営委員会に諮り、契約事
務担当課において開札等の契約事務を実施した。

・入札及び契約に係る審査機関として入札・契約手続運営委員
会を設置し、当委員会において主に次に掲げる事項について
調査審議し、契約の適正化を図った。
ⅰ 最低価格落札方式による一般競争入札以外の契約方法
による場合の理由

ⅱ 一般競争入札、企画競争等の手続を実施する場合の公告
期間、参加資格、仕様書の内容、評価基準等

ⅲ 随意契約（競争性のない随意契約であって随意契約限度
額を超えるもの）によろうとする場合の相手方

ⅳ 競争参加希望者の参加資格の有無
ⅴ 競争入札に付しても入札者がなかった場合の取扱い、一
者応札等になった場合の改善策、再委託が予定されている
場合の内容、理由、再委託先

・調達手続を開始する前に、実質的な競争性の確保及び一者応
札等の改善に関する項目等を取りまとめた「点検シート」に
より、自主点検を行い、さらに、入札・契約手続運営委員会
による審議を経て調達を実施することにより競争性及び透
明性の確保に努めた。

・総合評価落札方式又は企画競争若しくは公募を行う場合は、
次の措置を講じることにより競争性及び透明性を確保した。
- 総合評価落札方式による一般競争入札及び企画競争に
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③ 監事及び会計監査人
による監査において、
入札・契約の適正な実
施について徹底的なチ
ェックを受けること。

５ 保有資産の見直し

機構が保有する資産に
ついては、その必要性を
検証し、不要資産につい
ては処分すること。

① 職業能力開発総合大
学校（相模原校）の敷
地については、平成 25
年度以降に売却し国庫
納付すること。

② 職員宿舎について
は、「独立行政法人の職
員宿舎の見直しに関す
る実施計画」（平成 24
年 12 月 14 日行政改革
担当大臣決定）に基づ

③ 監事及び会計監査
人による監査におい
て、入札・契約の適
正な実施について徹
底的なチェックを受
ける。

③ 「独立行政法人に
おける随意契約の
適正化の推進につ
いて」（平成 19年 11
月 15 日各府省官房
長あて、行政管理局
長、行政評価局長発
事務連絡）を踏ま
え、監事及び会計監
査人による監査に
おいて、入札・契約
の適正な実施につ
いて徹底的なチェ
ックを受ける。

＜評価の視点＞
・監事及び会計監査人

による監査におい
て、入札・契約の適
正な実施について徹
底的なチェックを受
けているか。

＜評価の視点＞
・関連公益法人との関

係について、透明性
確保に向けた見直し
を図っているか。

よろうとする場合には、仕様内容等について応札希望者
の理解を深めるために入札説明会をできる限り実施。

- 公告から入札書又は企画書提出日までの十分な日程を
確保。

-入札説明書、企画競争説明書に、評価項目、評価基準、
配点等を明記。

- 総合評価落札方式による一般競争入札及び企画競争に
おいては、「総合評価専門部会」、「企画提案書評価委員
会」を設置し、仕様の検討、評価基準の策定、提案書の
評価を実施。

・「独立行政法人における随意契約の適正化の推進について」
（平成 19 年 11 月 15 日各府省官房長あて、行政管理局長、
行政評価局長発事務連絡）を踏まえ、入札・契約の適正な実
施については、監事及び会計監査人による厳正な監査を受け
た。監事監査では、競争性のない随意契約の見直し、一般競
争入札等についても真に競争性が確保されているかの点
検・見直しが行われ、「機構の取組は適切であると認められ
る」との評価を得た。

・関連公益法人との関係については、財務諸表附属明細書によ
り情報を開示している。
- 労働関係法人厚生年金基金
厚生年金保険法に基づき設立された法人であって、同法に
基づき加入員及び加入員であった者に対して年金給付に
係る業務を実施しているものである（掛金の事業主負担分
を負担している。）。

- 雇用支援機構健康保険組合
健康保険法に基づき設立された法人であって、同法に基づ
き、組合員である被保険者に対して健康保険に係る業務を
実施しているものである。（健康保険料の事業主負担分を
負担している。）

- 一般財団法人ＳＫ総合住宅サービス協会
一般競争入札により実施している雇用促進住宅の管理運
営に係る委託業務の一部を受託しているものである。
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き、入居者の円滑な退
去等に配慮しつつ、今
後５年を目途に廃止等
の措置を講じるととも
に、国庫納付が可能な
場合には、売却等の手
続きを行い国庫納付す
ること。

６ 公共サービス改革法に
基づく民間競争入札の導
入

機構の基幹ネットワー
クシステムに係る保守・
運用の委託業務について
は、公共サービス改革法
（競争の導入による公共
サービスの改革に関する
法律（平成 18 年法律第
51 号））に基づく民間競
争入札を実施し、経費の
節減に努めること。

７ 事業の費用対効果

事業の実施に要した費
用及び事業によって得ら
れた効果を把握・分析し、
その結果を事業実施内容
の見直しや新たな事業展
開につなげること。

(3) システムの効率化等

① 公共サービス改革
基本方針（平成 24
年７月 20 日閣議決
定）に基づき、公共
サービス改革法（競
争の導入による公共
サービスの改革に関
する法律（平成 18
年法律第 51 号））に
規定する民間競争入
札の実施により、平
成 29 年度から基幹
ネットワークシステ
ムに係る保守・運用
管理の委託業務につ
いて、経費の削減を
図る。

② 業務処理の効率
化・合理化を図るた
め、旧高齢・障害者
雇用支援機構と旧雇
用・能力開発機構の
システムが併存して
いる管理系のシステ
ムについて、平成 26
年度までに統合を行
う。

３ 事業の費用対効果

事業の実施に要した費
用及び事業によって得ら
れた効果を把握・分析し、
その結果を事業実施内容
の見直しや新たな事業展
開につなげる。

(3) システムの効率化等

① 平成 29 年度から
の基幹ネットワー
クシステムに係る
保守・運用管理の委
託事業について、
「競争の導入によ
る公共サービスの
改革に関する法律」
（平成 18 年法律第
51 号）に規定する民
間競争入札の準備
を行うとともに、平
成 27 年度において
は、施設端末を一括
調達する等、情報セ
キュリティ対策に
留意しつつ、基幹ネ
ットワークシステ
ムに係る業務の効
率化を図る。

② 平成 26 年度に統
合した旧高齢・障害
者雇用支援機構と旧
雇用・能力開発機構
の管理系システムの
安定稼働を図る。

３ 事業の費用対効果

事業の実施費用を随時
把握したうえで、事業に
よって得られた効果を把
握・分析し、その結果を
事業実施内容の見直しや
新たな事業展開につなげ
る。

＜評価の視点＞
・基幹ネットワークシ

ステムに係る保守･
運用管理の委託業務
について、基幹ネッ
トワークシステムに
係る業務の効率化を
図っているか。

＜評価の視点＞
・業務改善の取組を適

切に講じているか。

＜評価の視点＞
・国民のニーズとずれ

ている事務・事業や、
費用に対する効果が

(3) システムの効率化等

・旧高齢・障害者雇用支援機構と旧雇用・能力開発機構のそれ
ぞれにおいて構築されていた基幹ネットワークシステムに
ついて統合し、基幹ネットワークシステムに係る保守・運用
管理業務について効率化を図った。

・基幹ネットワークシステムの統合作業の中で、検疫機能（許
可されていない端末の接続を制限する機能）、ユーザ管理機
能（ログインユーザの管理や一斉端末作業の実施機能）、資
産管理機能（ソフトウェア管理、遠隔操作機能）、ＵＳＢ接
続機器管理機能などを導入し、情報セキュリティを確保し
た。

・事務用端末について、機器及び設定内容の統一などセキュリ
ティ対策に留意しつつ、本部一括調達にすることにより、業
務の効率化を図った。

・平成 26 年度に統合した管理系システムについて、安定稼働
を図るため、システム保守・運用を外部委託し、委託業者か
らの運用日報や会議等を通し、障害発生状況及びこれに対す
る改善策の提案を受け、都度対策を講じた。

・また、担当者向けシステム操作研修の実施や問い合わせ窓口
を設置することにより円滑な運用に努めた。

３ 事業の費用対効果

・障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務については、助
成金を予算の範囲内で有効活用するため、障害者のための施
設・設備の整備等に対する助成金について、平成 27 年度に
おいても企画競争型認定を継続して実施した。
また、助成金の限られた予算の範囲内で支給できるよう、各
月ごとの支出状況等の管理を行い、担当部内で情報を共有し
た。
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８ 講習及び啓発事業の事
業規模についての配慮

機構が行う障害者の雇
用に関する講習の事業及
び障害者の雇用について
事業主その他国民一般の
理解を高めるための啓発
の事業については、障害
者雇用調整金、報奨金、
在宅就業障害者特例調整
金及び在宅就業障害者特
例報奨金並びに障害者雇
用納付金制度に基づく各
種助成金の支給に支障を
きたさないように、その
事業規模について配慮す
ること。

４ 障害者雇用納付金を財
源に行う講習及び啓発の
事業規模の配慮

障害者雇用納付金を財
源に行う講習及び啓発の
事業については、障害者
雇用調整金、報奨金、在
宅就業障害者特例調整金
及び在宅就業障害者特例
報奨金並びに障害者雇用
納付金制度に基づく各種
助成金の支給に支障が生
じないよう、その事業規
模について配慮する。

４ 障害者雇用納付金を財
源に行う講習及び啓発の
事業規模の配慮

障害者雇用納付金を財
源に行う講習及び啓発の
事業については、障害者
雇用調整金、報奨金、在
宅就業障害者特例調整金
及び在宅就業障害者特例
報奨金並びに障害者雇用
納付金制度に基づく各種
助成金の支給に支障が生
じないよう、その事業規
模について配慮する。

小さく継続する必要
性の乏しい事務・事
業がないか等の検証
を行い、その結果に
基づき、見直しを図
っているか。

＜評価の視点＞
・障害者雇用納付金を

財源に行う講習及び
啓発の事業につい
て、財源を踏まえた
適切な事業規模とな
っているか。

４ 障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業規模
の配慮

・障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業の執行に
ついては、障害者雇用調整金、報奨金及び障害者雇用納付金
制度に基づく助成金等の支給状況を把握しつつ、これらの支
給に支障が生じないよう実施した。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・施設の移設・集約化に必要なコスト等の把握・分析に係る調

査結果に基づき、平成 27 年度計画に掲げた宮城、神奈川及
びその他８府県の都道府県支部高齢・障害者業務課等を職業
能力開発促進センター庁舎等に移設・集約した。

・本部の業務部門については、平成 28 年度の業務運営体制に
ついて、総務部総務課において各部・室とのヒアリングを実
施し、業務の質及び量の点検を行った上で、業務量の変化に
見合った効率的な業務運営体制となるよう引き続き取り組
んでいるところである。

４．その他参考情報

特になし
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

３－１ 財務内容の改善に関する事項

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

評価対象となる指

標

達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

（参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価

主務大臣による評

価

業務実績 自己評価 評定

第４ 財務内容の改善
に関する事項

通則法第 29 条第
２項第４号の財務
内容の改善に関す
る事項は、次のとお
りとする。

１ 管理業務の節減
を行うとともに、効
率的な施設運営を
行うこと等により、
固定的経費の節減
を図ること。

２ 運営費交付金を
充当して行う事業
については、「第２
業務運営の効率化
に関する事項」で定
めた事項に配慮し
た中期計画の予算
を作成し、当該予算
による運営を行う
こと。

第３ 予算、収支計画及
び資金計画

１ 予算 別紙－１の
とおり

２ 収支計画 別紙－
２のとおり

３ 資金計画 別紙－
３のとおり

第３ 予算、収支計画及
び資金計画

１ 予算 別紙－１の
とおり

２ 収支計画 別紙－
２のとおり

３ 資金計画 別紙－
３のとおり

＜評価の視点＞
・運営費交付金を

充当して行う事
業については、
中期目標に基づ
く 予 算 を 作 成
し、当該予算の
範囲内で予算を
執 行 し て い る
か。

＜評価の視点＞
・運営費交付金に

ついては収益化
基準にしたがっ
て適正に執行し
ているか。

＜評価の視点＞
・予算、収支計画

及び資金計画に
ついて、各費目
に関して計画と
実績の差異があ
る場合には、そ
の発生理由が明
らかになってお
り、合理的なも
のとなっている
か。

＜評価の視点＞
・運営費交付金が

全額収益化され
ず債務として残
さ れ た 場 合 に
は、その発生理
由が明らかにな

第３ 予算、収支計画及び資金計画

・中期目標に基づく平成 27 年度予算を作成し、予算の執行については、その予算の範囲
内において業務の進捗状況及び予算執行状況を把握し、予算の効率的執行等の観点か
ら適宜見直しを行った。

・運営費交付金の収益化については、一般管理費の一部について期間進行基準、その他
の経費について費用進行基準を適用し、適正に執行した。

○予算措置
平成 27 年度は、高年齢者等助成金支給経費の見直し等により予算の節減を図った。

（単位：百万円）

26 年度 27 年度 対前年度増減

運営費交付金
予算額
（うち、既定分）

72,280

(64,021)

68,853

（63,658）

▲3,427

（△363）

○ 収益化されなかった運営費交付金債務の分析
運営費交付金を充当して行う事業等について着実に実施するとともに、運営費交付

金債務については、一般競争入札及び複数年契約の積極的な実施、職員宿舎借上げ経
費の低減及び機器借料の見直し等により、支出を抑制し、効率的な予算執行を図った
ことで生じたものである。

（単位：百万円）

25 年度 26 年度 27 年度

【事業区分19予
算、収支計画及
び資金計画】
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ

職員宿舎につ
いては、「独立行
政法人の職員宿
舎の見直しに関
する実施計画」
（平成 24 年 12
月 14日行政改革
担当大臣決定）
及び第３期中期
計 画 の 別 紙 ４
「処分予定資産
一覧」に基づき、
平成27年度にお
いては、12 件の
処分を行った。

雇用促進住宅
については、地
方公共団体が取
得意向を示さな
かった廃止決定
住宅のうち、民
間売却に係る入
居者の意向調査
の結果、民間売
却の同意を得た
住宅について、
所在地ごとに区
分けし買取希望
者の募集等の売
却業務を不動産
業者へ委託し、
入居者付きで民
間事業者への売
却 促 進 を 図 っ
た。また、売却
が難しい物件に
ついては、売却
が見込まれる物
件とのセット販
売（複数の物件
をまとめて販売
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っており、それ
が合理的なもの
と な っ て い る
か。

＜評価の視点＞
・当期総利益（又

は当期総損失）
の発生要因が明
らかにされてい
るか。また、当
期総利益（又は
当期総損失）の
発生要因の分析
は行われている
か。当該要因は
法人の業務運営
に問題等がある
ことによるもの
か。業務運営に
問題等があるこ
とが判明した場
合には当該問題
等を踏まえた改
善策が検討され
ているか。

＜評価の視点＞
・利益剰余金が計

上されている場
合、国民生活及
び社会経済の安
定等の公共上の
見地から実施さ
れることが必要
な業務を遂行す
るという法人の
性格に照らし過
大な利益となっ
ていないか。

＜評価の視点＞
・貸付金、未収金

等の債権につい
て、回収計画が
策定されている
か。回収計画が
策定されていな
い場合、その理
由の妥当性につ
いての検証が行
われているか。

運営費交付金
債務

6,673 6,749 7,258

※本表は、各年度における運営費交付金の未使用残高を示すものである。

○ 損益
平成 27 年度については、主に、宿舎等勘定において雇用促進住宅の入居者付きでの

売却を進めたことにより、入居者の退去を促進する取組に要する費用が発生しなかっ
たこと等から利益が発生した。
なお、利益剰余金 310 億円については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構法第17条第１項に基づき厚生労働大臣の承認を受けた前中期目標期間繰越積立金
218 億円、平成 25 年度に発生した積立金 44億円、平成 26 年度に発生した積立金 33 億
円及び当期総利益 15 億円の合計額であるが、当該積立金等は、主に雇用促進住宅の譲
渡・廃止等業務の実施に当たり、今後の入居者の減少に伴う家賃収入の減少を補う必
要な財源（雇用促進住宅は、家賃収入を財源とした独立採算で運営。）であることから、
過大な利益とはなっていない。

（単位：百万円）

25 年度 26 年度 27 年度

損益 4,410 3,339 1,479

・貸付業務は行っていない。
・雇用促進住宅における債権管理については、平成 26年３月に定めた通達に基づき、滞

納者に対する督促業務等の確実な実施について委託先に指導を行い、債権の適切な把
握、管理並びに債務者に対する請求に努めた。

すること）を引
き続き実施し、
効果的な売却に
努めた。

これらを踏ま
え、評定をＢと
した。

＜課題と対応＞
不要財産の処

分について、今
後も一層の処分
の促進に努める
必要がある。

雇用促進住宅
について、平成
33 年度までに住
宅の譲渡・廃止
を 完 了 す る た
め、より効果的
な方法により住
宅を売却する必
要がある。
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なお、毎年の運営
費交付金額の算定
については、運営費
交付金債務残高の
発生状況にも留意
した上で、厳格に行
うこと。

３ 障害者雇用納付

・ 障害者雇用納付金
に係る積立金につい
ては、銀行等の健全
性に配慮した運用を
行うなど、適正にそ
の運用及び管理を行
う。

・ 毎年の運営費交付
金額の算定について
は、運営費交付金債
務残高の発生状況に
も留意した上で、厳
格に行う。

・ 障害者雇用納付金
に係る積立金につい
ては、銀行等の健全
性に配慮した運用を
行う等、適正にその
運用及び管理を行
う。

・ 毎年の運営費交付
金額の算定について
は、運営費交付金債
務残高の発生状況に
も留意した上で、厳
格に行う。

＜評価の視点＞
・回収計画の実施

状況について、
ⅰ）貸倒懸念債
権・破産更生債
権等の金額やそ
の貸付金等残高
に占める割合が
増加している場
合、ⅱ）計画と
実績に差がある
場合の要因分析
を 行 っ て い る
か。

＜評価の視点＞
・回収状況等を踏

まえ回収計画の
見直しの必要性
等の検討が行わ
れているか。

＜評価の視点＞
・障害者雇用納付

金に係る積立金
について、適正
な運用・管理を
行っているか。

＜評価の視点＞
・運営費交付金額

の算定について
は、運営費交付
金債務残高の発
生状況にも留意
した上で、厳格
に 行 っ て い る
か。

・障害者雇用納付金に係る積立金については、独立行政法人通則法第 47条に基づき、大
口定期預金による運用を実施しているところである。

25 年度 26 年度 27 年度

金銭信託

運用額 20 億円 － -

運用益 約 0.2 億円 － -

利回り 1.22％ － -

定期預金

運用額 － 50 億円 75 億円

運用益 約 0.04 億円 約 0.03 億円 約 0.07 億円

利率

0.07％
0.08％
0.08％

0.07％
0.07％
0.07％
0.10％

0.100％
0.060％
0.060％
0.102％
0.100％
0.093％
0.010％

※定期預金による運用額は、各年度末における運用額であり、運用益は、当該年度
に定期預金に預け入れて得られた利息である。
また、利率は、当該年度における運用単位での運用利率である。

・運営費交付金の算定については、前中期目標期間における運営費交付金債務の発生状
況も留意し、財政当局との調整を経て、中期計画予算を策定した。
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金に係る積立金に
ついては、納付金が
障害者の雇用に伴
う、経済的な負担の
調整並びにその雇
用の促進及び継続
を図るために、法律
に基づき、事業主か
ら徴収しているも
のであることにか
んがみ、適正にその
運用及び管理を行
うこと。

４ 暫定的に行う雇
用促進住宅業務に
ついては下記に従
い、譲渡等を推進す
ること。

(1) 「規制改革推進
のための３か年
計画」（平成 19 年
６月 22 日閣議決
定）等に基づき、
民間事業者等の
知見・ノウハウを
活用しながら、総
収益の最大化を
図りつつ、現に入
居者がいること
を踏まえた上で、
雇用促進住宅の
売却方法につい
て常に工夫を行
いつつ、譲渡を着
実に推進し、これ
を可能な限り前
倒しできるよう
取り組み、遅くと
も平成 33 年度ま
でにすべての譲
渡・廃止を完了す
ること。ただし、
必要と認められ
る間、震災による
被災者等に対す
る支援策として、
雇用促進住宅を
活用することと
し、現に入居して
いる者への配慮
をしつつ、その適
切な実施に留意

４ 暫定的に行う雇用
促進住宅業務につい
ては下記に従い、譲
渡等を推進する。

(1) 「規制改革推進
のための３か年計
画」（平成 19 年 6
月 22 日閣議決定）
等に基づき、民間
事業者等の知見・
ノウハウを活用し
ながら、総収益の
最大化を図りつ
つ、現に入居者が
いることを踏まえ
た上で、雇用促進
住宅の売却方法に
ついて常に工夫を
行い、譲渡を着実
に推進し、これを
可能な限り前倒し
できるよう取り組
み、遅くとも平成
33年度までにすべ
ての譲渡・廃止を
完了する。ただし、
必要と認められる
間、震災による被
災者等に対する支
援策として、雇用
促進住宅を活用す
ることとし、現に
入居している者へ
の配慮をしつつ、
その適切な実施に
留意する。

４ 暫定的に行う雇用
促進住宅業務につい
ては下記に従い、譲
渡等を推進する。

(1) 地方公共団体等
への入居者付での
譲渡及び全棟空戸
住宅、更地での売
却を進めることに
より、雇用促進住
宅の譲渡を着実に
推進する。

(2) 震災による被災
者等に対する支援
策として、必要と
認められる間①被
災者等に対し雇用
促進住宅を提供す
る、②地方公共団
体からの要請を踏
まえて雇用促進住
宅を活用する。

＜評価の視点＞
・雇用促進住宅に

ついて、平成３
３年度までに譲
渡・廃止を完了
するため、譲渡
等を着実に推進
したか。

＜評価の視点＞
・必要と認められ

る間、震災によ
る被災者等に対
する支援策とし
て、現に入居し
ている者への配
慮をしつつ、雇
用促進住宅を活
用したか。

４ 雇用促進住宅業務
暫定的に行う雇用促進住宅業務については次のとおり、譲渡・廃止の推進に努めた。

(1) 雇用促進住宅の譲渡等については、６住宅を地方公共団体に譲渡、121 住宅を民間事
業者に売却、３住宅を空家化及び９住宅の建物を取壊し更地とした。この結果、平成
28 年３月末時点において運営する住宅数は 1,109 住宅（2,928 棟、107,767 戸）となっ
た。

民間売却については、地方公共団体が取得の意向を示さなかった住宅のうち、民間
売却に係る入居者の意向調査の結果、民間売却の同意を得た住宅について、所在地ご
とに区分けし買取希望者の募集等の売却業務を不動産業者へ委託し、入居者付きで民
間事業者への売却促進を図り、また、売却が難しい物件については、売却が見込まれ
る物件とのセット販売（複数の物件をまとめて販売すること）を引き続き実施するな
ど、その効果的な売却に努めた。

また、原則、法令等により民間売却できない住宅等を除くすべての住宅については、
今後本格的に民間売却に取り組むこととし、当該民間売却に当たっては、収益化を図
るとともに公平性・公正性を保ちつつ効果・効率的な売却を促進するため設置した第
三者委員会等により売却方法等を検討した。

(2) 東日本大震災に伴い住宅を喪失した被災者等に対して雇用促進住宅を無償で提供
し、平成 28 年３月末現在、入居戸数（実数）は 1,766 戸となった。
また、その他個別の対応として、地方公共団体の要請に基づき、次の取組を行った。

ⅰ釜石市…被災者の一時入居先として全棟空戸住宅を市に貸与、及び復興関連事業（水
産加工業、介護・医療、小売業等）に従事するため、同市に転居した者に
貸与。

ⅱ南相馬市…原発避難者の一時帰宅先として住宅の一部を市に貸与。
ⅲいわき市…震災により住居の建て替えを要する者に対し、一定期間貸与。
さらに、平成 27 年度については平成 27 年 9 月関東・東北豪雨の被災者に対する支

援として住宅を活用した。



195

すること。

(2) 譲渡・廃止が完
了するまでの間
は、独立採算によ
る合理的な経営
に努めること。

(3) 譲渡が完了し
た雇用促進住宅
については、国庫
納付すること。

(2) 譲渡・廃止が完
了するまでの間
は、独立採算によ
る合理的な経営に
努める。

(3) 譲渡が完了した
雇用促進住宅につ
いては、事業年度
毎に国庫納付す
る。

第４ 短期借入金の限度
額

１ 限度額 17,000 百
万円

２ 想定される理由

・ 運営費交付金の受
入れの遅延による資
金不足

・ 予定外の退職者の
発生に伴う退職金の
支給等

第５ 財産の処分等に関
する計画

１ 不要財産等の処分
に関する計画

機構が保有する資
産については、その
必要性を検証し、不
要資産については処
分する。

なお、以下の①か
ら③の不要資産につ
いては、独立行政法
人通則法に則して国
庫納付するととも
に、当該不要資産に
民間等出資が含まれ
る場合は、出資者に
対し払戻しの請求が
できる旨を催告する
こととする。

(3) 住宅管理に係る
委託業務について
は、合理的な実施
に努める。

(4) 譲渡が完了した
雇用促進住宅につ
いては、年度末ま
でに国庫納付す
る。

第４ 短期借入金の限度
額

１ 限度額 17,000 百
万円

２ 想定される理由

・ 運営費交付金の受
入れの遅延による資
金不足

・ 予定外の退職者の
発生に伴う退職金の
支給等

第５ 財産の処分等に関
する計画

１ 不要財産等の処分
に関する計画

＜評価の視点＞
・譲渡・廃止が完

了するまでの間
は、独立採算に
よる合理的な経
営に努めたか。

＜評価の視点＞
・譲渡が完了した

雇用促進住宅に
ついては、事業
年度毎に国庫納
付したか。

＜評価の視点＞
・不要財産等の処

分に関する計画
の実施状況はど
のようなもので
あったか。

(3) 住宅管理に係る委託業務については、譲渡・廃止の進捗状況を勘案した上で、住宅
数の少ない区域の統合による委託区分の変更等、合理的な実施に努めた。

(4) 平成 27 年度に譲渡が完了した雇用促進住宅の譲渡収入 6,859,536,357 円について、
平成 28 年 3 月 31 日に国庫納付した。

第４ 短期借入金の限度額

・短期借入れは発生しなかった。

第５ 財産の処分等に関する計画

１ 不要財産等の処分に関する計画
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① 職業能力開発総
合大学校（相模原
校）の敷地等につ
いては、平成 25年
度以降に売却し国
庫納付する。

② 職員宿舎につい
ては、「独立行政法
人の職員宿舎の見
直しに関する実施
計画」（平成 24 年
12 月 14 日行政改
革担当大臣決定）
に基づき、入居者
の円滑な退去等に
配慮しつつ、今後
５年を目途に廃止
等の措置を講じる
とともに、国庫納
付が可能な場合に
は、売却等の手続
きを行い国庫納付
する。

なお、別紙４「処
分予定資産一覧」
に掲載した職員宿
舎については、速
やかに売却等の手
続を行い国庫納付
する。

③ 「厚生労働省省
内事業仕分け」（平
成22年４月12日）
において提示した
保有資産の処分の
方針に基づき、引
き続き処分を進
め、国庫納付が可
能な場合には、売

① 職業能力開発総
合大学校（相模原
校）の敷地等につ
いては、「公共職業
能力開発施設等の
譲渡等に関する基
本方針」（平成 15
年６月５日付け能
発第 0605001 号厚
生労働省職業能力
開発局長通達）に
基づき、売却、国
庫納付に向けた手
続きを進める。

② 職員宿舎につい
ては、「独立行政法
人の職員宿舎の見
直しに関する実施
計画」（平成 24 年
12 月 14 日行政改
革担当大臣決定）
に基づき、入居者
の円滑な退去等に
配慮しつつ、廃止
等の措置を講じる
とともに、国庫納
付が可能な場合に
は、売却等の手続
きを行い国庫納付
する。

なお、第３期中
期計画の別紙４
「処分予定資産一
覧」に掲載した職
員宿舎について
は、売却等の手続
きが完了したもの
から独立行政法人
通則法に則して国
庫納付する。

③ 「厚生労働省省
内事業仕分け」（平
成22年４月12日）
において提示した
保有資産の処分の
方針に基づき、引
き続き処分を進
め、国庫納付が可
能な場合には、売

① 職業能力開発総合大学校（相模原校）の敷地等については、「公共職業能力開発施設
等の譲渡等に関する基本方針」（平成 15 年 6 月 5 日付け能発第 0605001 号厚生労働省
職業能力開発局長通達）に基づき、売却、国庫納付に向けて、地方公共団体等との調
整等を行った。

② 「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」（平成 24 年 12 月 14 日行政
改革担当大臣決定）に基づき入居者の円滑な退去等に配慮しつつ、平成 27 年度は 35
件の職員宿舎について、用途廃止の措置を講じた。

同計画及び第３期中期計画の別紙４｢処分予定資産一覧｣に基づき、職員宿舎につい
ては、平成 27年度においては、33件の入札公告を行い、12件の処分を行った。

同計画等に記載された職員宿舎以外にも、その必要性の精査を推し進め、平成 27 年
度においては、前述の 35件に加えて、更に 30 件の用途廃止の措置を講じるとともに、
前述の 33件に加えて、更に５件の入札公告を行った。

なお、売却代金については独立行政法人通則法の規定に則して手続きを行い、42件
の国庫納付を行った。

③ 「厚生労働省省内事業仕分け」（平成 22年４月 12日）において提示した保有資産の
処分の方針及び第３期中期計画の別紙４「処分予定資産一覧」に基づき、平成 27 年度
は新たに６件の職業能力開発施設の敷地について、入札公告を行い、１件の処分を行
った。
なお、売却代金については、独立行政法人通則法の規定に則して手続きを行い、4件

の国庫納付を行った。
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却等の手続きを行
い国庫納付する。
なお、別紙４「処

分予定資産一覧」
に掲載した職業能
力開発施設につい
ては、速やかに売
却等の手続きを行
い国庫納付する。

２ 重要な財産の処分
等に関する計画

なし

第６ 剰余金の使途

・ 事業主に対する相
談・援助業務の充実

・ 職業リハビリテー
ション業務の充実

・ 障害者職業能力開
発校における職業訓
練業務の充実

・ 職業能力開発業務
及び宿舎等業務の充
実

・ 求職者支援制度に
係る職業訓練の認定
業務の充実

却等の手続きを行
い国庫納付する。
なお、第３期中

期計画の別紙４
「処分予定資産一
覧」に掲載した職
業能力開発施設に
ついては、売却等
の手続きが完了し
たものから独立行
政法人通則法に則
して国庫納付す
る。

２ 重要な財産の処分
等に関する計画

なし

第６ 剰余金の使途

・ 事業主に対する相
談・援助業務の充実

・ 職業リハビリテー
ション業務の充実

・ 障害者職業能力開
発校における職業訓
練業務の充実

・ 職業能力開発業務
及び宿舎等業務の充
実

・ 求職者支援制度に
係る職業訓練の認定
業務の充実

④ 会計検査院から有効に利用されていないとして指摘を受けた高度職業能力開発促進
センターの土地については、平成 27年 8月 18 日に入札を行い、同 9月 17 日に売買契
約を締結した。

２ 重要な財産の処分等に関する計画

なし

第６ 剰余金の使途

・前年度に剰余金は発生していないことから、剰余金の使用実績はなかった。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・職業能力開発総合大学校（相模原校）の敷地等については、「公共職業能力開発施設等

の譲渡等に関する基本方針」（平成 15 年 6 月 5 日付け能発第 0605001 号厚生労働省職
業能力開発局長通達）に基づき、売却、国庫納付に向けて、地方公共団体等との調整
等を行った。

・職員宿舎については、「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」（平成 24
年 12 月 14 日行政改革担当大臣決定）等に基づき、平成 27 年度は、35 件の用途廃止
の措置を講じるとともに、33件の入札公告を行い、12件の処分を行った。
同計画等に記載された職員宿舎以外にも、その必要性の精査を推し進め、平成 27 年度
においては、更に 30件の用途廃止の措置を講じるとともに、５件の入札公告を行った。
なお、平成 22 年 12 月 7 日に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの
基本方針」において不要資産とされた職員宿舎については、厚生労働省からの売却方
針を踏まえ、売却スケジュールを再検討した。
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・職業能力開発施設の敷地については、「厚生労働省省内事業仕分け」（平成 22 年４月
12 日）において提示した保有資産の処分の方針及び第３期中期計画の別紙４「処分予
定資産一覧」に基づき、平成 27 年度は、6 件の入札公告を行うとともに、1 件の処分
を行った。

・会計検査院から有効に利用されていないとして指摘を受けた高度職業能力開発促進セ
ンターの土地については、平成 27 年 8 月 18 日に入札を行い、同 9月 17 日に売買契約
を締結した。

・民間事業者や学識経験者の知見･ノウハウを活用することにより、公平性･公正性を保
ちつつも総収益の最大化が図れるよう、効果的な売却手法の検討を進めた。

４．その他参考情報

特になし。
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（その他業務運営に関する重要事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報

４－１ その他業務運営に関する重要事項

当該項目の重要度、難易度 －
関連する政策評価・行政事業

レビュー
－

２．主要な経年データ

評価対象となる指

標

達成目標 基準値

（前中期目標期間最終年

度値等）

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

（参考情報）

当該年度までの累積値等、必要な

情報

人件費の節減（計画
値）（百万円）

最終事業年度までに
平成 24 年度予算と比
べて 5％以上節減

33,454 － － － － 5％以上節減

人件費の節減（実績
値）（百万円）

－ －
▲1.0％

（33,119）
▲3.6％

（32,255）
▲4.3％

（32,006）

達成度 － － （20.0％） （72.0％） （86.0％） －

注）人件費は、退職手当、新規に追加される業務に係る分、拡充業務に係る分等を除く。
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価

中期目標 中期計画 年度計画（H27） 主な評価指標
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価

業務実績 自己評価 評定

第７ その他主務省令で定め
る業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

(1) 方針
効果的かつ効率的な

業務運営のため、必要
な人材の確保、人員の
適正配置、研修の充実
による専門性及び意識
の向上を図る。

第７ その他主務省令で定め
る業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

(1) 方針
全国各地での採用説

明会の開催、採用案内
パンフレットやホーム
ページ等の活用・充実、
大学等への訪問による
募集の周知や合同企業
説明会等への参加、職
場見学会の実施等によ
る積極的かつ効率的な
募集活動を行い、必要
な人材の確保に努める
とともに、人員の適正
配置、研修の充実によ
る専門性及び意識の向
上を図る。
また、機構業務の改

善活動等の促進を目的
とし、職員の自発的な
業務改善の取組である
Ｅサービス運動を推進
し、職員意識の向上を
図る。
さらに、離職者・在

職者及び学卒者への職
業訓練を実施する職業
訓練指導員について
は、民間企業等幅広い
層から、職業訓練指導
員として必要な資質を
有する者を任期付き雇
用により積極的に活用
し、社会のニーズに機
動的に対応できる体制
を実現する。

＜評価の視点＞
・必要な人材の確保、

人員の適正配置並び
に研修の充実による
専門性及び意識の向
上を図っているか。

＜評価の視点＞

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

(1) 方針
・機構の業務運営に必要な優秀な人材を確保するため、以下の

ような取組を行った。
- 平成 28 年４月採用に当たっては、機構の業務運営に必要
な優秀な人材の確保に向けて、募集する４職種（障害者職
業カウンセラー職、職業能力開発職、障害者職業訓練職、
事務職）の各職種の採用情報や業務内容、勤務先施設の紹
介等をわかりやすく盛り込んだ訴求力のある採用パンフ
レットを作成・配布するとともに、ホームページや就職情
報サイトへ募集案内を掲載したほか、障害者職業カウンセ
ラー職については、前年度に引き続き事務職との併願によ
る募集等により、広く応募者の確保に努めた。就職情報サ
イトを活用し、就職活動中の学生等に向けて採用説明会や
採用試験の情報を発信するほか、問合せの受付け等、相互
に情報交換を行うことで、応募意欲が高まるよう働きかけ
た。

- また、本部、宮城、東京、大阪、福岡における採用説明会
においては、応募に際して当機構の業務内容等の理解が促
進されるよう、募集する４職種の具体的な業務内容を解説
するとともに、地域センター及び職業能力開発促進センタ
ーに勤務している職員の日常業務を紹介した。

- 採用説明会実施後においても、主要都市の４年制大学のキ
ャリア支援センターや担当教授を訪問し、各募集職種につ
いての説明等を実施したほか、学内の就職説明会に参加し
て直接学生に応募を促すこと等により応募者の拡大に努
めた。

- 職員の募集に当たっては、全職種において春季及び秋季に
募集を行い、多様かつ必要な人材の確保に努めた。また、
職業能力開発職については、全国の職業能力開発施設の職
員による地域の大学等に対する広報活動を実施した。

- 採用選考においては、引き続き人物本位の採用のため面接
を重視して３次にわたる面接試験を行った。

・地方組織一元化に伴う組織体制の変更に対応し、円滑な支部
運営に資するため、適切な人員の配置を行った。

・東日本大震災における被災地域の離職者等に対する「震災復
興訓練」の効率的・効果的実施のため、全国から職業訓練指
導員の応援派遣等、スケールメリット等を活かした弾力的な
人員配置に努めた。

・職員の再就職者の非人件費ポストは、本部において研究業務

【事業区分 20 人事
に関する計画】
＜評定と根拠＞
評定：Ｂ

人件費について、
国に準じた給与制度
の運用により適正な
給与水準の維持に努
めた。

人材の確保につい
ては、就職情報サイ
トを活用し、就職活
動中の学生等に向け
て採用説明会や採用
試験の情報を発信す
るほか、問合せを受
け付ける等、相互に
情報交換を行うこと
で、応募意欲が高ま
るよう働きかけた。

これらを踏まえ、
評定をＢとした。

＜課題と対応＞
人件費について、

第３期中期目標期間
の最終事業年度にお
いて、平成 24 年度予
算と比べて５％以上
の額を節減する目標
の達成に向けて、引
き続き取り組む必要
がある。

人材の確保につい
ては、応募者の増加
を図るため、引き続
き就職情報サイト等
を通じて機構の社会
的意義を周知すると
ともに、障害者職業
カウンセラー職及び
事務職についても、
地域の大学等に対す
る広報活動を積極的
に実施する必要があ
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・独立行政法人職員の
再就職者の非人件費
ポストの見直しを図
っているか。

を行う嘱託、施設において職業訓練・指導業務を行う嘱託等
があるが、いずれのポストも、高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第９条に基づく職員の定年退職後の再雇用制度
の対象者を配置するポストであり、これらのポストの配置
は、配置対象者の経歴及び専門性や、当該ポストに必要な技
能等を総合的に勘案して行った。

・職員の専門性と意識の向上を図るため、次のとおり職員各層
に対する研修を実施した。
- 管理職員を対象として、マネジメント力向上を図るべく、
行動規範を本部各課、各施設単位において徹底し、業務を
効果的・効率的に遂行できるようにするための研修等を引
き続き実施した。

- 管理職員を対象として、業務に対するモチベーションや法
令遵守に対する意識等の向上のための管理手法など、嘱託
職員の管理マネジメントに関する研修を実施した。

- 人事評価制度のより適切かつ効果的な実施に向け、人事評
価制度に係る評価者研修を実施した。

- 障害者職業カウンセラー職及び障害者職業訓練職を対象
として、各年次に応じた専門研修のほか、専門第二期研修
を終えた者に対して、今後就労支援のニーズが高まること
が想定される難病者に対する支援スキルの向上を目的と
した課題別研修を実施した。

- 障害者職業カウンセラー職及び障害者職業訓練職を対象
として、実践的な知識・技術等の習得を図るためのＯＪＴ
指針に基づき、採用後３年次までの当該職員を配置するす
べての広域・地域センターにおいて、個々の職員の経験や
担当業務状況に応じて計画的なＯＪＴを実施した。

- 新たに採用されたリワークカウンセラー、ジョブコーチ、
評価アシスタント、リワークアシスタント及び就労支援ア
シスタントを対象として、機構組織や業務及びそれぞれの
職務に課せられた役割の理解、各業務において必要となる
専門的知識、支援スキルの習得を図るための研修を実施し
た。

- 実務経験が２年以上のジョブコーチを対象として、精神障
害者、発達障害者等に関するケーススタディ、経験の少な
いジョブコーチに対する指導技法等の研修を実施した。

- 職業能力開発職を対象として、職業訓練指導員人材育成シ
ステムに基づき、産業構造の変化に伴う新たなニーズに対
応した職業訓練の実施に向けた技能・技術研修、指導員の
各階層に応じた業務を遂行するための役割の理解や能力
を向上するための階層別研修、キャリアルートの要所要所
において、新たな役割を担うための能力の向上を促す研修
及びＯＪＴ等を実施した。
また、新規採用職員を対象として、日常的に施設の利用者
と接し、職業訓練の流れを早期に理解するための窓口業務
ＯＪＴに加え、技能・技術力及び指導力の向上を図るため
の計画的な訓練ＯＪＴを実施した。

- 職業能力開発職を対象として、職業訓練の現場において特
別な配慮が必要な訓練生に支援を行い、課題等の提言や普
及活動を先導する職業訓練指導員の育成を目的とする「特
別な配慮が必要な訓練生への対応研修」を、広域センター
と連携し実施した。

- 全職種共通の研修については、各研修の対象者層に求めら
れる知識や技能・技術等の他、各研修の受講者アンケート

る。
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(2) 人員に関する指標

人件費（退職手当及
び福利厚生費（法定福
利費及び法定外福利
費）並びに人事院勧告
を踏まえた給与改定部
分を除く。）について
は、政府における総人
件費削減の取組を踏ま
え、厳しく見直すもの
とする。

また、機構の給与水
準について、国家公務
員の給与水準も十分考
慮し、国民の理解と納
得が得られるように厳
しく検証を行い、これ

(2) 人員に関する指標

人件費（退職手当及
び福利厚生費（法定福
利費及び法定外福利
費）並びに人事院勧告
を踏まえた給与改定部
分を除く。）について
は、政府における総人
件費削減の取組を踏ま
え、厳しく見直すもの
とする。

また、機構の給与水
準について、国家公務
員の給与水準も十分考
慮し、国民の理解と納
得が得られるように厳
しく検証を行い、これ

＜評価の視点＞
・法人の業務改善のた

めの具体的なイニシ
アティブが認められ
るか。

＜定量的指標＞
・人件費（退職手当、

新規に追加される業
務に係る分、拡充業
務に係る分等を除
く。）については、第
３期中期目標期間の
最終事業年度におい
て、平成 24年度予算
（当初予算）と比べ
て５％以上の額を節
減すること。【数値目
標】

＜評価の視点＞
・人件費（退職手当及

び福利厚生費（法定
福利費及び法定外福
利費）並びに人事院
勧告を踏まえた給与

の結果なども踏まえ、研修実施計画を策定した。
- また、平成 28 年４月から施行される「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律」に基づく職員研修を、平
成 28年３月の新任管理職赴任前研修において実施した。

・人件費削減の一方で職員のモラールの維持向上を図り利用者
本位のサービスを提供するため、以下のような取組を行っ
た。
- 経営トップ（理事長）が、理事会、部長会議、施設長会議、
社内報等あらゆる場を活用して、ミッション（使命）の浸
透、利用者本位のサービス提供の徹底を図るとともに、全
国の施設に経営トップが直接出向いて意見交換、指導を実
施した。

- 役職員一人ひとりが実践すべき行動理念を「独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構行動規範」として策定し、
カードサイズの印刷物にして嘱託職員を含む全役職員に
携帯させている。

- 各種サービス終了時における有用度に関する調査やサー
ビス実施後一定期間経過後における追跡調査等を積極的
に実施し、各種事業の効果や関係者のニーズの把握に努め
た。これらの調査結果を自由記述欄の内容を含め分析し、
現場レベルでの業務改善を促すため各施設にフィードバ
ックした。

- 業務の効率的・効果的実施と職員のモチベーションの維
持・向上を図るため、職場単位の改善運動であるＥサービ
ス運動を引き続き実施した。

・職業訓練指導員体制について、社会のニーズに機動的に対応
できる指導員体制を実現する観点から、生産現場の先端的技
能・技術やものづくりのノウハウを民間企業から取り入れる
ため、任期付き雇用を積極的に活用した（平成 27 年度は新
たに５人の受入れを実施した。（年度末現在の受入数の合計
24 人））

(2) 人員に関する指標
・人件費については、予算において、平成 24 年度の 33,454 百

万円に対し、平成 27 年度は 32,006 百万円となり、4.3％の
節減を図った。

・人件費の見直し及び給与水準の適正化については、国に準じ
た給与制度の運用により適正な給与水準の維持に努めた。

・給与水準の検証結果等については、総務省の定める「独立行
政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等
について（ガイドライン）」に基づき、ホームページ上で公
表した。

【国に準じた給与制度の概要】
- 事務職員について、国と同じ俸給表（行政職俸給表（一））
を適用

- 諸手当について、職業訓練指導員手当を廃止する等、国と
同様の制度を適用

- 55 歳を超える職員について昇給停止
【給与水準の状況】

- 指数の状況
対国家公務員 103.4
参考
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を維持する合理的な理
由がない場合には必要
な措置を講ずることに
より、給与水準の適正
化に速やかに取り組む
とともに、その検証結
果や取組状況について
公表する。
なお、人件費（退職

手当、新規に追加され
る業務に係る分、拡充
業務に係る分等を除
く。）については、第３
期中期目標期間の最終
事業年度において、平
成 24年度予算（当初予
算）と比べて５％以上
の額を節減する。
（参考）第３期中期

目標期間中の予算にお
ける人件費見積りの総
額は、別紙－１のとお
り。

２ 施設・設備に関する計
画

障害者の就労に関する
様々な援助業務及び求職
者等への職業訓練の効果
的かつ効率的な遂行を図
るため、施設の老朽化等
を勘案して、計画的な修
繕等を行う。

（参考）

施設・設
備の内容

予算額
(百万
円)

財源

を維持する合理的な理
由がない場合には必要
な措置を講じることに
より、給与水準の適正
化に速やかに取り組む
とともに、その検証結
果や取組状況について
は、結果が出次第、公
表する。

２ 施設・設備に関する計
画

障害者の就労に関する
様々な援助業務及び求職
者等への職業訓練の効果
的かつ効率的な遂行を図
るため、施設の老朽化等
を勘案して、計画的な修
繕等を行う。

① 障害者職業センター
における空調設備更新
（22百万円）を行う。

改定部分を除く。）に
ついては、政府にお
ける総人件費削減の
取組を踏まえ、厳し
く見直しているか。

・機構の給与水準につ
いて検証を行い、こ
れを維持する合理的
な理由がない場合に
は必要な措置を講ず
ることにより、給与
水準の適正化に速や
かに取り組むととも
に、その検証結果や
取組状況については
公表しているか。

＜評価の視点＞
・施設の老朽化等を勘

案し計画的に修繕等
を行ったか。

地域勘案 108.1
学歴勘案 100.0
地域・学歴勘案 106.4

- 国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由
ⅰ当機構の事務職員のうち大卒以上の者は、全体の 94.1％

を占め、国家公務員の行政職俸給表（一）適用者のうち
大卒以上の者の 54.7％（参考「平成 27 年国家公務員給
与等実態調査の結果」第２表より算出）を大幅に上回っ
ていることによる。
なお、学歴勘案による対国家公務員指数は 100.0 と国家
公務員と同水準である。

ⅱ「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日
閣議決定）等に基づき職員宿舎の廃止を進めていること
及び全国規模の異動が多いことから、借家・借間に居住
する者が年々増加傾向にあり、住居手当の支給水準は国
家公務員と同じであるが、支給される者が全体の 61.2％
を占め、国家公務員の 19.9％（参考「平成 27 年国家公
務員給与等実態調査の結果」第９表より算出。以下同
じ。）を大幅に上回っていることによる。また、単身赴
任手当についても支給される者が全体の 14.3％を占め、
国家公務員の 8.7％を上回っていることによる。

ⅲ地域勘案及び地域・学歴勘案の指数については、国の本
府省が１級地（東京都特別区（18.5％））に置かれてい
るのに対し、当機構の本部事務所は３級地（千葉市
（13％））に置かれており、当該３級地に在勤する事務
職員の割合が高くなっていることによる。

- 給与水準の適切性の検証
当機構の給与水準については、国と同様の給与制度として
いるため俸給、諸手当は国と同等の水準となっており、大
卒以上の割合が大きいことを考慮した学歴勘案では 100.0
ポイントと国と同水準であること。その他の指数について
は、住居手当及び単身赴任手当の受給者割合が国よりも大
幅に高いことや本部事務所が千葉市に置かれていること
により国を上回っているものであり、給与水準が国より高
いものではないこと。

・レクリエーション経費については、廃止しており支出はない。

２ 施設・設備に関する計画

・障害者の就労に関する援助業務及び求職者等への職業訓練の
効率的な遂行を図るため、平成 27年度においては、
ⅰ香川障害者職業センター空調設備改修工事等
ⅱ宮城職業能力開発促進センターの建替及び熊本職業能力
開発促進センター実習場建替工事等

ⅲ関東職業能力開発大学校耐震改修工事等
の計画的な修繕を行った。
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第５ その他業務運営に関す
る重要事項

通則法第 29 条第２項
第５号のその他業務運営
に関する重要事項につい
ては次のとおりとする。

１ ニーズの適確な把握等

サービスを希望する者
が適切な時期に適切なサ
ービスを受けられるよう
にするため、利用者の機
会の均等・公平の観点か
ら、ニーズの適確な把握、
ニーズを踏まえた適正な

（地域障
害者職業
センタ
ー）

設備更新
等

148

施設
整備
費補
助金

（職業能
力開発促
進センタ
ー）

実習場建
替等

7,458

（職業能
力開発大
学校）
設備更新

等

1,805

（注）上記の計画について
は、業務実施状況、予見
しがたい事情等を勘案
し、施設整備を追加又は
予定額を変更すること
があり得る。

３ 積立金の処分に関する
事項

宿舎等勘定の前中期目
標期間繰越積立金は、宿
舎等業務に充てることと
する。

② 職業能力開発促進セ
ンターにおける実習場
建替等（2,200 百万円）
を行う。

③ 職業能力開発大学校
における設備更新等
（57百万円）を行う。

（注）上記の計画につい
ては、業務実施状況、
予見しがたい事情等
を勘案し、施設整備を
追加又は予定額を変
更することがあり得
る。

３ 積立金の処分に関する
事項

宿舎等勘定の前中期目
標期間繰越積立金は、宿
舎等業務に充てることと
する。

＜評価の視点＞
・宿舎等勘定の前中期

目標期間繰越積立金
は、宿舎等業務に充
てたか。

３ 積立金の処分に関する事項

・主に、雇用促進住宅の入居者付きでの売却を進めたことによ
り、入居者の退去を促進する取組に要する費用が発生しなか
ったこと等から、当期純利益が 15 億円生じたため、第３期
中期目標期間へ繰り越した積立金（前中期目標期間繰越積立
金）は取り崩していない。
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サービスの提供を図るよ
う、事業の周知や関係機
関への協力要請を積極的
に実施するとともに、事
業主団体、障害者団体等
と情報交換を行うほか、
機構の業務に関する要
望、意見等を聞くことを
目的とする場を設けるこ
と。

２ 利便性の向上

利用者に対するアンケ
ート調査を積極的に実施
し、その結果を業務改善
につなげることにより、
利用者の要望を踏まえた
業務運営を行うこと。

高年齢者等や障害者の
雇用問題等に関する情報
及び求職者や在職者等に
対する職業訓練実施状況
等に関する情報をホーム
ページにおいて公表し、
高年齢者等や障害者の雇
用問題等に関する情報及
び求職者や在職者等に対
する職業訓練実施状況等
に関する情報の効率的な
活用と国民の理解の促進
を図ること。また、給付
金及び助成金の支給申請
事業主等の利便性を図る
ため、支給要件、助成額、
申請窓口等をホームペー
ジ等で公開すること。

また、障害者雇用納付
金の徴収及び調整金等の
支給業務については、事
業主の利便性の向上を図
るため、申告・申請手続
の簡素化及び電算機処理
システムの改定など、適
正かつ効率的に実施する
こと。

３ 業績評価の実施及び公
表による業務内容の充実
等

適正な業務の推進に資
するため業績評価を行
い、業務運営に反映する。
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さらに、業務内容の透
明性を高め、業務内容の
充実を図る観点から、設
定した目標の達成状況、
業績評価の結果や機構の
業務の内容について、ホ
ームページ等において、
積極的かつ分かりやすく
公表すること。

４ 内部統制の充実・強化

内部統制については、
総務省の「独立行政法人
における内部統制と評価
に関する研究会」が平成
22 年３月に公表した報
告書（「独立行政法人にお
ける内部統制と評価につ
いて」）及び総務省政策評
価・独立行政法人評価委
員会から独立行政法人等
の業務実績に関する評価
の結果等の意見として厚
生労働省独立行政法人評
価委員会等に通知した事
項を参考に更に充実・強
化を図ること。

５ 政府の方針を踏まえ、
適切な情報セキュリティ
対策を推進すること。

６ 既往の閣議決定等に示
された政府方針に基づく
取組について、着実に実
施すること。

＜平成 26年度の業務実績の評価結果の反映状況＞
・第３期中期目標期間の３年目である平成 27 年度の人件費予

算においては、4.3％の節減を達成しているところであり、
中期計画で定めた５％以上の節減達成に向け、引き続き人件
費の節減に取り組む。

４．その他参考情報

特になし。


